
令和７年11月定例会  

 

 

 

 

 

 

熊 本 県 議 会 会 議 録 
 

 

 

令和７年 11月 28日  開会  

令和７年 12月 19日  閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 本 県 議 会 



月  日 曜 区　　分 備　　　　考

自民 公明 立民連 請願締切　　 17:00
（松田） （城下） （幸村） 意見書等締切 17:00

参政 無所属 自民
（髙井） （住永） （城戸）

自民 自民 自民
（斎藤） （西山） （西村）

自民 維新 自民
（岩本） （星野） （山口）

議案等に対する質疑　委員会付託

会期　22日間

令和７年11月定例会会期日程表

日　　　　　　　　　　程

11・28 金 本　会　議 開会宣告　会期決定　議案上程　知事説明

29 土

休　　　会

(県の休日)
30 日

12・１ 月

議案調査２ 火

３ 水

４ 木
本　会　議 一般質問

５ 金

６ 土
休　　　会 (県の休日)

７ 日

８ 月

本　会　議
一般質問

９ 火

10 水

休　　　会

議案調査

11 木 特別委員会

12 金 常任委員会 総務・厚生・教警

13 土
(県の休日)

14 日

15 月
常任委員会

経環・農水・建設

16 火

17 水
議事整理

18 木

19 金 本　会　議 委員長報告　質疑　討論　議決　閉会宣告



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 1 - 

 

 

目   次 

 

第１号(11月28日) 

 議事日程 第１号 ……………………………  1 

 本日の会議に付した事件 ……………………  1 

 出席議員氏名 …………………………………  1 

 欠席議員氏名 …………………………………  2 

 説明のため出席した者の職氏名 ……………  2 

 事務局職員出席者 ……………………………  2 

 開会 開議 ……………………………………  2 

 諸般の報告 ……………………………………  2 

 就任挨拶 ………………………………………  2 

 自治功労者に対する表彰状及び記念品の伝 

  達 ……………………………………………  3 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 …………  4 

 日程第２ 会期決定の件 ……………………  4 

 日程第３ 知事提出議案の上程(第１号か 

  ら第48号まで)………………………………  5 

 日程第４ 知事の提案理由説明 ……………  6 

 日程第５ 休会の件 …………………………  8 

 日程通告 散会 ………………………………  8 

第２号(12月４日) 

 議事日程 第２号 ……………………………  9 

 本日の会議に付した事件 ……………………  9 

 出席議員氏名 …………………………………  9 

 欠席議員氏名 …………………………………  9 

 説明のため出席した者の職氏名 ……………  9 

 事務局職員出席者 …………………………… 10 

 開 議 ………………………………………… 10 

 日程第１ 一般質問 ………………………… 10 

  松田三郎君質問 …………………………… 10 

   ・令和８年度予算編成に向けた知事の

思いについて 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 11 

  松田三郎君質問 …………………………… 12 

   ・令和７年８月豪雨への対応について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 13 

  松田三郎君質問 …………………………… 14 

   ・令和２年７月豪雨からの球磨・人吉

地域の創造的復興について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 15 

  松田三郎君質問 …………………………… 17 

   ・｢食のみやこ熊本県」創造推進ビジ

ョンについて 

   理事間宮将大君答弁 …………………… 18 

  松田三郎君質問 …………………………… 19 

   ・森林の適切な保全について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 20 

  松田三郎君質問 …………………………… 20 

   ・太陽光発電に関する問題と自然環境 

の保全について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 22 

  松田三郎君質問――終了 ………………… 22 

 休 憩 ………………………………………… 23 

 開 議 ………………………………………… 23 

  城下広作君質問 …………………………… 23 

   ・新政権への思いについて 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 24 

  城下広作君質問 …………………………… 25 

   ・県内の情勢について 

    ・ＴＳＭＣ進出が本県にもたらす経

済波及効果 

    ・市町村の副首長への元県職員の就 

任の受け止め 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 26 

  城下広作君質問 …………………………… 27 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 2 - 

 

   ・セミコンテクノパーク周辺に係る取

水と排水について 

    ・取水施設 

    ・排水施設 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 28 

  城下広作君質問 …………………………… 30 

   ・外国人との共生社会の推進について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 31 

  城下広作君質問 …………………………… 32 

   ・あらゆる災害の防災・減災対策につ 

いて 

・国・県・市町村間の災害情報の連

携 

・災害ボランティアのさらなる確保 

・坪井川水系の新たな遊水地を含む

治水対策 

   知事公室長深川元樹君答弁 …………… 34 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 ………… 34 

   土木部長菰田武志君答弁 ……………… 35 

  城下広作君質問 …………………………… 35 

   ・県立高校の在り方検討について 

    ・定員問題 

    ・デジタル併願制 

   教育長越猪浩樹君答弁 ………………… 36 

  城下広作君質問 …………………………… 37 

   ・児童・生徒へのＳＮＳ教育について 

   教育長越猪浩樹君答弁 ………………… 37 

  城下広作君質問――終了 ………………… 38 

 休 憩 ………………………………………… 38 

 開 議 ………………………………………… 38 

  幸村香代子君質問 ………………………… 38 

   ・知事の「肥後の引き倒し」「土着の

宗教」発言と地下水保全策について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 39 

  幸村香代子君質問 ………………………… 40 

   ・長射程ミサイル配備に係る説明会開

催と見直しを求める民意について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 41 

  幸村香代子君質問 ………………………… 42 

   ・子どもたちを性被害から守ることに 

ついて 

・学校における取組について 

   教育長越猪浩樹君答弁 ………………… 43 

  幸村香代子君質問 ………………………… 44 

    ・児童養護施設における対応につい 

     て 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 ………… 45 

  幸村香代子君質問 ………………………… 45 

   ・周産期メンタルヘルスについて 

    ・県立こころの医療センターでの産 

後うつ外来の現状と課題について 

    ・県の周産期メンタルヘルスの必要 

性と今後の方向性について 

病院事業管理者職務代理者鍬本亮太君 

答弁 ……………………………………… 47 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 ………… 47 

  幸村香代子君質問 ………………………… 48 

   ・定時制・通信制差別を二度と起こさ

ないための取組について 

   商工労働部長上田哲也君答弁 ………… 48 

  幸村香代子君質問 ………………………… 49 

   ・国家戦略特区制度「家事サービスに

従事する外国人の受入れ」について 

   商工労働部長上田哲也君答弁 ………… 50 

  幸村香代子君質問――終了 ……………… 50 

 日程通告 散会 ……………………………… 51 

第３号(12月５日) 

 議事日程 第３号 …………………………… 53 

 本日の会議に付した事件 …………………… 53 

 出席議員氏名 ………………………………… 53 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 3 - 

 

 欠席議員氏名 ………………………………… 53 

 説明のため出席した者の職氏名 …………… 53 

 事務局職員出席者 …………………………… 54 

 開 議 ………………………………………… 54 

 日程第１ 一般質問 ………………………… 54 

  髙井千歳さん質問 ………………………… 54 

   ・外国人との共生を推進するアクショ

ンプラン作成における県民の意見反

映について 

   知事公室長深川元樹君答弁 …………… 57 

  髙井千歳さん質問 ………………………… 57 

   ・家事支援外国人受入事業の導入の是

非について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 59 

  髙井千歳さん質問 ………………………… 60 

   ・太陽光ＦＩＴ後におけるパネル放置

ゼロの取組について 

   商工労働部長上田哲也君答弁 ………… 61 

  髙井千歳さん質問 ………………………… 62 

   ・肥料利用される下水汚泥中のＰＦＯ

Ｓ、ＰＦＯＡの測定について 

   土木部長菰田武志君答弁 ……………… 63 

  髙井千歳さん質問 ………………………… 63 

   ・県内の死亡者数増加の原因について 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 ………… 65 

  髙井千歳さん質問――終了 ……………… 65 

   ・県環境基本計画における再エネ発電 

量の割合の見直しについて(要望） 

 休 憩 ………………………………………… 67 

 開 議 ………………………………………… 67 

  住永栄一郎君質問 ………………………… 67 

   ・熊本地震からの復興について 

    ・益城町の復興と今後について 

    ・新大空港構想と益城町のにぎわい 

づくりについて 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 68 

   企画振興部長富永隼行君答弁 ………… 69 

  住永栄一郎君質問 ………………………… 70 

   ・県内児童生徒の低い英語力の状況と

今後の取組について 

   教育長越猪浩樹君答弁 ………………… 72 

  住永栄一郎君質問 ………………………… 73 

   ・ワーキングケアラー支援について 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 ………… 74 

  住永栄一郎君質問 ………………………… 75 

   ・子ども食堂、地域食堂の新しい価値

や役割について 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 ………… 76 

  住永栄一郎君質問 ………………………… 77 

   ・国宝通潤橋をはじめとした観光資源

の活用について 

   観光文化部長脇俊也君答弁 …………… 78 

  住永栄一郎君質問――終了 ……………… 79 

 休 憩 ………………………………………… 79 

 開 議 ………………………………………… 79 

  城戸淳君質問 ……………………………… 79 

   ・玉名地域をはじめとする被災地の復

旧支援について 

    ・８月豪雨後の境川河川改修の取組

について 

   土木部長菰田武志君答弁 ……………… 80 

  城戸淳君質問 ……………………………… 81 

    ・浸水被害を受けた中小企業者や農 

業者への支援について 

商工労働部長上田哲也君答弁 ………… 82 

農林水産部長中島豪君答弁 …………… 82 

城戸淳君質問 ……………………………… 83 

   ・食資源を活用した観光振興の推進に

ついて 

   観光文化部長脇俊也君答弁 …………… 84 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 4 - 

 

  城戸淳君質問 ……………………………… 85 

   ・幼保小の接続の重要性について 

   教育長越猪浩樹君答弁 ………………… 86 

  城戸淳君質問 ……………………………… 87 

   ・半導体産業をはじめとした産業人材

の育成について 

   教育長越猪浩樹君答弁 ………………… 88 

  城戸淳君質問 ……………………………… 89 

   ・地域公共交通への県の対応について 

   企画振興部長富永隼行君答弁 ………… 90 

  城戸淳君質問――終了 …………………… 91 

   ・金栗四三の遺産を生かした玉名地域のス

ポーツ振興について(要望） 

   ・県北地域に必要なインフラの整備につい

て(要望） 

 日程通告 散会 ……………………………… 92 

第４号(12月８日) 

 議事日程 第４号 …………………………… 93 

 本日の会議に付した事件 …………………… 93 

 出席議員氏名 ………………………………… 93 

 欠席議員氏名 ………………………………… 93 

 説明のため出席した者の職氏名 …………… 93 

 事務局職員出席者 …………………………… 94 

 開 議 ………………………………………… 94 

 日程第１ 一般質問 ………………………… 94 

  斎藤陽子さん質問 ………………………… 94 

   ・新大空港構想の実現に向けた取組に

ついて 

    ・新大空港構想の将来展望について 

   知事木村敬君答弁 ……………………… 95 

  斎藤陽子さん質問 ………………………… 96 

    ・「産業集積・産業力強化」及び

「快適な生活ができる街づくり」

について 

   商工労働部長上田哲也君答弁 ………… 98 

   企画振興部長富永隼行君答弁 ………… 98 

  斎藤陽子さん質問 ………………………… 99 

   ・地域計画を基軸とした持続可能な農

業基盤の構築について 

   農林水産部長中島豪君答弁 ……………100 

  斎藤陽子さん質問 …………………………101 

   ・改正スポーツ基本法を踏まえた熊本 

のスポーツの在り方について 

・スポーツの価値と振興について 

・スポーツコンプレックスの推進に

ついて 

   教育長越猪浩樹君答弁 …………………102 

  斎藤陽子さん質問 …………………………102 

    ・第２期熊本県スポーツツーリズム 

推進戦略の策定について 

   観光文化部長脇俊也君答弁 ……………103 

  斎藤陽子さん質問 …………………………104 

   ・コミュニティ・スクールの成果と課 

題について 

   教育長越猪浩樹君答弁 …………………106 

  斎藤陽子さん質問――終了 ………………106 

 休 憩 …………………………………………107 

 開 議 …………………………………………107 

  西山宗孝君質問 ……………………………107 

   ・｢お出かけ知事室」に対する知事の

思いについて 

   知事木村敬君答弁 ………………………108 

  西山宗孝君質問 ……………………………109 

   ・中山間地域における農業生産基盤の

整備推進について 

   農林水産部長中島豪君答弁 ……………110 

  西山宗孝君質問 ……………………………110 

   ・気候変動下における未来の水産業に

ついて 

   農林水産部長中島豪君答弁 ……………112 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 5 - 

 

  西山宗孝君質問 ……………………………112 

   ・今後の県立高校魅力化の取組につい

て 

    教育長越猪浩樹君答弁 …………………114 

  西山宗孝君質問 ……………………………114 

   ・熊本県マスタープラン改定に向けた

公営住宅の現状と課題について 

   土木部長菰田武志君答弁 ………………116 

  西山宗孝君質問 ……………………………116 

   ・熊本が誇る「アートポリス」の推進

について 

   知事木村敬君答弁 ………………………118 

  西山宗孝君質問――終了 …………………119 

 休 憩 …………………………………………120 

 開 議 …………………………………………120 

  西村尚武君質問 ……………………………120 

   ・島原・天草・長島架橋構想等につい

て 

   知事木村敬君答弁 ………………………121 

   企画振興部長富永隼行君答弁 …………121 

  西村尚武君質問 ……………………………122 

   ・持続可能な地域医療体制の構築につ

いて 

    ・公立病院の経営について 

    ・新たな看護職員確保対策について 

   総務部長千田真寿君答弁 ………………123 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 …………124 

  西村尚武君質問 ……………………………125 

   ・介護現場における生産性の向上につ

いて 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 …………126 

  西村尚武君質問 ……………………………127 

   ・教員の確保について 

    教育長越猪浩樹君答弁 …………………128 

  西村尚武君質問 ……………………………128 

   ・地域公共交通の維持について 

   企画振興部長富永隼行君答弁 …………130 

  西村尚武君質問――終了 …………………130 

 日程通告 散会 ………………………………131 

第５号(12月９日) 

 議事日程 第５号 ……………………………133 

 本日の会議に付した事件 ……………………133 

 出席議員氏名 …………………………………133 

 欠席議員氏名 …………………………………134 

 説明のため出席した者の職氏名 ……………134 

 事務局職員出席者 ……………………………134 

 開 議 …………………………………………134 

 日程第１ 一般質問 …………………………134 

  岩本浩治君質問 ……………………………134 

   ・知事就任後の障害福祉政策について 

   知事木村敬君答弁 ………………………136 

  岩本浩治君質問 ……………………………137 

   ・訪問介護サービスが抱える課題につ

いて 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 …………139 

  岩本浩治君質問 ……………………………140 

   ・中九州横断道路の有効活用について 

   土木部長菰田武志君答弁 ………………141 

  岩本浩治君質問 ……………………………141 

   ・阿蘇の地下水保全について 

   環境生活部長清田克弘君答弁 …………143 

  岩本浩治君質問 ……………………………144 

   ・高校入試における不登校生徒への対

応と入学後の状況について 

    教育長越猪浩樹君答弁 …………………145 

  岩本浩治君質問――終了 …………………146 

 休 憩 …………………………………………146 

 開 議 …………………………………………146 

  星野愛斗君質問 ……………………………146 

   ・県財政の現状認識と今後の対応策に



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 6 - 

 

ついて 

   知事木村敬君答弁 ………………………147 

  星野愛斗君質問 ……………………………148 

   ・ファシリティマネジメントの取組に

ついて 

   総務部長千田真寿君答弁 ………………149 

  星野愛斗君質問 ……………………………150 

   ・外国人との共生に向けた医療提供と

国民健康保険制度について 

   健康福祉部長下山薫さん答弁 …………152 

  星野愛斗君質問 ……………………………152 

   ・地域公共交通の維持に向けた県の取

組について 

   企画振興部長富永隼行君答弁 …………155 

  星野愛斗君質問 ……………………………156 

   ・中小企業など民間部門の生産性向上 

に資するデジタル化の推進について 

   理事阪本清貴君答弁 ……………………157 

  星野愛斗君質問――終了 …………………157 

   ・熊本武道館の利便性向上に資する取

組継続について(要望) 

 休 憩 …………………………………………159 

 開 議 …………………………………………159 

  山口裕君質問 ………………………………159 

   ・令和７年８月豪雨への対応 

    ・地域特性を踏まえた浸水対策につ 

いて 

   ・被災事業者への支援について 

   知事木村敬君答弁 ………………………160 

山口裕君質問 ………………………………162 

    ・熊本天草幹線道路について 

    ・国県道の強靱化について 

   副知事亀崎直隆君答弁 …………………163 

   土木部長菰田武志君答弁 ………………164 

  山口裕君質問 ………………………………164 

   ・地域未来創造会議について 

   知事木村敬君答弁 ………………………165 

  山口裕君質問 ………………………………166 

   ・台湾訪問の成果とイノベーション創

発エリアの県の関与について 

   知事木村敬君答弁 ………………………167 

  山口裕君質問 ………………………………168 

   ・海を育む取組について 

   知事木村敬君答弁 ………………………169 

  山口裕君質問 ………………………………169 

   ・上天草高校の魅力化について 

    教育長越猪浩樹君答弁 …………………170 

  山口裕君質問 ………………………………171 

   ・松枯れへの対策について 

   農林水産部長中島豪君答弁 ……………171 

  山口裕君質問――終了 ……………………172 

 日程第２ 議案等に対する質疑(第１号か 

  ら第48号まで)………………………………172 

 知事提出議案の上程(第49号から第61号ま 

  で)……………………………………………172 

 日程第３ 知事提出議案の委員会付託(第 

  １号から第61号まで)………………………174 

 日程第４ 請願の委員会付託 ………………174 

 知事提出議案の上程(第62号から第77号ま 

で)……………………………………………174 

 日程第５ 休会の件 …………………………175 

 日程通告 散会 ………………………………175 

第６号(12月19日) 

 議事日程 第６号 ……………………………177 

 本日の会議に付した事件 ……………………177 

 出席議員氏名 …………………………………177 

 欠席議員氏名 …………………………………178 

 説明のため出席した者の職氏名 ……………178 

 事務局職員出席者 ……………………………178 

 開 議 …………………………………………178 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 目次 

- 7 - 

 

 日程第１ 決算特別委員長報告 ……………178 

  採 決 ………………………………………181 

知事提出議案の上程(第78号) ………………182 

知事提出議案の委員会付託(第78号) ………182 

 休 憩 …………………………………………182 

 開 議 …………………………………………182 

日程第２  各常任委員長報告 ………………182 

  厚生常任委員長報告 ………………………182 

  経済環境常任委員長報告 …………………184  

農林水産常任委員長報告 …………………186 

  建設常任委員長報告 ………………………187 

  教育警察常任委員長報告 …………………188 

  総務常任委員長報告 ………………………188 

  反対討論(星野愛斗君) ……………………190 

反対討論(岩田智子君) ……………………191 

反対討論(岩中伸司君) ……………………193 

  採 決 ………………………………………194 

 日程第３ 閉会中の継続審査の件 …………195 

 知事提出議案(第62号から第77号まで) ……195 

  採 決 ………………………………………195 

 議員提出議案の上程(第１号) ………………196 

   採 決 ………………………………………197 

 委員会提出議案の上程(第１号及び第２ 

号)……………………………………………197 

   採 決 ………………………………………200 

 議員派遣の件 …………………………………200 

 閉 会 …………………………………………201 

 議長の閉会挨拶 ………………………………201 

付 録 

 令和７年11月定例会議案議決件名一覧表…付 1 

 議長諸般の報告………………………………付 6 

 議案各委員会別一覧表………………………付 7 

 請願文書表……………………………………付26 

 委員会審査報告書……………………………付31 

 閉会中の継続審査申出一覧表………………付46 

 請願委員会審査報告一覧表 閉会中の継続 

  審査申出一覧表……………………………付47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 

 

 

 

（11月28日） 

 

  



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第１号（11月28日） 

 

 

- 1 - 

 

  令和７年   熊本県議会11月定例会会議録     第１号 

 

令和７年11月28日(金曜日) 

   ――――――――――――――――― 

   議事日程 第１号 

  令和７年11月28日(金曜日)午前10時開会 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 知事提出議案の上程(第１号から第48号

まで) 

 第４ 知事の提案理由説明 

 第５ 休会の件 

   ――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件 

 日程第３ 知事提出議案の上程(第１号から第

48号まで) 

 日程第４ 知事の提案理由説明 

 日程第５ 休会の件 

     ――――――○―――――― 

出席議員氏名(47人) 

            星 野 愛 斗 君 

            髙 井 千 歳 さん 

            住 永 栄一郎 君 

            亀 田 英 雄 君 

            幸 村 香代子 君 

            杉 嶌 ミ カ さん 

            立 山 大二朗 君 

            斎 藤 陽 子 さん 

            本 田 雄 三 君 

            岩 田 智 子 君 

            堤   泰 之 君 

            南 部 隼 平 君 

            前 田 敬 介 君 

            坂 梨 剛 昭 君 

            荒 川 知 章 君 

            城 戸   淳 君 

            西 村 尚 武 君 

            池 永 幸 生 君 

            竹 﨑 和 虎 君 

            吉 田 孝 平 君 

            中 村 亮 彦 君 

            増 永 慎一郎 君 

            前 田 憲 秀 君 

            髙 島 和 男 君 

            松 村 秀 逸 君 

            岩 本 浩 治 君 

            西 山 宗 孝 君 

            河 津 修 司 君 

            楠 本 千 秋 君 

            橋 口 海 平 君 

            緒 方 勇 二 君 

            髙 木 健 次 君 

            髙 野 洋 介 君 

            内 野 幸 喜 君 

            岩 中 伸 司 君 

            城 下 広 作 君 

            西   聖 一 君 

            山 口   裕 君 

            渕 上 陽 一 君 

            坂 田 孝 志 君 

            溝 口 幸 治 君 

            池 田 和 貴 君 

            吉 永 和 世 君 

            松 田 三 郎 君 
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            藤 川 隆 夫 君 

            岩 下 栄 一 君 

            前 川   收 君 

欠席議員氏名(なし) 

   ――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

      知    事 木 村   敬 君 

      副 知 事 竹 内 信 義 君 

      副 知 事 亀 崎 直 隆 君 

      知事公室長 深 川 元 樹 君 

      総 務 部 長 千 田 真 寿 君 

      企画振興部長 富 永 隼 行 君 

      理    事 阪 本 清 貴 君 

      理    事 府 高   隆 君 

      健康福祉部長 下 山   薫 さん 

      環境生活部長 清 田 克 弘 君 

      商工労働部長 上 田 哲 也 君 

      観光文化部長 脇   俊 也 君 

      農林水産部長 中 島   豪 君 

理    事 間 宮 将 大 君 

      土 木 部 長 菰 田 武 志 君 

      会計管理者 野 中 眞 治 君 

      企 業 局 長 久 原 美樹子 さん 

      病 院 事 業 
      管 理 者 鍬 本 亮 太 君 
      職務代理者 

      教 育 長 越 猪 浩 樹 君 

      警察本部長 佐 藤 昭 一 君 

      人事委員会 
            出 田 孝 一 君       委 員 長 

      監 査 委 員 小 原 雅 之 君 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

      事 務 局 長 波 村 多 門 

      事務局次長             鈴   和 幸       兼総務課長 

      議 事 課 長 下 﨑 浩 一 

      議事課長補佐 岡 部 康 夫 

     ――――――○―――――― 

  午前10時開会 開議 

○議長(髙野洋介君) ただいまから令和７年11月

熊本県議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

     ――――――○―――――― 

 諸般の報告 

○議長(髙野洋介君) まず、閉会中における諸般

の報告をいたします。 

 内容については、議席に配付のとおりでありま

す。 

  〔諸般の報告は付録に掲載〕 

     ――――――○―――――― 

 就任挨拶 

○議長(髙野洋介君) 次に、去る９月定例会にお

いて任命同意になりました教育委員会委員、公安

委員会委員及び収用委員会委員から、それぞれ挨

拶の申出があっておりますので、この際、これを

許します。 

 教育委員会委員渡辺絵美さん。 

  〔教育委員会委員渡辺絵美さん登壇〕 

○教育委員会委員(渡辺絵美さん) おはようござ

います。去る10月、県議会の御同意をいただき、

熊本県教育委員を拝命いたしました渡辺絵美と申

します。熊本の未来を支える子供たちの教育環境

の充実というのは非常に重要なものだと認識して

おります。教育委員として、今後、本県の教育行

政の推進に精いっぱい取り組んでまいる所存でご

ざいますので、今後とも御指導御鞭撻のほどよろ

しくお願い申し上げます。(拍手) 

○議長(髙野洋介君) 公安委員会委員吉田賢一

君。 

  〔公安委員会委員吉田賢一君登壇〕 

○公安委員会委員(吉田賢一君) おはようござい

ます。去る９月の県議会におきまして任命の御同
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意をいただき、10月８日付で公安委員を拝命いた

しました吉田賢一と申します。公安委員として、

２期目にはなりますけれども、これまで同様、与

えられた職務を全うすべく、誠心誠意尽くす所存

でございます。今後とも、どうぞ御指導御鞭撻の

ほどよろしくお願い申し上げます。(拍手) 

○議長(髙野洋介君) 収用委員会委員伊牟田徹

君。 

  〔収用委員会委員伊牟田徹君登壇〕 

○収用委員会委員(伊牟田徹君) 皆様、おはよう

ございます。去る９月の県議会で御同意をいただ

き、10月８日付で収用委員に任命された伊牟田徹

でございます。任命に際しましては、県議会の御

同意をいただき、誠にありがとうございました。

収用委員会の使命を自覚し、与えられた職務に誠

心誠意努力してまいる所存でございますので、今

後とも御指導御鞭撻を賜りますよう、どうぞよろ

しくお願いいたします。(拍手) 

     ――――――○―――――― 

 自治功労者に対する表彰状及び記念品の伝達 

○議長(髙野洋介君) 次に、去る10月30日、神奈

川県で開催された第182回全国都道府県議会議長

会定例総会において、自治功労者として表彰され

ました議員に対し、ただいまから表彰状及び記念

品の伝達を行います。 

 被表彰者は、 

 20年以上 

 坂 田 孝 志 君 

 10年以上 

 楠 本 千 秋 君 

 河 津 修 司 君 

 西 山 宗 孝 君 

 岩 本 浩 治 君 

 松 村 秀 逸 君 

 岩 田 智 子 君 

 髙 島 和 男 君 

 中 村 亮 彦 君 

 吉 田 孝 平 君 

以上10人であります。 

 被表彰者の諸君は演壇の前に出ていただきま

す。 

  〔被表彰者演壇前に出る〕 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            坂 田 孝 志 殿 

 あなたは熊本県議会議員として在職20年以上に 

 及び地方自治の発展に努力された功績はまこと 

 に顕著であります よってここにその功労をた

たえ表彰します 

   令和７年10月30日 

           全国都道府県議会議長会 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            楠 本 千 秋 殿 

 あなたは熊本県議会議員として在職10年以上に 

 及び地方自治の発展に努力された功績はまこと 

 に顕著であります よってここにその功労をた

たえ表彰します 

   令和７年10月30日 

           全国都道府県議会議長会 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            河 津 修 司 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 
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 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            西 山 宗 孝 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            岩 本 浩 治 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            松 村 秀 逸 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            岩 田 智 子 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            髙 島 和 男 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            中 村 亮 彦 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ---------------------------------- 

○議長(髙野洋介君) 

   表  彰  状 

            吉 田 孝 平 殿 

 以下同文ですので、省略させていただきます。 

 おめでとうございます。 

  〔表彰状及び記念品伝達〕 

  〔拍手〕 

     ――――――○―――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程に従いまして、

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第121条の規定に

より、渕上陽一君、山口裕君、星野愛斗君、以上

３人を指名いたします。 

         ――――――○―――――― 

 日程第２ 会期決定の件 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第２、会期決定

の件を議題といたします。 
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 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から12月19日までの

22日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、会期は本日から12月19日までの22日間とす

ることに決定いたしました。 

     ――――――○―――――― 

 日程第３ 知事提出議案の上程(第１号から第

48号まで) 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第３、知事提出

議案第１号から第48号までが提出されましたの

で、これを一括して議題といたします。 

   ――――――――――――――――― 

第１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算

(第７号） 

第２号 令和７年度熊本県港湾整備事業特別会

計補正予算(第２号） 

第３号 令和７年度熊本県臨海工業用地造成事

業特別会計補正予算(第２号） 

第４号 令和７年度熊本県用地先行取得事業特

別会計補正予算(第１号） 

第５号 令和７年度熊本県電気事業会計補正予

算(第２号） 

第６号 令和７年度熊本県工業用水道事業会計

補正予算(第２号） 

第７号 令和７年度熊本県病院事業会計補正予

算(第２号） 

第８号 熊本県知事の権限に属する事務処理の

特例に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第９号 熊本県手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

第10号 熊本県行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

第11号 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

第12号 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

第13号 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例及び熊本県一時保護施設の

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第14号 障害のある人もない人も共に生きる熊

本づくり条例等の一部を改正する条例の制定

について 

第15号 熊本県漁港管理条例の一部を改正する

条例の制定について 

第16号 熊本県道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例の制定について 

第17号 熊本県港湾管理条例の一部を改正する

条例の制定について 

第18号 熊本県地方港湾審議会条例の一部を改

正する条例の制定について 

第19号 財産の取得について 

第20号 令和７年度災害関連緊急急傾斜地崩壊

対策事業の経費に対する町負担金(地方財政

法関係)について 

第21号 工事請負契約の変更について 

第22号 工事請負契約の変更について 

第23号 工事請負契約の変更について 

第24号 工事請負契約の締結について 

第25号 工事請負契約の締結について 

第26号 工事請負契約の締結について 
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第27号 工事請負契約の変更について 

第28号 工事請負契約の変更について 

第29号 当せん金付証票の発売について 

第30号 指定管理者の指定について 

第31号 指定管理者の指定について 

第32号 指定管理者の指定について 

第33号 指定管理者の指定について 

第34号 指定管理者の指定について 

第35号 指定管理者の指定について 

第36号 指定管理者の指定について 

第37号 指定管理者の指定について 

第38号 指定管理者の指定について 

第39号 指定管理者の指定について 

第40号 専決処分の報告及び承認について 

第41号 専決処分の報告及び承認について 

第42号 専決処分の報告及び承認について 

第43号 専決処分の報告及び承認について 

第44号 専決処分の報告及び承認について 

第45号 専決処分の報告及び承認について 

第46号 専決処分の報告及び承認について 

第47号 専決処分の報告及び承認について 

第48号 専決処分の報告及び承認について 

報告第１号 専決処分の報告について 

報告第２号 専決処分の報告について 

報告第３号 専決処分の報告について 

報告第４号 専決処分の報告について 

報告第５号 専決処分の報告について 

報告第６号 専決処分の報告について 

     ――――――○―――――― 

 日程第４ 知事の提案理由説明 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第４、ただいま

議題といたしました議案に対する知事の説明を求

めます。 

 知事木村敬君。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 皆さん、おはようございま

す。 

 今回の定例会に提出しております議案の説明に

先立ちまして、最近の県政の動向について御説明

申し上げます。 

 まず、新政権への期待と国の経済対策への対応

についてでございます。 

 先月21日、臨時国会における内閣総理大臣指名

選挙を経て、高市総理大臣の下、新たな政権が発

足いたしました。我が国初となる女性の総理の誕

生であり、新たな時代の幕開けとして大きな一歩

となるものと考えております。 

 また、新内閣には、本県選出の木原衆議院議員

が官房長官として、金子衆議院議員が国土交通大

臣として入閣されました。本県にとって大変心強

く、大いに御活躍いただきたいと期待するところ

でございます。 

 新政権には、我が国が直面する物価高騰や少子

高齢化等、山積する課題の解決に向けて全力で取

り組んでいただくとともに、本県の喫緊の課題で

あります令和７年８月豪雨からの復旧、復興、経

済安全保障の観点からの半導体関連産業の集積に

向けた拠点整備などへの力強い支援を期待してお

ります。 

 また、今月21日には、生活の安全保障、物価高

への対応や危機管理投資、成長投資による強い経

済の実現などを柱とした総合経済対策が閣議決定

されました。本県としても、県民の皆様の生活を

しっかりと支えるとともに、頻発する大規模災害

への対応力の強化や交通渋滞の解消などに向けた

インフラ整備などに早急に対応できるよう、今般

の経済対策を最大限活用してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、県の補正予算については、国の補正予算

の審議状況を踏まえ、遅滞なく対応できるよう準
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備を急いでおり、今後、県議会への提案なども含

め御相談させていただきますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 次に、令和７年８月豪雨への対応でございま

す。 

 この災害からの復旧、復興に向けた基本方針と

なる令和７年８月豪雨からの復旧・復興プランに

ついては、被災者の救済・生活支援、産業復興支

援、社会・産業インフラの機能回復、防災・減災

の取組、この４つの取組、４項目を大きな柱とし

た素案を作成して、来月中旬に予定しています復

旧・復興本部会議においてお示しする予定でござ

います。 

 住まいの再建については、11月25日現在で、賃

貸型応急住宅に261世帯、601名の方が入居されて

おります。建設型応急住宅については、美里町で

７世帯、14名の方が入居されており、また、上天

草市では昨日10戸が完成し、本日から入居の手続

が開始されております。あわせて、今定例会に

は、自宅再建に係る利子助成など、恒久的な住ま

いの再建に係る予算も提案しているところでござ

います。引き続き、被災市町と連携し、被災され

た方々の一日も早い住まいの再建に向けて全力で

取り組んでまいります。 

 被害の大きかった浸水被害への対策について

は、９月４日に、県の関係部局に被災市町も交え

た浸水被害に関する対策の検討会を開催し、これ

まで浸水被害の状況やその要因などについて分

析、協議を進めてきたところです。次の出水期を

見据え、今年度中にはハード、ソフトの両面から

今後の対策を取りまとめるとともに、直ちに実施

可能な対策については、時間的緊迫性を持って取

り組んでまいります。 

 中小企業などの事業再開に向けた支援について

は、被災状況の詳細な調査結果を基に、国に自治

体連携型補助金の補助上限額の引上げを求めてお

り、できる限り早急に支援策をお示ししたいと思

っております。 

 引き続き、被災された方々の一日も早い生活再

建、営農や事業の再開、インフラなどの復旧、復

興に向けて、県の総力を挙げて取り組んでまいり

ます。 

 次に、半導体関連産業のさらなる集積について

です。 

 先月、三菱電機泗水工場においてパワー半導体

の新工場棟が、また、東京エレクトロン九州にお

いても新たな開発棟が完成するなど、半導体関連

産業の大型投資が相次いでおります。 

 さらに、先月24日には、私も立ち会う中で、Ｊ

ＡＳＭと菊陽町との間で第２工場の立地協定が締

結されました。県としても、このような企業の動

きを的確に捉え、着実に支援を行うことで、半導

体関連産業のさらなる集積に向け取り組んでまい

ります。 

 また、中九州横断道路大津熊本道路の大津西―

合志間について、来月21日に着工式が開催され、

今後工事が本格化することとなります。 

 引き続き、国や地元市町と連携し、セミコンテ

クノパーク周辺の渋滞解消、さらには半導体関連

産業の進出効果を県内各地に波及させるための道

路ネットワークの整備についても着実に進めてま

いります。 

 次に、球磨川流域の創造的復興と緑の流域治水

の推進についてでございます。 

 まず、命と清流をともに守る新たな流水型ダム

について、今月14日、球磨川漁協と九州地方整備

局との間で漁業補償契約が締結されました。 

 令和２年７月豪雨で被災し、国の権限代行で復

旧が進められていた人吉市の天狗橋については、

今月15日に完成式が行われました。また、球磨村
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の松本橋についても、明日完成式が行われる予定

でございます。これにより、被災した10橋のうち

４橋の復旧が完了したところでございます。 

 このように、令和２年７月豪雨からの復旧、復

興、緑の流域治水の取組は着実に進んでおりま

す。引き続き、住民の皆様方に目に見える形で、

球磨川流域の創造的復興と緑の流域治水に取り組

むとともに、五木村、相良村の振興に全力で取り

組んでまいります。 

 次に、幹線道路ネットワークの整備についてで

ございます。 

 国が進めている南九州西回り自動車道の芦北出

水道路において、熊本、鹿児島の県境をまたぐ橋

梁の橋桁がつながり、来月７日に連結式が開催さ

れることとなりました。 

 引き続き、国や地元市町と連携し、全ての道は

熊本に通じるとの考えの下、九州の中央に位置す

る本県の地理的優位性を高め、さらなる発展につ

なげるため、南九州西回り自動車道をはじめとし

た幹線道路ネットワークの整備に着実に取り組ん

でまいります。 

 続いて、今定例会に提案しております議案につ

いて御説明いたします。 

 まず、一般会計補正予算は、令和７年８月豪雨

で被災された方々の住まいの再建支援や各種施設

の本格復旧に係る事業などを計上させていただい

ております。 

 この結果、76億円の増額補正となり、これを現

計予算と合算しますと9,253億円となります。 

 このほか、今定例会には、条例案件、工事関

係、専決処分の報告・承認案件なども併せて提案

させていただいております。 

  また、今会期中には、人事案件についても追加

提案する予定でございます。 

 これらの議案につきまして、よろしく御審議く

ださいますようお願い申し上げます。 

     ――――――○―――――― 

 日程第５ 休会の件 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第５、休会の件 

を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 12月１日から３日までは、議案調査のため、休 

会いたしたいと思います。これに御異議ありませ 

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ 

って、12月１日から３日までは休会することに決 

定いたしました。 

 なお、明29日及び30日は、県の休日のため、休 

会であります。 

         ――――――○―――――― 

○議長(髙野洋介君) 以上で本日の日程は全部終 

了いたしました。 

 次の会議は、来る12月４日午前10時から開きま 

す。 

 日程は、議席に配付の議事日程第２号のとおり 

といたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

  午前10時21分散会 
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  令和７年   熊本県議会11月定例会会議録     第２号 

 

令和７年12月４日(木曜日) 

   ――――――――――――――――― 

   議事日程 第２号 

  令和７年12月４日(木曜日)午前10時開会 

 第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について) 

   ――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について) 

     ――――――○―――――― 

出席議員氏名(47人) 

            星 野 愛 斗 君 

            髙 井 千 歳 さん 

            住 永 栄一郎 君 

            亀 田 英 雄 君 

            幸 村 香代子 君 

            杉 嶌 ミ カ さん 

            立 山 大二朗 君 

            斎 藤 陽 子 さん 

            本 田 雄 三 君 

            岩 田 智 子 君 

            堤   泰 之 君 

            南 部 隼 平 君 

            前 田 敬 介 君 

            坂 梨 剛 昭 君 

            荒 川 知 章 君 

            城 戸   淳 君 

            西 村 尚 武 君 

            池 永 幸 生 君 

            竹 﨑 和 虎 君 

            吉 田 孝 平 君 

            中 村 亮 彦 君 

            増 永 慎一郎 君 

            前 田 憲 秀 君 

            髙 島 和 男 君 

            松 村 秀 逸 君 

            岩 本 浩 治 君 

            西 山 宗 孝 君 

            河 津 修 司 君 

            楠 本 千 秋 君 

            橋 口 海 平 君 

            緒 方 勇 二 君 

            髙 木 健 次 君 

            髙 野 洋 介 君 

            内 野 幸 喜 君 

            岩 中 伸 司 君 

            城 下 広 作 君 

            西   聖 一 君 

            山 口   裕 君 

            渕 上 陽 一 君 

            坂 田 孝 志 君 

            溝 口 幸 治 君 

            池 田 和 貴 君 

            吉 永 和 世 君 

            松 田 三 郎 君 

            藤 川 隆 夫 君 

            岩 下 栄 一 君 

            前 川   收 君 

欠席議員氏名(なし) 

   ――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

      知    事 木 村   敬 君 

      副 知 事 竹 内 信 義 君 
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      副 知 事 亀 崎 直 隆 君 

      知事公室長 深 川 元 樹 君 

      総 務 部 長 千 田 真 寿 君 

      企画振興部長 富 永 隼 行 君 

      理    事 阪 本 清 貴 君 

      理    事 府 高   隆 君 

      健康福祉部長 下 山   薫 さん 

      環境生活部長 清 田 克 弘 君 

      商工労働部長 上 田 哲 也 君 

      観光文化部長 脇   俊 也 君 

      農林水産部長 中 島   豪 君 

理    事 間 宮 将 大 君 

      土 木 部 長 菰 田 武 志 君 

      会計管理者 野 中 眞 治 君 

      企 業 局 長 久 原 美樹子 さん 

      病 院 事 業 
      管 理 者 鍬 本 亮 太 君 
      職務代理者 

      教 育 長 越 猪 浩 樹 君 

      警察本部長 佐 藤 昭 一 君 

      人事委員会 
            城 内 智 昭 君       事 務 局 長 

      監 査 委 員 小 原 雅 之 君 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

      事 務 局 長 波 村 多 門 

      事務局次長             鈴   和 幸       兼総務課長 

      議 事 課 長 下 﨑 浩 一 

      議事課長補佐 岡 部 康 夫 

     ――――――○―――――― 

   午前10時開議 

○議長(髙野洋介君) これより本日の会議を開き

ます。 

     ――――――○―――――― 

 日程第１ 一般質問 

○議長(髙野洋介君) 日程に従いまして、日程第

１、一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。 

 なお、質問時間は１人60分以内の質疑応答であ

りますので、さよう御承知願います。 

 松田三郎君。 

  〔松田三郎君登壇〕(拍手) 

○松田三郎君 皆様、おはようございます。自由

民主党・球磨郡区・松田三郎でございます。 

 11月定例会の一般質問のトップバッターでござ

います。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

 いよいよ今年も12月に入りました。そろそろ皆

様も１年を振り返る、そういう時期ではないかと

思っております。議員各位におかれましては、こ

の１年いかがだったでしょうか。また、県執行部

の皆様も同じ状況かと思いますが、とりわけ知事

におかれましては、今年、メディアの露出度も非

常に多くなって、非常に忙しい１年を過ごされた

のかなと推察をいたしております。 

 高市総理は、総裁就任後、あのような発言があ

りまして、流行語大賞も獲得されたそうでござい

ますが、それはそれとして、どうか知事、休める

ときにはしっかり休む、そして健康には今まで以

上に留意をされて年末年始をお過ごしいただきた

いとは思いますが、後ほど触れますが、なかなか

そういう状況でもないのかなと思っております。

同情しつつ、休むことも仕事でございますので、

冒頭お願いを申し上げたいと思います。 

 それでは質問に入りたいと思いますが、まず初

めに、令和８年度予算編成に向けた知事の思いに

ついて質問いたします。 

 今年６月に県が公表した中期的な財政収支の試

算によりますと、８年度からの５年間、毎年度69

億円から201億円の財源不足が生じる結果となっ

ております。 
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 これは、昨年12月に策定したくまもと新時代共

創基本方針で目指すこどもまんなか熊本の実現や

半導体関連産業の集積促進に伴う必要な取組のほ

か、熊本地震、令和２年７月豪雨、国土強靱化の

県債償還の本格化、公共施設等の老朽化対策な

ど、必要不可欠な歳出の増加が背景にあると言え

るでしょう。 

 財源不足を解消し、熊本地震や令和２年７月豪

雨などの過去の大災害からの復旧、復興を進めな

がら、くまもと新時代共創基本方針で目指す県勢

発展に向けた必要な取組を推進していくために

は、これまで以上に、真に必要な事業への選択と

集中、スクラップ・アンド・ビルドが必要となっ

てくると思われます。 

 以上を前提にして、１、熊本地震、令和２年７

月豪雨からの復旧、復興に加え、令和７年８月豪

雨からの復旧、復興を最優先とする、２、くまも

と新時代共創基本方針の下実施する取組について

は、その必要性、緊急性を精査し、真に必要な事

業への選択と集中を徹底する、３、令和８年度の

大まかな収支見通しや中期試算で明らかとなった

８年度以降将来にわたる財源不足の解消に向け、

一般行政経費や投資的経費にシーリングを設定の

上、歳入歳出の見直しを徹底する、以上が令和８

年度予算の編成方針についての基本的な考えであ

り、木村知事が異例の訓示をなさったそうであり

ます。 

 大まかな収支見通しは、中期的な財政収支の試

算で見込んだ８年度の収支見通しを基に、８年度

地方財政収支の仮試算を踏まえ、推計したもので

あります。 

 それによりますと、歳入8,254億円、歳出8,777

億円、523億円のマイナス。これに財源活用可能

額404億円を加えても、要調整額はマイナス119億

円となります。 

 仮に50億円程度と想定される財政調整用４基金

を全て活用するとしても、なお69億円の財源不足

が生じる結果となります。 

 以上より、予算編成においては、これまで以上

に、真に必要な事業への選択と集中を一層徹底す

るとともに、さらなる歳出抑制や歳入増加策を講

じて、あらゆる財源確保に努める必要があるとの

県の方針を表明されました。 

 そこで質問です。 

 さらなる歳出抑制や歳入増加策を講じて、あら

ゆる財源確保に努めるために、具体的にどのよう

なことを検討するのか、お尋ねします。 

 あわせて、様々な苦労や工夫をしてつくり上げ

る予算案に、知事のどのような思いを込めるの

か。 

 以上２点につきまして、知事に質問いたしま

す。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 松田議員から御質問いただき

ました。また、冒頭、私や職員のねぎらいのお言

葉も賜りまして、誠にありがとうございます。健

康に留意しながら、職員共々しっかり休暇を取っ

て、職務に精励してまいりたいと思います。 

 令和８年度当初予算につきましては、令和７年

８月豪雨をはじめとする過去の大災害からの復

旧、復興を最優先に進めながら、くまもと新時代

共創基本方針で示した県勢の発展につながる必要

な取組を推進する予算となるよう、編成作業を進

めているところでございます。 

 議員御紹介のとおり、令和８年度のこの予算編

成方針の作成に当たりましては、まず大まかな財

政収支の見通しを作成いたしました。その結果、

119億円の財源不足が生じるという状況でござい

ます。熊本地震、令和２年７月豪雨後に匹敵す

る、ちょっと厳しい見通しでございます。 



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第２号（12月４日） 

 

 

- 12 - 

 そのため、令和８年度の予算編成方針では、熊

本地震や令和２年７月豪雨後と同様のシーリン

グ、これを設定しております。一般行政経費、ま

た、単独投資事業では、前年度比で80％以内と、

厳しいシーリングを設定させていただいておりま

す。 

 歳入面においては、重点支援地方交付金など、

今般の国の経済対策、これをともかく最大限活用

して、経済対策に位置づけることのできる取組に

ついては、なるべく前倒しして着手することも検

討しております。 

 これによって、国の予算の活用による経済対策

効果を早期に発現させることと財源対策、その２

つの効果を期待できると考えております。 

 ただ、国の経済対策は毎年行われるものとは限

らないため、安定的な財源確保につながるもので

もございません。 

 このような厳しい状況下においても、熊本新時

代を築くためのめり張りのある予算編成を目指す

ため、庁内の予算編成方針説明会に、議員御紹介

いただきましたとおり、私自身も出席して、限ら

れた財源と人的資源を県民が真に必要とするもの

に集中投資したいということを職員に伝えたとこ

ろでございます。 

 そして、財源不足の解消に向けて、強い危機感

を持って予算編成に挑むこと、また、事業の選択

と集中、特に歳出面においては、スクラップ・ア

ンド・ビルドの中のスクラップ、この意識の徹底

を指示しましたところでございます。 

 各課において、どのようなスクラップに取り組

んだのかについては、私と両副知事が確認するこ

ととして、各課の主体的な事業見直しを促してい

るところでございます。 

 本県は、ＴＳＭＣの進出をきっかけとした半導

体関連産業の集積など、他県にはない地方創生の

兆しがあります。千載一遇のチャンスを今迎えて

おります。そのために必要となるインフラ整備に

関する投資ですとか、それを支える人材の育成、

確保などにはしっかりと取り組んでいく必要があ

ります。 

 県庁には様々な課題に取り組んでほしいという

県民からの高い期待がございます。県民のその切

なる願いに対して、私たち県庁は、財政の厳しさ

を理由に手をこまねくことがあってはなりませ

ん。果敢に課題に取り組んでいかなければなりま

せん。 

 本県のさらなる発展につながる予算を編成し、

私が目指します県民みんなが安心して笑顔にな

り、持続的で活力あふれる熊本、これに向けて、

全庁一丸となって取り組んでまいります。 

  〔松田三郎君登壇〕 

○松田三郎君 今現在、この県議会に提案されて

いる県の補正予算があります。そして、今期待す

ると答弁されました国の経済対策、これは、来週

予算委員会でその補正予算が本格的に審議される

そうでございます。それとの見合いではあります

が、場合によっては、今会期中に追加する必要も

出てくるかもしれませんし、また、それに入れら

れなかったものについては、年明けに考えなけれ

ばならないという可能性もあるわけであります。 

 それに、県の来年度予算の査定が既に始まって

いるという状況で、大変、大変忙しくなりそうで

あります。 

 冒頭、知事には休んでくださいという話をいた

しましたが、どうもそうは言ってられない状況も

あるかもしれませんが、最後に答弁なさいまし

た、県民の願いに対して、県庁は、財政の厳しさ

を理由に手をこまねくことなく、果敢に取り組ん

でいかなければならないという知事の答弁には、

今後も期待してまいりたいと、このように思いま



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第２号（12月４日） 

 

 

- 13 - 

す。 

 次に、令和７年８月豪雨への対応について、３

点質問いたします。 

 ９月定例会までは、被害の全貌や支援策につい

て、全てが明らかになってはおりませんでした。

知事は、議会開会日の議案説明の中で、復旧・復

興プランの素案を作成し、来月中旬予定の本部会

議で示す予定と発言され、住まいの再建や浸水被

害への対策など、一部に触れられました。 

 そこで、まず、全体的な被害状況についてお尋

ねします。 

 次に、今回の災害は、主に線状降水帯によるも

ので、一つ一つの被害は甚大でも、エリアとして

は局所限定的であったという特殊性から、支援策

についての国との協議、調整は、困難な面も多か

ったと推察いたします。 

 そのような中、知事をはじめとする県執行部、

髙野議長をはじめとする我々議会共々に、国に対

してスピード感を持ってたびたび要望することに

よって、うまくいったものも幾つかあるようでご

ざいます。 

 制度の新設、要件の緩和、対象の拡大、補助率

のかさ上げなど、多岐にわたる要望ではあります

が、県関係の国会議員、県及び県議会の努力によ

り実現した要望についてお尋ねするのが２点目で

あります。 

 最後に、被災者にとってみれば、まだ被災状況

が続いているわけであります。一日も早い生活再

建、営農や事業の再開、インフラ等の復旧、復興

を願うのは、知事と同じであります。 

 そこで、今回の災害の復旧、復興に当たって、

残された課題への対応を含め、今後の復旧、復興

に向けてどのように取り組んでいくのか、知事の

所見をお尋ねします。 

 以上、３点につき知事に質問いたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 初めに、今回の豪雨災害の被

害についてお答え申し上げます。 

 本県においては、８月10日から11日にかけて、

線状降水帯が発生いたしました。最大の１時間の

降水量は115.5ミリと、令和２年７月豪雨の98ミ

リを上回るなど、これまでに経験したことがない

ような大雨となり、短時間のうちに、局地的かつ

同時多発的に、土砂災害や河川の氾濫、内水氾濫

などが発生いたしました。 

 ４名の貴い命が失われており、改めて哀悼の誠

をささげたいと思います。また、いまだ１名の方

が行方不明となっておられます。 

 さらに、住家の被害は、令和２年７月豪雨を上

回る8,393棟に上っておりまして、猛暑の中、多

くの方々が不便な生活を強いられました。被害に

遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。 

 主な分野の被害額は、現時点で、公共土木施設

が約666億円、農林畜水産業が約861億円、商工業

は、推計でございますが、約283億円に上り、災

害救助法が適用された11の市町を中心に、住民生

活や社会経済活動に甚大な被害をもたらしまし

た。 

 次に、国への要望とその成果、そして、今後の

復旧、復興に向けた取組の２点について、併せて

お答え申し上げます。 

 まず、８月28日に、当時の石破総理や関係各省

庁に対し、線状降水帯による被害特性を踏まえた

新たな支援制度の構築のほか、営農の早期再開、

商工業の事業継続に向けた支援、公共土木施設等

の早期復旧などについて、国の全面的な支援を要

請いたしました。 

 また、高市政権発足直後の11月の第１週には、

政務三役などに対して、被害状況を説明し、要望

活動を行いました。 
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 いずれの要望活動においても、要望内容の取り

まとめに当たり、県選出国会議員や県議会の皆様

と協議を行い、要望の実現に向けて、多大なお力

添えをいただきました。ありがとうございます。 

 その結果、９月上旬には、農業分野において、

種苗や資材及び農業用機械などへの支援策を早急

に国は講じていただきました。さらに、11月28日

に閣議決定された今般の国の補正予算案には、被

災した中小企業への既存の支援策の拡充をはじ

め、私立学校施設の復旧に係る上乗せ補助、そし

て、社会福祉施設などの災害復旧補助対象経費の

拡充などが盛り込まれました。 

 今回の補正予算などを通じて、本県の要望が着

実に実現されていますことに深く感謝しており、

早速、先週木曜日に、高市総理にお礼を申し述べ

させていただきました。本当に総理がお忙しい中

に面会の時間をいただきましたことにも、改めて

感謝申し上げたいと思います。 

 今後も、この国の支援策を活用しながら、今月

中旬に素案を示します復旧・復興プランに基づ

き、被災者の救済、生活支援、産業復興支援、社

会・産業インフラの機能回復、これらを迅速に進

めていくとともに、同様の災害を繰り返さないよ

うに、国土強靱化に向けた中長期の取組について

も着実に推進してまいります。 

 引き続き、国、関係機関と連携し、一日も早い

復旧、復興に向けて、全力で取り組んでまいりま

す。 

 以上でございます。 

  〔松田三郎君登壇〕 

○松田三郎君 最後まで心配しておりました例の

被災した中小企業への既存支援策の拡充、これに

つきましても、知事の答弁にありましたように、

国の補正予算の中で何とか対応できそうだと聞い

て安心をいたしました。 

 豪雨による災害はもとよりでございますが、先

般、阿蘇でまた地震がございましたし、大分ある

いはつい最近の函館での火災、まさにその災害の

質が変わった、質的に変化をしてきているという

ようなことも実感をいたしておりますので、国に

対しては、支援の基準要件などをもう少しきめ細

やかに、柔軟にしていただきたいという思いがご

ざいますので、これは、県も我々も引き続き要望

していかなければならない、このように思いまし

た。 

 次に、令和２年７月豪雨からの球磨・人吉地域

の創造的復興について、３点質問いたします。 

 実は、昨年の11月定例会でも質問をいたしまし

た。ただ、そのときの積み残しや要望に回した分

につき、球磨、人吉の10人の市町村長と作戦会議

を開き、質問を練り直しましたので、改めてお尋

ねしたいと思います。 

 昨年の私の質問に対する答弁において、知事

は、｢発災から４年５か月が経過した今、球磨・

人吉地域は、災害を契機としたさらなる人口減

少、産業の衰退の危機に直面しております｡」、ま

た、｢国道219号やＪＲ肥薩線の復旧を含め、地域

の重要な社会インフラが整う間も人口減少が進む

ことが大変懸念されております｡」との現状認識

を述べられ、具体例を挙げた後、｢球磨・人吉地

域の取組が地域再生のモデルとなるように、球

磨・人吉地域の皆様とともに、未来に夢のある球

磨・人吉地域を、共創の言葉どおり、共につくっ

ていけるよう、県を挙げて全力で取り組んでまい

ります｡」との大変力強い答弁をなさいました。 

 また、令和２年７月豪雨からの新時代共創復興

プランの２本柱のうちの一つに「若者が“残り・

集う”産業・雇用の創出」を掲げておられます

が、球磨、人吉の市町村長は、その対策として、

新しい学科、コースの設置や中高一貫の導入等に
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よる県立高校の魅力化、県立技術短期大学、県立

大学のサテライト設置、既存高校の高等専門学校

化による進学先の域内確保、新たな企業誘致、地

元企業等における雇用拡大、地元企業等の働く環

境の充実、改善による魅力ある働く場所の確保な

どが必要であるとの思いを強くお持ちでありま

す。 

 そこで質問です。 

 地元市町村長は、教育や雇用などに対する県の

積極的な施策展開に大いに期待しております。そ

の切なる願いに応えるため、知事が考える「若者

が“残り・集う”産業・雇用の創出」の実現に向

け、具体的にどのようなことに取り組むのか、お

尋ねします。 

 次の質問です。 

 知事は、選挙のときのマニフェストに、球磨地

域振興局の機能を強めると掲げられましたが、地

元市町村長は、これにも大きな期待を寄せており

ます。 

 豪雨災害からの復興には長い年月が必要であり

ます。加えて、球磨、人吉には小規模自治体が多

く、県の果たすべき広域連携の役割は、県内のど

の地域と比べても、極めて大きいからでありま

す。 

 縦割りでなく、より現場に近い地域振興局が、

市町村や地域活性化に取り組む住民や団体と連携

し、地域課題に向き合うことが何より重要であ

り、そのことが、知事が答弁された球磨・人吉地

域の取組が地域のモデルにつながるのではないか

と思います。 

 そこで質問です。 

 球磨地域振興局の機能を強めるとは、具体的に

どのような機能強化を考えておられるのか、お尋

ねします。 

 最後の質問です。 

 来年には、いよいよ球磨・人吉地域全体の悲願

でありますくま川鉄道が全線運行を再開します。

地元でも、誘客やにぎわいづくりに向けて、積極

的な取組を計画されており、県に対する支援を求

める要望書も提出されております。 

 地元が一丸となって一生懸命頑張るのは大前提

であると思いますが、県としてどのような支援を

考えておられるのか、お尋ねします。 

 以上、３点について、知事に質問いたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) まず、球磨・人吉地域での

「若者が“残り・集う”産業・雇用の創出」に向

けた取組についてお答え申し上げます。 

 球磨・人吉地域では、令和２年７月豪雨以降、

人口減少、産業衰退がさらに進行しております。

事業主の高齢化や後継者不足が深刻な状況にある

と私も認識しております。また、地元の高校生の

９割が卒業後球磨・人吉地域を離れており、進学

先の域内確保や魅力ある働く場を求められる各市

町村長様の危機感は、私も十分理解しておるとこ

ろでございます。 

 そのようなことから、昨年12月に改定した新時

代共創復興プランの柱である「若者が“残り・集

う”産業・雇用の創出」の取組として、地域の特

色を生かした産業活性化と雇用の創出を位置づけ

ているところでございます。 

 これに基づき、現在、球磨地域振興局や県庁各

部局では、事業承継セミナーやマッチング、移

住、定住イベントのほか、企業情報や地域の魅力

を発信するプラットフォームの構築、また、民間

企業と連携した農業未来プロジェクトによる若手

農業者支援、そして、県林業大学校県南校の機能

拡充の検討など、あらゆる機会、あらゆる手段を

活用して、地域の担い手となる人材確保に向けた

取組を進めております。 
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 高校生の地元定着に向けては、高校生向けの職

場体験やバスツアーによる地元企業とのマッチン

グなども強化して取り組んでおります。 

 また、新たな進学先の域内確保は、少子化が急

速に進んでいる現在、簡単にはいかない問題では

ございますが、県教育委員会では、球磨・人吉地

域の県立高校５校の将来像について、地域の方々

と協議する場を検討しているところでございま

す。 

 地域と高校が一体となって、様々な可能性につ

いて検討してほしいと考えております。 

 観光振興の取組では、先月15日に開催されまし

た人吉市の天狗橋の渡り初めに、アニメ「夏目友

人帳」のファンが全国から約600人も集まってく

ださいました。このように、独自の地域資源を活

用した取組については、さらに進展する可能性を

秘めていることから、引き続き、球磨・人吉地域

における観光を軸とした創造的復興に資する取

組、これもしっかりと進めてまいりたいと思いま

す。 

 さらに、新たに地域経済の好循環を生み出す仕

組みの一つとして、令和９年度に本体着工予定の

流水型ダム事業を見据えた地域振興策の展開も必

要になってくると考えております。 

 現在、新たな流水型ダム事業については、国に

おいて各種手続が進められているところでござい

ますが、本格的にダム建設工事が始まると、多く

の企業や関係者がこの地域を訪れ、一定期間滞在

することが想定されます。他県の国直轄ダム事業

では、ダム建設工事の関連事業者が取り扱う工事

用の資材ですとか、日用品や消耗品などの物資の

共同受注を目的に、その地域内の中小商工業者の

皆さんが協同組合を設立した事例がございます。 

 球磨・人吉地域においても、新たな流水型ダム

事業が地域の経済活性化などにも貢献するよう

に、事業主体の国や市町村長の皆様の御意見を丁

寧にお聴きしながら、一緒に検討を進めて、将来

にわたり、球磨・人吉地域全体の産業、雇用の創

出につながるよう取り組んでまいります。 

 次に、球磨地域振興局の機能強化についてお答

えいたします。 

 先ほど申し述べました球磨・人吉地域の厳しい

状況を目の当たりにし、私は、新たな流水型ダム

やＪＲ肥薩線などの将来的なインフラ整備を見据

えつつ、観光業をはじめとした産業の持続的な発

展に向けた広域的な取組が急務であると感じまし

た。このため、その地域のコーディネーターであ

る球磨地域振興局の役割の強化に向けた思いを表

明したところでございます。 

 その具体的な強化策として、今年度から正職員

２人を増員するとともに、地域おこし協力隊４名

を新たに県で任用するなど、体制を大幅に強化し

たところでございます。 

 現在、球磨地域振興局と市町村、民間事業者、

関係団体が密に連携しながら、事業承継や移住、

定住の支援を通した人材確保、球磨・人吉地域を

モデルにしたアニメ「夏目友人帳」や相良700年

が生んだ日本遺産、球磨焼酎といった、この地域

独自のコンテンツを活用したにぎわい創出など

に、地域一丸となって取り組んでいるところでご

ざいます。 

 今後も、地元関係団体などと連携を図りなが

ら、令和２年７月豪雨からの創造的復興を推し進

めることができるよう、球磨地域振興局における

コーディネート機能の強化、これをしっかりと検

討してまいります。 

 最後に、くま川鉄道の全線運行再開への県の支

援についてお答え申し上げます。 

 くま川鉄道は、球磨・人吉地域の高校生をはじ

めとした地域住民にとって欠かすことのできない
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重要な公共交通機関でございます。さらには、豊

かな自然や歴史を楽しむ観光客を呼び込む貴重な

観光資源でもあります。 

 令和２年７月豪雨後は、全線運休を余儀なくさ

れましたが、令和３年11月の部分運行再開イベン

トで、鉄道が走る風景が戻ったことに、子供さん

たちをはじめ地域の皆様が大いに歓喜された様子

を、私も今も鮮明に記憶しております。 

 その後、全線運行再開に向けた取組は進み、今

年10月には、国土交通大臣から鉄道事業再構築実

施計画が認定されまして、国からさらなる支援が

受けられることにもなりました。 

 来年度上半期中をめどに、いよいよ全線運行再

開が予定されており、創造的復興に向けた大きな

節目を迎えます。これに合わせて、全線運行再開

を記念する式典やイベントなどの企画、実施を行

います実行委員会が年明け早々にも設立されま

す。 

 もちろん、県も実行委員会の一員として、地元

市町村が取り組むイベントとも連携しながら、効

果的な誘客、ＰＲにつながるよう、積極的に参画

してまいります。 

 そして、くま川鉄道がこれからも地域に愛され

る公共交通機関として走り続けることを願い、く

ま川鉄道の持続可能な運行を支援するとともに、

この実行委員会が企画するイベントなどの成功に

向けて、県も全力で支援してまいります。 

 球磨・人吉地域の豊かな自然と伝統文化に根差

したこの地域の誇りを、次の世代とともにしっか

りとつくり上げるべく、引き続き市町村と連携し

ながら進めてまいります。 

  〔松田三郎君登壇〕 

○松田三郎君 地域振興局全体の在り方について

は、今までもそうでございます。これからもいろ

いろな議論があり、考え方があるんだろうと思っ

ております。 

 ただ、その振興局の管内の自治体の数でありま

すとか、それぞれの自治体の規模、あるいはその

振興局に期待される役割、こういうものを考える

ならば、多少めり張りがあるとか、あるいは濃淡

があってもしかるべきではないかと思います。 

 私は、球磨振興局の地元だから申し上げるとい

うわけではなくて、もういろいろ検討もされてい

るようでございます。人事課のほうでしょうか

ら、総務部長、ぜひ早急な対応をよろしくお願い

したいと思います。 

 また、くま川鉄道につきましては、非常に知事

も理解が深い答弁で、そういうのを感じました。

さきに私が申し上げました高校生の流出にもつな

がる問題でもございますので、支援は多い分には

困りませんので、どうぞよろしくお願いを申し上

げたいと思います。 

 次に、｢食のみやこ熊本県」創造推進ビジョン

についてお尋ねします。 

 実は、昨年の11月定例会でも、食のみやこ熊本

県の創造に向けた今後の展開について質問をして

おります。食のみやこ推進局に対する期待や私の

思いなどはそこで述べておりますので、今回は割

愛いたします。 

 食のみやこ推進局は、木村知事の熱い思いを受

けて、農林水産部と商工労働部の共管組織とし

て、昨年10月に新設されました。初代局長が辻井

さんで、熊本に来てから10キロ太ったと豪語して

おりました。そして、２代目が本年７月に就任な

さった間宮理事でありまして、５か月ほどがたっ

たわけであります。何キロ太るか期待、失礼、い

や、注目したいと、このように思っております。 

 私の昨年の質問の中で、当時の局長から、食の

みやこ熊本県の創造に向けたビジョンを６月頃ま

でに完成させる旨の答弁がありました。そして、
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７月に策定されたのが「食のみやこ熊本県」創造

推進ビジョンであります。 

 内容を見ますと、現状、課題、目指す姿と方

針、取組、重点７項目のプロジェクトなどが記載

されており、なかなかよくできているなと感じま

した。一定の成果が出たものもあるかもしれませ

ん。まだまだというものもあるでしょう。理事な

りのめり張り、優先順位もあるでしょう。間宮理

事の思い、ビジョンの進捗について、理事の言葉

で分かりやすく答弁してください。自由にアピー

ルしていただいて結構です。 

 そして、これからの取組に当たっての間宮理事

の姿勢なり意気込みについても伺っておかなけれ

ばなりません。 

 そこで、もう年末の恒例となりました松田式３

択質問でお尋ねしたいと思います。答弁の最後に

答えていただいて結構であります。 

 それではまず、Ａ、知事からブレーキがかかる

くらいに行け行けどんどんでやる。Ｂ、ミスなく

無難にそこそこやる。Ｃ、その他。以上、お答え

いただきたいと思います。 

  〔理事間宮将大君登壇〕 

○理事(間宮将大君) まず、｢食のみやこ熊本

県」創造推進ビジョンの進捗についてお答えをい

たします。 

 ７月のビジョン策定以降、県では、新たに、食

の関係者によるネットワーク交流会の開催、ま

た、食いしん坊大使くまモンが食べたくなる弁当

メニューの公募などを実施したほか、県内及び大

都市圏での物産フェア、イベントを強化するな

ど、熊本を食で盛り上げるための機運醸成に取り

組んでまいりました。 

 さらに、料理人を対象とした食のみやこシェフ

ズアカデミーの開催や首都圏からのシェフ誘致な

ど、新規事業も次々に立ち上げ、食のみやこ熊本

県の創造に向けたスタートダッシュを切っており

ます。 

 また、この間、県内外の企業やホテルとのコラ

ボレーション、カフェなどを運営する大手チェー

ンによる県内への農業参入など、食のみやこ熊本

県の旗印の下、歩調を合わせる心強い動きが生ま

れつつあります。 

 今後も、ビジョンに沿って、県産食材を生かし

た商品開発支援や来年度開催される熊本デスティ

ネーションキャンペーンなど、あらゆる機会を活

用した食のＰＲなどに積極的に取り組み、県産品

の付加価値向上、販路拡大、ひいては、稼げる農

林畜水産業の実現、そして、食関連産業の発展に

つなげてまいります。 

 次に、私の姿勢についてでございますが、答え

は、Ｃのその他でお願いいたします。４月の熊本

着任に際して、知事からは、現場主義を徹底せよ

という指示をいただきました。この食のみやこ創

造という舞台の主役は、生産から流通、加工、販

売、そして料理人など食に携わる皆さんでありま

す。 

 選択肢Ａの知事に止められるというような状

態、すなわち、県だけが独り行け行けどんどんで

前のめりになるのではなく、関係者が一丸となっ

て取り組むことが何よりも重要だというふうに考

えております。 

 また、食のみやこは一日にしてならずでありま

す。選択肢Ｂの無難にそこそこという気持ちでは

なく、また、今の勢いを一時的なものとするので

はなくて、継続的にチャレンジをしていく必要が

あるというふうに考えております。 

 県の取組が食に携わる皆さんの成功を後押し

し、食のみやこ熊本県の創造に向けた動きが大き

なうねりとなって広がっていくように、現場の状

況に常にアンテナを張り、積極果敢に挑戦を続け
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てまいります。 

 先生方には、体重の増加幅ではなく、こうした

取組の進捗や成果に注目いただけるよう、一生懸

命頑張ります。 

  〔松田三郎君登壇〕 

○松田三郎君 答えはＣでしたね。私なりに、こ

の選択肢を工夫して徹夜でＡとＢを考えました。

その答えがＣ、その他。ただ、中身を聞きます

と、ある意味、間宮さんらしいなという、そうい

う個性も出てたのかなと思っております。 

 ７月に就任した理事、局長は、７月にできたビ

ジョンには直接関わってないだろうと思い、失礼

だとは思いましたが、その意気込みというものを

あえて質問させていただいた次第でございます。 

 よく言われることでありますが、熊本県は、農

業の産出額は全国で５位、いつも上位にランクさ

れているのに、食のイメージがある都道府県とい

うランキングでは大体25位ぐらいという調査もあ

ります。このランキングを上げて、知事がおっし

ゃる農林畜水産業の皆さんの所得の向上に結びつ

く、このようなことを期待しておりますので、財

政課長も経験をなさった理事でございます。大い

に期待をいたしているところでございます。 

 次の質問に移ります。 

 森林の適切な保全について質問をいたします。 

 私の地元であります球磨地域は、豊かな森林に

囲まれ、昔から林業、木材産業が大変盛んな地域

であります。 

 森林は、公益的機能、つまり、水源涵養、土砂

災害防止、地球温暖化防止、生物多様性保存など

の多面的な機能を有し、県民の安全や快適な生活

環境を支える大変重要でありがたい存在でありま

す。 

 また、森林から供給される木材は、建築材料を

はじめとする様々な資材として、私たちの生活を

支えてくれております。 

 私たちは、先人たちが守り育ててきた豊かな森

林資源を上手に活用するとともに、次世代にしっ

かりと引き継いでいかなければならないと思いま

す。 

 このような中、報道によりますと、他県におい

て、太陽光発電施設の整備や建物の建設工事に当

たり、森林法に基づく知事の許可を受けずに森林

を伐採してしまい、地元とのトラブルが生じた

り、行政指導を受けるなどしたりする事例が相次

いで発生しているそうであります。 

 これらの事例は、森林の所有者や新たに森林を

取得しようとする者が、森林に関する制度や規制

などについて十分に理解していないことが主な原

因の一つではないかと考えます。 

 一方で、現在、森林の土地を取得したときは、

国土利用計画法及び森林法に基づき届出を義務づ

ける制度があり、熊本県では、その届出件数が近

年増加しているとのことであります。 

 ちなみに、国土利用計画法によりますと、森林

のような都市計画区域以外の場合、１ヘクタール

以上の土地取引、これは相続以外の場合ですが、

契約後２週間以内に市町村を経由して県に届け出

なければなりません。 

 また、森林法では、森林の土地を取得した場

合、これは相続も含みますが、90日以内に市町村

長へ届け出なければなりません。 

 さらに、同法によると、１ヘクタールを超える

林地開発を行う場合、太陽光発電設備の設置を目

的とする場合は、0.5ヘクタールを超えると、知

事の許可が必要となっております。 

 届出件数の合計も、令和４年度が811件、５年

度が949件、６年度が1,139件と増加傾向にありま

す。このようなことは、県内において森林の土地

の取引などが活発になっていることを示している
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と考えられます。 

 このような状況を踏まえると、森林に関する制

度や規制を十分に理解していない森林所有者が増

え、本県においても、他県で見られるような不適

切な森林開発が行われ、ひいては、前述した森林

の有する様々な機能に悪影響を与えないか、非常

に懸念しております。 

 そこで質問です。 

 県民共有の財産でもある本県の豊かな森林を将

来にわたって保全していくためにも、森林の土地

取引について、不適切な開発を防止する強力な対

策が必要と考えますが、知事のお考えを伺いま

す。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 森林の適切な保全について、

お答え申し上げます。 

 議員御指摘のとおり、森林は、木材の生産のみ

ならず、山地災害防止や水源涵養をはじめとする

多面的な機能を有しております。 

 古くから林業が盛んな球磨・人吉地域において

は、令和２年７月豪雨により甚大な被害を受けま

した。その復旧、復興に向けた意見交換の場にお

いては、やはり多くの方々から、森林の多面的な

機能を維持することが重要であり、そのために

は、森林の整備、保全が必要不可欠であるといっ

た御意見をいただき、改めて森林を大切に思う県

民の皆様の強い思いを感じました。 

 私も、被災地の復旧、復興に向けた緑の流域治

水の取組において、森林の持つ山地災害防止機

能、洪水緩和機能を高めることの重要性を強く認

識しているところでございます。 

 また、森林は、防災機能にとどまらず、二酸化

炭素を吸収することで地球温暖化防止にも貢献す

るとともに、豊富できれいな水も生み出します。

さらには、多様な生物の生息する場所を提供し、

人々の暮らしに密接に結びついた癒やしの場でも

ございます。 

 このような多面的な機能を持つ森林は、県民の

貴重な財産であり、次世代に引き継ぐ財産とし

て、しっかりと守り育てていかなければならない

という思いを強くしているところでございます。 

 そのような中、現在、森林の土地取得に当たっ

ては、所有者を把握するための森林法及び国土利

用計画法で定められている土地取得後の届出を義

務づける制度がございます。しかしながら、議員

御指摘のように、森林の土地取引は活発化してお

り、そのような中で、県外においては、不適切な

開発により、森林の持つ多面的な機能に悪影響を

及ぼす事例も散見されております。 

 私は、この不適切な森林開発を未然に防止し、

熊本の森林を将来にわたって適切に保全すること

ができるのか、県民の貴重な財産を次世代に引き

継ぐことができるのか、大変危惧しております。

こうした指摘は、これまでも県議会で何度も各議

員から御指摘をいただいたところでございます。 

 県として何ができるか、何をすべきか、熟考を

重ねる中で、今般、森林の土地取得前に届出を義

務づける新たな制度の創出が必要であるという考

えに至りました。 

 熊本の豊かな森林を守り育て、林業をさらに発

展させるとともに、県民の皆様が安全、安心に生

活でき、経済的な豊かさと心の豊かさを共にしっ

かりと実感できる熊本を実現していくために、土

地取得前の届出義務化について、条例制定に向け

た検討を速やかに行ってまいりたいと思います。 

 以上です。 

  〔松田三郎君登壇〕 

○松田三郎君 知事の御答弁にありましたよう

に、土地取得の前と後で届出を義務づけるという

ことになれば、非常にその実効性が期待できるの
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ではないかと思います。 

 答弁の最後に、条例制定に向けた検討をすると

いうことでございます。早ければ来年の２月定例

会になるかもしれませんので、我が自民党といた

しましても、しっかりその準備をして、勉強を進

めてまいりたい、このように思います。 

 それでは、最後の質問でございます。 

 太陽光発電に関する問題と自然環境の保全につ

いて、２点につき質問をいたします。 

 まず１点目です。 

 御存じのように、ＦＩＴ、固定価格買取制度

は、2012年７月に、脱原発を掲げる時の民主党政

権の目玉政策としてスタートいたしました。 

 事業用であれば、固定価格で20年間買い取ると

いうもので、あまり普及していなかった再生可能

エネルギーを増加させることができました。 

 ただ一方で、近年、北海道釧路の事例のよう

に、自然を開発して太陽光を設置することが問題

となっており、景勝地などでの開発や斜面など住

民が不安に思う場所での開発が進むなど、多くの

課題も明らかになっております。 

 高市総理大臣や石原環境大臣も、問題のある太

陽光については対応を検討することを表明されて

おります。 

 そこで質問です。 

 県内でも、阿蘇など設置することに疑問が残る

太陽光もある中、今後、知事は、どのような姿勢

で太陽光発電に取り組まれるのか、お尋ねしま

す。 

 ２点目の質問です。 

 当初から、これだけ多くの太陽光パネルをどの

ように撤去するのだろうと、漠然とした不安を感

じていた人は、私を含めて多かったのではないか

と思います。 

 当時は、東日本大震災後に伴う原発事故で、再

生可能エネルギーを増やさなければならないとい

う状況であり、また、撤去は20年以上先のことで

あったため、これは私の推測ではございますが、

やや見切り発車的に取組を進めた部分もあったの

ではないかと考えます。 

 しかし、制度開始から10年以上が経過し、買取

り期間の折り返しを過ぎ、正面から対策に向き合

わなければならない状況になっております。 

 買取り期限が切れた後は、買取り価格の大幅な

低下に伴い、急激に太陽光発電が廃止される可能

性も十分考えられます。一斉に撤去されたとき

に、処理施設が対応できるのか、産廃として最終

処分場に持ち込まれるとしたら、最終処分場は足

りるのか、そして、そのまま放置されることはな

いのかなどの様々な不安や疑問が生じておりま

す。 

 さらに、今年になって、国は、リサイクルを義

務づける法案を見直す方針を示しております。撤

去に必要となる資金については、太陽光発電設備

の廃棄等費用積立制度というものを2022年７月に

開始しております。 

 これは、国が解体費用等積立基準額を定め、Ｆ

ＩＴ制度の中で積み立てるというものであります

が、制度開始以降の物価や人件費等の高騰などの

事情を考えると、この積立金で解体撤去費用、リ

サイクル費用が賄えるのかという点も甚だ疑問で

あります。 

 そこで質問です。 

 県は、太陽光ＦＩＴ後パネル等放置ゼロ検討会

議を設置し、このように様々な課題がある中、対

策を検討していると聞いていますが、このＦＩＴ

期間が切れた後の太陽光パネル対策について、知

事はどのように取り組まれるのか、お尋ねしま

す。 

  〔知事木村敬君登壇〕 
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○知事(木村敬君) お答えいたします。 

 私は、地球温暖化に対応するゼロカーボン社会

の実現のための再生可能エネルギーの導入も重要

ですが、熊本の豊かな自然環境をしっかり守るこ

とが県としての使命であり、地球環境とともに、

地域の自然環境を未来に残していくことが必要で

あると考えております。 

 その取組の一つとして、阿蘇地域の自然をメガ

ソーラーの設置から守るため、今年７月に、阿蘇

世界文化遺産登録推進協議会において、阿蘇地域

太陽光抑制エリア図を公表いたしました。 

 この図では、メガソーラーを抑制すべきエリア

を市町村と連携して明確に示し、阿蘇地域におい

て抑制すべきエリアの全体像を見える化したとこ

ろでございます。 

 阿蘇外輪山の内側はもちろん、今後は、阿蘇外

輪山の外側も抑制エリアとして、市町村と連携

し、メガソーラーの抑制と自然環境の保全に努め

てまいります。 

 そして、この県独自の取組が国の制度にも反映

されるよう政府提案なども行っておりまして、今

週１日にも経済産業省を訪問して、要請を行って

まいったところでございます。 

 次に、ＦＩＴ期間が切れた後の太陽光パネル対

策についてでございます。 

 議員御指摘のとおり、メガソーラーなどの事業

用太陽光発電は、2032年以降、買取り価格の大幅

な低下による発電廃止に伴い、再生可能エネルギ

ーの大幅な減少やパネル等の廃棄、さらには、パ

ネルが撤去されず放置されることが大変懸念され

ているところでございます。 

 そのため、本県では、他県に先駆けて、太陽光

ＦＩＴ後パネル等放置ゼロ対策検討会議を設置い

たしまして、残された固定価格買取り期間内で効

果的な対策が実施できるよう、検討を開始したと

ころでございます。 

 この会議では、パネル撤去に必要な人件費や燃

料費などが高騰しており、現在の国の廃棄等費用

積立制度による積立額では、撤去費用が不足する

可能性が高いことが指摘されました。 

 また、災害リスクや景観上支障のある場所に太

陽光パネルは望ましくないこと、高度なリサイク

ルを義務化しなければ、埋立処分に流れ、処分場

の容量を圧迫することなど、専門家の御意見をい

ただいたところでございます。 

 今後、この検討会議での意見を踏まえ、発電事

業者の状況をしっかりと把握し、必要となる撤去

資金の確保を求めるなど、本県において、将来太

陽光パネルの放置を起こさないための対応策を取

りまとめ、国とも連携して取り組んでまいりま

す。 

 また、太陽光パネルの放置防止策に加え、災害

リスクや景観、自然の観点で問題がある発電施設

への対応、そして、リサイクル体制の確保などな

ど、太陽光パネルに関する総合的な対策を熊本モ

デルとして取りまとめ、地球環境だけでなく、本

県の豊かな自然環境も未来にしっかり残すことが

できるよう取り組んでまいります。 

  〔松田三郎君登壇〕 

○松田三郎君 一般的に、営利を追求する企業

は、利潤に結びつかない行為には消極的である

と、そういう傾向にあるというのは、少なくとも

ちょっと前までは言われておりましたが、近年、

環境面にもしっかり気を配り対応しなければ、と

ても企業として社会からは評価されない、このよ

うに思います。 

 答弁にもありました、熊本モデルを取りまとめ

るということでございます。ちょっと過激な言い

方でございますが、企業の善意だけに依存するの

ではなくて、これは全国的な問題も今懸念されて
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おりますので、国による、やっぱり一律の、一定

の規制というものも必要ではないかと思いますの

で、先駆けて熊本モデルをつくり上げられるのは

当然必要ですが、同時に、国に対する要望もし続

けなければならない、このように思います。 

 以上で、私が用意しました質問は終わりまし

た。 

 かつて、私、まだ若い頃、11分ぐらい残して質

問を終わったときに、ある先輩から、ひどくはあ

りませんが、かなり御指導を受けたという経験も

ございますので、どうか、同僚議員の皆様はまね

しないようにと思いながら、今日は５分ぐらい残

っておりますので、これで終わりますが、どう

か、議員各位におかれましては、この大事な大事

な11月議会を、しっかり働いて働いて働いて、そ

して、よき新年をお迎えいただければと、このよ

うに思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終了させていた

だきます。 

 御清聴ありがとうございました。(拍手) 

○議長(髙野洋介君) この際、５分間休憩いたし

ます。 

  午前10時57分休憩 

     ――――――○――――――         

  午前11時７分開議 

○議長(髙野洋介君) 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 城下広作君。 

  〔城下広作君登壇〕(拍手) 

○城下広作君 皆様、おはようございます。熊本

市第一選挙区・公明党の城下広作でございます。

今回の質問は、自民党に続き、初めて２番手に質

問いたします。各会派、議員の皆様、御理解あり

がとうございました。 

 今回は７項目取り上げました。当然、時間が心

配です。そこで、質問時間を私は各３分、大変短

くしました。あわせて、髪の毛も短くしてきまし

た。知事をはじめ答弁予定者の皆様、県民の皆様

が分かるような答弁を、簡潔に、簡潔に、簡潔に

お願いいたしたいと思います。 

 それでは、最初の質問に入ります。 

 新政権への思いについて。 

 今年も、残すところあと一月を切るところまで

押し迫ってきました。 

 令和７年度、本年は、戦後80年、被爆80年の区

切りの年でもありました。９月27日に東京で開催

された戦場体験放映保存の会も、今回が最終回だ

ったそうです。会場では、86歳から100歳までの

14人が登壇して、約１時間半にわたって自らの体

験などをリレートーク形式で語り、命ある限り証

言を続けたいと訴えられたそうです。 

 戦争体験者なき時代が近づいています。二度と

同じ過ちを起こさないことを願い、監視していく

しかないと思います。 

 しかし、今、世界では、この瞬間も殺りくが行

われている現実の中、今年は終戦の年に設立され

た国連も、同じ80年の節目を迎えます。その常任

理事国であるロシアが紛争当事国であることは、

大変残念であり、失望すら覚えます。 

 我が国は、戦後80年、先人のこれまでの功績に

より、今日まで平和の国であり続けています。戦

争体験者だけではなく、全ての国民が平和の国で

あり続けてほしいと願ってやまないと思います。 

 また、今年は、政治が大きく動いた年でもあり

ました。我が党のことになりますが、結党61年目

を迎えた年でしたが、結党当時は野党から出発

し、その後自民党との連立を組み、26年の歳月を

共に戦わせていただきました。大変学ぶことも多

く、そして、与党として多くの国民に寄り添う実

績をつくることもできました。改めて、自民党の
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皆様には、この場を借りて感謝を申し上げます。 

 しかしながら、本年10月、それぞれの党の立場

の違いから離脱に至ったことは御承知のとおりで

あります。 

 今、まさに国会が開催されています。自民党、

日本維新の会との連立合意による高市政権が誕生

し、働いて、働いて、働いて、あと２つは時間の

関係で省略します。矢継ぎ早に政策を打ち出し、

それらの中には、歴代の内閣の方針を受け継ぐの

もあれば、大転換する政策も目にします。特に、

安全保障の分野においては、性急感を覚えます。 

 また、高市総理は、就任早々華々しく外交デビ

ューされました。これは私の感想ですが、アメリ

カのトランプ大統領と会うときは、ロックののり

のように見えました。中国の習近平氏と会うとき

は、京劇ののりのように見えました。いずれにし

ましても、大国の首脳との外交はとても重要で、

今後もいかなる国の首脳と会談されても、平和外

交を基本として、我が国の国益に沿う外交を強く

望みたいものです。 

 そこで、前振りが長くなりましたが、自民党、

日本維新の会との連立による高市内閣は、物価高

対策、半導体などの成長産業への投資、防衛力強

化を３本柱に上げ、積極財政の方針を打ち出して

いますが、木村知事は新内閣に何を一番期待され

ているのでしょうか、また、県としてはどのよう

な政策を強く訴えられていくのか、率直な考えを

お尋ねいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 公明党城下議員の御質問にお

答えいたします。 

 まず、高市新政権に対して期待する点について

です。 

 今回の政権が必要な政策をスピード感を持って

実行するには、各政党との合意形成が重要です。

そのため、まずは各政党としっかりと協議しなが

ら、安定した政権運営がなされることを本県とし

ても期待しております。その上で、地方や国民が

抱える不満、不安にしっかり応える政権であって

ほしいと思います。 

 その一環として、今般、総合経済対策が閣議決

定されましたが、第１の柱である物価高への対

応、これについては、物価上昇を上回る賃上げが

可能となる環境整備への支援など、効果的な施策

を期待します。 

 第２の柱である強い経済の実現に向けては、半

導体関連産業の集積が進むとともに、全国屈指の

農業県である本県の取組を後押ししていただく意

味でも、経済安全保障の強化、食料安全保障の確

立を期待します。 

 第３の柱である防衛、外交は、国の専管事項で

ございますが、議員御指摘のとおり、戦後80年の

平和と繁栄は、次の世代に対して平和や命の貴さ

を語り継いでこられた方々の努力のたまものであ

ります。昨今の我が国を取り巻く厳しい国際情勢

の中で、平和を追求していくためにも、これまで

の歴史、経緯を踏まえた外交努力を期待します。 

 次に、県として高市政権へ強く訴えたい政策に

ついてお答えいたします。 

 先月27日、高市総理に直接お会いする機会をい

ただきました。私からは、令和７年８月豪雨に係

る国の支援へのお礼とともに、本県の半導体産業

振興の取組等を御説明し、飛躍する熊本の姿をし

っかりと受け止めていただきました。 

 今後、高市政権が掲げる危機管理投資により、

くまもとサイエンスパークや新生シリコンアイラ

ンド九州の実現に向けて、大きな後押しをしてい

ただくことを期待しています。 

 また、本県には、半導体産業の集積以外にも、

農林畜水産業や観光資源など、多様で豊かな強み
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があります。これらの特色を生かした地方創生を

実現するためには、地域を支える人材が不可欠で

あります。 

 国としても、地域の活力向上につなげるため、

本県が目指すグローバルな知識やチャレンジ精神

を持ち、地域社会に貢献できる人材育成に資する

取組を進めていただくことを心から期待しており

ます。 

 本県としても、総合経済対策の活用をはじめ、

国との連携をさらに深めながら、私が目指します

県民みんなが安心して笑顔になり、持続的で活力

あふれる熊本づくりに向けて、全力で取り組んで

まいります。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 私が時間がないと言いましたの

で、知事も早口でしゃべっていただいてありがと

うございます。この調子で７問ずっといきたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、しっかり国に対しては知事の行動力でど

んどんといろいろ要望をし、熊本県が発展するよ

うに頑張っていただきたいというふうに思いま

す。 

 では、２点目の質問でございます。 

 県内の情勢についてでございます。 

 ＪＡＳＭの第１工場が量産を開始してからちょ

うど１年目を迎えます。本格稼働前に工場内の一

部を見学させていただきましたが、それ以降、中

に入ることはもちろん、周辺に足を運ぶこともほ

とんどありませんでしたので、生産の勢いや工場

内の活気を感じることは、残念ながら私にはあり

ませんでした。恐らく工場内は、私が見たことの

ない製造機械が立ち並び、半導体の生産がなされ

るものと想像します。 

 ただ、私が見聞きした情報によると、稼働率が

２割であるとか５割ですとか、景気のよい話がな

かなか伝わってきません。実際はどうなのでしょ

うか、大変気になります。 

 また、ＪＡＳＭの周辺地域である菊陽町や大津

町の住宅物件の居住率が思ったより低いと不動産

関係者から耳にしました。私のイメージでは、第

１工場の建設時は、作業員等の住まいがとにかく

足りないと必死に探しているのではないかと思っ

ていましたが、工場の建設が終わると、その後一

気に空き家が増えてきたという話でした。 

 ＴＳＭＣ進出に伴う経済波及効果について、県

が2024年に実施した県民アンケートでは、実感し

ている――ややも含めますが、24.5％、また、熊

本県商工連合会の調査では、プラス影響は10％に

とどまっているという結果を聞いたことがありま

す。 

 一方で、私には悪い話ばかり聞こえているわけ

ではありません。サプライチェーンなどを構成す

る企業やホテル、マンションなどの進出で土地が

足りず、とんでもない価格で土地が売られ、所得

を得た地権者とか、飲食、宿泊、観光関係者は好

調であると聞いています。 

 いずれにしても、ＴＳＭＣの進出は県経済の浮

揚に大きく寄与すると、県はもとより、多くの県

民が期待していることは間違いないと思います。 

 ある民間の金融機関の経済効果予測では、10年

で11.2兆円の経済効果、2030年までには、県民１

人当たり所得が年間38万円向上する可能性もある

と分析されています。 

 そこでお尋ねをします。 

 このように、ＴＳＭＣの進出が本県にもたらす

経済波及効果は、どれが真実なのかよく分からな

い部分があります。県として、経済波及効果の分

析について、県民に分かりやすい説明をぜひお示

しいただきたいと思います。 

 次に、全く違う話題になりますが、今現在、県
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下の市町村では、元県職員や県からの出向者が副

市長、副町長、副村長として活躍されています。

ここ10年近くで見てみますと、過去最高の15名に

上っています。県下45市町村から見てみますと、

３分の１に当たる布陣になります。 

 その就任に当たっては、当然、首長が自身のサ

ポート役として適任であると判断した上で議会に

諮り、議会の同意を得て選任されたわけですか

ら、地元の期待も大きいと推察します。 

 そこで、このような状況に対して、県と市町村

の連携を重要とする立場としてどのように受け止

めておられるのか、また、期待するところがあれ

ばお示しいただきたいと思います。 

 以上、木村知事にお尋ねをいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) まず、ＴＳＭＣ進出が本県に

もたらす経済波及効果についてお答えいたしま

す。 

 民間調査会社の予測によりますと、今年度の本

県の名目県内総生産額は過去最高の７兆円、成長

率は前年度比プラス2.9％で、ＴＳＭＣ進出が表

明された令和３年度以降、５年連続でプラス成長

を見込むとされています。 

 また、日銀の短期経済観測調査、いわゆる短観

によりますと、ＴＳＭＣ進出決定後、県内企業の

経営状況は上昇基調で、過去20年間では最もよい

状況にあり、全国平均も上回っています。 

 特に、半導体分野では、ＴＳＭＣ進出以降、令

和７年11月末までの関連企業の立地協定の件数は

70件、総投資額3.7兆、総雇用者数6,100人となっ

ております。 

 さらに、今年度県が実施したアンケート調査に

おいて、ＴＳＭＣ進出の波及効果として、ビジネ

スチャンスが拡大した、旅行者が増加したなどの

回答が昨年度から増えているところでございま

す。 

 実際、阿蘇くまもと空港の国際線は、現在、４

路線、週37便運航と、全国の地方空港の中でトッ

プクラスに増加したところでございますし、令和

６年度の外国人延べ宿泊者数は、前年比の約1.5

倍と過去最多となっております。 

 このように、本県においては、半導体分野を中

心とした製造業や観光産業において、ＴＳＭＣ進

出の経済波及効果が現れていると言えます。 

 一方で、県や県商工会連合会のアンケートにお

いて、ＴＳＭＣ進出効果について、特に感じてい

ないなどの回答も多くて、やはり今後さらに県全

体へ波及させていくことが重要であると考えてお

ります。 

 半導体産業においては、三菱電機の泗水工場、

パワー半導体の新工場棟や東京エレクトロン九州

の新たな開発棟、さらにはＪＡＳＭ第２工場の立

地協定締結など、大型投資が相次いでおり、今後

もさらなる投資が期待されます。 

 加えて、本県が目指すくまもとサイエンスパー

クの実現に向けても、今後事業推進パートナーを

選定し、来年度には熊本の将来を見据えた新たな

産学官連携拠点の整備に着手する予定としており

ます。 

 さらに、県内企業の半導体関連産業への参入拡

大、これが重要ですので、これに向けて、まずは

ＪＡＳＭの１次、２次取引先等との間接的な取引

拡大を目指した支援を行ってまいります。 

 あわせて、半導体関連産業のニーズや要求され

る高い品質などに県内企業が対応できるよう、技

術力の向上等も中長期的な観点でしっかりと支援

していきたいと考えております。 

 このような半導体を作る産業と併せて今後大事

になっていくのは、ＡＩ、医療、自動運転、農業

など、暮らしに身近なところで半導体を使う産業
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を、この熊本で集積、発展させていくことです。 

 そのためにも、くまもとサイエンスパークなど

を通じた産学金官の連携で、未来の日本の新産業

をこの熊本から創出することで、より豊かで便利

な県民生活とお子さんやお孫さんの代にもしっか

りと続く熊本県の持続的な発展の実現につなげて

いきたいと考えております。 

 今後も、県民お一人お一人にその効果を実感し

ていただけるよう、その進出効果の最大化と県内

全域への波及に取り組んでまいります。 

 次に、副市町村長に元県職員や県からの出向者

が増えていることへの受け止めにお答えいたしま

す。 

 私は、知事就任以来、一貫して県と市町村との

連携、これを県政運営の基本に置いております。

昨年12月に策定したくまもと新時代共創基本方針

においても、45市町村との連携を徹底して進める

と明記しております。 

 このような中、議員御指摘のとおり、元県職員

または現職職員を副市町村長とする団体が増えて

おり、現時点で県内の15市町村に元県職員などが

選任されております。 

 近年、市町村が抱える行政課題は、人口減少に

よる担い手不足、地域公共交通の確保、外国人材

との共生、デジタル技術の活用など、様々多岐に

わたっております。そしてまた、複雑化、広域化

しております。 

 こうした事情もあって、県職員として培った知

識や能力を活用したい、県との連携を深めたいと

考えられる市町村長が、県職員としての経験のあ

る者を望まれるのではないかと考えております。 

 なお、議員も御指摘いただきましたように、副

市町村長の選任は、各市町村長の専権事項であり

まして、御自身の進めたい政策を具体化するため

に、その補佐役として適任と判断される人材を、

市町村議会の御同意を得て選任するものでござい

ます。決して県のほうから特定の元県職員などの

選任を要請することはございません。 

 市町村長から県に推薦の求めがあった場合に

は、求める能力、適性なども考慮の上で、また、

もちろん本人の同意も得た上で御紹介することは

あります。 

 私は、くまもと新時代を共につくって、個性あ

る地域振興を推進するためには、県と市町村が日

頃から適切な役割分担の下、連携しながら取り組

んでいくことが重要であると考えます。 

 先月19日には、県と県内の副市町村長などによ

る意見交換会、こういうものを開催しておりまし

て、私自身もその会に参加しております。来年度

の予算編成方針とか、豪雨の復旧、復興の状況、

県の施策について情報共有して、それぞれの立場

から自由闊達に意見交換をしております。 

 県職員としての経験があり、県の実情を知る副

市町村長がおられることは、県と市町村の連携を

深める上で有意義であり、私は大変心強く感じて

います。 

 そのような皆さんには、県と市町村との連携の

キーパーソンとして、豊富な行政経験を生かして

いただき、それぞれの市町村はもちろん、県全体

の発展のためにも御活躍いただきたいと思ってお

ります。 

 県として、引き続き県内市町村としっかり連携

して、共に魅力ある地域づくりを進めてまいりま

す。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 まず、立地協定を結ばれた企業も

着実に増えている、設備投資の金額も3.7兆円、

雇用は6,000人を超えるという形でございます。

宿泊数も、前年に比べて1.5倍ということでござ

いますので、アンケートには出なかったけれど
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も、ちゃんと確実な実績は出ているということだ

と理解をさせていただきました。 

 やっぱり、第２工場も着工しましたけれども、

着実にこの工事が進み、そして知事が要望した第

３工場まで熊本でできるような形で、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。 

 それと、副首長の関係でございますけれども、

これだけ多くの方が現に各地域におられるという

ことは、いろいろと連携は取りやすいだろうと思

いますので、しっかり活用されていかれるといい

のではないかなというふうに思います。 

 次に、３番目でございます。 

 セミコンテクノパーク周辺に係る取水と排水に

ついてでございます。 

 本県にＴＳＭＣの進出が決定するに当たり、当

初から心配された懸案事項に大量の地下水の使用

による地下水の減少問題がありました。この問題

は、今でも払拭されているわけではありません。 

 木村知事は、蒲島県政の副知事時代、この問題

に対し、県民の理解を得るために奔走された一人

だったと理解しています。 

 そして、その解決策として、地下水の再利用が

あり、また、竜門ダムからの工業用水の利用があ

ります。 

 この事業は、多額の予算をかけ浄水施設を設

け、完成後はＪＡＳＭやソニーなどで使用します

が、こうした対策が取られることで、地下水の減

少を心配する県民の方々にも、一応の安心と評価

をいただけるものと思います。 

 そこで、今後重要になるのが、ＪＡＳＭやソニ

ーなどが、例えば年間に使用する水量に対して、

どれだけ再利用水を使うのか、また、工業用水を

使うかという問題です。これによって地下水への

依存度が下がり、結果的に地下水の取水量を減ら

すことにつながります。 

 そこで、新たなＪＡＳＭの第２工場もできるこ

とから、改めてＪＡＳＭやソニーが地下水と工業

用水の使用量について、県民に分かりやすいよう

に数値をもって示すべきと思います。また、その

ことを明確にするために、使用する水の量と使用

目的を明記した県と事業者との協定が必要と思い

ますが、協定についてどのように考えておられる

のか、お尋ねをします。 

 次に、ＪＡＳＭとソニーが使用した処理水です

が、最終的に不要になった分は、県が今回整備す

る下水道施設に流します。現在のＪＡＳＭ第１工

場で使用された処理水は、法の定めた基準に適合

したものだけ熊本北部流域下水道に排出していま

す。 

 しかし、今回整備する新たな下水道施設には、

ＪＡＳＭ第２工場とソニーの処理水だけが排水さ

れます。このＪＡＳＭ第２工場の排水は、第１工

場と製品の内容が異なることから、排水の水質も

異なるのではないか、また、ＴＳＭＣの本社があ

る台湾では、貴金属について、日本と異なる排水

基準が設けられているなど、排水について心配す

る声があります。 

 そこで、県としては、あらかじめどのような物

質が含まれるのかなどの情報は十分につかんでい

るのか、また、新たな下水道施設は、熊本北部流

域下水道の処理施設と違い、ＪＡＳＭやソニーの

分だけ処理することになるため、高い処理能力が

求められると思われますが、処理に関する課題と

対応についての認識を伺います。 

 以上２点、木村知事にお尋ねをいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) まず、１点目の取水施設につ

いてお答え申し上げます。 

 議員御指摘のとおり、半導体工場による地下水

の再利用及び工業用水の利用は、地下水保全に資
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する効果的な取組です。県においても、地下水保

全３原則における地下水取水量の削減及び他の水

源利用の促進、そして、その取組を推進しており

ます。 

 地下水の再利用については、企業側の取組が進

められており、先日のＪＡＳＭの公表によると、

１日最大３万トンの水を使用するＪＡＳＭ第１工

場において、独自システムの導入などにより、75

％の再利用が実現しています。 

 その上で、県が実施した地下水量のシミュレー

ションにおいては、半導体工場の集積に伴い、何

も対策が行われなければ、セミコンテクノパーク

周辺における地下水取水量は、令和５年度に比べ

て年間約1,200万トン増加すると見込んでおりま

す。 

 そのため、県では、有明工業用水道の未利用水

を活用した新たな工業用水道を整備することで、

その約３分の１に当たる年間約400万トンの地下

水取水量の削減を目指しております。 

 これまでに企業と工業用水利用に向けた具体的

な協議を幾度となく重ねる中で、企業側から一定

の理解を得られており、地下水保全のために工業

用水の利用に取り組んでいただけるものと認識し

ております。 

 また、県と企業の間で使用量や目的について協

定を締結することについては、私としても、半導

体工場における工業用水利用を通じた地下水保全

を推進するために、大変重要であると考えており

ます。 

 ただし、協定を結ぶに当たっては、工業用水の

使用量など、企業側の計画に基づく判断も必要と

なります。 

 現段階でこれらの計画が未確定な段階であるた

め、今後もさらに具体的な協議を深めていくこと

で、できる限り早期の協定締結につなげたいと考

えております。 

 次に、２点目の排水施設についてお答え申し上

げます。 

 一般的に、下水道に排水する工場は、下水道法

に基づく排除基準を満たすよう、重金属などの有

害物質をあらかじめ工場内で処理した上で排出

し、下水処理場では、公共用水域の水質を保全す

るため、水質汚濁防止法に基づく排水基準まで処

理し、放流いたします。 

 今回整備される新たな処理場は、議員御指摘の

とおり、主に半導体の製造で使用された工場排水

を受け入れることから、家庭から排出される生活

排水と比べて有機物が少ないため、含まれる物質

やその濃度といった水質特性に応じた適切な処理

をより確実に行うことが課題と考えております。 

 そのため、排水に応じた処理方法を検討する上

では、議員御指摘のとおり、水質の情報をあらか

じめ把握することが重要であり、今後、企業との

協議の中で詳細な水質を確認することとしており

ます。 

 また、現在、従来の処理方法に加えて、台湾を

はじめ、海外の半導体工場の排水を処理する下水

処理場の処理方法について、技術的な観点から詳

細に調査を進めております。 

 今後、協議の中で把握した水質に適した処理技

術を導入し、最も効果的な処理を行いたいと考え

ております。 

 なお、現在稼働中のＪＡＳＭ第１工場では、環

境への影響を可能な限り減らすため、ＰＦＡＳな

どの除去に企業側も取り組んでおられます。 

 今後も、企業の排水対策の動きを踏まえつつ、

適切な下水の処理に取り組み、公共用水域の水質

保全を行ってまいります。 

 熊本の豊かな地下水は、私たち県民にとってな

くてはならない大切な財産であり、将来にわたっ
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て確実に守っていくことが私たちの責務であると

考えております。 

 県としましては、県民の皆様の不安解消に向け

て、地下水の量と質の保全に引き続きしっかりと

取り組んでまいります。 

 以上です。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 工業用水の使用については、たく

さん使っていただければ、大変地下水の負担が軽

くなる、しかし、企業側とすれば、工業用水を使

うことによって、いわゆる使用料金が発生する、

だからあまり使いたくないというのもあるでしょ

う。この辺のバランスをしっかりと考えていただ

き、ぜひ、大変重要と知事も言っていただきまし

たので、協定に関してはしっかりと結んでいただ

きたいというふうに思います。 

 また、新たな下水道処理施設、これは最終的に

は白川に今回は流すようになりますけれども、や

はりより大きい河川に流すということで、影響を

心配する方も増えてくると思います。そういう意

味では、しっかりとした処理能力の説明、このこ

とをしっかり頑張るということも大事ではないか

というふうに思っておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 次に、４番目でございます。 

 外国人との共生社会の推進についてでございま

す。 

 仕事柄上京することが多い中、都内の至るとこ

ろで外国人労働者を当たり前のように目にしま

す。コンビニや飲食店は以前からで、最近は飲食

店の１店舗ほぼ全員外国人スタッフの店舗も見か

けることが多くなりました。さらに驚いたこと

は、空港の保安検査所の職員も、アジア系の方が

多く働いていました。こうした光景は、都市部だ

けかと思えば、今では県内でも当たり前のように

見かけるようになりました。 

 私の故郷牛深でも、アジア系の若者をよく見か

けることから、その暮らしぶりやどのような職場

に勤めているかを知るため、役所に問合せしたと

ころ、外国人の多い職場として魚の加工業者を紹

介していただき、そして、経営者と外国人労働者

の受入れを始めた経緯や仕事の役割など、様々な

角度から意見交換をさせていただきました。 

 その話の中で、今から26年前、最初に外国人を

受け入れたときの心境として、仕事は増えてきた

が勤めてくれる人がいない、特に若者がいない、

だからといって外国人を雇うと周りの目が気にな

ったとのお話を伺い、大変な苦労をされたのだな

と痛感いたしました。 

 それが、今では外国人労働者用の自社アパート

を建て、さきに勤めた者の紹介により母国の後輩

や親族、その子供たちが勤めてくれるようになっ

てきた、今では家族のようなものだと、外国人労

働者のありがたさをしみじみ語られていました。 

 また、地元とのトラブルや地域との交流につい

て伺ったところ、26年間地元とのトラブルは記憶

にない、それどころか、地域行事のハイヤ祭りな

どにも積極的に参加し、地元に受け入れられてい

ると話をされました。 

 今、牛深では、このように若者を中心とした外

国人労働者が300人を超える状況にあります。ち

なみに、県警察によれば、牛深を含めた県内にお

ける来日外国人による犯罪検挙人員は、令和２年

以降、年間40人から50人程度で推移しており、急

激に増加している状況にはないと認識していると

いうことでした。 

 以前、玉名地域や八代地域のトマト農家の方々

に話を伺った折、外国人労働者がいなかったら成

り立たないとの話を聞いたことがあります。ま

た、建設の足場業者、鉄筋加工業者を訪問した際
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も、日本人の従業員を見ることは少なく、ほとん

どがアジア系の若者で、経営者の話では、仕事を

覚えるのが日本人の若者より早いと聞いたとき

は、少しショックを受けた記憶があります。 

 このように、私が知る限りでは、人口減少等で

労働者不足に苦しむ地方では、外国人労働者の依

存度は非常に高いと認識せざるを得ません。 

 ただ、最近では、一部の外国人のよからぬ行動

により、外国人に対して厳しい目線が向けられ、

それを一部の国民や政治家が、ＳＮＳなどを使い

排外主義をあおっているようにも見受けられま

す。大変気になり、心配します。 

 私は、仮に外国人が問題を起こせば、当然我が

国の法に照らして罰すればよく、それは日本人も

同様であります。 

 ちなみに、警察庁による2023年の刑法犯の検挙

人員に占める外国人の割合は約５％、2014年から

2023年まで年４％から５％で推移し、大きな変化

はないと言われています。 

 知事は、先月の定例記者会見で、本県が指定さ

れている国家戦略特区である産業拠点形成連携

“絆”特区において、新たに２つの事業が認定さ

れたと発表されました。具体的に挙げますと、１

つ、開業ワンストップセンターの設置、２つ、家

事支援外国人受入事業であり、特に家事支援外国

人受入事業に対しては、発表直後から厳しい意見

が寄せられているようです。 

 私は、利用者がどれだけいるか予想はつきませ

んが、制度自体の運用が悪いとは思いません。我

が県は、外国の企業であるＴＳＭＣを受け入れて

いる県でもあります。その企業の基盤の上で、経

済の好循環の恩恵を受けようとしています。ます

ます外国人との共生社会を目指す意義は非常に大

きいと考えます。 

 ちなみに、全国知事会は、11月26日、事実やデ

ータに基づかない情報による排他主義、排外主義

を強く否定するといった文言を盛り込んだ宣言を

採択しました。 

 そこで、木村知事にお尋ねします。 

 県内における外国人労働者の現状と認識につい

て、また、家事支援外国人受入事業の取組への思

いについて、お尋ねをいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) まず、県内における外国人労

働者の現状と認識についてお答え申し上げます。 

 本県における外国人労働者数は、厚生労働省の

統計によりますと、令和６年10月末現在で過去最

多の２万1,437人となっており、年々増加してお

ります。 

 外国人材は、人手不足を背景に、製造業や医

療、福祉、農業など様々な分野で活躍しているの

みならず、ＴＳＭＣの熊本進出を受け、高度人材

としても欠かせない状況であり、本県の活力を維

持していく上で重要な存在であると認識していま

す。 

 一方で、外国人が増えると犯罪が増えるといっ

た根拠のない情報もＳＮＳ等で見受けられ、外国

人が増えることに対して漠然とした不安を抱えて

いる県民もおられます。このことに私たちは真摯

に向き合わなければならないと考えております。 

 そのため、県民に対する正確な情報発信に加

え、外国人材を労働力としてだけでなく、地域社

会の一員として受け入れる多文化共生の取組が不

可欠です。 

 県では、昨年９月に、私をトップとする外国人

材との共生推進本部を設置し、多文化共生の推進

や外国人材の受入れ環境の整備など、関係部局が

連携しながら取組を展開しています。 

 引き続き、日本人も外国人も安心して暮らせる

社会の実現に向け、取り組んでまいります。 
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 次に、家事支援外国人受入事業の取組への思い

についてお答え申し上げます。 

 本事業は、国家戦略特区制度の一つとして国が

創設し、他の都府県においても活用されている取

組です。 

 本県においても、家事支援サービスが充実する

ことで子育て世代の仕事と育児の両立につながる

ことを期待し、本年９月に国の認定を受けたとこ

ろでございます。 

 本事業では、受入れ人材については、出身国等

での研修を修了した上で認定資格を取得し、かつ

実務経験を有するなど、厳格な資格要件が課され

ています。 

 また、家事支援サービスのこの事業者について

は、日本国内で３年以上の事業実績や事業を遂行

するための経済的基礎を有していることなどが要

件となっています。 

 これらの資格要件は、出入国在留管理局や労働

局などの国の機関、そして県で構成する第三者管

理協議会、ここにおいて厳格に審査を行います。 

 さらに、第三者管理協議会では、サービスの提

供状況などについて報告を求め、随時監査を行

い、問題があれば事業者を指導する権限を有して

います。 

 このように、この制度は、県が全く関与できな

い一般的な外国人材の受入れに比べて、県もしっ

かりと一定の権限を持って厳格に管理することが

できる長所があると考えております。 

 本事業の実施を発表して以降、移民が増えるの

ではないかといった漠然とした不安に関する御意

見が500件以上寄せられたところです。 

 本事業は、第三者管理協議会による厳格な管理

の下、必要な外国人材を５年を上限に受け入れる

ものであって、決して移民の受入れを促進するも

のではございません。 

 県としては、本事業について不安を感じておら

れる県民に対して丁寧に説明するとともに、今年

度中に設置予定の国、県による第三者管理協議会

において、外国人材の入国や就労状況などを厳格

に管理、審査しながら、事業に取り組みたいと考

えております。 

 議員から御紹介いただきました天草市牛深での

26年前からの外国人材受入れに関するお話は、私

も大変胸が熱くなりました。 

 外国から来た方々が、熊本のルールや文化を学

び、安心、安全な環境で働き、熊本を好きになっ

て母国にお帰りいただく、そして、母国に帰られ

ても熊本のファンでいてくださったり、場合によ

っては熊本とのビジネスをしてくださるような、

そのような好循環がもっと生まれる熊本でありた

いと思います。 

 この特区事業に取り組みながら、母国からお預

かりした外国人材をしっかり管理、審査して、日

本人も外国人も安全、安心、かつ心豊かに暮らせ

る多文化共生社会を目指して取り組んでまいりま

す。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 外国人の場合に、ある程度日本の

習慣も聞いてこられるんですけれども、例えば、

どうしても夜遅く集団で集まって外でわいわい騒

いで食事するとか、こういうことはちょっと日本

ではなじまないよとか、細かいことを注意した

り、ごみの出す日も決まっているとか、場所と

か、こういうことも話していけば、必ず分かって

くると、住民との誤解も減っていくんではないか

なと。こういうソフト的なものも、しっかり今後

はやることによって地域の方の受け取り方も変わ

ってくるのではないかということで、ぜひその辺

も努力をしていただければというふうに思いま

す。 
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 じゃあ、次に、５番目でございます。 

 あらゆる災害の防災・減災対策についてであり

ます。 

 災害は、いつ、どこで起こるか分からない、こ

の言葉は、災害が起こるたびに誰もが口にする決

まり文句のようなものです。 

 先月25日、夕方６時頃、あの嫌な音が携帯電話

から突然鳴り響きました。阿蘇地域を震源とする

震度５強を観測した地震であります。 

 政府の地震調査研究推進本部は、30年以内に80

％程度としてきた南海トラフ巨大地震の発生確率

を改め、60から90％以上、20％から50％の２種類

に変更しました。これは計算方法の違いから併記

されたようですが、誰もが後者であってほしいと

願うと思うのですが、地震本部としては、防災対

策を進める観点から、高い確率を強調するとして

います。そして、疑わしいときは行動せよとも発

信されています。 

 本県でも、近年、熊本地震、九州北部豪雨、令

和２年の７月豪雨、そして本年８月の豪雨災害な

ど、その都度甚大な被害を受けてきました。 

 こうした災害からの被害軽減策としては、やは

り早めの避難などが功を奏しますが、特に、地震

と異なり、台風や大雨の対策は、その発生後にも

準備ができることが多くあります。それに不可欠

なのが正確な気象情報であり、行政からの速やか

な指示が、時には人命を守り、被害を最小限度に

抑える結果をもたらすことは言うまでもありませ

ん。 

 例えば、本年８月の豪雨災害で見てみますと、

内水氾濫による住宅浸水や海岸部に近い農業地帯

では、農業施設や機材が被害を受け、熊本市内の

ような都市部では、多くの車が道路や駐車場で浸

水被害に遭い、県下で２～３万台の車が水没し、

廃車に追い込まれました。 

 その原因の一部では、排水機場の故障や能力不

足によるものが多く、この情報が早めに分かって

いれば、車の移動の判断も早まり、水没を避けら

れたかもしれません。 

 そこで、第１点目にお尋ねしますが、やはり災

害発生時において一番重要なことは、住民への正

確な情報発信や的確な避難等に関する指示になり

ますが、この発信は基本的には市町村の役割にな

ります。しかし、国や県が管理する排水機場、道

路や河川などの情報収集は、国や県がつかみま

す。また、この情報が市町村に速やかに伝わらな

ければ、避難行動にも影響し、被害の拡大にもつ

ながるおそれがあります。 

 そこで、国や県、市町村の連携の現状と情報発

信の在り方についてお尋ねをします。 

 第２点目に、やはり大型の災害が起こった場

合、その後の災害復旧が大きな仕事となります。

道路や河川等は行政の力で復旧が可能となります

が、個人の敷地や家の中の復興はやはり所有者が

行うこととなり、そこで大きな役割を果たすのが

ボランティアの存在だと思います。 

 今回の豪雨災害でも、ボランティアによる支援

を望む自治体が多くありましたが、被害が大きか

った自治体では、状況把握に時間を要したため、

ボランティアセンターの開設が遅れたところもあ

ったようです。また、被災地が広範囲であったた

め、ボランティアの不足や地域間の偏りもあり、

不満もあったようです。 

 そこで、災害復旧の際は、ますますボランティ

アに対する期待が高まるのですが、ボランティア

のさらなる確保に向けた県の取組について、県は

今後どのようにしていこうと考えておられるの

か、お尋ねをします。 

 第３点目に、熊本市内の内水氾濫を踏まえ、今

後の治水対策について提案をさせていただきま
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す。 

 今回水没した地域は、坪井川と井芹川の流域に

集中しています。短時間に大雨が降ったことによ

り２つの河川は増水し、あと数時間雨が降り続け

ますと、多くの箇所で堤防を越えたかもしれませ

ん。 

 県内で最大級を誇る坪井川遊水地でも満杯にな

り、遊水地に流れ込む小水路からの流入ができ

ず、内水氾濫の要因となりました。最近の雨の降

り方は、河川の堤防のかさ上げや河川掘削では到

底対応できません。 

 そこで、新たな対策として、双方の河川上流部

に遊水地を設ける考えもありますが、県の考えに

ついてお尋ねいたします。 

 以上、１点目は知事公室長、２点目を健康福祉

部長、３点目を土木部長にお尋ねをいたします。 

  〔知事公室長深川元樹君登壇〕 

○知事公室長(深川元樹君) まず、１点目の本県

の災害情報の連携に関しお答えします。 

 現在、本県では、全国に先駆けて国と県の災害

情報を共有するＳＯＢＯ―ＷＥＢを構築するとと

もに、市町村との間では、県内統一の共有システ

ムにより、情報の迅速な集約、共有を行っていま

す。 

 これらのシステムは、構築して終わりではな

く、平時から熟練しておく必要があり、県では、

毎年７回に分けて全45市町村と合同での豪雨対応

訓練を実施するなど、情報共有体制の強化を図っ

ています。 

 議員御指摘のとおり、排水機場、道路、河川等

を含めた災害情報は、関係機関が連携して迅速に

集約、共有されるべきであり、さらに、県や市町

村では、その情報を迅速かつ正確に住民に発信し

ていくことが重要です。 

 今回の豪雨災害における初動対応については、

近日中に検証結果の公表を予定しています。この

中で明らかになった情報共有や発信に係る課題等

については、来年の出水期までに、県及び各市町

村の地域防災計画の改定等により改善を行う予定

です。 

 引き続き、国、県、市町村の情報連携を高め、

激甚化、頻発化する災害への備えを強化するとと

もに、より迅速かつ正確な情報発信に努め、住民

の予防的避難を促進してまいります。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) ２点目の災害ボラ

ンティアについてお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、災害時にボランティアの

果たす役割は極めて重要です。特に、家屋や家財

の片づけや搬出などには、多くの方々の力が欠か

せません。 

 今回の豪雨災害でも、10の市町において災害ボ

ランティアセンターが設置され、延べ１万1,000

人を超える方々に参加いただきました。 

 一方、今回の災害対応の経験から、センターの

開設やボランティア人材の確保を迅速かつ効率よ

く進めるためには、平時からの備えが重要である

ことを再認識いたしました。 

 そのため、市町村及び社会福祉協議会がセンタ

ーの開設候補地をあらかじめ選定することで早期

開設を実現するとともに、県としても、ボランテ

ィア確保のための事前登録の仕組みづくりを検討

し、県民や企業、団体へ広く呼びかけてまいりま

す。さらには、登録ボランティアへの情報提供や

研修の実施、被災市町村間の人員調整の仕組みに

ついても、併せて検討してまいります。 

 加えて、災害時に被災者にとって大きな支えに

なるのが専門的な知識や経験を持つＮＰＯなどの

専門ボランティアであり、こうした団体の活動を

調整する災害中間支援組織の役割もまた重要で
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す。 

 本県には、熊本地震を契機に設立されたＫＶＯ

ＡＤという組織があり、全国組織ＪＶＯＡＤとと

もに、本県と連携協定を締結しています。 

 今回の豪雨災害でも、災害中間支援組織である

ＫＶＯＡＤが、ボランティア関係団体が集う火の

国会議を連日開催し、行政、社会福祉協議会、Ｋ

ＶＯＡＤの３者が中心となって活動団体や活動地

域の調整を行いました。これは、平時から情報共

有を目的とした連携会議や研修、訓練を実施して

いることによる成果であると認識しています。 

 今後も、これらの関係団体と連携を図りなが

ら、さらなるボランティアの確保につなげてまい

ります。 

  〔土木部長菰田武志君登壇〕 

○土木部長(菰田武志君) ３点目の坪井川水系の

新たな遊水地を含む治水対策についてお答えしま

す。 

 坪井川水系は、人口、資産が集中する熊本市中

心市街地を流下しており、昭和32年や昭和55年な

どの水害では、激甚災害に指定されるなど、流域

全体で甚大な被害が発生しました。 

 このため、県では、河川改修による河道断面の

確保に加え、坪井川遊水地をはじめとする複数の

洪水調節施設を組み合わせた対策と熊本市が取り

組む雨水処理などの内水対策と連携して、治水安

全度の向上に努めてまいりました。 

 今回の豪雨では、２日間の総降水量が平年８月

の約２倍を記録しましたが、坪井川遊水地におい

て洪水を約100万立方メートルためたことによ

り、その下流で河川水位を約１メートル低減させ

るなど、熊本市街地の浸水被害を軽減する一定の

効果を確認しました。 

 しかし、一部の堤防からの越水や内水氾濫によ

る浸水被害が発生したことから、さらなる安全、

安心を確保していくことが必要であると考えてい

ます。 

 一般的に、遊水地の整備に当たっては、住宅地

などの保全対象地の直上流に設置することが最も

効果的ですが、坪井川の場合は、既成市街地が広

がっているため、上流支川も合わせて、様々な治

水対策を組み合わせた検討を行ってまいります。 

 このような状況から、まずは、既設遊水地をよ

り効果的に運用するため、近年の激甚化する雨の

降り方の特性を踏まえた機能強化に努めるととも

に、今回の豪雨で明らかになった既設堤防の弱点

部のさらなるかさ上げなどに取り組みます。 

 また、主に熊本市西部地区を流下する支川の井

芹川につきましては、未改修区間の対策を行うと

ともに、気候変動を踏まえ、新たな遊水地の可能

性も含めて、効果的な対策の検討を進めてまいり

ます。 

 さらに、水系内の河川監視カメラをこれまでの

約２倍に増設し、河川水位計と合わせた情報提供

を行うといったソフト対策の充実や、雨水を一時

的に地下にためる貯留施設などの内水対策を進め

る熊本市との連携も強化してまいります。 

 今後も、坪井川水系の安全、安心の確保に向

け、あらゆる関係者と協働し、流域全体の総合力

で水害を軽減する流域治水に全力で取り組んでま

いります。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 時間がありませんので、次に行き

ます。 

 県立高校の在り方検討についてでございます。 

 県立高校のあり方検討会は、少子化が進む中、

約10年先を見据え、県立高校の学校規模や魅力化

について検討するため、2024年７月に設立され、

本年９月10日に松下会長から越猪教育長にこれま

での議論をまとめた提言書が渡されました。 



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第２号（12月４日） 

 

 

- 36 - 

 その中でも特に注目するのが、人口減少を見据

えた学級削減の中で、全校を対象に計画的な学級

減を実施するとのことで、熊本市内の済々黌高

校、熊本高校、第二高校、熊本工業高校などの大

規模校も今回対象となっています。 

 私は、以前から、郡部の県立高校が定員割れを

起こす原因の一つに、熊本市内の県立高校の大規

模定員が関係すると訴えてきました。ただし、定

員減を実施するに当たっては、熊本市内の私立高

校の定員も視野に入れながら行うべきとも訴えて

きました。 

 今、高校の関係は大きく変わってきました。そ

れは、県立高校の授業料の完全無償化が本年度よ

り始まり、来年度からは私立高校も実質無償化が

始まります。これまでは、経済的理由で県立を選

ぶ流れが多くありましたが、私立高校の実質無償

化となれば、経済的負担も軽減され、施設の充実

などから私立に流れるのではとの声が上がってい

ます。 

 県は、今月２日に、令和９年度に、済々黌高

校、第一高校、熊本西高、東稜高校、大津高校の

５校で200名、令和10年度に、熊本高校、第二高

校、熊本北高、玉名高校、人吉高校の５校で200

名と、２年間で県立高校の定員を400人削減する

ことを決めましたが、私立高校との兼ね合いはど

うされるのでしょうか。 

 少子化は公私共通の課題であり、県立高校が令

和10年度までに400名減らすとする中、私立高校

が減らさないとなると、問題があるのではないで

しょうか。私立高校の定員は経営にも直結するこ

とから、慎重な論議が必要と考えますが、これま

での私立高校との協議の状況と今後の方針につい

てお尋ねします。 

 次に、郡部の県立高校の定員割れについては、

これまでにも学校の魅力化や地域との連携を求め

る声がありましたが、そう簡単ではありませんで

した。 

 そうした現状から、さきの石破内閣は、県立高

校の現行の受験制度、単願制からデジタル併願制

の検討指示を関係省庁に指示されました。 

 このデジタル併願制は、これまでの県立高校の

１つの高校しか受験できない単願制と違い、受験

生が順位をつけて複数校を志願し、共通試験など

の結果に応じてその中の１校に合格する仕組みを

想定する制度です。例えば、第１志望の熊本市内

の県立高校が不合格でも、第２志望の地元県立高

校の合格も可能になる仕組みとも言えます。この

デジタル併願制の導入について、県の考えをお尋

ねします。 

 以上２点、越猪教育長にお考えをお尋ねいたし

ます。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) まず、１点目の定員問題

についてお答えします。 

 県教育委員会では、あり方検討会の提言等を踏

まえ、私立高校全21校と個別の意見交換を行いま

した。 

 この中では、熊本市内の少子化の現状を踏ま

え、県立高校は計画的な学級減に取り組むため、

私立も、特に熊本市内の大規模校を中心に募集定

員を減らすことも検討いただきたい旨、説明を行

ったところです。 

 多くの私立高校からは、募集定員の削減は経営

の根幹に関わる部分であるとの理由で理解を得る

ことはできませんでしたが、先月開催された第２

回公私立高等学校連絡協議会において、私立高校

も令和10年度までは定員を増やす計画はないこと

が確認されました。 

 そこで、今月２日、県教育委員会において、令

和９年度と令和10年度の県立高校における計画的
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学級減の対象校を決定し、公表を行ったところで

す。 

 今後の募集定員の見直しにおいては、中学卒業

予定者数の減少状況や学級減による生徒等への影

響を考慮するとともに、私立高校とは継続的に協

議を行いながら、毎年７月の県教育委員会で３か

年度分の募集定員計画を公表することとしていま

す。 

 次に、２点目のデジタル併願制については、受

験生が複数の県立高校に出願できるため、進路選

択の幅が広がる可能性もあると考えています。 

 一方で、熊本市内の県立高校に志願者が集中

し、郡部の定員割れがより一層進むのではない

か、生徒の多様な個性と能力が十分に評価される

のかといった懸念の声もあり、現在、国におい

て、これらの課題を含め、併願制の整理、検討を

行っている状況です。 

 そのため、県教育委員会では、まずは国の動向

を注視するとともに、他県の事例を参考にしなが

ら、デジタル併願制について研究を進めてまいり

ます。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 ７番目の質問でございます。 

 要約して話をさせていただきたいと思います。 

 児童生徒へのＳＮＳの教育についてでありま

す。 

 近年、児童生徒のＳＮＳに係るネット被害が多

発をしています。大変危惧することが多い部分で

ございます。 

 今は、中学生がオンラインカジノをして賭博を

するという事件もありましたし、トクリュウなど

の事件にも巻き込まれるということもありまし

た。 

 県は、そういうことを踏まえて、しっかりと、

例えば、児童生徒に対しては、小中学校では、各

教科の授業では、ＩＣＴを活用して情報を収集、

整理、発表する等の学習を行っており、また、道

徳での授業でも、しっかりネットを使う際のマナ

ーなども勉強されています。 

 高等学校においては、必須科目である情報Ⅰの

授業において、ＳＮＳ利用の注意点や情報技術の

適切な活用、炎上に対する――権利の侵害等のモ

ラルについても？学習をやっておられます。そし

て、保護者に対しても、保護者と連携を取りなが

ら、しっかりとＳＮＳに対する家庭の中での話も

？されています。 

 しかし、我々大人が教えても、子供たちはさら

に知識があり、まさに釈迦に説法という状況にあ

りますけれども、これを黙って見過ごすわけには

いかないと思います。 

 今日のＳＮＳに係るトラブルは複雑多様化して

いることから、これまでのＳＮＳ教育に関する取

組を検証し、さらに対策に力を注ぐべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

 また、ＳＮＳ被害に遭った児童生徒への学校の

対応も気になります。初期対応が遅ければ、深刻

な事態になりかねません。現状と対応について、

越猪教育長にお尋ねをいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) まず、ＳＮＳ教育につい

てお答えします。 

 県教育委員会では、ＳＮＳやＩＣＴ端末の安全

利用を含む情報モラルの向上を図るため、児童生

徒に対する教育の充実や保護者への啓発、さらに

は教員の指導力の向上等に取り組んできたところ

です。 

 具体的には、保護者や教員から随時意見聴取等

を行いながら、幼稚園、保育所等での親の学び講

座や情報安全利用に関する出前講座、中学校新入

学生説明会での講話など、研修の充実に取り組ん
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でいます。 

 また、来年１月には、全ての県立学校及び市町

村立学校を対象に、生成ＡＩの利用など、最近学

校現場で課題となっている内容を研修に盛り込む

ことで、児童生徒への指導助言につなげることと

しています。 

 次に、学校の対応についてお答えします。 

 ＳＮＳ被害に遭った児童生徒は、心に深い傷を

負い、心身の健全な成長及び人格の形成に大きな

影響を与えることから、スクールカウンセラー等

の専門家と迅速に連携して心理的ケアを行うな

ど、被害に遭った児童生徒の心情に寄り添った支

援を行っています。 

 また、児童生徒や保護者に相談窓口を周知する

ことで、安心して相談できる体制を整えるととも

に、犯罪行為として取り扱われるべき重大な事案

等の場合は、警察や関係機関等と速やかに連携

し、児童生徒の安全確保と被害拡大防止に努めて

まいります。 

 県教育委員会としましては、児童生徒の安全、

安心を守るため、今後とも全力で取り組んでまい

ります。 

  〔城下広作君登壇〕 

○城下広作君 やはり３番目に質問をしていた関

係上、２番目にするとちょっと時間の配分を甘く

見てしまったという反省をしっかりと踏まえなが

ら、次回のときには、２番になるか３番なるか分

かりませんけれども、しっかりと対応してまいり

たいと思います。 

 長らくの御清聴、ありがとうございました。

(拍手) 

○議長(髙野洋介君) 昼食のため、午後１時15分

まで休憩いたします。 

  午後０時７分休憩 

          ――――――○―――――― 

  午後１時14分開議 

○副議長(緒方勇二君) 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 幸村香代子君。 

  〔幸村香代子君登壇〕(拍手) 

○幸村香代子君 皆さん、こんにちは。立憲民主

連合・八代市・郡選出の幸村香代子でございま

す。 

 午後から質問するのは初めてでございまして、

さっき、城下県議が、２番目にするのは何か時間

の配分が間違ったというお話でしたけれども、私

も３番目にするのが初めてで、おまけに６項目上

げていますので、なかなか時間配分も考えながら

質問をしたいというふうに思います。 

 まずは１項目め、知事の肥後の引き倒し、土着

の宗教発言と地下水保全についてお尋ねをいたし

ます。 

 知事は、10月８日、福岡市での講演において、

熊本県民が地下水を守ろうとする思いを、何とも

言えない土着の宗教と表現されました。その後、

10月10日に、的確ではない表現であったとして撤

回をされましたが、この発言は県民に衝撃を与

え、深く傷つけるものでありました。私も、第一

報を聞いたときに信じられない思いがいたしまし

た。 

 知事も御存じのとおり、熊本は日本有数の地下

水都市であり、飲料水のほぼ全てを地下水に依存

しています。そのため、地下水保全は、単なる宗

教的信仰ではなく、生活と文化を支える現実的課

題です。県民が生きていく上で必要不可欠なもの

です。その地下水を大量に使用する半導体企業の

進出により、地下水が汚染されるのではないか、

量が足りなくなるのではないかという不安を県民

が持つことは当然のことです。 

 知事の土着の宗教という表現は、県民の真剣な
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懸念を非合理的なものとして矮小化し、やゆする

印象を与えました。さらに、肥後の引き倒しとい

う言葉まで紹介されたことは、県民が新しい産業

に不安を抱くことを否定的に捉えたものであると

受け止められます。 

 知事は、県民をやゆする趣旨はなかったと釈明

されていますが、発言の影響は大きく、これから

さらにサイエンスパーク構想やシリコンアイラン

ド九州構想の中核を担う熊本であれば、県民に対

し、懸念の払拭のために、地下水保全と産業振興

の両立について、さらに明確な方針と具体的な説

明を行う責任があります。 

 そこで、以下の点について質問をいたします。

県民に対して誠実な答弁を求めます。 

 なぜ地下水への懸念を土着の宗教と表現された

のでしょうか。また、県民の地下水への思いをど

のように理解しておられるのでしょうか。さら

に、ＴＳＭＣ進出に伴う県民の不安はまだ払拭さ

れていないと認識していることから、ＴＳＭＣ進

出に伴う地下水保全策をどのように取り組まれる

のか。 

 以上３点を知事にお尋ねいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 幸村議員から御質問いただき

ました。 

 ３点の御質問のうち、まず、福岡市での講演に

おける私の表現の意図と県民の地下水への思いに

対する理解の２点について、あわせて、まずお答

えいたします。 

 私の発言の真意は、地下水に対する私たち熊本

県民の思いは、心の奥底にある、理屈ではない大

事な価値感、また、長い歳月をかけて根づいてき

た熊本の人々の魂そのものであるということを他

県の方にお伝えしたかったということに尽きま

す。 

 この講演の直前に他県の方々との懇談の場があ

りまして、その際に、なぜ熊本は地下水にそこま

でこだわるのか、潤沢にあるのだから、どんどん

使って企業を呼び込めばいいのではないかなどの

発言が聞こえてきたこともありまして、私たち熊

本県民には、熊本の日々の暮らしの中で育まれた

地下水への特別な思いがあることを代弁したい強

い気持ちがあふれ出てしまったものでございま

す。 

 10月９日の定例記者会見でも申し述べています

とおり、マイナスのイメージを伴う表現をしたつ

もりは全くございませんでした。県民の皆様をや

ゆする気持ちも一切ございません。しかしなが

ら、その記者会見を受けた県内での報道を御覧に

なった県民の方から、私に注意する御意見がござ

いました。そのことから、このことを正確にお伝

えするには的確ではない表現であったと考え、直

ちに発言を撤回させていただきました。 

 このたびの私の発言で不快な思いをされた県民

の皆様に対して深くおわびを申し上げます。 

 そこで、地下水保全対策についてお答え申し上

げます。 

 地下水は、県民生活を支える熊本の宝であり、

半導体関連企業の集積に伴い、県民の皆様が地下

水に関して見えない不安を感じられていることは

私も深く理解しております。 

 そのため、私は、昨年県知事選に立候補する際

に掲げたマニフェスト、くまもと新時代、県民へ

の10の約束の一番手の項目「県民の命と暮らしを

守る！」の中で、地下水保全を最重要項目として

掲げました。 

 知事就任後直ちに立ち上げた各種本部の中で

も、地下水保全推進本部を真っ先に立ち上げ、こ

の地下水保全推進本部を中心に、地下水の量と質

の保全に全力で取り組んでいるところでございま
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す。 

 昨年度までの取組に加えて、今年度、水量の保

全については、熊本地域における今後の地下水保

全に向けた目標や取組などを示します次期熊本地

域地下水総合保全管理計画の策定ですとか、新た

に設置した九州の水を育む阿蘇の守り手基金の募

集などを進めております。 

 水質の保全につきましては、他県に例を見ない

１万種類を超える規制外物質等に関する継続的な

環境モニタリングを行うほか、企業への具体的な

使用状況等調査も実施いたしました。河川水質の

結果については、専門家委員会からも安心できる

状況と考えるとの御意見をいただいております。 

 また、県民の皆様の不安を解消するためには、

正しい情報発信が重要であり、地下水のリアルタ

イム配信や水質検査結果の情報発信強化などを新

たに実現いたしましたが、これからも引き続き積

極的に取り組んでまいります。 

 知事選のマニフェストで掲げたとおり、今後と

も、私たち熊本県民の宝である地下水を必ず守り

抜くという強い使命感の下、県民、企業の皆様な

どと力を合わせて、地下水をはじめとする熊本の

豊かな自然環境の保全と地域経済の発展の両立に

向けた取組を具体的かつ強力に進めてまいりま

す。 

  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 私の知る限りにおいて、知事

が、初めて県民の皆さんへ謝罪をされたのではな

いかなというふうに思います。なかなかその時々

の思いとか考えを言葉にして正確に伝えるという

ことは難しいものもございます。県知事という立

場になれば、その言葉の重みは、もう重々たるも

のであるというふうに思います。そんなつもりは

なかったということが通用しない立場でもあられ

るのではないかということも思います。 

 これまでの知事の発言、いろいろございまし

た。そういうことがあったこともあって、非常に

やはり今回の発言が、なぜまた再びこういった発

言をされるんだろうということで、非常に残念な

思いがしたことも事実であります。 

 知事が、御答弁にあったように、不信感を払拭

していくということについては、県民の不安の声

にきちんと向き合っていく必要があるだろうとい

うふうに思いますし、地下水保全の取組と水質検

査、こういったものもしっかりとやって情報公開

をしていただきたいというふうに思います。 

 半導体産業の集積は、今から進んでいきます。

そうするときに、地域経済との自然環境の保全、

地場産業の共存、これをどういうふうに進めてい

くのかということがあります。 

 今非常に、100年に１度のビッグチャンスだと

いうことで、そのことに非常に前のめりになって

いく風景があります。確かに、このチャンスを捉

えなければならないとも思いますが、やはりいろ

んなリスクもあると。そのリスクにきちんと向き

合っていただくことが、今回の発言の不信感を払

拭することにつながっていくのではないかという

ふうに思いますので、しっかりと見極めていただ

きたいというふうに思います。 

 次の項に移ります。 

 長射程ミサイルの配備に係る説明会開催と見直

しを求める民意についてお伺いをいたします。 

 11月９日、長射程ミサイルが配備される健軍自

衛隊駐屯地に近い健軍商店街で、1,200名規模の

反対集会が行われました。熊本県内各地からの参

加者、また、外国からの参加者もあり、リレート

ークでは、地元の方たちが声を上げられました。

このような国の政策に対して、地元の方たちが不

安の声を上げられるというのは非常に勇気が要る

ことだっただろうなというふうに思います。それ
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だけミサイル配備に対して危機感と不安感を持た

れていることだと思います。 

  また、自衛隊とともに生活がある地域です。だ

からこそ、自衛隊の皆さんも、近くにあるから守

りたい、自衛隊の皆様を守りたい、そういう思い

がリレートークの中にあふれていました。生活圏

のど真ん中、学校や病院があり、民家が密集する

中に、長射程ミサイルが、住民に何の説明もなく

配備されることに危機感と怒りを覚えない方はい

ないと思います。 

 これに先立ち、11月７日には、県内の大学教授

でつくる立憲主義を未来へつなげる大学人の会く

まもとが会見を開き、長射程ミサイル配備計画は

憲法違反であり、住宅地に位置する健軍駐屯地の

立地には問題があり、国や県は説明責任を果たし

ていないとして、配備撤回を求めました。 

 そのほか、政党やＮＰＯなど多くの団体が申入

れを行われています。24日には、熊本市青年会館

で400人規模の集会があり、各県からの報告で、

改めて、抑止力や防衛力強化の名の下に、各地で

軍備と言える状況が進んでいることを知りまし

た。 

 国においては、安全保障関連３文書の改定議論

が加速し、27年度としていたＧＤＰ比２％の防衛

費を今年度中に前倒しし、さらに増額し、防衛装

備の拡大を進める様子にあります。弾薬庫の設置

や防空ミサイルの輸出検討など、なし崩し的に進

んでいる様子があります。本当にこのまま突き進

んでいいのかと不安になります。 

 高市総理の台湾有事発言で、中国をはじめとす

る世界に緊張が高まっています。このことが、長

射程ミサイルへのさらなる不安につながっている

のだと思います。 

 知事は、９月議会で、国防は国の専管事項であ

り、是非を判断する立場にないと答弁をされてい

ます。権限はないにしても、自治体の長として、

県民の声を国へ届けることはできるはずです。県

民の暮らしと命を守ることが知事の責務です。そ

うであれば、長射程ミサイル配備が県民の命と暮

らしを守ることになるのか、いま一度お伺いをし

たいと思います。 

 長射程ミサイル配備について、県民の間に広が

る不安と懸念をどのように受け止めておられるの

か、また、国に対して住民説明会の開催を強く求

めていただき、実現しないのであれば配備の見直

しを求めるお考えはないのか、お尋ねをいたしま

す。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) まず、県民の間に広がる不安

と懸念についての受け止めについてお答えいたし

ます。 

 私は、戦争の惨禍を決して繰り返さないよう、

さきの大戦の反省と教訓を踏まえ、国の積極的な

外交努力により国際社会の平和と安定を築くこと

が重要であると考えます。 

 一方で、現在我が国を取り巻く安全保障環境下

においては、他国の脅威から国民の安全と国土を

守るため、国による防衛力強化の取組が進められ

ているものと認識しております。 

 また、今回の健軍駐屯地へのスタンドオフミサ

イルの配備については、不安などを感じる県民が

おられることも認識しております。 

 国においては、本県からの要望を踏まえ、Ｑ＆

Ａの掲載や相談窓口の設置など、県民の不安解消

に取り組んでいただいています。 

 今後も、県民の不安解消のため、分かりやすく

丁寧な説明をしていただきたいと考えておりま

す。 

 次に、国に対して住民説明会の開催を求めるこ

とや配備の見直しを求めることについてお答え申
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し上げます。 

 今回のスタンドオフミサイルの配備は、国の防

衛力強化の取組の一環として、国や国会において

これまで議論され、結論が出されたものでござい

ます。 

 国防に関することは国の専管事項であり、私は

この配備について判断する立場にはなく、住民説

明会の開催も含め具体的な説明手法については、

国が判断されるものと考えております。 

 県としては、県民の方々から寄せられる御意見

や御要望について、その都度しっかりと国にお伝

えしております。 

 今後とも、国に対して、分かりやすく丁寧な説

明に加え、運用に当たっての安全対策の徹底や住

民生活に配慮した取組なども、地元熊本市とも連

携して求めてまいります。 

  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 これまで防衛力を強化するとい

うことについては理解をしております。しかし、

今回配備される長射程ミサイルは、射程距離

1,000キロとされ、上海まで届くものです。敵基

地攻撃能力を持つものであり、明らかに憲法から

見ても問題があります。 

  知事の御答弁の外交努力による国際社会の平和

と安定を築くことが重要であるということ、そし

て、防衛力の強化の取組が進められているという

認識は、私も同じように持っています。しかし、

その先が問題なんだろうと。そこまでは、多分一

緒なんですよ。ただ、その平和を守るため、その

ために、じゃあ、次の段階に何をするのかという

ところが、やっぱり違うんだろうと思います。武

力を持つことについては反対をいたします。 

 先ほどもお話をしましたが、県知事の最も基本

的で重要な責務の一つは、県民の命、暮らし、そ

して財産を守ることです。これは、地方自治の根

幹をなす原則であるというふうに思います。であ

れば、国の専管事項ということで、ミサイル配備

に関して判断する立場にないというお答えはいか

がなものかというふうに思います。ミサイル配備

に不安を感じる県民がいることを認識しながら、

このまま配備が進められることに異を唱えない、

これでよいのでしょうか。県民の意見や要望は届

けていて、具体的な説明手法は国が判断するもの

だとおっしゃいます。 

 熊本県や熊本市の要望を受けて、九州防衛局

は、電話による相談窓口の設置、Ｑ＆Ａのホーム

ページへの掲載、昨日は、ホームページをリニュ

ーアルして案内を強化したとの報道がありまし

た。しかし、求められているのは、対面による説

明会です。 

 知事におかれましては、いま一度、県民の不安

の声に寄り添っていただくことをお願いしたいと

いうふうに思います。 

 また、立憲民主党県連としては、反撃能力を有

する長射程ミサイルは専守防衛を逸脱するものと

して、保有も配備も、全てにおいて反対すること

を機関決定いたしました。そして、このことを党

本部へも反対を求める要望書を提出いたしまし

た。 

 今後も、県民の皆さんとともに、平和な地域社

会をつくる活動に取り組んでまいりたいと思いま

す。そして、この項を終わります。 

 次の質問に移ります。 

 子供たちを性被害から守ることについて質問を

いたします。 

 まず、学校における取組について伺います。 

 令和５年６月、内閣府男女共同参画局がまとめ

たこども・若者の性被害に関する状況等によりま

すと、若年層、16歳から24歳の４人に１人以上、

26％が言葉、視覚、身体接触、性交、情報ツール
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による性被害に遭っています。また、被害者の約

半数が誰にも相談していないと答えています。 

 各都道府県に設置されている性犯罪・性暴力被

害者のためのワンストップ支援センターへの相談

件数は年々増加傾向にあり、令和４年度は、前年

比7.4％増の約６万3,000件であると報告されてい

ます。 

  本県で、県の委託を受け、24時間、性暴力被害

の相談に対応されているゆあさいどくまもとさん

の記事が、21日、新聞に掲載されました。記事に

よると、24年度の相談件数は1,439件で、10年前

の開設時と比較すると２倍以上に増えており、年

代別では10代の児童生徒が約４割を占め、学校内

での被害が多いということでした。近年の特徴と

して、スマホやタブレット端末を介した被害が増

えているとのことです。 

 先日、先生がグループラインで盗撮画像を共有

していたとのニュースは、教育関係者や保護者の

皆さんなどに大きな衝撃を与えました。また、本

県でも、生徒とのメールのやり取りや不同意わい

せつなどの事件が起きています。被害者に徹底的

に寄り添うことがまず必要だと思いますし、先生

と生徒という立場を利用しての犯罪に対して厳し

い処分が必要だと思います。 

 学校現場では、大多数の先生方が真面目に児童

生徒に向き合い、多忙を極める中、工夫を凝らし

た学習会や講演などに取り組まれていますが、現

場で性被害や性暴力が起きたときに、個別に対応

していく大変さも抱えておられます。加害者が同

僚である場合もあり、現場の負担はますます大き

くなっていることが懸念されます。 

 そこで、教育委員会として、教職員による性犯

罪、性暴力を防ぐ取組、また、事件が起きたとき

の対応、また、処分の考え方を教育長にお尋ねい

たします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) 児童生徒を守り育てる立

場にある教職員が立場や関係性を利用して行う性

暴力は、児童生徒の尊厳を深く傷つけ、教育への

信頼を根底から揺るがす重大な問題で、断じて許

されることではありません。 

  しかしながら、本県においても残念ながら児童

生徒に対する盗撮等の事案が発生しており、私自

身も真摯に反省するとともに、児童生徒が被害者

となるような事案を二度と起こさせてはならない

というふうに思っております。 

  現在、県教育委員会では、学校における性被害

の防止に向け、研修の充実、早期発見・早期対

応、被害者への寄り添い、厳正な対応を４つの柱

として、総合的に取り組んでいます。 

  まず、研修の充実については、不祥事防止研修

テキストやわいせつ防止研修テキストを用いて、

具体的な事例や留意点を共有する実践的な研修を

実施し、日常的な指導場面における未然防止の意

識の向上を図っています。 

 次に、早期発見・早期対応については、管理職

に対して、研修や会議等あらゆる機会を捉えて、

不祥事を許さない職場環境づくりや適切な早期対

応を行うなど、早期発見・早期対応に関する重要

性の周知徹底を図っています。 

 さらに、被害者への寄り添いについては、学校

で児童生徒が被害者となるような事案が発生した

場合、スクールカウンセラーを派遣し、まずは被

害児童生徒の心身の安全を守るとともに、他の児

童生徒が安心して学校生活を送ることができるよ

うな体制を整えています。 

 最後に、厳正な対応については、令和４年に施

行された教育職員等による児童生徒性暴力等の防

止等に関する法律を受け、令和６年に改正した懲

戒処分の指針に基づいて、厳正な対応を取ること
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を各学校に周知徹底しています。 

 県教育委員会としては、教職員が児童生徒と私

的なメールやＳＮＳでのやり取り禁止等を徹底す

るとともに、引き続き、学校における児童生徒の

性被害を根絶するという強い意思を持って取り組

んでまいります。 

  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 子供たちが安心して学べる場

所、また、１日の大半を過ごす学校という場所

で、本当に性被害が増えている、性暴力が増えて

いるということに対しては、本当に心配な状況だ

というふうに思います。 

 教育委員会におかれては、現場の状況にしっか

りと対応していただきたいというふうに思いま

す。そして、表に出てくるのは本当に氷山の一角

というふうに言われます。早期に発見するため

に、子供たちが相談できる体制づくり、そして、

被害が起きれば、徹底した被害者に寄り添う対応

が必要だと思います。 

 教育長が冒頭お答えになったように、先生と生

徒という権力と立場を利用した性暴力は決して許

してはならないと思います。 

 懲戒処分に関しては、令和６年に指針が改正さ

れたということですが、しかし、何らかの性加害

を加えた教職員が再び教職に戻れる、この処分は

やっぱり軽いんだろうというふうに思います。昨

年改定されたばかりではありますが、問題があれ

ば、やはりさらなる厳格化も御検討いただくよう

にお願いをしたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 児童養護施設における対応についてお伺いをい

たします。 

 2025年３月の定例会で、同じ会派の岩田智子県

議が、熊本市内の児童養護施設での性虐待につい

て質問をされ、施設で暮らす子供たちの安心、安

全を守るため、また、健やかな成長を保障するた

めに、熊本県の取組と姿勢を問われています。 

 この事件の余波も残る2025年11月20日、県北の

児童養護施設で24歳の女性が、14歳から19歳の

間、施設の職員から性暴力を受けていたとの記事

が掲載をされました。女性は、2025年６月に、施

設側に計2,200万円の損害賠償を求める訴訟を起

こし、マスクのみという顔出しで記者会見を行っ

ています。加害者は施設の男性職員で、父親のよ

うに慕っていたと言います。避妊はされず妊娠

し、中絶させられています。 

 加害者は、2021年11月に児童福祉法違反の容疑

で逮捕され、2022年７月に懲役１年10か月の実刑

判決が確定しています。あまりの刑の軽さに驚き

ます。 

 加害者が逮捕されても施設側からの謝罪はな

く、弁護士による面会の場が設けられましたが、

破談に終わり、今回訴訟を起こすことになったと

いうことです。彼女がなぜここまで追い込まれな

ければならないのか、強い憤りを覚えます。 

  女性は、マスク着用の顔出しで記者会見を行っ

た理由を、性被害を受けたことを隠さなければな

らないという世の中の風潮がおかしいんだ、そし

て、無関係の子供たちが誹謗中傷されることを食

い止めたかったと述べています。 

 言うまでもありませんが、児童養護施設は、保

護者のいない子供や虐待を受けているなど家庭で

養護を受けられない子供が、家庭に代わる生活の

場として入所する施設であり、安心して健やかに

暮らせることが保障されなくてはなりません。施

設で暮らした子供たちは、施設を出ても、成人式

や結婚など、その折々にうれしそうに報告をしに

施設に来てくれるそうです。 

 施設で再び虐待を受け、居場所を奪った今回の

事案は、到底許されるものではありません。 
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 今回、立て続けに報道された事案に、県として

もしっかりと対応していく必要があると考えます

が、県の認識を健康福祉部長にお伺いをいたしま

す。 

 また、事件の公表を行う必要があるのではない

でしょうか。児童養護施設内の性的虐待に関して

は、公にすることで、本人と在園する子供たちへ

の二次被害が起きるという懸念の声が根強くあり

ます。しかし、そうしてきたことが、今回のよう

な現状を生んでいるのではないかと思います。 

 県立の学校で起きたこういった性加害の事案に

ついては、教育委員会が公表と謝罪、処分を行っ

ています。しかし、児童養護施設に関しては、公

表も謝罪もされません。子供たちの施設での暮ら

しが安心なものになるように、どのようにできる

かも含めて公表の在り方を検討する必要があるの

ではないか、健康福祉部長にお尋ねをいたしま

す。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) 本来、子供たちの

安全、安心な生活が保障されるべき児童養護施設

で、その安全が脅かされる事態は決してあっては

ならないことです。県としては、未然防止に重点

的に取り組む必要があると考えています。 

 具体的には、入所児童への虐待事案の発生状況

等を踏まえ、令和５年度から、県内全ての児童養

護施設等を対象として、施設内での虐待の未然防

止に特化した研修を実施しています。この研修で

は、児童と直接関わる職員だけでなく、施設長な

どの管理職員も対象とし、職員と児童のしっかり

とした信頼関係の構築や、不適切な対応が起きに

くい透明性の高い組織体制づくりなどを学べるカ

リキュラムを設けています。 

 また、家庭内での虐待により心身の安全が守ら

れてこなかった子供は、自身が傷つけられている

ことを自覚しにくい傾向にあります。そのため、

児童相談所職員は、子供を保護した時点で、施設

内では子供の安全が最大限守られるべきこと、そ

して、生活する中で生じた疑問や不安などは遠慮

せずにどの職員に相談してもよいことを丁寧に説

明しています。 

 さらに、児童相談所職員による面談に加え、子

供の意思表明をサポートする専門家、いわゆるア

ドボケイトを児童養護施設等に定期的に派遣し、

子供たちの小さな声にも耳を傾ける取組を行って

います。 

 このように、支援に関わる大人の意識を高め、

子供たちの声を聞き逃さないための仕組みが入所

児童に対する虐待の防止につながるものと考えて

います。 

 次に、施設内で発生した虐待事案の公表につい

てですが、児童福祉法等において、毎年度、虐待

の種別や類型別の件数などといった所定の項目を

公表することが義務づけられており、本県でも当

該法令に則した公表を行っています。国のガイド

ラインによると、個別事案の公表に当たっては、

被害児童や他の子供たちへの影響に配慮が必要と

されており、県としても個別事案の特定につなが

る情報の公表には慎重を期すべきであると考えて

います。 

 このため、個別事案の公表については、子供た

ちの権利擁護を最優先に、社会福祉審議会の意見

や社会的な影響、再発防止策としての必要性など

も踏まえ、適切に判断を行ってまいります。 

 児童養護施設が子供たちにとって真に安全、安

心な居場所となるために、子供たちを守る体制づ

くりにしっかりと取り組んでまいります。 

  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 お答えをいただきました。 

 未然防止に重点的に取り組む必要性、これにつ
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いては十分に理解をしています。だけど、今回や

っぱり問題だというふうに思うのは、被害者救済

の在り方なんです。だから、謝罪と公表というお

話をしました。被害者は、精神的、身体的、思考

的など様々なトラウマを抱えます。そして、それ

は長期的に及びます。見かけはどうもなくても、

何かのきっかけで、やっぱりフラッシュバックし

ていくと。そういう人たちは、日常生活もままな

らない人たちもたくさんいます。長期の児童養護

施設にいたときだけではなくて、そこから出た後

の長期的なサポートも必要になるんです。そのた

めの体制が必要だというふうにお話しします。し

っかりと取り組んでいただきたいというふうに思

います。 

 今回お話しした県北の事例は、熊本県児童福祉

施設の設備及び運営の基準に関する条例第７章62

条に明らかに違反しています。入所している子供

の安心が守られず、健やかな成長が保障されてい

ないことは条例違反です。このことを取ってみて

も、違反した関係者は謝罪しなければならないの

ではないでしょうか、そのように考えます。そし

て、それは公表の在り方をしっかりと検討する必

要があるのだと思います。 

 鳥取県の児童自死事案に関する再検証報告書公

表版というのがあります。これは、担当課にも、

絶対読んでくださいねということでお話をしまし

た。 

 令和３年８月に児童養護施設で発生した児童の

自死事案について検証を行うために、県が外部識

者による検証チームを設置したんです。ここから

始まっています。その中で、この事案をどのよう

に扱うのか、公表をどのように行うかなど詳細に

検討され、記録が残っています。ぜひ、このこと

を熊本県も検討いただきたい、見ていただきたい

というふうに思います。 

 今回、公表については、子供たちの権利擁護を

最優先に、当然です。社会福祉審議会の意見や社

会的影響、再発防止策としての必要性、だから必

要だというふうに言っています。それを踏まえて

適切に判断を行っていくとの御答弁でした。だか

ら、適切に判断を行っていただきたいというふう

に思います。どのような場合に公表するのか、謝

罪するのかしないのか、どのような公表の方法が

あるのか等、検討いただきたいというふうに思い

ます。 

 権力を持つ大人と子供という力関係の中で、ま

して、施設しか行き場のない子供に対して性暴力

が行われることに憤りしかありません。徹底的に

被害者に寄り添うという姿勢で対応いただくこと

をお願いして、この項を終わります。 

 周産期メンタルヘルスについて伺います。 

 妊娠、出産は、ホルモンバランスの変動や役割

の変化など、身体的、心理的に大きな負担を伴う

時期です。また、母親になる不安や育児に対する

不安、社会とのつながりも希薄化してきますし、

孤独感も感じやすくなります。日本では、妊産婦

の自殺が社会問題化しています。産後鬱への早期

介入が本当に重要視されています。 

 このように、妊娠、出産期の女性の心の健康を

守るために、周産期メンタルヘルスへの取組が不

可欠であり、母親の自殺予防や児童虐待防止にも

直結します。 

 熊本では、県立こころの医療センターで専門外

来が設置されるなど、取組が進められています。

このことを私は本当に大きく評価をしています。 

 そこで、今年４月に開設された県立こころの医

療センターでの産後うつ外来の現状と課題につい

て、病院事業管理者職務代理者に伺います。 

 また、県の周産期メンタルヘルスの必要性と今

後の方向性について、健康福祉部長に伺います。
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続けてお願いをいたします。 

  〔病院事業管理者職務代理者鍬本亮太君登

壇〕 

○病院事業管理者職務代理者(鍬本亮太君) 県立

こころの医療センターでは、当センターの中期的

経営指針である第４次中期経営計画に基づき、県

立の精神科医療機関として、政策的に取り組むべ

き課題に積極的に対応することとしています。 

 このような中、心の不安や悩みを抱える妊産婦

が安心して出産、育児ができるよう、熊本大学病

院等と連携し、今年４月に産後うつ外来を新たに

開設し、精神的ケアが必要な妊産婦に対する支援

を始めたところです。 

 現状としては、火曜日を除く平日に、周産期メ

ンタルヘルスの担当医師による外来診察を実施し

ており、10月末時点で、延べ170名、実人数で30

名の方が受診されています。 

 また、診察に当たっては、看護師や心理士、精

神保健福祉士等との連携が欠かせないことから、

多職種による定期的な勉強会の開催等を通して、

センター全体での支援体制の底上げにも取り組ん

でいます。 

 課題としては、当センターの医師不足が続く中

で、担当医師１名のみで診察に当たっており、そ

の負担が増していることから、安定した診療体制

の確立に向けたさらなる医師の確保、育成が必要

です。 

 また、母子同伴で受診されるケースが多いこと

から、助産師等による母子の健康管理や育児への

助言等を通じた支援についても検討を進めていく

ことが重要です。 

 今後とも、関係機関と連携を図りながら、メン

タルヘルスに悩んでおられる妊産婦の方々に寄り

添うことができるよう、県立の精神科医療機関と

してその役割を果たしてまいります。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇) 

○健康福祉部長(下山薫さん) ２つ目の周産期メ

ンタルヘルスの必要性と今後の方向性についてお

答えします。 

 妊娠、出産は人生の一大イベントであり、周産

期は、身体的、心理的に大きな負担を伴い、不安

定になりやすい時期でもあります。 

 議員御指摘のとおり、特に、母親の精神面の不

調は、子供への愛着形成や健全な発達などにも影

響し、子供への虐待の誘因にもなることから、周

産期におけるメンタルヘルスケアは重要であると

認識しています。 

 妊娠から出産後までの支援として、まず、市町

村が設置するこども家庭センターにおいて、妊娠

の届出時から、保健師や助産師等による面接相談

や訪問支援を実施し、切れ目のない支援を行って

います。 

 加えて、産科医療機関においては、産後１か月

健診の際に産後鬱スクリーニングを実施し、その

結果、リスクが高い母親については、その情報を

市町村と共有し、保健師等の支援につなげていま

す。また、精神科への受診の必要性が高い方に

は、さきの答弁にありました県立こころの医療セ

ンターの産後うつ外来などを紹介しています。 

 県としては、周産期メンタルヘルスに携わる保

健師や助産師等の人材育成のための研修を実施し

ており、今後も充実を図ることとしています。 

 今後の周産期メンタルヘルス対策の推進に当た

っては、妊産婦の受入れが可能な精神科医療機関

の拡充なども含め、関係機関との連携強化が重要

であると考えており、県医師会との意見交換を始

めたところです。 

 引き続き、市町村や関係団体と連携して、安心

して妊娠、出産ができる環境づくりに取り組んで

まいります。 
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  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 先日、こころの医療センターで

開催されたこころうきうき祭りにお邪魔をいたし

ました。お天気にも恵まれて、600人の来場者が

あったとの御報告も受けました。御家族連れも多

くて、本当に地域に開かれた医療機関としての役

割を果たしておられることを改めて感じたところ

でした。 

 その折に、施設も見学をさせていただいて、周

産期外来の待合室とか診察室とかミーティング室

なんかも視察させていただきました。本当に空き

スペースを利用して整えられたんだなということ

がうかがえるようなものでした。 

 担当医１名のみということで、本当に医師の確

保、育成が課題であるということをお話しいただ

いたところです。県としても、その辺りの対策と

いうか対応を、しっかりと県医師会と意見交換を

始めて、充実させていくというようなことだった

だろうと思います。 

 医師不足の深刻さというのは重々承知をしてお

ります。しかし、妊娠、出産した女性のサポート

の充実というのが、まずは、そのこどもまんなか

であるとか、少子化対策であるとかといったとこ

ろで、本当に充実させなきゃならない部門じゃな

いかなというふうに思います。安心して子供を産

める環境、これが年々厳しくなっています。 

 このような中で、県のこころの医療センターの

産後うつ外来は、安心が担保される大切な病院で

ありますし、地域の様々な医療機関、また、活動

されているような団体とも連携をしながら取り組

んでいける、そんな大切な機関だというふうに思

います。安定的に医療が届けられるような取組を

お願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 定時制、通信制差別を二度と起こさないための

取組について伺います。 

 2025年度の定時制高校在籍者数は419名、通信

制は900名を超えております。年々増加傾向にあ

ります。様々な入学動機で自分の学ぶ場所を求

め、日々学業と仕事を両立させながら、高校卒業

の資格を取得するために努力を重ねられていま

す。また、将来の夢をかなえるために、定時制や

通信制を選択する生徒も増えており、環境整備が

急がれます。 

 そのような中で、2024年６月に、熊本市、熊本

県主催での高等学校と企業との意見交換会におい

て、定時制、通信制の生徒に対する18年間に及ぶ

就職差別と取られかねない事案が発覚しました。

この意見交換に参加希望がある企業に対して、事

前アンケートで、定時制、通信制からの受入れの

可否について尋ねていたというものです。 

 就職に当たって、定時制、通信制の生徒と全日

制の生徒を区別して取り扱うことは決してあって

はならないことです。根強い差別意識があるとい

うことも浮き彫りになったのではないでしょう

か。 

 そこで、この発覚からどのような改善が図られ

てきたのか、また、今後の取組について、商工労

働部長に伺います。 

  〔商工労働部長上田哲也君登壇〕 

○商工労働部長(上田哲也君) 議員御指摘のとお

り、熊本市と県の主催で昨年６月に実施しました

高等学校と企業との意見交換会における県内企業

への事前アンケートにおいて、定時制、通信制高

校からの受入れ可否を尋ねる設問がありました。 

 これは、就職に当たって、定時制、通信制高校

の生徒と全日制の生徒を区分して取り扱うもの

で、定時制、通信制高校の生徒に対する就職差別

にもつながりかねない不適切な設問であったと深

く反省をしております。 
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 今回問題が発生したのは、職員の人権意識が不

十分であったことが原因であると認識をしており

ます。 

 このため、同様の問題が生じないよう、人権意

識を高めるため、今回の事案を取り上げた上で、

人権尊重の考え方について全所属を通じて職員に

通知をいたしました。 

 また、今年度は、意見交換会のアンケートから

定時制、通信制高校に関する設問を削除するとと

もに、全職員を対象とした特定課題研修等におき

まして、改めて当該事案を紹介し、人権意識の徹

底に努めているところです。 

 さらに、民間事業者を対象として、県、熊本労

働局及び各ハローワークとの共催により、県内６

か所で開催する公正採用選考人権・同和問題啓発

推進員研修会などの機会を通じまして、人権意識

の啓発を進めています。 

 今後も、このような取組を通じて、県全体の公

正な採用選考をはじめとする様々な場面における

人権意識の醸成にしっかりと取り組んでまいりま

す。 

  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 昨年の事案発覚から改善が図ら

れてきているということを改めて確認をさせてい

ただきました。そして、人権教育なども含めて、

しっかりと研修をやっているというお話でした。 

 これは、多分企業と職員にも問題があったかも

しれませんが、学校にもやはり問題があっただろ

うなというふうに思います。やはりこのことを、

やっぱり10何年間気づかずにいたということにつ

いては、やはり学校側も改めてしっかりと就職差

別であるとか、やっぱり定時制、通信制の子供た

ちの人権の問題であるとか、こういったことに学

校もきちんと取り組んでいただきたいなというふ

うに思います。 

 先ほど紹介しましたように、定時制や通信制で

学ぶ生徒も増えてきています。今年あったことで

すが、公共交通機関のダイヤ改正時も、夜間の定

時制に通う生徒の帰宅時間に配慮をお願いしたい

と思いますし、養護教諭の配置も進めていただき

たいと思います。全日制で配慮されることは、ま

ず、定時制、通信制への配慮が可能かどうかとい

うことを、しっかりと同じように併せて検討いた

だきたいというふうに思います。 

 最後の質問に入ります。 

 国家戦略特区制度、家事サービスに従事する外

国人の受入れについて伺います。 

 この事業については、くまもと新時代共創総合

戦略の具体的施策として記載をされています。 

 その位置づけは、ビジネスの国際化、国際交流

の促進とあり、その具体策として、外国人労働者

も含めた子育て世代の仕事と育児の両立支援にも

つながる外国人による家事代行サービスについ

て、ニーズを踏まえ、国家戦略特区の活用による

導入を検討しますということで記載がしてありま

す。 

 また、10月29日、知事の定例記者会見の記者と

のやり取りの中で、熊本で外国人を従業員として

雇うような企業が増えてきており、そうした企業

が、福利厚生で従業員向けのベビーシッターとか

お手伝いさんとして外国人を雇いたいというニー

ズがあるし、それ以外に、日本人でも外国人の家

事支援を受け入れたいということがあるかもしれ

ないとお答えになっています。そして、家事支援

の事業が人材不足で成り立たない現状もお話しに

なっています。その上で、事業をやりたいという

企業もあり、モデルとして始めてみたいというよ

うなお話をされておりました。 

 現在、熊本県に在住している外国人は、2024年

度末で２万9,385人となり、前年より3,796人、
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14.8％の増加となっています。以前から、共生社

会の実現のために、県をはじめ各自治体に相談窓

口を設置することや、地域社会においては、共に

暮らす一員として、本当に身近な関係性をつくら

れてきたということを八代市でも見てきておりま

す。 

  しかし、最近、外国人を排斥するような動きも

見られます。この動きは、熊本県で暮らす外国人

の暮らしも脅かすものであり、このような現状も

踏まえ、今回の制度を円滑に進めていくためにど

のような対応をされていくのか、商工労働部長に

お尋ねをいたします。 

  〔商工労働部長上田哲也君登壇〕 

○商工労働部長(上田哲也君) 家事支援活動を行

う外国人については、現行制度では、外交官や研

究者、法律分野等の専門職である高度外国人材が

雇用する場合にしか入国及び在留が認められてい

ません。 

 一方で、本事業は、国家戦略特区制度を活用す

ることにより、出入国在留管理局や労働局等の国

関係機関や県で構成する第三者管理協議会による

管理の下、家事支援サービス企業に雇用される外

国人の入国や５年を限度とする在留が可能となる

制度でございます。 

 先行する他の都府県においても、サービスを利

用する世帯が年々増加しており、本県において

も、県内の家事支援サービスが充実することで、

子育て世代の仕事と育児の両立につながることを

期待して、この制度を活用することとしました。 

 本事業の特徴は、外国人材の受入れと企業によ

るサービス提供について、厳格な要件や受入れを

管理する体制を構築した上で実施する点にござい

ます。 

 なお、議員御指摘のとおり、ＳＮＳ等では、外

国人が増えると犯罪が増えるといった根拠のない

情報もあり、外国人が増えることに対して漠然と

した不安を抱えている県民もいらっしゃいます。 

 そのため、県民に対しては、正確な情報発信に

加えて、外国人を地域社会の一員として受け入れ

る多文化共生に向けた意識の涵養が不可欠である

と認識をしています。 

 そこで、県では、外国人材が地域社会へ溶け込

んでいけるよう、地域の文化・伝統行事体験や地

域住民との交流事業などを支援しています。 

 事業を実施した団体からは、外国人の方と交流

し、異国の文化に触れることで地域住民との距離

が縮まり、とても有意義だった、また、地元参加

者からも、外国のことを知れてよかったと好評を

いただいております。 

 県としては、多文化共生の意識醸成を図りなが

ら、家事支援外国人受入事業については、本年度

中に設置します第三者管理協議会において、厳格

な管理、審査体制の下、実施することとしていま

す。 

 県民に対しても、本事業の趣旨を御理解いただ

くとともに、不安解消につながるよう随時実施状

況等の公表を含め、丁寧に説明をしながら取り組

んでまいります。 

○副議長(緒方勇二君) 幸村香代子君。――残り

時間が少なくなりましたので、発言を簡潔に願い

ます。 

  〔幸村香代子君登壇〕 

○幸村香代子君 子育て世代がこの家事支援サー

ビスをどれくらい利用されるかということについ

ては、やっぱり金額の問題いろいろあるので、不

透明だとは思うんですけれども、まず、そのサー

ビス事業者の人手不足を解消できるということと

か、利用したい人たちが利用できるということに

ついては理解をするところでもあります。 

 ただ、今私が希望するのは――昨日か一昨日の
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新聞だったと思うんですが、外国人労働者の労災

による死傷者数が、2024年に初めて6,000人を超

えたという報道です。労災認定をされない外国人

労働者も多くいるということは考えられますか

ら、本当に、病気やけが、また、仕事先や地域で

のトラブル、こういったことが、やっぱり熊本で

も起きているのではないかと、いや、起きている

んだと思います。だけん、そういったところにも

きちんと対応することをしていかなきゃいけない

んじゃないかと思います。 

 11月26日の全国知事会では、多文化共生社会の

実現を目指す全国知事の共同宣言をまとめられま

した。１番、多文化共生の推進、２番、ルールに

基づく共生と安心の確保、３番、正確で積極的な

情報発信という構成になっております。ぜひ、こ

れを基に具体化を進めていただきたいというふう

に思います。 

 いずれにしても、せっかく熊本を選んできてく

ださる方たちに、安心して仕事や日常生活を送っ

ていただきたいというふうに思いますし、熊本を

選んでよかった、そう思っていただくような環境

整備をさらに進めていただきたいというふうに思

います。 

○副議長(緒方勇二君) 所定の時間を超えていま

すので、発言を終了願います。 

○幸村香代子君(続) 以上をもちまして私の一般

質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。(拍手) 

○副議長(緒方勇二君) 以上で本日の一般質問は

終了いたしました。 

 明５日は、午前10時から会議を開きます。 

 日程は、議席に配付の議事日程第３号のとおり

といたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

  午後２時15分散会 
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  令和７年   熊本県議会11月定例会会議録     第３号 

 

令和７年12月５日(金曜日) 

   ――――――――――――――――― 

   議事日程 第３号 

  令和７年12月５日(金曜日)午前10時開会 

 第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について) 

   ――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について) 

     ――――――○―――――― 

出席議員氏名(47人) 

            星 野 愛 斗 君 

            髙 井 千 歳 さん 

            住 永 栄一郎 君 

            亀 田 英 雄 君 

            幸 村 香代子 君 

            杉 嶌 ミ カ さん 

            立 山 大二朗 君 

            斎 藤 陽 子 さん 

            本 田 雄 三 君 

            岩 田 智 子 君 

            堤   泰 之 君 

            南 部 隼 平 君 

            前 田 敬 介 君 

            坂 梨 剛 昭 君 

            荒 川 知 章 君 

            城 戸   淳 君 

            西 村 尚 武 君 

            池 永 幸 生 君 

            竹 﨑 和 虎 君 

            吉 田 孝 平 君 

            中 村 亮 彦 君 

            増 永 慎一郎 君 

            前 田 憲 秀 君 

            髙 島 和 男 君 

            松 村 秀 逸 君 

            岩 本 浩 治 君 

            西 山 宗 孝 君 

            河 津 修 司 君 

            楠 本 千 秋 君 

            橋 口 海 平 君 

            緒 方 勇 二 君 

            髙 木 健 次 君 

            髙 野 洋 介 君 

            内 野 幸 喜 君 

            岩 中 伸 司 君 

            城 下 広 作 君 

            西   聖 一 君 

            山 口   裕 君 

            渕 上 陽 一 君 

            坂 田 孝 志 君 

            溝 口 幸 治 君 

            池 田 和 貴 君 

            吉 永 和 世 君 

            松 田 三 郎 君 

            藤 川 隆 夫 君 

            岩 下 栄 一 君 

            前 川   收 君 

欠席議員氏名(なし) 

   ――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

      知    事 木 村   敬 君 

      副 知 事 竹 内 信 義 君 
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      副 知 事 亀 崎 直 隆 君 

      知事公室長 深 川 元 樹 君 

      総 務 部 長 千 田 真 寿 君 

      企画振興部長 富 永 隼 行 君 

      理    事 阪 本 清 貴 君 

      理    事 府 高   隆 君 

      健康福祉部長 下 山   薫 さん 

      環境生活部長 清 田 克 弘 君 

      商工労働部長 上 田 哲 也 君 

      観光文化部長 脇   俊 也 君 

      農林水産部長 中 島   豪 君 

理    事 間 宮 将 大 君 

      土 木 部 長 菰 田 武 志 君 

      会計管理者 野 中 眞 治 君 

      企 業 局 長 久 原 美樹子 さん 

      病 院 事 業 
      管 理 者 鍬 本 亮 太 君 
      職務代理者 

      教 育 長 越 猪 浩 樹 君 

      警察本部長 佐 藤 昭 一 君 

      人事委員会 
            城 内 智 昭 君       事 務 局 長 

      監 査 委 員 小 原 雅 之 君 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

      事 務 局 長 波 村 多 門 

      事務局次長             鈴   和 幸       兼総務課長 

      議 事 課 長 下 﨑 浩 一 

      議事課長補佐 岡 部 康 夫 

     ――――――○―――――― 

  午前10時開議 

○副議長(緒方勇二君) これより本日の会議を開

きます。 

     ――――――○―――――― 

 日程第１ 一般質問 

○副議長(緒方勇二君) 日程に従いまして、日程

第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 髙井千歳さん。 

  〔髙井千歳さん登壇〕(拍手) 

○髙井千歳さん 皆様、おはようございます。熊

本市第一選挙区選出・参政党の髙井千歳です。 

 本日は、議員となって４回目の質問の機会をい

ただきました。議長はじめ先輩議員、同僚議員の

皆様には、心より感謝を申し上げます。また、豪

雨などの対応で非常に厳しい局面の中、かじ取り

をしていただいております木村知事はじめ執行部

の皆様には、心より敬意と感謝を申し上げます。 

 皆様御承知のとおり、今年10月に親子休憩室が

開設をされました。これまで議会棟内には、お手

洗いも含め、おむつ替えできる場所がなく、子供

連れで来られた方は、防災棟まで足を運ばなけれ

ばならない状況でした。 

 今回の開設により、親子休憩室にはおむつ替え

の台や授乳室も整備され、環境が大幅に改善をさ

れています。改めて、親子休憩室の整備に御尽力

いただいた議長はじめ職員の皆様に深く感謝を申

し上げます。 

 今後も、より多様な方々に開かれた県議会とな

るよう、私自身も積極的にこの親子休憩室の存在

を広く周知してまいります。 

 さて、本日は、外国人政策についても質問をさ

せていただきますが、まず強調して申し上げたい

のは、私の問題意識が決して排外的な発想から生

じているものではないという点です。今後、外国

人材の受入れが実質的に無制限のまま進んでいけ

ば、日本という国の在り方そのものが、大きく、

そして不可逆的に変わってしまうのではないか

と、その深い危機感に基づいております。 

 この夏の参議院選挙では、日本人ファーストと

いう言葉が一部で誤解を生みました。しかし、こ

れは、日本人が１番で外国人が２番といった序列

づけの発想ではありません。私たちが訴えたかっ
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たこと、それは、いわゆる失われた30年の中で、

日本人は懸命に働き続けてきたにもかかわらず、

賃金は上がらず、税金や社会保険料ばかりが増え

続け、国民負担率はついに46％に達しているとい

う現実の中で、もっと国民のほうを向いた政治が

必要だということです。 

 国民が苦しむ一方で、国は、コーポレートガバ

ナンス改革の名の下、企業利益が株主へ最大化さ

れる仕組みを整えてきました。日本人の実質賃金

は、この30年間変わらず、ほぼ１倍のまま、しか

し、株主への配当額は、この30年で約８倍に膨ら

んでいます。そして、日本の主要企業の約３分の

１の株は、既に外国資本や外国人投資家に持たれ

ています。 

 働いても働いても豊かさが国民に還元されない

現状に、多くの国民が深い失望を抱いている表れ

だったと思います。 

 さらに、企業や経営者の側からは、１円でも安

い労働力を求めて、外国人材の受入れが加速をし

ていますが、例えば、外免切替えの基準の緩さや

取得ハードルの低い経営管理ビザ、外国資本によ

る土地の買収など、法整備が不十分な状況の中

で、急激に歯止めなく外国人材の受入れを進める

ことには慎重さが求められます。 

 私たちが日本人ファーストという言葉に込めた

のは、こうした国民生活を真正面から見据え、国

民のほうを向いた政治を取り戻したいという切実

な思いでした。 

 古来より、我々日本人は、多くの渡来人や文化

を受け入れ、日本人や日本文化と統合や融合を繰

り返し、世界でも固有の文化を築いてまいりまし

た。しかし、急激な外国人材の受入れは、歴史上

初めてのことです。そこにもっと慎重さが必要な

のではないかということを問題提起しているので

す。 

 したがって、本日ここで外国人政策について質

問することは、誰かを差別したり、排除したりす

る意図からでは決してありません。この点につき

まして、改めて御理解を賜り、質問に入らせてい

ただきます。 

 まず、外国人との共生を推進するアクションプ

ランの作成についてお尋ねいたします。 

 先日、県が外国人との共生を進めるアクション

プランの素案をまとめたと発表がございました。

現在、県内には、約２万9,000人の在留外国人が

暮らしており、前年比では14.8％の増加、伸び率

は全国７位です。過去10年で見ると2.92倍に増加

し、この伸びは全国で１位と報じられています。 

 一方、国全体でも、労働力不足を背景に、外国

人受入れが急速に拡大をしています。技能実習制

度は、育成就労制度へ移行し、国は、2024年度か

らの５年間で最大82万人の外国人労働者を受け入

れる方針です。 

 また、家族の帯同や永続的な定住が可能となる

特定技能２号は、対象分野が２分野から15  分野

へと大幅に拡大をしました。その背景には、日本

の急激な人口減少があります。2024年10月の人口

推計では、日本人の人口は、１年間で約90万人減

少をしています。和歌山県の人口が約92万人です

ので、和歌山県１つ分の日本人が、１県分の日本

人が毎年減り続けていることになります。 

 こうした人口減や人手不足の対応策として、国

民的議論が不十分なまま、実質的な移民政策が進

んでいるというのが実情です。もちろん、建設や

介護など一部の分野では、外国人労働者は不可欠

です。県内の経営者の方々からも、外国人の方々

のおかげで人手不足が解消したや、大変真面目に

働いてくれるといった声を私も伺っております。 

 しかし、一方で、受入れ拡大を続けた国々で

は、自国民の賃金の停滞、社会保険料の増大、文
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化的な摩擦、治安の影響など、多くの課題が指摘

をされています。 

 青山学院大学の福井義高教授によれば、移民の

経済効果は、移民自身の取り分を除くと、自国民

への効果はほぼゼロ、むしろ競合する庶民にはマ

イナスで、逆所得分配となり、格差拡大につなが

るとされています。 

 令和６年度版の経済財政白書によれば、日本人

と外国人の間には28％の賃金差があり、企業にと

っては外国人を雇用するほうが安く済む構造にな

っています。つまり、安価な労働力が増えれば、

日本人の雇用は守られず、賃金は上がらない、こ

うしたことは、欧州では既に経験をされ、全体の

ＧＤＰは上がるが、１人当たりＧＤＰは上がら

ず、移民の経済効果は論じるまでもないとされて

いるそうです。 

 また、治安面でも課題があります。現在熊本で

は、治安面への影響はありません。しかし、警視

庁によれば、短期滞在者や入管難民法違反を除い

た外国人の犯罪率は、日本人を１とすると1.72倍

になるということです。 

 私は、今年５月、クルド人問題が顕在化してい

る埼玉県川口市を訪れ、地元の方々、約10名から

15名ほどの方だったと思いますけれども、直接お

話を伺いました。外国人が多い地域ですが、問題

が深刻な地域もあれば、全く被害のない地域もあ

り、市内でも地域差があること、また、危機感の

温度差があることも分かりました。 

 多文化共生は、もちろん理想です。しかし、実

際に、騒音などの被害が何年も続いた方や、問題

に悩み、長年心療内科に通われている方々の声を

聞くと、理想論だけでは済まされない深刻な現実

があると痛感をしました。 

 学校現場でも、外国人児童生徒が急増し、授業

が進まず、対応が追いつかないなどという声が上

がっていました。 

 また、川口市では、外国人排斥を訴えるデモと

それに対するカウンターデモが同時に行われ、地

域の緊張が高まることがあると伺いました。 

 私は、このような排外的なデモに断固として反

対ですが、しかし、市民や県民の理解が得られな

いまま政策が進めば、分断や争いの火種となりま

す。 

 そして、何より私が懸念しているのが、生産年

齢人口に占める外国人の割合が急速に高まってい

くことです。現在のペースで受入れが続けば、20

年後には、在留外国人は1,000万人を超え、生産

年齢人口の６人に１人が外国人になるという可能

性もあります。 

 熊本県で試算すると、日本人の生産年齢人口が

減り続ける中で、今のペースで受入れが続けば、

10年後には生産年齢人口の８人に１人、20年後に

は５人に２人弱が外国人という構造になる可能性

も否定はできません。 

 このように、急激に、そして上限を設けずに外

国人労働者の受入れが続けば、社会構造、治安、

教育、地域コミュニティーなど、県民生活に直接

影響し、次世代の熊本、そして日本の形そのもの

を変えてしまう可能性があります。 

 今回のアクションプランは、まさに県民生活に

影響する計画です。県の意見公募手続実施要綱で

も、県民生活に影響する施策は、原則パブリック

コメントの対象です。しかし、県は、このアクシ

ョンプラン作成に当たって、パブリックコメント

は行わない方針としています。 

 外国人との共生は、行政だけで完結できる政策

ではありません。生活のトラブル、コミュニケー

ション、学校の負担、行政コスト、地域の治安な

ど、地域住民の理解がなければ、摩擦だけが増

え、外国の方々にとっても不幸なことです。地域
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住民の理解と安心の上に成り立つ取組だからこ

そ、県民の声をどう集め、計画に反映させるのか

が最も重要な論点です。パブコメを実施しないの

は適切ではないと考えます。 

 将来の人口構造すら揺るがす局面だからこそ、

県民の声を丁寧に聴き、計画に反映させることは

不可欠だと考えますが、アクションプラン作成に

当たり、県民の声をどのように収集し、計画に反

映させるのか、知事公室長にお尋ねをいたしま

す。 

  〔知事公室長深川元樹君登壇〕 

○知事公室長(深川元樹君) まず、外国人材との

共生推進アクションプランの位置づけについて御

説明します。 

 県では、昨年度策定したくまもと新時代共創総

合戦略に、今後の外国人材との共生や多文化共生

社会の実現に向けた取組方針を明記し、施策展開

を図っています。 

 さらに、多文化共生の推進及び外国人材の受入

れ環境整備を行うために、熊本県外国人材との共

生推進本部を設置しました。この推進本部では、

課題の洗い出し、最新データの共有に加え、各部

局の取組実績や具体的な施策の方向性等について

議論しています。 

 アクションプランは、総合戦略に掲げた事柄を

確実に推進するため、推進本部会議において議論

された庁内の施策を取りまとめたものです。 

 次に、議員御指摘の県民の声の反映手法につい

てお答えします。 

 県政に係る意見提出手続実施要綱では、県民を

対象とした実施機関の政策に関する意思決定に係

る案であって、県の政策に関する基本構想、基本

方針、基本計画等の策定または変更の案がパブリ

ックコメントの対象とされています。 

 このことから、総合戦略の策定に当たってはパ

ブリックコメントを実施しましたが、今回のアク

ションプランは、庁内の施策を取りまとめたもの

であるため、パブリックコメントの実施までは考

えていません。 

 しかしながら、県内の在留外国人数が過去最高

を更新する中、外国人材との共生等については、

議員御指摘のとおり、県民の声を丁寧に聴くこと

がとても重要です。そのため、市町村や外国人コ

ミュニティー、その他外国人材受入れに携わる民

間企業、団体にヒアリングを実施し、今後の取組

などに反映してまいります。 

 また、全国知事会は、先月26日に、多文化共生

社会の実現を目指す全国知事の共同宣言を採択

し、｢全国の自治体が一体となり、多文化共生と

地域社会の安定を両立させる持続可能な社会づく

りを」｢進めていく」としています。 

 本県としても、引き続き、地域住民の理解を得

ながら、推進本部を軸として、日本人も外国人も

安全、安心に暮らせる共生社会の実現を目指して

まいります。 

  〔髙井千歳さん登壇〕 

○髙井千歳さん 知事公室長に御答弁をいただき

ました。 

 このアクションプランは、庁内の施策を取りま

とめたものであるため、関係団体からのヒアリン

グは行うが、広くパブリックコメントは行わずに

進めると、そういった御答弁でした。 

 今回、私、ヒアリングを行う中で感じたこと

は、この責任の所在がどこにあるのかという点で

す。担当課によると、あくまでもこの外国人材の

受入れを進めているのは企業であって、県はその

環境整備をしているだけだという説明が繰り返し

なされていました。しかし一方で、実際には、外

国人材の確保に向け、知事自らトップセールスで

海外を訪問されるなど、県として旗振り役を務め
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ている側面があります。 

 その状況を踏まえると、県は、積極的な外国人

材の確保を推し進めているわけではないという説

明には、少し無理があるように感じます。 

 誤解のないよう申し上げたいのは、深刻な人手

不足の中で、外国人材の受入れ全てに反対してい

るものでは決してありません。人口動態や人口減

による経済縮小などを踏まえ、中長期的に、そし

て多角的にシミュレーションと分析を行った上

で、次世代に責任ある形で外国人材の受入れを考

えるべきだと申し上げているまでに過ぎません。

その上で、きちんと県民へビジョンを示し、理解

を得ていくことこそが真の共生につながると思い

ます。 

 世界を見渡せば、例えばスウェーデンでは、

1990年代から積極的な外国人材の受入れを行って

きましたが、近年では、自主帰国を決めた外国人

には、最大35万クローナ、日本円にして約490万

円を給付するという政策の大転換を行っていま

す。 

 人権を重んじる我が国では、将来何か問題が起

こったとしても、このような思い切った政策はで

きないと思います。だからこそ、受入れに当たっ

ては、中長期的なビジョンを持った計画が必要で

す。 

 また、昨今、土葬墓地の整備をめぐって、大分

県をはじめとする各地で意見が対立しています。

土葬墓地問題に限らず、文化的な摩擦が少しずつ

表面化してきていることも事実です。 

 私たちは、郷に入れば郷に従うという言葉のと

おり、海外に旅行したり、居住したりする場合に

は、相手国の文化や風習にリスペクトの姿勢を持

つはずです。逆もまたしかりで、外国の方々への

配慮は当然必要ですが、我が国には我が国の文化

や風習があり、それを唯々諾々とのんでいくので

はなく、一定の線引きも必要であるという点も念

頭にプラン作成に取り組んでいただきたいという

ことをお願い申し上げ、次の質問に移らせていた

だきます。 

 昨日、幸村議員からも御質問がありましたが、

私からも、家事支援外国人受入事業の導入につい

て、質問をさせていただきます。 

 令和７年10月の記者会見で、知事は、家事支援

外国人受入事業導入の発表をされました。 

 これまでは、外交官や高度人材の方が雇う場合

しか、外国人が家事支援業務に携わることができ

ませんでした。しかし、国家戦略特区の制度の中

で、第三者管理協議会で管理することで、家事支

援サービス企業に雇われる外国人の入国、在留を

緩和するものです。 

 この事業は、既に、東京都、神奈川県、千葉

市、大阪府、兵庫県、愛知県でも行われていま

す。県は、導入に当たり、この制度を子育て支援

と位置づけていますが、利用者に対する補助制度

はなく、利用料は全額自己負担となります。 

 全国調査でも、家事支援サービスの利用率は僅

か1.8％にとどまり、利用されない最大の理由

は、価格が高いからという点が明らかになってい

ます。制度の実態や地域の状況を踏まえると、本

当に熊本県での導入が適しているのか、大きな疑

問を持っています。 

 さらに指摘したいのは、制度導入に必要な県内

ニーズ調査が行われていない点です。本来であれ

ば、導入前に、世帯構造や共働き率、家事負担

感、利用意向、価格許容度、外国人家事支援人材

に対する需要意識などを調査すべきと考えます。

しかし、今回こうした調査が実施されないまま、

導入だけが先に進んでいるように見受けられま

す。 

 予算を伴わない事業とはいえ、私の元には、誰
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のための事業なのか分からないであるとか、特区

制度を利用し、ビザの緩和をすることがアリの一

穴となり、このような外国人材受入れがどんどん

進んでいくのではないかなどの懸念の声を多くい

ただきました。 

 また、先ほども申したように、外国人材の受入

れ全般に関しては、全国的に急拡大しています

が、その裏側には、中長期的なリスクも存在しま

す。 

 加えて、家事支援外国人受入れの場合は、家庭

という監督しづらい環境で働くため、トラブルや

労働条件の把握が難しく、運用には特に慎重さが

求められます。 

 以上の点を踏まえると、家事支援外国人受入事

業を熊本県で導入をするのであれば、まずは県内

の正確なニーズ把握、利用者の家計負担の検討、

監督体制の整備、そして外国人受入れの中長期的

なリスク評価といった視点を明確に提示し、県民

が納得する事業なのか、再検討する必要があると

思います。 

 県民が納得しないまま導入を急ぐのではなく、

本当に熊本にとって必要な制度なのか、子育て世

代が利用しやすい制度なのかという丁寧な検討を

求めますが、県としての考えを知事に伺います。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 髙井議員から、国家戦略特区

制度を活用した家事支援外国人受入事業について

御質問いただきましたので、お答え申し上げま

す。 

 まず、国家戦略特区制度というものは、大胆な

規制、そして制度改革を実行し、世界で一番ビジ

ネスがしやすい環境を創出することを目的に、国

で創設された制度でありまして、本県は、昨年６

月に指定を受けたところでございます。 

 議員御紹介のとおり、本事業は、既に他の都府

県で実施がされております。本事業を活用した家

事支援サービスを利用する世帯は年々増加して、

現在既に取り組んでいる６都府県では、月に約１

万世帯の利用がある状況です。内閣府及び６都府

県によれば、本事業によるトラブルはほとんど生

じていないと聞いております。 

 本県においても、共働き世帯の増加や企業の福

利厚生による生活サポートを背景に、他県と同様

に家事支援の需要が増加する見込みであることに

加え、他県で家事支援事業を利用していた方々が

熊本に転勤、移住しても同様の環境を維持できる

ようにする観点からも、家事支援サービスの充実

のため、国の認定を受け、受皿を用意することを

可能にしたものでございます。 

 家事支援サービス企業が提供するサービスは多

様であり、サービスを丸一日利用する形だけでは

なく、掃除や炊事などに限った２～３時間のスポ

ット的な利用も可能であり、必ずしも高所得者向

けに限らず、利用しやすいサービスとして提供さ

れております。 

 家事支援サービスを利用することで、例えば、

週末にまとめて行っていた掃除の時間を子供と外

出する時間に充てられるなど、家事負担の軽減や

子育て世代の生活の充実につながるものと考えて

おります。 

 ちなみに、本事業では、その受け入れる外国人

材については、出身国などにおける研修を修了し

た上で認定資格を取得して、かつ、実務経験を有

するなど、厳格な資格要件が課されております。

また、家事支援サービスをする企業については、

日本国内で３年以上の事業実績や事業を遂行する

ための経済的基礎を有していることなどが要件と

なっております。 

 これらの資格要件は、出入国在留管理局や労働

局など国の関係機関、そして県で構成する第三者
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管理協議会において厳格に審査されます。受入れ

人材は審査で認められた企業に雇用されるという

仕組みでございます。 

 さらに、この協議会では、そのサービスの提供

状況などについて報告を求め、随時監査を行い、

問題があれば事業者を指導する権限を有しており

ます。 

 このような仕組みがしっかりとされた体制で運

用していることが、この事業の特徴の一つである

と私は考えております。 

 しかしながら、本事業の実施を発表して以降、

議員も御指摘いただきましたように、移民が増え

るのではないかとか、また、様々な、漠然とした

不安に関する御意見も含めて、500件以上の意見

が寄せられたところです。 

 ただ、これはもう本当に申し訳ないのは、本事

業では、第三者管理協議会による厳格な管理の下

で、必要な外国人材を５年を上限に受け入れるも

のであって、決して移民の受入れを促進するもの

ではございません。昨日の城下議員の御質問でも

私から申し上げましたけれども、この制度は、県

が全く関与できない一般的な外国人材の受入れと

比べて、県も一定の権限を持って厳格に管理する

ことができる長所があると考えております。 

 県としては、本事業について不安を感じておら

れる県民の皆様に対して丁寧に説明をするととも

に、今年度中に設置予定の国、県による第三者管

理協議会において、外国人材の入国や就労状況な

どを厳格に管理、審査しながら事業に取り組んで

まいりたいと考えております。 

  〔髙井千歳さん登壇〕 

○髙井千歳さん 知事に御答弁をいただきまし

た。 

 厳格な制度の下行われるということですので、

安易な移民受入れではないということをお聞きい

たしました。 

 しかし、繰り返しになりますけれども、そもそ

も誰のための事業なのか、なかなか県民には理解

しづらい部分があると感じています。やはり、子

育て世帯が共働きを選ぶ理由の一つは、１馬力で

は生活が厳しいという経済的事情が主ではないか

というふうに思います。 

 私の周囲の子育て世帯に聞いても、このような

家事支援サービスを気軽に利用できるという声は

ほとんどなく、利用のハードルを感じている方が

多くいました。特に補助があるわけではありませ

んので、県民にとっては恩恵が見えにくく、むし

ろリスク面にばかり意識が向いてしまうのも理解

はできます。 

 今後この事業を進めていくに当たっては、実施

しっ放しにせず、運用状況や県民の反応をしっか

りと注視していただきまして、適宜御対応してい

ただきたいことをお願い申し上げ、次の質問に移

らせていただきます。 

 次に、太陽光ＦＩＴ後におけるパネル放置ゼロ

の取組について。 

 この質問は、昨日、松田議員からも御質問があ

り、知事から大変心強い御答弁がありましたが、

非常に重要な課題だと思いますので、私からも質

問させていただきます。 

 太陽光発電の固定価格買取制度終了後のパネル

放置対策について、熊本県でも検討が進んでいる

と、先日の報道でございました。 

 国の制度が整わない中で、県が独自に放置ゼロ

を目指す取組を進めようとされていることは大変

重要であり、非常に評価すべきことと考えており

ます。 

 一方で、ＦＩＴ制度により、県内でも多数の太

陽光発電設備が設置をされ、事業者は、20年間の

高い買取り価格によって、安定した収益を得てき
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たことも事実です。 

 しかし、このＦＩＴ買取期間は、早い設備では

2030年前後から順次終了し、使用済みパネルの大

量発生が避けられない段階に入っております。環

境省の試算では、全国的に、2030年代後半から、

年間70万から80万トン規模の廃棄パネルが発生

し、埋立容量にも影響すると言われています。 

 その一方で、国の太陽光パネルリサイクル法案

は法制化が見送られ、責任区分や費用負担につい

て、明確なルールが存在しない状況が続いていま

す。したがって、熊本県が先んじて現実的な制度

づくりに踏み出すことの意義は非常に大きいと考

えます。 

 今後、検討会議を進めていかれる中で、大きく

３つ課題があると思っております。 

 まず第１に、撤去、処理費用の積立て不足で

す。 

 国の制度で積立ては求められていますが、昨今

の物価高騰の影響で、当初の想定と乖離し、積立

額が実費に届かない可能性があることが指摘をさ

れています。撤去費用が不足したままＦＩＴ終了

を迎えれば、放置や管理不全が発生する可能性が

あります。 

 第２に、責任の所在が不明確である点です。 

 国の制度が未整備のため、撤去、原状回復の責

任、回収・リサイクル費用の負担、放置された場

合の行政対応など、これらが曖昧であり、最悪の

場合、県民や県費に負担が生じかねません。 

 しかし、県民は、再エネ賦課金という形で、長

年太陽光発電事業を支えてきました。追加の負担

を県民に求めることは二重負担であり、妥当では

ありません。 

 第３に、実態把握の遅れです。 

 どの設備がいつＦＩＴを終え、撤去費用が確保

されているのか、把握することが非常に重要です

が、先日担当課に伺ったところ、県内の事業者に

アンケート調査を行ったと聞きました。しかし、

約200の事業者のうち、回答したのは78事業者

で、約38％の事業者の実態しか把握ができなかっ

たとのことでした。県内全体の事業者の実態把握

を行っていくことは、放置ゼロを掲げる上で大き

な課題です。 

 以上を踏まえ、１、事業者責任を明確にした県

独自のルールづくりやさらなる実態把握、２、撤

去やリサイクルの出口となる県内処理ルートの構

築、３、市町村との連携による監視指導体制の構

築、以上３点が必要と考えますが、商工労働部長

の御見解をお伺いいたします。 

  〔商工労働部長上田哲也君登壇〕 

○商工労働部長(上田哲也君) 固定価格買取り期

間、いわゆるＦＩＴ終了後の事業用太陽光パネル

については、買取り価格の大幅な低下による発電

廃止に伴い、パネル等の大量廃棄、さらには、パ

ネルが撤去されないまま放置されることが懸念さ

れます。 

 そのため、県では、今年度、学識経験者や発電

事業者、リサイクル業者及び行政から成る太陽光

ＦＩＴ後パネル等放置ゼロ対策検討会議を設置

し、対策の検討を開始しました。 

 会議では、近年の人件費や燃料費などの高騰に

より、現在の国の廃棄等費用積立制度による積立

額では、撤去費用が不足する可能性が高いことが

指摘されました。また、リサイクル費用の負担は

決まっていないが、パネル等の撤去や原状回復

は、設備の所有者である発電事業者に義務があ

り、確実に撤去されるよう求めるべきとの意見も

ございました。 

 このような会議での意見を踏まえ、関係市町村

とも連携し、発電事業者の管理や撤去資金等の確

保状況をしっかりと把握をしてまいります。 
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 さらに、事業者が責任を持って撤去を行うよ

う、必要となる撤去資金の確保を求めるなど、将

来太陽光パネルが放置されることがないよう取り

組んでまいります。 

 また、リサイクルに関して、検討会議では、太

陽光パネルの高度なリサイクルの義務化が必要と

の意見がありましたので、国に対しリサイクル制

度の創設を求めるとともに、関係部局と連携し、

県内における処理体制が確保できるようにも取組

を進めたいと考えています。 

 県として、将来太陽光パネルが放置されること

がないよう、必要となる撤去資金の確保、災害リ

スクや景観、自然の観点で問題がある発電施設に

対する対応、さらには、リサイクル体制の確保な

ど、熊本モデルとして対策を取りまとめ、しっか

りと取組を進めてまいります。 

  〔髙井千歳さん登壇〕 

○髙井千歳さん 商工労働部長に御答弁いただき

ました。 

 現在対策検討会議の中で中身の検討を進められ

ているとのことで、私も大いに期待をしておりま

す。 

 また、昨日の知事答弁では、再エネの推進だけ

でなく、熊本の自然を守り、次世代へつないでい

くという、大変心強いお言葉をいただきました。 

 リサイクルに関しては、国の法制度の整備やリ

サイクル技術を持った事業者の確保など、まだま

だ課題が山積している部分があるかと思います

が、ぜひ前向きに検討を進めていただきたいと思

います。 

 先日、県内のメガソーラー施設を視察させてい

ただきましたが、パネル撤去後の跡地をどうする

のかという点も大きな課題です。もともと林地で

あった場所も、開発許可を取得した時点で林地で

はなくなるため、再造林する義務は事業者には課

されていません。事業者の責任においてその後の

活用が図られるとは思いますが、ぜひ、この課題

についても、事前に活用計画を立てるよう周知徹

底していただければというふうに思います。 

 次に、肥料として利用される下水汚泥に含まれ

るＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについてお尋ねをします。 

 近年、全国各地の下水処理場の汚泥からＰＦＡ

Ｓが検出をされ、農地や地下水、農産物への影響

が社会問題となっています。 

 御承知のとおり、ＰＦＡＳは、自然界ではほと

んど分解されず、肥料化しても熱処理しても残留

する永遠の化学物質と呼ばれています。 

 体内に取り込まれれば、排出されにくく、免疫

機能の低下や甲状腺への影響など、健康リスクも

国内外で指摘をされています。 

 このような中、熊本北部浄化センターでは、下

水汚泥のおよそ４割が肥料化された後、農地に利

用され、残りが建設資材として再利用されている

と承知をしております。 

 しかしながら、この汚泥にＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

がどの程度含まれているのか、県として、現時点

で把握はできていないとのことです。 

 全国では、京都大学が全国34の処理場を調査し

たところ、全ての汚泥からＰＦＡＳが検出された

という報告もあります。また、沖縄県や岐阜県八

百津町などでは、流入水、放流水、汚泥を対象に

ＰＦＡＳの測定を行い、その結果を公表する自治

体もあるなど、透明性のあるモニタリングが進ん

でいる地域もあります。こうした状況を踏まえれ

ば、熊本県も決して例外ではない可能性が高いと

いう前提で対応すべきだと考えます。 

 特に、肥料化された汚泥にＰＦＡＳが含まれて

いた場合、そのまま農地の土壌に残留し、野菜や

果実に吸収され、最終的には県民の体内に取り込

まれる可能性があります。県民の健康を守り、農
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地や地下水を問題が起きる前に保全をするために

も、汚泥の再資源化と化学物質リスクの管理の両

立は避けて通れない課題です。 

 そこで伺います。 

 熊本北部浄化センターを含め、県内の流域下水

道の処理施設において、肥料に利用される下水汚

泥中のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡのモニタリングの実施

は検討されないのか、土木部長に伺います。 

  〔土木部長菰田武志君登壇〕 

○土木部長(菰田武志君) 肥料に利用される下水

汚泥中のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの測定についてお答

えします。 

 下水処理の過程で発生する汚泥については、国

は、肥料としての利用を促進するため、汚泥に含

まれる窒素、リン等の資源の有効利用を図る目標

を掲げており、県においても、肥料への利用を推

進しているところです。 

 現在、県が管理する熊本北部を含む３つの流域

下水道では、汚泥の処理を民間企業に委託してお

り、その約半分をセメントや道路の路盤材等の建

設資材に、残りの半分を肥料にリサイクルしてい

ます。 

 県から委託を受け、肥料を生産する企業は、原

料となる汚泥等について、いわゆる肥料法に基づ

く有害物質に係る基準を遵守する必要がありま

す。県においても、汚泥の有効利用を図る観点か

ら、肥料化を開始して以降、自主的に有害物質に

係る調査を行っており、31項目全てにおいて、基

準値以下であることを確認しています。 

 しかし、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについては、肥料

法を含め、法令基準がないため、現在試験項目の

対象に含めていません。 

 一方で、近年、国内の一部の下水処理場の汚泥

からＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが確認されているとの報

道や、下水道管理者として、予防的措置の見地か

ら、流域下水道においても、状況把握に向けた検

討を進めています。 

 現在、下水汚泥に含まれるこれら規制外物質の

試験方法について、全国の事例を調査するなど、

測定に向けた検討、準備を進めているところであ

り、今後、測定結果を明らかにしていきたいと考

えています。 

  〔髙井千歳さん登壇〕 

○髙井千歳さん 法令上の基準がないため、試験

項目には含めていないものの、今後、予防的措置

の観点から、下水汚泥のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ測定

に向けた検討、準備を進めていくとの前向きな御

答弁を土木部長よりいただきました。 

 以前、私は、県内で直接ネット販売などを通じ

て消費者にお米を届けていらっしゃる農家の方か

ら、県外のお客様から、熊本のお米は大丈夫です

かというお問合せがあるというお声を伺いまし

た。これは、半導体企業の進出に伴う誤った認識

や過度な懸念から生じているものだと思います

が、このような風評は絶対にあってはならないと

思います。だからこそ、しっかりと調査を実施し

ていただきまして、根拠のない風評が広がらない

よう、透明性のある情報公開と丁寧な説明をお願

い申し上げ、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、本県の死亡者数の増加について伺いま

す。 

 人口動態統計によると、本県及び全国で、2021

年から2024年にかけて死亡者数が増加をしていま

す。 

 スクリーンを御覧ください。(資料を示す) 

このグラフは、厚生労働省の人口動態統計か

ら、全国の死亡者数の推移を表したものですが、

全国の死亡者数は、2021年から2024年にかけて増

加をしています。 

 2020年は、コロナ元年と呼ばれた年になりま
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す。年始から始まったコロナ騒動は、５月には行

動制限や行事の中止がありました。しかし、あれ

だけ騒動になったにもかかわらず、前年より死亡

者数はマイナス8,338人減少をしています。 

 死亡者数が減った原因としては、行動制限によ

り、例年に比べ事故などが減ったことや、また、

コロナウイルスが蔓延したことによるウイルス干

渉により、例年はやっていたインフルエンザでの

死亡者数が減ったことなどが可能性として指摘を

されています。 

 しかし、2021年の死亡者数は、一転して、前年

よりプラス約６万7,000人で、約144万人と戦後最

多、東日本大震災のあった年よりも死亡者数が多

い状況になりました。 

 そして2022年には、さらに増加し、前年よりも

プラス約12万9,000人で、約157万人、2023年に

は、さらに過去最多を更新し、約158万人、2024

年には、さらに増え、約160万人となっていま

す。 

 2020年から2024年の４年間で、全国の死亡者数

は約23万人増加しており、これは、戦後でも例の

ない急増です。コロナがはやったから死亡者数が

増えたのではないかと、こういった意見もありま

す。しかし、コロナ陽性者の死亡者数は、2021年

は約１万7,000人、2022年は約４万8,000人となっ

ています。つまり、全国の死亡者数の増加をコロ

ナ死だけでは説明ができない状況です。 

 続いて、本県の死亡者数の状況です。 

 2020年、コロナ元年は、死亡者数が、全国と同

じ傾向で、前年より514人減少をしています。し

かしながら、2021年は、前年より937人の増加、

2022年は2,334人の大幅な増加が見られます。

2023年は、前年より162人減少していますが、依

然として高水準となっています。 

 次に、県内の死亡者数の推移を月ごとで見てい

きます。 

 2015年から県内の死亡者数をプロットしていま

すが、オレンジ色の2016年は、４月に熊本地震が

発生し、震災関連死も含めて278人の方がお亡く

なりになっています。特に７月、８月には死亡者

数が増えていることが見てとれます。 

 高齢化が進み、毎年少しずつ死亡者数は増えて

いるとはいえ、毎年のグラフの相関性にあまり変

化がないことが見てとれるかと思います。 

 そして、年明けからコロナ騒動が始まった2020

年、これは黄緑色で示していますが、この2020年

は、先ほども申したように、死亡者数は前年より

514人減少をしています。 

 次に、2021年からのグラフです。2021年は、コ

ロナワクチン接種が始まった年です。この年の県

内の死亡者数は、前年に比べ937人増加をしてい

ます。特に、2021年12月以降の死亡者数が増えて

いるのが見てとれます。 

 2022年は、４回目、５回目の接種があった年で

す。この年の県内の死亡者数は、前年よりプラス

2,334人と、大幅に死亡者数が増加していること

が分かります。 

 一般的には、夏場の死亡者数は少なくなります

が、この年は、例年では考えられない夏場の死亡

者数の増加、この緑色の点の部分になりますけれ

ども、夏場の死亡者数の激増が見られます。その

後も、2022年12月から2023年１月にかけて死亡者

数の急増が見られます。 

 2023年は、６回目、７回目の接種があった年で

す。前年に比べると、死亡者数はマイナス162人

となっていますが、依然として２万4,000人を超

え、県内の死亡者数が多い状況です。 

 次に、2019年から2023年にかけて、県内の死亡

者数とコロナによる死亡者数を表に表していま

す。 
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 コロナウイルス感染症によって死亡者数が増え

たという指摘もありますが、2019年、コロナがは

やる前の年の県内死亡者数が２万1,670人に対

し、2022年の県内の死亡者数は２万4,427人とな

っています。その差は2,752人ですが、2022年、

コロナで亡くなった県内の方は745人です。つま

り、コロナ死を除いても、2019年から比べると、

2022年は2,000人以上の死亡者数の増加が見られ

ます。 

 全国的にもこのような死亡者数の激増が見られ

ますが、国は、この検証すらしようとしていませ

ん。検証されていないので、その原因は分かりま

せん。 

 しかし、昨年12月の一般質問でも示したとお

り、日本国内において新型コロナワクチン接種後

に急に発症し、日本の医学学会で報告された疾患

は多岐にわたっています。また、ファイザー社が

公開したコロナワクチン接種後に発症した疾患は

1,291種類にも上っています。つまり、接種した

後、体調不良があっても、症状や疾患が多岐にわ

たっているため、ワクチンによる健康被害とは気

づかずにお亡くなりになられた方もいらっしゃる

可能性があります。 

 県民の健康と命を預かる行政として、2021年か

らの死亡者数の増加や季節外れの死亡者数の増加

をどのように分析しているのか、また、新型コロ

ナワクチンとの関連性をどう考えるのか、今後同

様の感染症が発生した際の対応を見据え、県とし

ての現在の見解を健康福祉部長にお尋ねいたしま

す。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) まず、本県の死亡

者数についてですが、死因別に見ると、老衰によ

る死亡率が令和２年以降増加し続けており、高齢

化の進展が死亡者数増加の一因となっていると考

えられます。 

 一方で、コロナ禍という前例のない状況下にお

ける死亡者数の増加の原因を分析するためには、

平常時以上に様々な要素を考慮する必要がありま

す。 

 例えば、議員御指摘の令和４年８月や令和５年

１月は、多くのクラスターが発生するなど、流行

のピークと重なっています。これによって死亡者

数が増加したとも考えられますが、詳細な原因の

分析は非常に困難であると考えています。 

 次に、死亡者数の増加と新型コロナワクチンと

の関連性についてです。 

 ワクチンは、接種開始後も定期的に専門家によ

る安全性の評価が行われており、新型コロナワク

チンについては、現時点では、利益や効果がリス

クを上回ると考えられ、ワクチンの接種体制に影

響を与える重大な懸念は認められないと評価され

ています。 

 また、新型コロナワクチンが死亡者数の増加に

影響しているかどうかについては、本年10月に、

厚生労働大臣が、記者会見において、調査できる

かどうかも含めて専門家に確認を行っていると説

明されています。 

 現時点で国が死亡者数の増加とワクチンの関係

について把握をしていない中で、県としてこれ以

上の見解を示すことは困難と考えています。 

 今後、国から新たな知見及び方針が示された際

には、それらを踏まえて適切に対応してまいりま

す。 

  〔髙井千歳さん登壇〕 

○髙井千歳さん 健康福祉部長に御答弁いただき

ました。 

 国が死亡者数の増加とワクチンの関連について

把握をしていない中で、県としてこれ以上の見解

を示すことは難しいとのことでした。おっしゃる
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ように、多くの要因が考えられる中で、県として

独自でこういった調査をするのは難しいと思いま

す。 

 国は、コロナワクチンも含めたコロナ政策の総

括をしていません。本来であれば、約９億回分、

約７兆円分の予算を投じてワクチンを購入し、思

いやりワクチンといって、重症化しない子供や若

者にも推奨をしました。しかし、実際には、感染

予防効果、そして発症予防効果はなかったと言わ

れています。さらには、ユーチューブなどのＳＮ

Ｓでコロナワクチンという文言を言っただけで、

その投稿が消されたり、アカウント停止になって

しまうということがございました。多角的に情報

を取ることが困難な、ゆがんだ言論空間がつくら

れていたと私は思います。 

 そして、何が原因か分かりませんが、明らかに

死亡者数は増えています。政治の仕事は、当然な

がら、国民の命、財産、領土を守ることは言うま

でもありません。表では誰一人取り残さないと言

いつつも、これだけ死亡者数が増えているにもか

かわらず、検証をしない国の姿勢には憤りすら感

じます。 

 やはり、国に対して、県からも、ワクチン政策

を含むコロナ対策の検証をしっかりと求めていた

だきたいと要望いたしまして、次の、最後の項に

移りたいと思います。 

 最後に、県の環境基本計画における再エネ発電

量の割合の見直しについて要望させていただきま

す。 

 今回示されました県環境基本計画素案では、

2030年までに再生可能エネルギー発電量比率を50

％とするという目標が掲げられております。この

目標が、現実的かつ持続可能なものであるかどう

か、改めて慎重な検討が必要だと感じておりま

す。 

 国は、2040年までに、再エネ比率を５割とする

目標を示しています。しかし、その実現に必要だ

とされる規模感は極めて大きく、全国で現在設置

されている太陽光パネルは、既に香川県の約４分

の３に相当する面積であり、これをさらに3.6倍

に拡大することになります。また、風力発電につ

いても、国内にある風車の本数を、現在の9.1

倍、約4,500基に増やす必要があるとの試算で

す。 

 しかし、本県でも、太陽光発電設備の増加に伴

い、先ほどのＦＩＴ制度終了後のパネル撤去や大

量廃棄の問題、跡地の管理など、これから本格化

する課題を避けて通ることはできません。 

 したがって、環境基本計画に掲げられた2030

年、50％という目標については、再エネ導入の現

実的な上限、環境負荷、災害リスク、そして廃棄

物処理体制といった多角的な要素を踏まえ、実現

可能性を丁寧に見極めていただく必要があると考

えます。 

 また、この数値目標は、第２次熊本県総合エネ

ルギー計画を踏襲したものであると承知をしてい

ますが、エネルギー環境を取り巻く状況は急速に

変化しており、計画そのものも、定期的かつ柔軟

に見直すことが不可欠です。 

 目標値が個別計画の延長線上で固定化されるの

ではなく、新たな課題や県民の声を反映させて更

新していくことを強く望みます。 

 つきましては、本県の再エネ比率の目標につい

て、実現性のある計画として再検討していただ

き、あわせて、総合エネルギー計画についても、

課題の深まりに応じて随時の見直しを行っていた

だきますようお願いを申し上げまして、私の要望

とさせていただきます。 

 以上で全ての項が終わりました。 

 早いもので、当選してからはや３年がたとうと
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しております。まだまだ未熟ではございますが、

少しでも県政の発展に貢献できるよう、これから

も尽力してまいりたいと思いますので、引き続き

御指導御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 以上をもちまして、私の質疑を終わらせていた

だきます。 

 御清聴いただきまして、誠にありがとうござい

ました。(拍手) 

○副議長(緒方勇二君) この際、５分間休憩いた

します。 

  午前10時59分休憩 

     ――――――○―――――― 

  午前11時９分開議   

○副議長(緒方勇二君) 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 住永栄一郎君。 

  〔住永栄一郎君登壇〕（拍手） 

○住永栄一郎君 皆さん、おはようございます。

上益城郡区選出・無所属１期目でございます住永

栄一郎でございます。今回４回目の一般質問の機

会をいただきました先輩議員の皆様方、本当にあ

りがとうございます。 

 また、８月に起きました災害におきましては、

木村知事をはじめ、県、そして議員の皆様方に

は、たくさんの御支援をいただいております。引

き続き、また御支援をいただくとともに、全力で

私も復旧、復興に向けて頑張っていきたいという

ふうに思います。 

 そして、木村知事におかれましては、アリーナ

の早期の決断をしていただきまして、ありがとう

ございました。任期中にと言われとったのを、こ

うやって早期に決断をしていただいたこと、県民

の皆さんも大変喜んでいらっしゃると思います。

また引き続きよろしくお願いしたいと思います。

したがいまして、今回アリーナの質問はございま

せん。 

 それでは、早速１問目の質問に行きたいという

ふうに思います。 

 益城町の復興と今後について。 

 来年４月で熊本地震の発災から10年を迎えま

す。２年前に初めて行った一般質問でも、１番目

の項目として質問をさせていただきました。 

 益城の復興なくして熊本の復興なし、これは前

蒲島知事のお言葉ですが、創造的復興の中には、

新大空港構想や空港アクセス鉄道のこと、そし

て、その前提にあるのは、益城町の復興があると

いうことだと思っています。 

 ２年前の質問でも言いましたが、役場や公民館

等の公共施設は復興したものの、町のにぎわいが

まだまだ元のようには戻っておりません。益城町

の主要道である県道熊本高森線も、今年度完成予

定とのことですが、道路が完成したからといって

復興は終わりではない。 

 そもそも県道熊本高森線は、益城町を端から端

まで結んでいる道路で、今年度443号線との交差

点までの拡幅工事が終了する予定ですが、そこか

ら先の津森校区、福田校区は取り残されたような

感じが否めません。また、空港アクセス鉄道駅が

計画されている南側の県道堂園小森線は、片側１

車線であり、さらに渋滞がひどくなるのではない

かと危惧しております。 

 ２年前の答弁にいただいたマスタープランに基

づいた28年益城町復興計画の策定では、町のにぎ

わいや住民の楽しみが少しは元に戻るのではない

かと期待をしておりました。しかし、今年の夏ま

で営業されていた飲食店などは移転先がなく、こ

れからプレハブで営業を開始することとなりまし

た。長年親しまれたおまんじゅう屋さんは廃業さ

れました。まだまだ熊本地震では、解決できてい
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ない大小様々な問題が残っております。 

 つい先日、11月25日、阿蘇地方を震源地とした

震度５弱、５強と測定される地震が発生をいたし

ました。久しぶりに警報アラートが鳴り響き、一

瞬にして10年前の記憶がよみがえりました。また

来るのではないか、あってはならぬが、もしもの

ときは全てにおいてスムーズに対応できるのだろ

うか。 

 あのとき、ああすればよかった、こうすればよ

かったを含めて、災害時に対応できる備えの見直

しを常日頃からやっておかなければならないとも

感じましたし、これから先も寄り添いながら継続

支援をすることが必要かと思います。 

 そこで、知事にお尋ねします。 

 熊本地震後、10年を迎えるに当たっての益城町

の復興まちづくりの総括、そして益城町と県の役

割を踏まえた今後の被災地の支援について、県と

してどのように考え、捉えておられるのか、お考

えをお聞かせください。 

 次に、新大空港構想と益城町のにぎわいづくり

についてお尋ねをいたします。 

 同じく２年前に行った新大空港構想に関連する

質問では、益城熊本空港インターチェンジ周辺の

土地区画整理で、店舗等の用途地域を60ヘクター

ル設定したとの答弁があり、大変期待をしていた

ところでございます。 

 また、空港南側のにぎわい創出も、なかなか具

体像が見えてこない状況で、最近では構想の名前

すら聞かなくなったように思われます。 

 そして、空港の施設運営にも問題があるのでは

ないでしょうか。 

 食のみやこ熊本を県が総力を挙げてアピール

し、せっかく県産食材等を使用したメニューの提

供を行っているにもかかわらず、夕刻の出発のフ

ライトでは、空港を利用するのに、最終フライト

の時刻は20時30分ですが、飲食店は19時10分で閉

まってしまいます。朝も同様で、７時台からフラ

イトが始まるのに、９時前は飲食店の半数以上が

開いていないような状況であります。 

 また、搭乗口の正面にあって、県全体の食や観

光をアピールする地域の逸品を集めたブース、Ｑ

ＳＨＵ ＨＵＢも、朝10時からしか開いておら

ず、搭乗者が一番多い時間帯を逃してしまってい

るような状態です。 

 国際線も、出発時刻が重なる時間帯は、搭乗者

が待合室に入り切れずにロビーにあふれ、地面に

座っている姿も多く見かけられます。 

 令和６年度の年間利用者は370万人と過去最高

であり、2025年には620万人の利用を目指してい

るとありますが、施設の利用時間がこのように短

く、待合室が手狭とあっては、利用者の不満は募

るばかりではないでしょうか。 

 そこで、企画部長にお尋ねいたします。 

 新大空港構想における空港利用者の利便性向上

について、今後どのように進められていくのか。

また、アクセス鉄道の空港駅を含む、特に空港に

隣接する南側区域のにぎわい創出について、県と

してどのように捉えていらっしゃるのか、お尋ね

をいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 住永議員から御質問いただき

ました。 

 熊本地震から10年を迎えるに当たり、誰一人取

り残すことなく、地震で傷ついたふるさと熊本を

一日も早く再生し、さらなる発展を目指すとの決

意の下、益城町の復興まちづくりを成し遂げるこ

とは、残された重要な課題の一つと受け止めてお

ります。 

 そのような認識の下で、まず、益城町の復興ま

ちづくりに向けた取組をお答え申し上げます。 
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 町では、被災時に大きな課題となった避難路、

避難場所の確保などを解決する手法として、中心

市街地の木山地区で土地区画整理事業の実施を決

定されました。しかし、被災により町での施行が

困難であったことから、町からの強い要望を受

け、県道熊本高森線の４車線化と併せて、県施行

で土地区画整理事業を実施してまいりました。 

 これまで住民の皆様が抱える不安や問題にしっ

かりと寄り添いながら事業に取り組んできた結

果、現時点で全ての仮換地指定が完了し、約７割

の宅地で造成工事に着手しているところでござい

ます。 

 また、いわゆるグループ補助金を活用したなり

わいの再建については、土地区画整理事業の進捗

に合わせて着実に進んでおります。これまでに被

災中小企業者262件のうち258件の復旧が完了し、

熊本高森線沿いの店舗数は被災前に戻りつつあり

ます。令和６年３月には、200年以上続いており

ます木山初市が５年ぶりに再開されるなど、にぎ

わいも見られるようになったと認識しておりま

す。 

 県道熊本高森線の４車線化と土地区画整理事業

は、完成に向け佳境に入っておりますけれども、

引き続き、町が抱える課題の解消に向けて、道路

などのインフラ整備にしっかりと取り組むととも

に、町の復興計画の実現に向けて、県としてもし

っかりと支援をしてまいります。 

 また、昨今の原材料価格の高騰などにより、中

小企業者を取り巻く経営環境は厳しい状況が続い

ております。このため、県では、商工団体と連携

して、経営指導員による伴走支援などを行ってお

ります。 

 今後、町と連携し、地域ぐるみで事業承継の推

進を支援するなど、地域の経済と雇用を支える中

小企業者の経営基盤の強化に取り組んでまいりま

す。 

 次に、防災面での備えについてお答え申し上げ

ます。 

 先月25日、産山村で震度５強の地震が発生いた

しました。私は、ちょうどお出かけ知事室で菊陽

町に出張しておりましたけれども、地震発生を受

け、直ちに行事を中止して、県防災センターに駆

けつけたところでした。 

 地震は、いつどこで起こるか分からず、いざと

いうときへの備えを日頃からしっかり行っておく

ことが必要だと、改めて認識したところでござい

ます。 

 県では、毎年、市町村とともに防災訓練を実施

し、公助の対応力を県全体で高めるとともに、自

助及び共助の取組をしっかりと後押しすること

で、災害に強いまちづくりを進めてきました。 

 今後も、熊本地震の教訓を生かしながら、災害

への対応力の強化に向け、市町村と連携した不断

の取組を展開してまいります。 

 引き続き、被災された皆様の生活、なりわいの

再建、被災前よりも皆様の生活がよりよいものと

なるよう、お一人お一人にしっかりと寄り添いな

がら、益城町とも連携し、創造的復興の総仕上げ

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

  〔企画振興部長富永隼行君登壇〕 

○企画振興部長(富永隼行君) 新大空港構想は、

熊本地震からの創造的復興の柱の一つである大空

港構想Next Stageを継承し、阿蘇くまもと空港と

空港周辺地域を核とした地方創生の先進地域を目

指して、令和５年10月に策定しました。 

 構想では、世界的半導体企業の進出など、社会

環境が大きく変化していく中、空港機能の強化、

産業集積・産業力強化、交通ネットワークの構

築、快適な生活ができるまちづくりの４つの柱に
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基づき、県経済のさらなる発展と豊かで活力ある

熊本を実現していくこととしています。 

 この２年間の取組により、国際航空路線数や旅

客数は過去最大となるほか、ＴＳＭＣ進出に伴

い、半導体産業を中心とした企業の立地も県下全

域で進んでいます。 

 また、空港アクセス鉄道や空港周辺道路の整備

も着実に進んでおり、関連する自治体において

は、新たなまちづくりに向けた取組が加速してい

るところです。 

 その上で、まず、阿蘇くまもと空港利用者の利

便性向上についてお答えします。 

 新旅客ターミナルビルについては、供用開始か

ら約２年９か月が経過しましたが、空港の利用者

数は順調に伸びており、令和６年度には過去最高

の約370万人に達した状況です。 

 そうした中、空港の飲食店につきましては、出

発保安検査場を通過後の飲食エリアに10店舗、お

見送りの方など、どなたでも利用できるエリアに

８店舗、合わせて18店舗となっており、着実に出

店が進んでいます。 

 加えて、複数の店舗において、土日祝日の営業

時間の延長をしていただいているほか、先月末に

は、ドラッグストアのマツモトキヨシが出店する

など、飲食以外でのサービス向上も進んできてい

ます。 

 また、空港本体の施設においても、今年３月に

は、手荷物用ベルトコンベヤーの延伸や搭乗待合

エリアの座席増設などが行われています。さらな

る混雑解消の取組として、チェックインカウンタ

ーの増設や手荷物用ベルトコンベヤーのさらなる

延伸等が、今年度中に整備完了予定で進められて

いるところです。 

 一方で、議員御指摘のとおり、営業時間は店舗

により様々であり、９時以前や19時以降に営業し

ている飲食店は現時点では限定的であることか

ら、早朝や夜間の飲食については選択肢が少ない

状況です。 

 県としても、今後の空港利用者の増加も見据

え、引き続き、空港運営会社と連携し、出店事業

者との意見交換等により、空港のさらなる利便性

向上を図ってまいります。 

 次に、アクセス鉄道の駅が立地する空港南側の

にぎわい創出についてお答えします。 

 空港に整備する駅の場所については、鉄道開業

効果の周辺地域への広がりや将来の発展性が期待

できる空港南側の地上に整備する計画です。 

 例えば、駅前広場等が整備され、二次交通の発

着拠点となった場合、空港利用者のみならず、周

辺住民等の通勤通学等での利便性向上にもつなが

ります。 

 また、観光やビジネスなどによる空港駅の需要

の増加を見据え、構想に掲げるホテルや集客施設

等の誘致についても、地元市町村や空港運営会社

などと連携しながら可能性を探っていく必要があ

ると考えています。 

 加速化する空港周辺地域への産業の集積や空港

利用者の増加、また、それらを背景とした交通へ

の影響も踏まえ、地元市町村などが取り組む空港

周辺のにぎわいづくりについて、県としてもしっ

かりと支援してまいります。 

  〔住永栄一郎君登壇〕 

○住永栄一郎君 熊本地震以降、いろいろな形で

御支援をいただいていることは大変感謝をいたし

ております。 

 もう10年を迎えるに当たり、前にも言いました

が、にぎわいが戻っておりません。御答弁された

土地区画整理事業進捗、262件のうち258件が完

了。熊本高森線沿いの店舗数は、被災前に戻りつ

つあるとおっしゃいましたが、今、震源地の木山
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地区だけでも、当初30軒以上のお店がありました

が、実際、道路上で営業されているところはまだ

３軒です。机上の数値と実際の現場は違います。 

 御承知のとおり、今、物価、人件費の高騰によ

り、被災直後に復旧できたお店と、これからお店

をつくるならば、建設費、そしていろんなものが

倍以上かかります。 

 あのときのお店をされていた方々も、年齢も10

歳年を取りました。もうなかなかできないとおっ

しゃるんですよね。地域の皆さん方は、やっぱり

よそに行かんといかぬというような状況でござい

ますので、町と県との役割をよかったら明確にし

ていただいて、引き続き御支援をお願いしたいと

思います。 

 また、新大空港構想は、地元市町村が取り組む

空港周辺のにぎわいづくりとあります。 

 駅ができる場所は益城町です。地方創生の先進

地域を目指すわけですから、これから600万人利

用する空港、恥ずかしくない空港駅前広場をつく

っていただきたいと思います。 

 ビジネスと観光の拠点です。ホテル、商業施設

の誘致についても大々的に行っていただきたい。 

 熊本の渋滞の現状や熊本駅周辺のまちづくりを

見ても、土地の取得であったりとか段取り、この

辺りもうまくやっていただきたい、スピード感を

持ってやっていただきたいと思います。それが多

大なる被災を受けた益城町の復興のシンボルであ

るというふうに思っておりますので、にぎわい、

そして地元の雇用が生まれるように、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 熊本県内の児童生徒の低い英語力の状況と今後

の取組について。 

 縁あって、熊本の子供たちの学力の現状を見る

機会を得ました。令和７年度、小中学校の全国学

力・学習状況調査において、国語、算数、数学、

理科は、全国平均より若干劣る感はあるものの、

大きな差は見られませんでした。 

 しかし、問題は英語であります。文部科学省の

英語教育実施状況調査では、中学生では、令和６

年度のＣＥＦＲ、Ａ１レベル相当以上の英語力を

取得または有すると思われる生徒の割合は、全国

41位です。 

 そして、同じく高校生の文部科学省の英語教育

実施状況調査では、令和６年度、昨年の12月調べ

のＣＥＦＲ、Ａ２レベル相当以上の英語力の取得

または有すると思われる生徒数は、熊本県は全国

で47位です。令和５年12月の43位から転落をして

います。現最下位なんです。また、１つ上である

ＣＥＦＲ、Ｂ２レベルになると38位と、ちょっと

頑張っています。 

 さらに、英語担当教師の英語力の現状は、令和

６年調べで、中学校教師が25位、高校では11位と

健闘をしています。 

 ただ、もう１つ上のＣＥＦＲ、Ｃ１レベル相当

以上を取得する高校の英語教師は、全国で37位で

す。取得率16.7％という現状です。前年の令和５

年の14位から大きく下げており、これが定年退職

によるものなのか、待遇等の環境面による転職な

のか、理由を調査する必要があると思います。 

 2023年に、４年に１度行われる文科省の国立教

育政策研究所の調べでは、全国学力・学習状況調

査の中で、中学３年生の英語３技能である聞く、

読む、書くについては、熊本県は、前回の調査よ

りも約10％下げて、全てマイナスでありました。 

 全国の中学３年生を対象に、将来、積極的に英

語を使うような生活をしたいか、就職に就きたい

かとの問いには、はいと回答したのは32％であり

ます。 

 現在、国を挙げて、国民の英語力を上げるため
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に、2022年より小学校中学年から外国語活動が始

まっております。 

 昨年２月には本田議員が、11月には荒川議員

が、英語教育について、それぞれ質問をされてい

るなど、教育への関心は高まっています。 

 ちょうど１年前の質問で、広島県立叡智学園の

話が出ました。今年３月の卒業生45人のうち、延

べ35人が世界トップ50と言われる大学に合格した

そうです。 

 この学校は、６年前に国際バカロレア認定を受

け、今年の卒業生が第１期生とのこと。本県で

は、中高一貫校である県立八代中学校・高校が、

令和９年度の認定を目指して、令和４年度から取

組を行われているようですが、通常２～３年で取

得すると言われる学校もあるとのことで、少しス

ピード感に欠けているようにも思います。 

 現在、熊本の県立高校において、英語の専門学

科があるのは熊本北高校のみ、ほかに第一高校が

普通科英語コース、東陵高校が普通科国際コース

を設置しています。すぐにでも児童生徒の英語力

アップを実現するためには、オールイングリッシ

ュで教える専門学科や高校を増やし、対応できる

先生を増やさなければなりません。 

 聞くところによると、英語による発信力強化検

証事業のモニター校は、毎年変わっているように

伺います。毎年変えると測定ができないのではな

いでしょうか。継続して検証していくべきだと思

います。 

 熊本県は、シリコンアイランドをうたっている

のですから、英語力が最下位レベルではいけない

と思います。 

 半導体関連の最後の面接は英語で行われると聞

きます。半導体関連のアルバイト業務でも、英語

ができるかできないかで時給に大きな差があると

も聞いております。昨今の県内企業の就職事情で

も、ＴＯＥＩＣ600から700点前後という条件が含

まれている企業がどんどん増えております。 

 まずは、県内児童生徒の英語力について、はっ

きりとした目標を設定し、レベルアップを図るべ

きではないでしょうか。そのためにも、現在の英

語教育プログラムの見直しや英語教育者の資質の

向上など、英語を学ぶまたは教える環境を変える

必要があると考えます。 

 そこで、教育長に、現状の認識と今後の英語力

向上に向けた取組についてお尋ねをいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) グローバル化が急速に進

む中、熊本の将来を担う子供たちが、グローバル

な視野を持ち、幅広い教養等の国際的素養を身に

つけるとともに、様々な国の人々と主体的にコミ

ュニケーションを図ることができる語学力、特に

英語力を向上させることは大変重要であるという

ふうに考えております。 

 本県の教育プランでは、国の指標を参考にしな

がら、中学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ１レベル、

いわゆる英検３級相当以上、高校卒業段階でＣＥ

ＦＲのＡ２レベル、いわゆる英検準２級相当以上

を達成した生徒の割合を、令和９年度までに６割

以上にすることを目標に掲げております。 

 本目標の達成状況を測る令和６年度の調査で

は、調査開始の平成28年度から、中学校は14.2ポ

イント、高校は7.1ポイント上昇していますが、

さらに取組を進めていく必要があるというふうに

考えております。 

 現在、さらなる英語力の育成に向けて、義務教

育段階では、発信力強化検証事業として、より多

くのデータを分析し、好事例の提供を行うため、

英語スピーキングテストを毎年度異なる学校で実

施しています。 

 また、今年度から新たに、ＡＩの活用による英
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語教育強化事業に取り組んでいます。この事業

は、モデル校において教師によるこれまでの指導

とＡＩとのベストミックスとなるモデルを構築

し、主体的に自分の気持ちや考えを英語で伝える

力の向上を目指すとともに、今後これらの実践の

成果を県全体へ広げるための取組です。 

 次に、高校教育段階では、英語を使って熊本の

みならず国内外で活躍し、他者と協働しながらコ

ミュニケーションを深めることのできる人材の育

成を目指しています。 

 そのため、授業において、主体的かつ論理的に

英語を話す力や書く力を身につけさせるための教

員の指導力と評価の向上を図ることを目的とし

た、英語指導に特化した学校での授業の視察や授

業改善に資する実践的な研修を実施しています。 

 加えて、今年度は、英語教員が県外先進校を訪

問し、生徒の対話力の向上に資する研修を行いま

した。さらに、県主催で生徒対象にディベートや

ディスカッションの交流会も実施しています。 

 県立高校では、高校生平和大使として、国連で

のスピーチや水俣条約締約国会議での発表や意見

交換を英語で行う生徒もおり、各校の取組の成果

が随所に現れています。 

 県教育委員会としましては、児童生徒の英語に

よるコミュニケーション能力の向上等に向けて、

引き続き、英語教員の指導力向上を図り、地元熊

本や国際社会で活躍できるグローバル人材の育成

につなげてまいります。 

  〔住永栄一郎君登壇〕 

○住永栄一郎君 世界に伍する質の高い教育を実

現、ですよね、知事。令和９年度までに、中学校

のＣＥＦＲ、Ａ１、高校卒業段階でＡ２を６割以

上にするという目標を掲げていると、力強いお言

葉をいただきました。やりましょう。今どべこす

ですから、この後はありません。もう頑張ってや

るしかないんです。ぜひ県を挙げて取り組んでい

ただきたいと思います。 

 今年から始まった先生方の研修、これは福井県

に行かれたと思います。今、福井県日本一です

ね。５名と伺いましたけれども、ぜひここにも予

算をつけていただきたい。できれば、公立高校50

校ありますから、各学校１人ずつとか行かせてい

ただければと思います。 

 とにかく、子供たち、そして先生方、この環境

をつくることが、全体的にこのレベルアップにつ

ながると思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、ワーキングケアラーの支援につい

て質問をさせていただきます。 

 認知症などを働きながら介護している、いわゆ

るワーキングケアラーの支援についてお尋ねしま

す。 

 昨今、ヤングケアラーという言葉はよく耳にし

ます。９月の定例会でも池永先生が質問をされた

ところでございます。 

 例えば、親の介護のため、働き盛り世代が意に

反して実家の近くに住み、仕事が続けられない、

辞めざるを得なくなり、その結果、収入も減って

しまうという状況があると聞きます。 

 また、仕事を続けるために、介護の必要な親を

受け入れてもらえる病院や施設が見つからないと

か、運よく見つけられた場合も、一旦退職するこ

とで減収しているため、費用が足りずに入院や入

所に至らず、結果として自宅で介護を抱え込んで

しまうという構造ができているように思います。 

 さらに、周囲の助けを得られず、孤独な状況で

介護を続けた結果、精神的にも追い込まれて負の

スパイラルに陥り、介護疲れで親を虐待する、果

てにはあやめてしまうという悲しい事件も起きて

います。 
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 日本福祉大学の湯原教授の調査では、介護疲れ

や将来への悲観などが原因で起きた親族間での殺

人や無理心中事件が、2012年から2021年までの10

年間で、全国で少なくとも437件あったといいま

す。平均すると、８日に１件発生をしています。 

 また、この教授の調査では、介護疲れによる殺

人や無理心中における被害者側の要因としては、

認知症が疑われる事例が多くあり、一生懸命に介

護しているのに、認知症が悪化して、あんた誰と

言われるなど、ささいな出来事が最後の引き金に

なることもあるそうです。 

 厚生労働省が毎年発表する高齢者虐待防止法に

基づく対応状況等に関する調査結果によります

と、家族などの養護者による虐待件数は、令和５

年度は約１万7,000件、ここ数年は横ばい傾向と

なっております。また、虐待の発生要因の第１位

は、被虐待者の認知症の症状、２位が虐待者の介

護疲れ、介護ストレスとなっています。 

 認知症高齢者の数は、令和６年度に発表された

政府推計によると、2025年は、全国で約471万

人、熊本県人口で推計しますと約７万2,000人と

なります。また、軽度認知障害と言われる、認知

レベルは低下しているが、日常生活は正常に送る

ことができる高齢者の数は、全国で564万人、熊

本県人口で推計すると約８万6,000人となりま

す。 

 本県の認知症の方と軽度認知障害の方を合わせ

ると約15万8,000人、これは65歳以上の高齢者の

3.5人に１人に当たります。さらに、高齢者人口

のピークを迎える2040年には、約16万8,000人、

3.27人に１人となり、今後においても認知症の数

は増えていくと予想されています。 

 団塊の世代が75歳を超え、これから老老介護、

高齢者の孤立などといった問題もさらに進むでし

ょう。 

 そこで、悲惨な事件を防ぎ、認知症をはじめと

した介護を受ける高齢者とともに、介護を行う人

々への支援が重要と考えますが、県としてどのよ

うな対策を取っているのか、また、これからどの

ような支援を行っていくのか、健康福祉部長にお

尋ねをいたします。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) 働きながら家族を

介護する人には、自身の生活や心身の健康、仕事

に支障が生じるおそれがあり、この状況が長期に

わたることや経済的負担などへの不安から、大き

なストレスを抱えることが少なくありません。 

 議員御指摘のとおり、十分な介護サービスを受

けずに、孤独な状況で行う家族介護は負担が大き

く、虐待につながる可能性があると認識してお

り、要介護者の支援とともに、介護者側の支援も

重要です。 

 今から25年前の平成12年に、介護保険制度は、

高齢化に伴う介護ニーズの増や世帯状況の変化を

踏まえ、介護を社会全体で支えようという仕組み

として創設されました。その後も累次にわたり、

制度の見直しが図られてまいりました。 

 市町村においては、地域の中核機関である地域

包括支援センターが、高齢者と家族を対象に、住

み慣れた地域で安心して生活を継続できるための

総合相談窓口の機能を果たし、デイサービスやシ

ョートステイ、訪問介護等のサービス利用にもつ

なぐなど、介護者の負担を軽減する取組を推進し

てきました。これにより、現在も多くの家族が制

度、サービスの恩恵を受け、生活の質の充実が図

られています。 

 県内における家族介護者は、令和４年の就業構

造基本調査によると約９万3,000人で、その中で

働きながら介護をする人は約56％、うち50代が80

％を超えており、今後も増加することが予想され
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ています。 

 一方、介護、看護のために離職した人、いわゆ

る介護離職者は、１年間で、県内で約2,000人、

全国では10万人を超える状況にあり、平成28年に

閣議決定されたニッポン一億総活躍プランでは、

介護離職ゼロを目標に、家族介護者支援施策の充

実強化の方向性が示されました。 

 これを受け、地域包括支援センターでは、ハロ

ーワーク等との連携により、介護離職の防止に向

けた取組も行っています。 

 県では、センターの機能充実、強化のための各

種研修会や市町村ごとの課題に応じた伴走型の支

援を行っています。 

 また、要介護になる主な原因で、介護負担も大

きい認知症の家族介護者の負担を軽減するため、

県では専用のコールセンターを設置し、家族介護

の経験者や専門職が相談に対応しています。 

 昨年度の相談1,273件のうち約８割は家族から

で、本人が医療機関の受診や介護サービスを拒否

するなどの相談が多くなっています。どこにも相

談できなかったが、話したことで今後の見通しが

立ち、気が楽になったなど、一定の評価を得てい

ます。 

 昨年、国が策定した認知症施策推進基本計画に

は、認知症の人や家族等が必要な社会的支援につ

ながることができるよう、家族等を一体的に支援

する事業の推進や、企業、労働者双方に介護休業

等の制度周知に取り組むことが明記されました。 

 県としても、相談、交流活動への支援や介護休

業制度等の両立支援制度の周知を行っています。 

 引き続き、国と連携しながら、介護保険制度の

運営主体である市町村を支援し、介護者が介護と

仕事を両立し、心身の健康と生活の質を維持しな

がら、高齢者とともに安心して暮らすことができ

るよう、しっかりと取り組んでまいります。 

  〔住永栄一郎君登壇〕 

○住永栄一郎君 この問題、これからが正念場で

す。ありとあらゆるパターンを想定して、早急に

市町村との連携と支援をお願いいたします。これ

は末端まで行き届いていない可能性があるからで

す。 

 また、ただでさえ人材不足、労働力不足と叫ば

れている昨今ですから、仕事と介護を両立させる

ために、行政と働いている企業との間で御理解と

柔軟な対応が必要かと思います。どうぞしっかり

と連携していただき、万全の支援をお願いいたし

ます。 

 続きまして、子ども食堂、地域食堂の新しい価

値や役割について質問をいたします。 

 昨今、地域のつながりが薄くなってきていま

す。そして、子供も減少の一途をたどっていま

す。子供がいなくなっている地域も存在をし始め

ました。子供会がなくなり、そして自治会もなく

なり出しました。逆に、お年寄りの独り暮らしは

増えています。 

 県の推計人口調査によりますと、令和６年10月

１日現在、熊本県の人口は170万人、私の年齢が

56歳、あさってで56歳ですけれども、２万1,000

人、私より20歳年上の76歳は２万6,650人、そし

て０歳児、１万612人です。 

 全国で、子ども食堂は、2025年２月現在、１万

867か所あります。2023年には9,132か所と、この

１年で子ども食堂は全国で1,700か所以上増えて

おり、これは１日当たり５か所ずつ増えている計

算になります。これは今、全国の公立中学校の数

を超えています。 

 ちなみに、公立小学校は全国に１万8,700校あ

りますが、全国の小学校は、2015年から23年まで

に約1,600校が減少しました。 

 少子化等により、家族で４世代５世代でお世話
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になった幼稚園や小学校が閉校になっています。

すると、運動会がなくなり、近所の家族の集まり

がなくなってしまいます。 

 昨年質問して以来、県内外を含め、いろんな子

ども食堂の視察に行ってまいりました。子ども食

堂というネーミングが、地域食堂という名前に変

化したり、地域コミュニティーに変化したりして

おり、子供もお年寄りもほっとする落ち着ける居

場所が必要だなと感じました。そして、この場所

で子供とお年寄りの憩いの場、つながりが生まれ

ているのです。 

 子供側も、家庭では両親が忙しくてゆっくり相

手をしてもらえませんが、近所のおばあちゃん

が、子供にお菓子づくりを教えたり、おじいちゃ

ん、おばあちゃんが、子供たちの話をゆっくり聞

いてくれたり、相手してくれたりとなっておりま

す。 

 子ども食堂では、子供たちが人に慣れ、社会

性、社交性を学んでいく、体感して学ぶ、そんな

役割を食堂が担っており、実際にそんな風景をこ

の目で確認してきました。しかしながら、80代、

90代の方のほとんどは、食事をいつも一人で食べ

ているという現状があります。 

 子ども食堂の活動を本気で取り組めば、おじい

ちゃん、おばあちゃんの健康の促進、孤食の解

消、認知症予防、体力づくりに貢献、健康寿命を

延ばす、そして子供たちの居場所づくり、貧困の

対応、人としての経験が積める、さらに地域がつ

ながる、こんな一石三鳥の話は、地域コミュニテ

ィー、子ども食堂、地域食堂以外にはないと思い

ます。 

 今、市町村では、寄附金や国の補助金を活用し

て、子ども食堂の活動経費などを補助していると

ころがありますが、年間、これは15万程度と聞い

ております。このように社会貢献へとつながるの

であれば、もっと県として力を入れたらよいので

はないでしょうか。 

 また、熊本市内は、こどもの未来応援基金や各

種団体からの支援が集中しており、手厚くフォロ

ーをされているようで、市町村により支援内容に

格差が出ているのではないかという話も聞かれて

おります。 

 昨年の答弁では、コーディネーターを配置し、

新規立ち上げや応援企業の掘り起こしを行ってい

ると伺いましたが、私が今話したような子ども食

堂の現状、変化、進化を県は把握できていますで

しょうか。また、その現状に対して、さらなる支

援の考えはないのでしょうか。この部分、健康福

祉部長にお尋ねをいたします。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) 県内の子ども食堂

は、令和７年３月末時点で206か所開設されてお

り、その後も徐々に増加しています。 

 家庭環境やライフスタイルの変化に伴い、地域

のつながりが希薄化するなど、子供たちを見守る

環境や安全、安心に過ごすことができる居場所の

減少により、子育てで孤立する家庭の増加や子供

の貧困が見えにくくなることが懸念されます。 

 子ども食堂は、こうした社会の変化に対応して

全国的に取組が広がっており、その増加は、地域

での新たなつながりの場を確保し、子供たちの育

ちを地域全体で支え、見守っていく体制の充実に

資するものと捉えています。 

 議員御指摘のとおり、子ども食堂には、高校生

から高齢者まで、幅広い年齢層の方が、調理、配

膳、片づけなどに参加されています。高齢者の方

も子ども食堂の運営の担い手として参加していた

だくことで、多世代交流の場となり、併せて高齢

者の健康増進にも寄与するものと考えます。 

 子ども食堂に対しては、子供の育ちに最も身近
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な市町村が、その運営費の助成や場の提供など、

地域の実情に応じた支援を行っています。 

 一方、県としては、広域的な観点から、子ども

食堂の円滑な運営や機能強化を行う目的で、寄附

された食材の配分調整や食堂の新規立ち上げ支援

を行うコーディネーターを配置しています。ま

た、子ども食堂ネットワーク団体の食材配送費へ

の補助や子ども食堂の質を担保する研修を実施す

るとともに、今年度は新たに、子供の居場所をよ

り多く確保するため、開催頻度を増やす食堂への

支援も開始しました。 

 今後も、子ども食堂の活動を支える方々の自主

性を尊重しつつ、市町村や関係団体と連携しなが

ら、子ども食堂の取組等を通じて、地域全体で子

供や家庭を見守る体制づくりを進めてまいりま

す。 

  〔住永栄一郎君登壇〕 

○住永栄一郎君 この子ども食堂、地域食堂の新

しい役割に驚いております。また、こんなスピー

ドで増えていることにもびっくりします。これは

時代に合っとるんですね。 

 今、核家族化が進み、地域のつながりが希薄化

しております。ぜひこれを、新しい化学反応が起

きているというふうに思っておりますので、知事

の目指していらっしゃる日本一の健康長寿社会を

実現、これにもぴったりだと思いますので、もっ

と応援をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 現状は、大多数のところが月１回の開催とかで

す。多いところで週１回のところもありますけれ

ども、これはまれです。先ほど御答弁にありまし

たように、開催頻度を増やすところへの支援を開

始したということをお伺いいたしましたので、ぜ

ひ、引き続き、現状の調査をしっかりしていただ

いて、そして手厚い御支援をしていただければと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後の質問になります。 

 国宝通潤橋をはじめとした観光資源の活用につ

いて質問をさせていただきます。 

 今から約２年前、2023年９月25日、国宝通潤橋

が誕生いたしました。熊本では、人吉の青井阿蘇

神社に次いで２番目の指定となり、石の橋、土木

建築物としては全国初です。郷土の宝が、熊本の

宝が日本の国の宝になったということをうれしく

思います。 

 通潤橋といいますと、あの壮大な放水の様子が

印象強いですが、1854年に、水不足に悩む白糸台

地の農民が、台地に農業用水を引くために、布田

保之助を中心に、地域のみんなが力を合わせて造

り上げた、長さ78メートル、高さ21メートルの日

本最大級の石造アーチ水路橋なのです。ここに至

るまでには多くの感動ストーリーがあり、この部

分も合わせての国宝だと思っています。 

 国宝指定以来、昨年の調査では、山都町への観

光客は、通潤橋を中心に、前年比２割３割増とは

なっていますが、残念ながら経済効果が地域に波

及しているとは思えません。 

 通潤橋の後ろには、五老ヶ滝をはじめ、千滝、

鵜の子滝、聖り滝と、大小合わせて40以上の滝の

自然豊かな観光資源があり、九州で唯一の人形浄

瑠璃が楽しめる場所、清和文楽館や九州のグラン

ドキャニオンと言われる蘇陽峡、山をまたぐ巨大

なつり橋である鮎の瀬大橋など、すばらしい観光

名所がたくさんあるのに生かし切れていません。

発信できていないんです。国宝通潤橋を中心に周

りの観光名所も生かすべきだと強く感じます。 

 ほかにも、上益城地域には、マウンテンバイク

やオフロードバイクのレース場、トレイルランの

できる山場、甲佐のやな場、御船の恐竜博物館、

そして、各町にすばらしいキャンプ場など、たく
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さんの観光資源があります。 

 しかしながら、観光資源の中には、まだまだ観

光客や県民にさえも届いていないものが多数ある

ように思います。そして、上益城地域、県内各所

にも、そういったまだまだ発掘されていない観光

資源が多くあるのではないでしょうか。 

 そこで、観光資源の発掘、活用、そして情報発

信について、県はどのように取り組んでいらっし

ゃるのか、観光文化部長にお尋ねをいたします。 

  〔観光文化部長脇俊也君登壇〕 

○観光文化部長(脇俊也君) 国宝通潤橋をはじめ

とした観光資源の活用についてお答えをいたしま

す。 

 本県は、連日、多くの外国人観光客が訪れる熊

本城や阿蘇に加え、イルカウオッチングでにぎわ

う天草や国宝を抱える上益城地域、人吉・球磨地

域など、多彩な観光資源であふれています。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、県民にも

知られていない観光資源がまだ眠っているものと

認識しており、その発掘と発信について、日々地

域の皆様方と連携を深めているところです。 

 来年は、熊本地震から10年の節目を迎えます。 

 県では、熊本地震や令和２年７月豪雨などから

の復興のＰＲも目的に、来年夏に実施する国内最

大級の観光キャンペーン、熊本デスティネーショ

ンキャンペーンを通じて、熊本観光の新たな魅力

を発掘するとともに、国内外へ発信していきたい

と考えております。 

 現在、いわゆる熊本ＤＣの実施に向け、今年１

月、県内の40の団体、事業者らと設立した実行委

員会と連携を図りながら、既存の133の商品に加

え、新たに10を超える旅行商品の開発に取り組ん

でおります。 

 さらに、開催の１年前となる今年８月には、全

国の旅行会社など約500名を招き、全国宣伝販売

促進会議とエクスカーションツアーを実施いたし

ました。 

 会議では「仲間を誘って、さぁ、冒険の旅へ」

という熊本ＤＣのキャッチフレーズの下、グル

メ、新体験、歴史文化といったテーマで県の観光

資源をＰＲし、本県への集中的な送客を依頼した

ところです。 

 エクスカーションツアーは、ＵＢＵＹＡＭＡ 

ＰＬＡＣＥや水俣の和紅茶手もみ体験といった、

全国の旅行会社にまだ知られていない観光資源も

組み合わせながら、県内８コースで実施し、参加

者からは熊本の多彩な魅力に高い評価をいただい

たところです。 

 また、観光情報については、熊本県観光公式サ

イト「もっと、もーっと！くまもっと。」に加

え、熊本ＤＣ開催に合わせて設置した特設サイト

やインスタグラムアカウントを活用し、国内外に

発信しているところです。 

 今後、熊本ＤＣに向け、ＪＲグループと連携し

て、全国の600以上の主要駅に、熊本の魅力を詰

め込んだ５連貼りポスターの掲示やパンフレット

を設置していく予定です。 

 さらには、熊本ＤＣをきっかけとして、例え

ば、国宝通潤橋と昼食をセットにし、路線バスで

巡る旅の造成など、鉄道が通っていない地域も含

めた魅力ある観光地づくりを県内全域で推進して

まいります。 

 引き続き、一人でも多くの方に本県に来ていた

だき、その魅力を体感できるよう、新たな観光資

源の発掘、活用、そして、国内外に向けた情報発

信について、しっかりと取り組んでまいります。 

○副議長(緒方勇二君) 住永栄一郎君。──残り

時間が少なくなりましたので、発言を簡潔に願い

ます。 

  〔住永栄一郎君登壇〕 
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○住永栄一郎君 通潤橋は国宝です。内容は違え

ど、今映画でも大人気。これはうまい具合に使っ

ていただきたいと思います。 

 県内は、ＴＳＭＣをはじめ工業系で潤っている

ところはいいんですけれども、この山間地区・地

方は、この地域の価値を高める観光とか農産物、

これでやっぱり地域をつくっていかんといかぬと

いうふうに思います。ぜひ、飛び抜けたようなプ

ラン、熊本の観光を発信していただきたいと思い

ます。 

 くまモンのユーチューブをちょっと見させてい

ただいたんですけれども、100万回、200万回、

300万超えとか何本もあるんですよね。うまい具

合にこれを使っていただければと思います。 

 以上で私の質問を終わります。時間ぎりぎりい

っぱいになりました。 

 これからも、県民の皆さんの声をしっかりと県

に届けられ、発展できる熊本を目指して頑張って

まいりますので、どうぞ今後とも御指導よろしく

お願いいたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長(緒方勇二君) 昼食のため、午後１時15

分まで休憩いたします。 

  午後０時10分休憩 

     ――――――○―――――― 

  午後１時13分開議 

○議長(髙野洋介君) 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 城戸淳君。 

  〔城戸淳君登壇〕（拍手） 

○城戸淳君 皆様、こんにちは。自由民主党・玉

名市選挙区の城戸淳でございます。今回７回目の

質問となりました。議員の皆様には、お昼から大

変眠いと思いますけれども、最後までのお付き合

いよろしくお願いをいたします。 

 さて、今年も、あと１か月になりました。今年

を振り返ってみますと、まさしく選挙の年ではな

かったでしょうか。６月には都議会議員選挙、そ

して７月には参議院選挙がございました。見事自

民党から馬場先生が３期目の当選をされました。 

 そして、参議院選挙が終わったと思ったら、８

月に豪雨災害がございました。玉名、八代、天草

と本当に大きな被害がありまして、心から、お亡

くなりになられた方、被災された方にお悔やみと

お見舞いを申し上げたいと思います。 

 そして、一方では、10月に総裁選がございまし

た。これも自民党総裁として高市総裁が誕生した

わけでございます。そして、国会において、初の

女性総理、高市総理が誕生いたしました。 

 今国会では、物価対策を含む経済対策で18.3兆

円の規模の予算が閣議決定をされたところでござ

います。高市総理におきましては、国民に寄り添

いながら、これからも頑張っていただきたいなと

思っているところでございます。 

 一方で、10月には、私の地元の玉名で、市長選

挙、市議会議員選挙がございました。市長選挙は

無投票でございましたが、市議会議員選挙は、新

人が多く出て激しい戦いでございました。そし

て、22名の議員が決定したわけでございます。 

 ただ、その１か月後、私の30年来の付き合いの

議員の先生が突如お亡くなりになられて、本当に

悲しく思い、悔しく思っているところでございま

す。それから、その後繰上げ当選ということで、

昨日女性の議員の方が繰上げ当選をされたわけで

ございます。 

 玉名市議会は、今まで２名の女性議員だったの

が、今回５名に増えております。これから本当

に、国、県、市の連携を強固にしながら、玉名地

域のために、そして熊本県のために精いっぱい私

も汗をかいてまいりたいと思います。 
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 本日は、５つの質問、そして２つの要望を用意

させていただいております。特に、私は玉名愛が

非常に強いこともあって、玉名関係の質問が多う

ございます。そして、実は非常にこれまで地元愛

が強かった中村議員には負けないように、私も頑

張っていきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして、質問をさせてい

ただきます。 

 まず、玉名地域をはじめとする被災地の復旧支

援について、２点質問をいたします。 

 まずは、８月豪雨後の境川河川改修の取組につ

いてです。 

 境川は、小岱山の麓から玉名市街地の西部を流

れ、有明海へ注ぐ二級河川です。その流域は、Ｊ

Ｒ玉名駅など玉名市街地の中心部に近く、荒尾・

玉名地域の幹線道路である旧国道208号、現在の

県道寺田岱明線が通過することから、宅地や商業

施設の開発が進展をしています。 

 玉名市街地の西部地域は、これまでも幾度か豪

雨によって住宅や道路が浸水する被害が発生をし

ています。 

 スクリーンを御覧ください。(資料を示す) 

 令和７年８月豪雨では、記録的な降雨により、

河川氾濫や内水氾濫が発生し、河川沿いやその周

辺を含めた広範囲で住宅や商業施設、車両などが

浸水する被害が発生をしました。 

 その後、木村知事や当時の国土交通大臣にも境

川周辺の視察に入っていただきましたことを、こ

の場を借りてお礼を申し上げたいと思います。 

 今回の豪雨により、被害を受けた地元住民は、

今後も同様の水害を心配されており、特に県道沿

いに立地する商業施設は、すぐに営業が再開でき

ないような甚大な被害を受けたことから、撤退も

検討されているなどの話がありました。また、現

在も事務所機能を２階に移して営業している事業

所があることも確認をいたしております。 

 このため、地元住民が今後も安全、安心に生活

し、周辺の事業者が安心して事業を営むために

は、現在河川整備中の完了時期を明確にすること

が必要だと考えます。 

 こうした状況を踏まえて、玉名地域振興局土木

部の主催により、境川河川改修事業の説明会が、

11月27日と28日、地元の２か所の公民館におきま

して実施をされ、地域の住民や事業者の皆様に御

参加をいただいたところであります。 

 その中で、境川河川改修事業の内容について改

めて説明が行われたほか、次期出水期に向けた対

応や今後の進め方について担当者から説明があっ

たと聞いております。 

 その中で、参加者からは、河道掘削を実施して

ほしいとの声や、現在進めている境川河川改修事

業の早期完了といった意見も寄せられておりま

す。 

 この境川河川改修事業につきましては、大きな

関心が集まっており、私は、県としての役割をし

っかりと県民に説明する絶好の機会だと考えてお

ります。 

 そこで、８月豪雨後の境川河川改修の今後の取

組について、土木部長にお尋ねをいたします。 

  〔土木部長菰田武志君登壇〕 

○土木部長(菰田武志君) ８月豪雨後の境川河川

改修の取組についてお答えします。 

 境川は、河道が狭く、河床勾配が緩いため、流

下能力が低く、浸水被害が繰り返し発生している

ことから、河川改修に取り組んでいるところで

す。これまでの進捗として、河口部から玉名市六

田地区にある境橋までの約４キロメーター区間に

ついて整備を終えています。 

 現在、境橋から上流部までのＪＲ鹿児島本線の

鉄道橋及び県道寺田岱明線の県道橋の架け替えを
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伴う新たな河道バイパスを含む約1.1キロメート

ル区間の工事を集中的に取り組んでいます。 

 ８月豪雨では、岱明観測所において、１時間雨

量が観測史上１位を更新する降雨を記録し、整備

中の区間で堤防を越水し、また、河川水位の上昇

に伴う内水氾濫も生じたことから、付近の住宅地

や道路などの広範囲で浸水被害が発生しました。 

 県としましては、地域住民の皆様の今後の大雨

に対する不安や未改修区間の早期整備を求める御

意見について、十分認識しているところです。 

 そのため、次の出水期に備え、住宅が隣接する

河川の越水箇所を中心に土のうを直ちに設置する

とともに、年明けから河川内に堆積している土砂

の撤去に合わせた河道拡幅工事に取りかかる予定

としています。 

 上流部の流下能力を向上させる河道バイパスに

つきましては、鉄道橋工事に関する事業者との工

事請負契約の締結案を本定例会に提出しており、

緊密に連携し進めるとともに、現在の河川と接続

する護岸整備と合わせまして、令和９年の出水期

前には切り替えたいと考えています。 

 また、河川の状況をリアルタイムで確認できる

河川監視カメラを県道橋に今年度増設することと

しています。 

 さらに、内水を速やかに排除するため、玉名市

が計画する氾濫区域内にある排水路整備への技術

的支援も行ってまいります。 

 近年の気候変動により、激甚化、頻発化する災

害に備えるためには、あらゆる関係者が協働して

取り組む流域治水プロジェクトを進めることが不

可欠です。 

 今後も、境川流域の安全、安心の確保に向け、

流域全体の総合力で水害を軽減する流域治水の対

策を全力で進めてまいります。 

〔城戸淳君登壇〕 

○城戸淳君 土木部長に答弁をいただきました。 

 私は、先月中に玉名地域振興局土木部の主催で

説明会を開催していただいたことはとてもよかっ

たと思います。境川河川改修事業については、一

日も早い完成に向けて全力を注いでいただきたい

と思います。 

 また、次期出水期までの取組として河道掘削の

予算を措置していただきました。県としてできる

最大限の取組を進めていただいていることに感謝

申し上げます。 

 今回のような線状降水帯による集中豪雨が発生

すると、内水氾濫が発生することも多いです。こ

の内水氾濫に関する対応は、自治体の責任となっ

ているかと思います。 

 特に、この境川の周辺は開発が進んで住宅が増

えている地域でもありますが、都市計画の見直し

や貯水池、水路の整備など、自治体の取組も確認

しながら、県としての役割を果たしつつ、自治体

と県とのパートナーシップの強化にも取り組んで

いただき、効果的な治水対策を進めていただきた

いと思います。 

 それでは、２点目に移ります。 

 浸水被害を受けた中小企業者や農業者への支援

についてでございます。 

 今回の豪雨により、平たん部では、イチゴ苗や

施設園芸用の加温機が浸水するなど、多くの農業

者が被災をされています。特に、天水町の受免地

区では、豪雨の２日後も農地や道路などがつかっ

た状態だったことを確認いたしました。被災され

た皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 発災から間もなく４か月が経過しようとしてお

りますが、被災した道路などの復旧を進めると同

時に、浸水被害を受けた中小企業者や農業者が安

心して事業を継続できるような支援も必要であり

ます。 
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 そこで、今回の災害に対して、県はどのような

支援を行い、今後どのように取り組んでいくの

か。中小企業者への支援については商工労働部長

に、また、農業者への支援については農林水産部

長にお尋ねをいたします。 

  〔商工労働部長上田哲也君登壇〕 

○商工労働部長(上田哲也君) 中小企業者への復

旧支援についてお答えします。 

 ８月10日からの記録的な大雨により被災された

中小企業者の被害額は、推計で約283億円に上り

ました。 

 県では、被災事業者の不安を解消するため、発

災後直ちに、商工振興金融課内に金融や経営に関

する特別相談窓口を設置し、商工団体や金融機関

などとも連携しながら、事業者からの相談にきめ

細かに対応してまいりました。 

 また、大雨の影響で資金繰りに支障が生じる事

業者を支援するため、既存の県融資制度の金融円

滑化特別資金に新たに令和７年８月大雨枠を設

け、９月17日に運用を開始いたしました。この資

金は、既存の資金から融資利率を引き下げ、保証

料率を県の上乗せ補助で０％にするなど、事業者

の皆様の負担軽減を図っています。 

 加えて、玉名市をはじめとする複数の市町にお

きまして、独自に本資金の利子に対する補助を実

施する動きが広がっています。 

 このように市町とも連携した取組により、11月

末時点の融資実績は380件、約73億円に達し、多

くの事業者の事業継続や経営の安定に活用されて

います。 

 また、被災事業者が事業の継続を断念すること

なく再開を果たすためには、被災した施設や設備

の復旧に対する支援も極めて重要です。 

 そこで、県では、新たな補助事業の創設に向

け、商工団体等と連携して5,000を超える事業者

を対象に復旧に要する経費を詳細に調査し、国に

対して、被害の規模に応じた財政支援を強く求め

てまいりました。 

 その結果、先月28日に閣議決定されました今般

の総合経済対策の裏づけとなる国の補正予算案に

おいて、既存支援策の拡充とともに、本県の要望

額に応じた関連予算が盛り込まれたところです。 

 県としましては、国の支援を踏まえ、一日も早

い被災事業者の復旧支援につなげるため、引き続

き全力で取り組んでまいります。 

  〔農林水産部長中島豪君登壇〕 

○農林水産部長(中島豪君) 農業者への支援につ

いてお答えします。 

 今回の豪雨災害では、県内平たん部が広範囲で

浸水し、農地等の生産基盤をはじめ、トマト苗や

保管中のイグサ原草・畳表、農業用機械、施設等

に甚大な被害が発生いたしました。 

 そのような中、県では、被災農業者が早期に営

農を再開できるよう、発災直後から関係市町村や

農業団体と連携した支援体制を構築し、ソフト、

ハード両面から国の事業等を活用した支援を行い

ました。 

 まず、ソフト面では、浸水した野菜を植え替え

るための種子や苗の再調達、作物残渣の撤去、冠

水した作物の生育回復に向けた追加的な施肥や防

除等の支援に取り組んでおります。その結果、ト

マトやイチゴなどでは、農業者相互の協力もあ

り、被災前の作付計画と同程度の面積が確保さ

れ、順次出荷も始まっています。 

 なお、トマトでは、一部で定植の遅れが生じた

ことから、需要が低迷する年明けの販売単価への

影響が懸念されています。そのため、県では農業

団体等と連携し、消費地での販売フェア等の取組

についても支援を行ってまいります。 

 次に、ハード面では、議員御指摘のとおり、八
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代や玉名などの園芸産地において農地が浸水した

ことから、ハウス用加温機やかん水用ポンプ等の

被害が多数見られました。 

 このため、作付を間近に控えた農業者の不安の

声に応える相談窓口を設置するとともに、市町村

と連携して復旧事業の実施に向けた説明会を開催

し、農業者からの申請受付を進めてまいりまし

た。 

 この事業は、国の支援に県、市町村が協調する

ことで、被災農業者の負担を抑え、安心して営農

再開に取り組むことができるため、これまでに県

全体で600を超える経営体から申請があり、現

在、国への申請に向けた手続を進めているところ

です。 

 さらに、災害に強い施設園芸産地を目指し、イ

チゴ苗の浸水被害を回避できる高設育苗ベンチの

導入支援など、産地強化を図ってまいります。 

 全国有数の農業生産県である本県が、一日も早

い復旧、復興を実現し、園芸産地としてさらに発

展するため、引き続き市町村や関係団体と密接に

連携しながら、農業者に寄り添った支援を行って

まいります。 

  〔城戸淳君登壇〕 

○城戸淳君 商工労働部長と農林水産部長に答弁

をいただきました。 

 中小企業への支援では、11月28日に閣議決定さ

れたということで、安心をしているところでござ

います。恐らく来年に受付が始まるのかなと思っ

ているところでございます。 

 また、農業者支援では、令和７年８月豪雨の際

の玉名市天水町受免地区では、排水機能または樋

門が適切に発揮できなかったこともあり、農地な

どへ湛水被害が発生しました。 

 そこで、今回の災害による被害を踏まえ、湛水

被害の早期解消、さらなる農業用施設などの維持

管理水準の向上の２つの課題があると改めて考え

させられました。 

 １点目の湛水被害の早期解消については、今回

の大雨では、国土交通省のポンプ車を借りて応急

対応を行いました。線状降水帯による大雨は、発

生予測が困難であり、短時間のうちに局所的かつ

同時多発的に農地などの湛水被害の発生が懸念を

されます。 

 災害対応はスピードが必要です。国とやり取り

をしながら時間をかける余裕がない場合も想定さ

れることから、国が所有するポンプに頼るのでは

なく、県自らが災害応急用ポンプを所有すること

がぜひ必要だと考えております。 

 ２点目のさらなる維持管理水準の向上について

は、今後、大雨災害の激甚化、頻発化により、農

家等による施設の管理負担の増加が懸念をされま

す。 

 地元に確認した結果、国が造成した農業用施設

の維持管理の支援は充実しておりますが、県が造

成した農業用施設は支援が限定的とお聞きしてい

ます。 

 このような状態では、農家等による農業用施設

の管理が難しくなるのではないかと危惧しており

ます。県においては、さらなる維持管理水準の向

上に向け、県が造成した農業用施設も、国と同等

の支援制度が必要と考えています。 

 県においては、この２点につきまして、時間的

緊迫性を持った検討をよろしくお願いします。 

 続いて、質問に参ります。 

 次に、食資源を活用した観光振興の推進につい

て質問します。 

 本県の豊かな食資源は、将来にわたる地域経済

を支える重要な柱であり、食のみやこ熊本県の実

現に向け、県全体としての戦略的な推進と地域特

性を生かした具体的な取組が不可欠と考えます。 
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 特に、玉名地域においては、日本マラソンの

父、金栗四三翁ゆかりのスポーツイベント、玉名

いだてんマラソンや金栗四三マラニックが既に定

着しています。これらのイベントが持つスポーツ

という強力なコンテンツとガストロノミーツーリ

ズムを連携させることで、温泉や豊かな食資源と

いった地域の魅力を相乗的に高め、観光客の滞在

延長と消費拡大、ひいては県全体のブランド価値

向上に貢献できると考えます。 

 県が推進する創造推進ビジョンやコンソーシア

ムの取組は重要ですが、県全体のブランド確立や

観光消費額の向上という目標に対し、個々の取組

が点的なものにとどまらないよう、戦略的な連携

が不可欠です。 

 そのことから、具体的な地域戦略について質問

をいたします。 

 県内では、阿蘇や天草などでＯＮＳＥＮ・ガス

トロノミーウオーキングの取組が進んでいます

が、玉名地域にも有明海の豊富な海産物、菊池川

流域の米や野菜、温泉といった多彩な地域資源が

ありますが、まだまだこれらの資源を生かし切れ

ない状況があると感じております。 

 ガストロノミーツーリズムとは、その土地なら

ではの食や文化を体験することを主目的とする旅

行のことをいいます。この旅行では、単においし

いものを食べるだけではなく、多様な要素を通じ

て、地域の魅力を深く味わうことを目指します。

多様な要素というのは、地域固有の食材や食文

化、歴史、生産現場の体験、地元住民との交流、

食を通じた地域理解などを指します。 

 このガストロノミーツーリズムは、観光客に新

たな旅の価値を提供するとともに、地域の食産業

の活性化、農家、漁師の所得向上、観光消費額の

増加、そして地域コミュニティーの活性化につな

がることを目的としています。今、日本政府観光

局や農林水産省も推進しており、地域の食資源を

生かした持続可能な観光振興策として注目を集め

ています。 

 例えば、玉名地域においては、有明海の海産物

や農産物といった多彩な食資源と温泉や歴史文化

といった観光資源を連携させた独自の食の体験コ

ンテンツを開発することが可能だと考えます。こ

うした地域ごとコンテンツ開発の取組を県として

も支援していくことで、県全体のブランド確立や

地域間の相乗効果にもつながると思います。 

 そういう点では、県としても、各地域の事業者

と連携し、食体験コンテンツの開発を後押しして

いくべきだと考えます。 

 また、効果的な情報発信による誘客拡大には、

ターゲット市場の明確化とデジタル技術の活用が

不可欠です。 

 玉名地域をはじめとする各地域の食の体験情報

をどのように戦略的に国内外に発信し、観光消費

の拡大につなげていくのか、観光文化部長に県の

お考えをお尋ねいたします。 

〔観光文化部長脇俊也君登壇〕   

○観光文化部長(脇俊也君) 食資源を活用した観

光振興の推進についてお答えをいたします。 

 これまで、県では、観光地の魅力を高めるた

め、熊本観光の強みである温泉や食などを活用

し、地域性の高い着地型旅行商品の開発に取り組

んでまいりました。 

 また、このような商品を販売するプラットフォ

ームとして、旅行商品販売サイト「くまもっと旅

行社。」を整備し、現在133の商品を販売しており

ます。 

 令和６年度の販売数は9,251人、売上高は6,570

万円となり、前年度比でそれぞれ146％、277％と

大幅に増加しております。特に、台湾や香港を中

心とした訪日客の利用が急増しており、全体の約
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半数を占めております。 

 増加の背景には、地域ならではの体験が観光客

の満足度を高めていることが挙げられます。中で

も、草千里などの絶景と御当地グルメを楽しむ路

線バスの旅が好評を得ています。 

 議員御指摘のとおり、御当地グルメや旬の食材

は、ここでしか味わえない貴重な体験の一つであ

り、様々な観光資源を組み合わせることで、旅行

全体の満足度を高める独自の食の体験コンテンツ

の開発につながるものと認識をしております。 

 このため、今年度は、来年夏に開催する熊本デ

スティネーションキャンペーンに向け、各地域と

連携し、食の体験コンテンツの開発を進めており

ます。 

 特に玉名地域は、豊かな農水産物や食文化に恵

まれた食の宝庫であり、その魅力を生かす取組の

一つとして、女子旅や一人旅をターゲットに、ス

イーツを切り口とした着地型旅行商品の開発に取

り組んでおります。 

 さらに、食体験を食べるだけにとどめず、歴史

文化的な価値の高い施設、例えば、熊本城や八千

代座を食事会場として活用することで、高付加価

値な体験型コンテンツへと発展させ、滞在時間の

延長や観光消費額の増加につなげていくことなど

も検討していきたいと考えております。 

 また、このような取組を広く国内外に届けるた

め、観光公式サイトや、フォロワー数８万人を超

え、国内有数の観光公式アカウントへと成長した

インスタグラムによる発信に加え、大都市圏や海

外での旅行博への出展を通じて、国内外のターゲ

ット層に向け、食体験の魅力を効果的に訴求して

まいります。 

 今後も、市町村や観光協会、飲食店、農業団体

など、地域の多様な主体と連携をし、食をはじめ

とした地域資源の魅力を国内外へ戦略的に発信す

ることで、誘客促進と観光消費の拡大につなげて

まいります。 

  〔城戸淳君登壇〕 

○城戸淳君 観光文化部長に答弁をいただきまし

た。 

 「くまもっと旅行社。」での販売数、売上高の

大幅増加、特に台湾、香港からの来日客が全体の

約半数を占めているという具体的な成果は、県の

戦略的な取組の確かな手応えであり、高く評価し

たいと思います。 

 また、来年のデスティネーションキャンペーン

に向けた食体験の開発、そして高付加価値化を目

指す方向性についても強く賛同するものでござい

ます。 

 一方、玉名地域の食資源の魅力は、答弁にあっ

たスイーツにとどまるものではないと考えており

ます。有明海の海産物、菊池川流域の豊かな農産

物、そして温泉といった多様な資源を生かした取

組や、既に定着している金栗四三ゆかりのスポー

ツイベントと食を連携させる取組についても答弁

が欲しかったと思っております。 

 県の推進する女子旅、一人旅のターゲット層に

対しても、スイーツのみならず、地域特有の食材

を活用した健康志向の食体験や金栗翁の歴史に触

れる食事会など、より深く高付加価値なコンテン

ツが開発できるのではないかと考えます。 

 玉名にも観光協会がありますし、飲食店や農業

団体などの関連する団体とともに、食のみやこ推

進局と連携しながら、地域資源の魅力発信と誘客

促進に取り組んでいただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 次に、幼保小の接続の重要性について質問しま

す。 

 近年、全国的に不登校児童生徒が増加の一途を

たどっていますが、特に小学校低学年における不
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登校の増加は、その要因が多様化し、複雑化して

いると指摘されており、家庭や学校、地域社会全

体で向き合うべき重要な課題と言えます。 

 県内各地の学校現場からも、早期対応の難しさ

や集団生活への不適応、母子分離不安など、低年

齢ならではの課題が指摘をされております。 

 小学校低学年の不登校の増加による背景には、

幼保小接続期における学びや生活のギャップが要

因の一つとして指摘されており、小学校と幼児教

育施設との情報共有や連携の強化は重要であると

考えます。 

 小１プロブレムの解消や生涯にわたる学習の基

盤を育む上で、幼保小接続期の教育、保育の連携

強化は不可欠です。国は、幼保小の架け橋プログ

ラムを示し、各自治体で具体的な取組が進められ

ています。 

 熊本県においても、これまで、幼保小の架け橋

プログラム周知や、幼・保等、小、中連携セミナ

ーの実施、円滑な接続に向けたくまもとスタンダ

ードの策定など、様々な取組を実施されているこ

とは承知をしております。県独自の取組が着実に

進んでいると感じております。 

 連携推進には、園長や校長のリーダーシップと

マネジメントが不可欠であるという認識の下、管

理職への啓発や巻き込み重視、各幼児教育施設団

体と小学校長会の代表者などで構成する幼小連携

推進会議を設置し、県全体の連携推進の方針を協

議しています。この会議で管理職の連携の重要性

を共通理解としています。 

 そこで、子供たちの未来を守っていくための幼

保小接続期に係る取組について、教育長に質問い

たします。 

 まず、現場の垣根を越えて連携を推進できる専

門人材を計画的に育成する考えはありますか。 

 くまもとスタンダードの普及に加え、市町村や

各園、学校が主体的かつ継続的に連携できる体制

づくりが重要と考えますが、県がモデル地域を指

定して進めている実践研究事業の成果をどのよう

に県内全域に波及させていくのでしょうか。 

 また、幼稚園と保育園等では設置者や所管が異

なることによる連携の難しさが指摘をされていま

す。より緊密に連携し、市町村レベルでの調整を

支援するための体制について、教育長に県の考え

をお尋ねいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) 幼保小接続期の取組につ

いてお答えします。 

 現在、国では、幼保小の架け橋プログラムに基

づき、義務教育開始前後の５歳児から小学校１年

生までの２年間をかけ橋期と位置づけ、一人一人

の多様性に配慮し、全ての子供に学びや生活の基

盤を育む教育の充実が進められています。 

 その成果として、主体性を発揮する児童の姿の

増加、登校渋りの児童の減少等において顕著な伸

びが見られるといった報告もあり、本県でも、幼

保小の接続は、子供たちの健全育成のためには大

変重要であるという認識の下、取組を進めていま

す。 

 県教育委員会では、健康福祉部等の関係部局と

連携して、令和２年４月に義務教育課内に幼児教

育センターを設置し、県内全ての幼児教育施設と

小学校等に対する様々な支援に取り組んでいま

す。 

 まず、専門人材の育成については、市町村が幼

児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有する

幼児教育アドバイザーを配置できるよう、育成研

修を実施しています。また、幼児教育センター内

に４名のアドバイザーを配置し、園や小学校、市

町村における連携協議会などに派遣することで、

保育参観による助言や円滑な接続に係る講話、演
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習などの支援を行っています。 

 次に、実践研究事業の成果についてお答えしま

す。 

 県モデル地域での実践研究では、幼保小が相互

に教育内容や教育方法の充実を図っていくための

カリキュラムの作成に係る取組を進めています。

その成果については、幼児教育センターのホーム

ページへの掲載や幼児教育シンポジウム、幼保小

の架け橋研修会などにおける実践発表を通して広

く県内に周知を図るとともに、各地域でカリキュ

ラム作成が進むよう支援しています。 

 次に、市町村での連携に係る支援体制について

お答えします。 

 議員御指摘のとおり、幼稚園と保育所等では所

管する部署が異なっており、連携が難しいという

課題があります。 

 本県では、令和４年度から就学前教育担当者連

絡会を設置し、市町村の福祉部局と教育委員会の

担当者による情報交換等ができる体制を整備し、

接続期の教育の質の向上を図るための支援に取り

組んでいるところです。 

 今後も、関係部局や市町村との連携を密にしな

がら、全ての子供の学びや生活の充実のために、

幼保小の接続の取組をさらに推進してまいりま

す。 

  〔城戸淳君登壇〕 

○城戸淳君 教育長より答弁をいただきました。 

 県教育委員会が、幼児教育センターの設置や幼

児教育アドバイザーの育成研修の実施、そして福

祉部局と教育委員会の連携を図る就学前教育担当

者連絡会を設置するなど、幼保小接続の重要性を

認識し、積極的な支援体制の整備に努められたこ

とに対し、敬意を表したいと思います。 

 小学校低学年における不登校の現状を見ると、

これまでの取組をさらに強化する必要があるのか

もしれません。 

 答弁にあった幼児教育アドバイザーの育成と派

遣は重要な取組だと思います。その上で、連携の

現場を具体的にリードする推進者を計画的に養成

し、組織的な接続体制を担保するという点も考慮

いただけたらと思います。 

 また、市町村レベルでの福祉、教育の両部局に

よる情報交換の体制は整ったとしても、より実質

的な連携カリキュラムの調整や、現場の抱える課

題解決に結びつくような、より緊密で実効性のあ

る市町村主導の調整機能を県が強力に後押しして

いくことが不可欠だと考えます。 

 県におかれましては、幼児教育センターの機能

を最大限に活用しつつ、幼保小接続期の取組をさ

らに進めていただきますようお願いし、次の質問

に移りたいと思います。 

 次に、半導体をはじめとした産業人材の育成に

ついて質問をいたします。 

 県では、世界最大の半導体受託製造企業である

ＴＳＭＣの進出という歴史的な契機を迎え、半導

体産業の集積地として国内外で大きな注目を集め

ています。 

 先月には、ＴＳＭＣの第２工場の増設につい

て、熊本県立会いの下、菊陽町との間で立地協定

が締結をされました。一方で、様々な課題や影響

も指摘されており、その解決に向けた取組が国や

自治体とも連携しながら進められている真っただ

中だと承知をしております。 

 私は、幾つかある課題の一つである今後の熊本

県を担う半導体産業をはじめとした産業人材の育

成について質問したいと思います。 

 ＴＳＭＣ進出を契機とした人材育成の取組は、

大学やコンソーシアムを中心に進んでいると認識

しております。さらに、熊本県立大学は、半導体

学部の令和９年４月開設に向けた構想を明らかに
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され、そして、水俣高校では令和７年度より半導

体情報科が新設され、大きな期待が寄せられてい

ます。 

 玉名地域におきましても、玉名工業高校が実業

界に多くの人材を輩出してきましたが、この半導

体産業を支える人材の育成に向けて、工業高校に

おいても積極的に取り組むべきと考えます。 

 特に、製造現場における技術者の育成と既存産

業との共存には、戦略的な取組が必要だと考えて

おります。 

 北海道においては、最先端の半導体製造工場の

建設が決まったことを受け、高校教員を対象とし

た半導体関連の研修会や企業交流会などが開催さ

れており、教育内容への反映と進路指導に役立て

ることを目指していると聞いております。 

 そこで質問ですが、本県が推進する工業関係の

高校における半導体関連教育については、具体的

にどのような取組状況でしょうか。 

 また、生徒の皆さんが、企業での実習を行うな

どの体験を通して、卒業後、県内に多くの中小企

業を含めた働く場所があることや中小企業でのキ

ャリアパスを知った上で、将来を考えることが必

要だと思います。 

 あわせて、半導体に関連した産業だけではな

く、地元の魅力ある中小企業をはじめとした既存

の産業にも興味を持ってもらい、地域産業と連携

した人材育成が必要だと思いますが、教育長に御

見解をお伺いします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) まず、県立高校における

半導体産業を支える人材育成の取組状況について

お答えします。 

 県教育委員会では、令和５年度から、全ての県

立高校の生徒を対象に、県内の半導体関連企業の

見学や出前授業等を実施し、これまで延べ１万人

を超える生徒が参加、学習しています。加えて、

工業高校に対しては、現役の技術者を派遣し、半

導体に関する先端技術や実践的な授業を展開して

います。 

 また、全ての県立高校に対して、本県で独自に

作成した半導体理解促進ガイドブックを配付し、

学習教材として活用するとともに、半導体への関

心が高い生徒を対象として、県内の半導体研修企

業での宿泊型研修なども実施しています。 

 教職員についても、半導体関連産業への理解を

深め、本県の産業構造に即したキャリア教育の充

実を図る指導者研修会を企業と連携して実施する

など、様々な取組を行ってきているところです。 

 これまで参加した生徒からは、半導体の仕組み

が理解できた、将来の職業に興味が増した、これ

から発展する半導体業界で働くイメージを持てた

といった感想が寄せられており、生徒の半導体関

連産業に関する興味、関心が着実に高まっていま

す。 

 次に、既存の産業への人材育成についてお答え

します。 

 議員御指摘のとおり、本県には従来から地域社

会や産業を支えてきた魅力ある企業が数多くあ

り、高校生が将来を考えるに当たって、それらの

企業や産業を知る機会がさらに必要であるという

ふうに考えています。 

 そこで、県教育委員会では、商工労働部と協働

し、令和３年度から、八代工業高校において、企

業の現役の技術者が最新かつ実践的な授業を行う

マイスター・ハイスクール事業に取り組んでいま

す。令和６年度からは、玉名工業高校も、その拠

点校として、玉名市や地元企業、金融機関等と連

携し、高校と地域産業が一体となった産業人材育

成に取り組んでいます。 

 このようなマイスター・ハイスクールの取組を



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第３号（12月５日） 

 

 

- 89 - 

通して、生徒の地元企業等への理解がさらに深ま

るとともに、県内就職率が増加するなど、地元定

着にもつながっています。 

 また、初めて高校に求人を出す地域の企業も現

れるなど、地域全体で産業人材を育成しようとす

る機運が高まってきており、相乗効果が生まれて

います。 

 今後も、県内の産業界と相互に連携しながら、

生徒の主体的なキャリア形成に取り組むととも

に、半導体関連産業をはじめ将来の熊本を支える

産業人材の育成に向けて、しっかりと取り組んで

まいります。 

  〔城戸淳君登壇〕 

○城戸淳君 教育長より答弁いただきました。 

 県教育委員会が、延べ１万人を超える生徒への

啓発活動、そして工業高校への現役技術者の派遣

といった、非常に具体的かつ多岐にわたる施策を

迅速に展開されることに心から敬意を表したいと

思います。 

 特に、半導体産業への特化教育と並行し、本県

の産業構造に即したキャリア教育の充実を図り、

地元の既存産業への理解促進にも注力をされてい

ることは、地域産業との共存の観点からも大変心

強く感じております。 

 さらに、マイスター・ハイスクール事業が、今

年度から玉名工業高校へも拡大され、地元企業や

金融機関と連携した人材育成に取り組まれている

点は、玉名地域の将来にとって極めて大きな一歩

であると評価いたします。この取組によって、初

めて高校に求人を出す企業が現れるなど、相乗効

果が生まれていることは、まさに私たちが目指す

地元定着の具体的な成果と言えます。 

 県には、このマイスター・ハイスクール事業を

玉名地域で確実に成功させ、その成果を県内各地

の工業高校へ広げ、半導体産業だけではなく、地

元の既存の魅力ある中小企業をしっかりと支える

技術者を育てていただくことを強く要望いたしま

す。 

 そして、この玉名工業高校での取組を、将来の

県北地域の半導体サプライチェーンを支える確固

たる拠点とするために、玉名工業高校に半導体学

科を新設し、専門設備と教員体制を整備すること

を教育長に要望いたします。 

 さらに、新設される教育資源を高校生だけにと

どめず、地域全体で活用することを提案いたしま

す。 

 具体的には、夜間や週末にこの施設と専門教員

を活用し、地域住民と社会人を対象としたリカレ

ント教育や技術習得講座を開設することで、玉名

工業高校が、地域の産業を支える人と知のハブ、

すなわち地域住民の学びと交流の場を提供して機

能させるべきではないでしょうか。県教育委員会

には、この学科新設、地域開放拠点化に着手して

いただきたいと思います。 

 今後も、県内の産業界と相互に連携しながら、

生徒の主体的なキャリア形成を支援し、将来の熊

本を支える全ての産業人材の育成に引き続き全力

で取り組んでいただくことを求めて、次の質問に

移りたいと思います。 

 次に、地域公共交通への県の対応について質問

をいたします。 

 私が住んでいる玉名市は、有明海、菊池川、小

岱山などの自然環境に恵まれ、イチゴ、ミカンな

どの豊かな農産物や泉質の良い玉名温泉、玉名ラ

ーメンといった豊富な観光資源があり、県内外の

多くの方々を魅了しております。 

 また、熊本都市圏と福岡都市圏の中間に位置

し、ＪＲ鹿児島本線や九州新幹線の駅を備える県

北の交通拠点とも言えます。九州縦貫自動車道や

有明フェリーも近接し、広域にわたる移動におい
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て優れた利便性を誇ります。 

 一方、玉名市内や近郊の市町村への移動では状

況は異なります。公共交通を取り巻く環境は厳し

く、近年は、交通事業者の経営環境の悪化や人手

不足を要因とするバス路線の休廃止などの動きも

あり、徐々に利便性が低下をしている状況にあり

ます。 

 玉名市を走っていたバス路線の小天線は、令和

６年４月に廃止をされました。また、バス路線廃

止による公共交通の利便性の低下は、通学バスが

ない県立高校の学生、運転免許証を返納した高齢

者、通院、買物をする地域住民の日常生活にも影

響するものと考えられます。 

 路線バスを補完する交通手段として、例えば、

玉名市では、福祉バスや乗合タクシーといったコ

ミュニティー交通があり、地域住民に提供されて

います。しかし、福祉バスは、対象が60歳以上に

限られ、乗合タクシーも、土日祝日の利用には前

日までの予約を要するなど、制度上の制約がある

ため、地域住民の多様な移動ニーズには十分応え

られているとは言い難い状況であります。 

 一方、玉名市では、学校再編に伴う通学支援策

としてスクールバスを運行しており、通学距離が

４キロ以上の児童を対象に外部の事業者に委託し

て運行しています。 

 このように、地域公共交通に関しては、各自治

体も様々な対応に取り組んでいると思います。 

 そこで質問です。 

 持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け

た今後の県の取組について、企画振興部長にお尋

ねいたします。 

  〔企画振興部長富永隼行君登壇〕 

○企画振興部長(富永隼行君) 地域公共交通は、

住民生活や地域社会活動を支える不可欠な基盤で

あり、誰もが利用しやすい環境づくりが重要で

す。 

 しかしながら、交通事業者を取り巻く環境は、

利用者の減少、運転士不足、燃料費の高騰などで

厳しい状況です。その結果、路線バスの休廃止も

進み、公共交通のサービス水準の低下が繰り返さ

れるという悪循環に陥っています。 

 このような状況に対応すべく、県では、熊本県

地域公共交通計画に基づき、持続可能な交通ネッ

トワークの構築や市町村が運営するコミュニティ

ー交通の充実に取り組んでまいりました。 

 例えば、複数市町村を運行する地域間幹線を維

持するため、バス事業者に対し、運行で生じる欠

損額の一部を補塡する補助を国と協調して行って

います。 

 また、地域内での移動手段を確保する観点か

ら、コミュニティーバスや乗合タクシーの導入な

どに取り組む市町村に対し重点的に支援をしてい

ます。玉名市にも地域ごとに運行している乗合タ

クシーに対する支援を行っているところです。 

 しかし、路線バスやコミュニティー交通の年間

利用者数や公共交通に対する県民満足度などにつ

いては、計画に掲げられております目標値には届

いておらず、より一層県民の移動ニーズを適切に

把握し、利便性の向上を図る必要があります。 

 そこで、このような課題に対応するため、現

在、令和８年度以降の新たな計画策定を進めてい

ます。これまで２回開催した地域公共交通協議会

で、市町村や交通事業者、有識者の皆様と精力的

に議論を重ね、深刻化、多様化する課題に対する

取組の方向性を整理し、次期計画の骨子を取りま

とめたところです。 

 地域公共交通の維持、確保に当たっては、地域

自らが最適な在り方を検討し、幅広い関係主体が

連携して取り組むことが重要です。 

 そこで、県としては、次年度以降、各地域にお
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いて市町村、交通事業者、住民等が協議し、各交

通モードについて目指すサービス水準を設定する

過程を伴走支援する必要があると考えています。 

 さらに、設定したサービス水準を実現するた

め、人材や車両など限られた資源を事業者や業界

の垣根を越えて最大限効率的に活用するととも

に、それでも不足する場合には、積極的な投資に

より供給力の強化と利便性の向上も目指してまい

ります。 

 県としては、強い使命感を持って次期熊本県地

域公共交通計画を策定、実行し、公共交通ネット

ワークの充実強化に取り組んでまいります。 

  〔城戸淳君登壇〕 

○城戸淳君 企画振興部長に答弁いただきまし

た。 

 地域交通は住民生活の基盤であり、次期計画で

持続可能なネットワークの充実強化を図るという

強い意志を感じました。 

 県が策定する新たな計画が、住民の生活の足を

守り、利便性を向上させるものとなるためには、

次の視点が不可欠だと思います。 

 １つ目は、福祉バスなどのコミュニティー交通

の制度上の制約を緩和することであります。 

 ２つ目は、スクールバスのような既存の公的な

移動資源を、通学時間外に地域住民も利用できる

公私連携の仕組みへと発展させるための何らかの

誘導策を検討することだと思います。 

 県には、次期計画の策定と実行に当たり、玉名

地域の事例も踏まえながら、現場のニーズに即し

た実効性のある施策を展開していただき、公共交

通ネットワークの充実強化に全力で取り組んでい

ただくことを強く要望いたしまして、この質問を

終わります。 

 次に、２つの要望をさせていただきます。時間

が５分なので、かなり短縮してさせていただきた

いと思います。 

 １つ目は、金栗四三の遺産を生かした玉名地域

のスポーツの振興についてであります。 

 金栗四三翁は、日本人初のオリンピアンとして

世界の舞台に挑み、体力、気力、努力の精神を体

現された、その不屈の挑戦の歴史は、私たち県民

の誇りであり、未来に継承すべき貴重な財産であ

ります。 

 金栗翁の遺産を生かした取組について、以下の

２点が重要であると考えます。 

 １つは、金栗スピリットを核とした教育、人づ

くりであります。 

第２に、金栗翁ゆかりの地を生かしたスポーツ

ツーリズムの展開についてです。 

 金栗四三翁は、女子体育の振興にも尽力される

など、単なる競技スポーツにとどまらず、誰もが

生涯を通じてスポーツに親しむことの重要性を説

かれました。これは、現代の県の健康寿命延伸政

策にも通じるものです。 

 しかし、金栗翁のふるさとである玉名地域に

は、公的な400メートル級のトラックを持つ本格

的な陸上競技場が存在しないという課題がありま

す。これは、スポーツ活動の裾野を広げ、次世代

の金栗選手を育むための基盤インフラの欠如を意

味するものと考えます。 

 この課題を克服し、玉名地域を金栗スピリット

が息づく生涯スポーツ拠点とするために、私は、

玉名陸上競技場の整備を要望したいと思います。 

 これは、大学や実業団の合宿誘致に向けた環境

整備も推進できますし、教育、ツーリズム、健康

といった３つの要素を融合させることで、地域住

民の健康増進や地域経済の活性化の相乗効果を生

み出していただくことを強く求めます。 

 知事はじめ執行部におかれましては、金栗四三

翁という唯一無二の遺産を生かし、本格的な陸上
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競技場という形で具現化し、県北・玉名地域の振

興と熊本県全体のスポーツ文化の発展につながり

ますよう、特段の御配慮と御尽力を賜りますこと

をお願いいたします。 

 これに関しては、玉名市など自治体が中心とな

って、やはりいろんな民間を交えて、これを計画

していくのが重要でありますので、その後押しを

県のほうでよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、県北地域に必要なインフラ整備につい

て要望します。 

 私が住む玉名市や荒玉地域は、九州新幹線やＪ

Ｒ鹿児島本線、そして九州縦貫自動車道など、広

域交通の利便性に恵まれています。しかし、今、

この地域の住民が県内最大の成長エンジンである

菊陽地域の半導体関連産業エリアへアクセスする

際の利便性には課題があります。 

 現在、荒玉地域から菊陽方面に向かう主要ルー

トは、国道208号の玉名バイパスから玉東町方面

へ向かう経路が主になります。この経路は、特に

朝夕の通勤時間帯において、玉名バイパスの寺田

交差点付近から玉東町にかけて、慢性的な激しい

渋滞が発生しており、定時性確保が非常に困難な

状況です。 

 この渋滞は、単なる時間の浪費にとどまりませ

ん。菊陽地域へ通勤する住民やサプライヤー企業

の関係者の移動に遅延を生じさせ、県北と県央を

結ぶ経済活動の大きなボトルネックとなっていま

す。日常的な…… 

○議長(髙野洋介君) 残り時間が少なくなりまし

たので、発言を簡潔に願います。 

○城戸淳君(続) はい。そういう意味では、この

アクセスルートを、県道として、ぜひ計画を具体

的に進めていくことをお願い申し上げます。 

 時間を私も気にしながら、要望がかなりばらば

らになってしまいましたが、この玉名地域のた

め、そして熊本県のためにも、私も、働いて働い

て働いて働いてまいりたいと思います。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長(髙野洋介君) 以上で本日の一般質問は終

了いたしました。 

 明６日及び７日は、県の休日のため、休会であ

りますので、次の会議は、来る８日午前10時から

開きます。 

 日程は、議席に配付の議事日程第４号のとおり

といたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

  午後２時14分散会 
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  令和７年   熊本県議会11月定例会会議録     第４号 

 

令和７年12月８日(月曜日) 

   ――――――――――――――――― 

   議事日程 第４号 

  令和７年12月８日(月曜日)午前10時開会 

 第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について) 

   ――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について) 

     ――――――○―――――― 

出席議員氏名(46人) 

            星 野 愛 斗 君 

            髙 井 千 歳 さん 

            住 永 栄一郎 君 

            亀 田 英 雄 君 

            幸 村 香代子 君 

            杉 嶌 ミ カ さん 

            立 山 大二朗 君 

            斎 藤 陽 子 さん 

            本 田 雄 三 君 

            岩 田 智 子 君 

            堤   泰 之 君 

            南 部 隼 平 君 

            前 田 敬 介 君 

            坂 梨 剛 昭 君 

            荒 川 知 章 君 

            城 戸   淳 君 

            西 村 尚 武 君 

            池 永 幸 生 君 

            竹 﨑 和 虎 君 

            吉 田 孝 平 君 

            中 村 亮 彦 君 

            増 永 慎一郎 君 

            前 田 憲 秀 君 

            髙 島 和 男 君 

            松 村 秀 逸 君 

            岩 本 浩 治 君 

            西 山 宗 孝 君 

            河 津 修 司 君 

            楠 本 千 秋 君 

            橋 口 海 平 君 

            緒 方 勇 二 君 

            髙 木 健 次 君 

            髙 野 洋 介 君 

            内 野 幸 喜 君 

            岩 中 伸 司 君 

            城 下 広 作 君 

            西   聖 一 君 

            山 口   裕 君 

            坂 田 孝 志 君 

            溝 口 幸 治 君 

            池 田 和 貴 君 

            吉 永 和 世 君 

            松 田 三 郎 君 

            藤 川 隆 夫 君 

            岩 下 栄 一 君 

            前 川   收 君 

欠席議員氏名(１人) 

            渕 上 陽 一 君 

   ――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

      知    事 木 村   敬 君 

      副 知 事 竹 内 信 義 君 
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      副 知 事 亀 崎 直 隆 君 

      知事公室長 深 川 元 樹 君 

      総 務 部 長 千 田 真 寿 君 

      企画振興部長 富 永 隼 行 君 

      理    事 阪 本 清 貴 君 

      理    事 府 高   隆 君 

      健康福祉部長 下 山   薫 さん 

      環境生活部長 清 田 克 弘 君 

      商工労働部長 上 田 哲 也 君 

      観光文化部長 脇   俊 也 君 

      農林水産部長 中 島   豪 君 

理    事 間 宮 将 大 君 

      土 木 部 長 菰 田 武 志 君 

      会計管理者 野 中 眞 治 君 

      企 業 局 長 久 原 美樹子 さん 

      病 院 事 業 
      管 理 者 鍬 本 亮 太 君 
      職務代理者 

      教 育 長 越 猪 浩 樹 君 

      警察本部長 佐 藤 昭 一 君 

      人事委員会 
            城 内 智 昭 君       事 務 局 長 

      監 査 委 員 小 原 雅 之 君 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

      事 務 局 長 波 村 多 門 

      事務局次長             鈴   和 幸       兼総務課長 

      議 事 課 長 下 﨑 浩 一 

      議事課長補佐 岡 部 康 夫 

     ――――――○―――――― 

  午前10時開議 

○議長(髙野洋介君) これより本日の会議を開き

ます。 

          ――――――○―――――― 

 日程第１ 一般質問 

○議長(髙野洋介君) 日程に従いまして、日程第

１、５日に引き続き一般質問を行います。 

 斎藤陽子さん。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕(拍手) 

○斎藤陽子さん 皆さん、おはようございます。

菊池郡選出・自民党１期生の斎藤陽子でございま

す。今回は、県議会議員として３回目の質問の機

会をいただきました。ありがとうございます。 

 今回は、議員になってから開会されるごとに行

ってまいりました地元地域での県政報告会にてい

ただいた一つ一つの声を調査研究し、質問の内容

に盛り込んでおります。城戸議員、中村議員同

様、地元への愛が強く出てしまうことがあるかも

しれませんけれども、御了承いただき、早速質問

に入りたいと思います。 

 まず初めに、新大空港構想の実現に向けた取組

について御質問いたします。 

 最初は、将来の展望についてお伺いいたしま

す。 

 今回、新大空港構想を語るに当たり、私は過去

の経緯をしっかりと調べてみました。 

 昭和46年に熊本空港が高遊原に開港しました

が、ひもといてみると、昭和40年、当時の寺本知

事が現在の日赤付近にあった熊本空港を拡張する

提案をされたのが始まりでした。 

 昭和46年４月１日に高遊原に新熊本空港――当

時そう呼ばれておりましたけれども、新熊本空港

が開港するまでの間の県議会議事録によると、当

時、空港がただの交通の手段として捉えられてい

るわけではなく、熊本の産業発展にとって空港が

重要であることが議論をされていました。 

 また、当時の空港移転先として選ばれた高遊原

地域においては、広大な田畑が広がる農地であ

り、農民との話合いも丁寧に行われ、空港周辺の

農業政策にも力を入れる計画を立て、今の熊本空

港の開港が実現いたしました。 

 新空港の議論の中には、産業集積や周辺の交
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通、農業、まちづくりについて議論されてきた経

緯があり、構想から開港までの６年間の議論は、

議事録を見るだけでもこの激しさは伝わってきま

すし、先人たちの御努力のおかげで実現した空港

であることが分かりました。 

 日赤付近に空港があった当時の空港利用者は、

年間50万人であり、新しい空港では年間100万人

を目指すという当時の寺本知事の発言に、そんな

夢のような話は現実味がないとの反対意見も上が

っておりましたが、開港した新熊本空港は、10年

もたたないうちに年間利用者100万人を突破し、

現在においては、熊本地震やコロナを経験したに

もかかわらず、年間370万人に利用される空港と

なり、また、ここからさらに620万人の利用者を

目標に掲げられるような空港となりました。 

 これも、熊本の空の玄関口である熊本空港の歴

史を守りながら、前蒲島知事が掲げられた大空港

構想Next Stageを着実に進められてこられた成果

であると思います。 

 これらの経緯も踏まえて、私は今回の質問に挑

んでおります。 

 先日、空港周辺４か町村の議員研修会が開か

れ、熊本国際空港の山川社長より今後の熊本空港

の展望、企画振興部富永部長より新大空港構想に

ついての御講演をいただきました。夢と希望にあ

ふれる御講演に、各町村の議員さんからは様々な

意見が出ておりました。各地域においては、熊本

空港の歴史とともに、空港を中心としてよりよい

町をつくっていこうと、各地域で考えられている

ことを実感しました。 

 県議会においても、前回の６月議会において

は、内野議員の代表質問において、木村知事が空

港アクセス鉄道の今後のルートや費用対効果につ

いて回答されました。特別委員会でも、この議論

が進められているところであります。 

 私の地元であります大津町においては、空港ア

クセス鉄道の接続駅としてルートがある程度絞ら

れたこともあり、アセス手続などの説明会が開催

され、県職員の方々が丁寧に住民と向き合い、意

見交換を行っていただいています。また、大津駅

の機能を最大限に発揮しようと、町では駅周辺の

まちづくりビジョンが発表されたところです。 

 大津町としては、大きな期待の声がある一方

で、広大な農地を失うことや地域が分断してしま

うのではないかなどの不安の声といった両局面の

声が上がっている現状があります。 

 そこで、木村知事に御質問いたします。 

 空港周辺の地域においては、空港が高遊原地域

に開港した新空港の計画の延長線上に大空港構想

Next Stage、そして新大空港構想があると考えら

れますが、どのように捉えられているのか、ま

た、今後の展望について、知事のお考えをお尋ね

いたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 斎藤議員から新大空港構想の

将来展望について御質問がありましたので、お答

え申し上げます。 

 県では、昭和46年の移転以降、現在地での空港

を中心とした産業振興やインフラ整備の取組を進

めてまいりました。その結果、テクノリサーチパ

ークやセミコンテクノパークなどの工業団地を中

心とした産業集積や熊本都市圏のベッドタウンと

しての都市化が進んできました。 

 令和５年10月に策定いたしましたこの新大空港

構想では、空港周辺地域の将来像を地方創生の先

進地域と定めまして、空港機能の強化、産業集

積・産業力強化、交通ネットワークの構築、そし

て快適な生活ができるまちづくり、この４つの柱

で実現の方向性を整理したところでございます。 

 私が昨年知事に就任して以降、その具体的な施
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策をくまもと新時代共創総合戦略ですとか、くま

もとサイエンスパーク推進ビジョンなどに反映さ

せ、空港の機能強化や周辺地域における産業集

積、さらには空港アクセス鉄道の整備、これらの

取組を加速させてきたところでございます。 

 現在、空港周辺地域は、ＴＳＭＣの進出を契機

に半導体産業の集積が急速に進み、本県経済の牽

引役にとどまらず、日本の経済安全保障の一翼を

担う地域となっております。一方で、古くから農

業が盛んで、緑豊かな田園風景が広がるなど、自

然環境に恵まれた地域でもあります。 

 このような流れを踏まえた新大空港構想の目指

す方向性としては、まず、経済安全保障に資する

産業振興と熊本の宝である自然環境との調和を取

りながら、産学官連携によるイノベーションの創

出、県内産業全体への経済効果の波及、これらを

図ってまいります。 

 さらには、利用者数のさらなる増加が見込まれ

る空港を中心とした交流人口の拡大を通じて本県

の魅力を国内外に発信し、より一層地域の活性化

につなげてまいります。 

 一方、議員御指摘のとおり、周辺市町村の一部

には、地域の大きな変化に対する不安の声がある

こともしっかりと認識しております。そのため、

引き続き、地域住民や市町村の皆様と丁寧に意見

交換を行いながら、誰もが快適に生活できる地域

づくりを進めてまいります。 

 熊本が世界から注目を集めているこの機会を最

大限に生かして、大空港構想の推進を通じて世界

に開かれた活力あふれる熊本を実現し、お子さん

やお孫さんが喜んで熊本で暮らしていける本県経

済の持続的発展に全力で取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕 

○斎藤陽子さん 木村知事より御回答をいただき

ました。 

 長い期間熊本で生活されている木村知事が、熊

本を愛し、熊本の歴史的な転換期に熊本のために

力を尽くしてくださっていることに、改めて感謝

と敬意を表したいと思います。 

 知事は、立候補を決意されてから各地域をくま

なく回り、これまでの副知事としての経験を生か

し、熊本の地方創生には各地域を輝かせていくこ

とが重要であることや地域だけでは解決できない

課題は県がやると力強く言ってくださいました。

また、知事に就任されてからは、お出かけ知事室

などを開催され、地域の様々な声にも耳を傾け、

御対応をいただきました。 

 御理解いただいているものと思いますが、それ

ぞれの地域には、先祖代々そこに住み暮らしてき

た地域への深い思いがあります。過去の経験から

も分かるように、大空港構想の実現には、地域一

丸となって取り組んでいくことが重要です。 

 私が地元で報告会を続ける理由は、木村知事同

様に、住民の皆様の声に耳を傾け、少しでもよい

町をみんなでつくっていけるように、一人一人が

努力していくことが大切だと思っているからで

す。今回も、知事の御回答をしっかり地域に届け

てまいりたいと思います。 

 また、様々な課題に対しても、決して市町村任

せにせず、お金がないなら知恵で解決していける

よう、木村知事の最強のリーダーシップを御期待

申し上げて、次の質問に移ります。 

 それでは、大空港構想の実現に向けた取組につ

いて。 

 産業集積・産業力強化及び快適な生活ができる

まちづくりについて質問をいたします。 

 新大空港構想では、空港機能の強化、産業集

積・産業力強化、交通ネットワークの構築、快適

な生活ができるまちづくりという４つの柱を掲
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げ、阿蘇くまもと空港とその周辺地域を核とした

地方創生の先進地域の実現を目指すとされていま

す。 

 私は、２年前、この４本柱のうち交通ネットワ

ークの構築について質問を行い、富永企画振興部

長から、阿蘇くまもと空港の立地利点を生かし、

自動車と公共交通のベストミックスによって九州

のセントラル空港としての拠点性を強化するとの

方向性が示されました。これは、熊本県が広域交

通拠点としての機能強化を図り、地理的特性を最

大限に生かして九州全体の一体性を高めていこう

という方向性をお示しいただいたものと思いま

す。 

 そのような将来の空港のあるべき姿を目指すに

当たって、空港の拠点性を高める交通ネットワー

クの充実を着実に進め、多様な交通手段や人の流

れを誘導しながら、地域の歴史文化や生活に対し

てしっかり向き合い、ＴＳＭＣの進出に代表され

るような大規模な産業開発と併せて、既存の住環

境と調和が図られるまちづくりを進めることが一

層重要だと思います。 

 新大空港構想においては、熊本を訪れる方が快

適に生活できるよう、質の高い生活環境を整備

し、地域の活性化と空港需要の拡大に向けて、空

港周辺ににぎわいを創出するとともに、観光産業

の振興、発展に取り組むと明記されており、空港

を中心とした新たな暮らしと経済の拠点形成が期

待されています。 

 構想策定から２年が経過し、周辺地域では急速

な産業開発が進み、交通渋滞の増加など、生活環

境面でも大きな変化が生じています。 

 私の地元大津町では、都市計画の用途地域を変

更して、杉水地区と室工業団地を合わせた約112

ヘクタールが工業・準工業地域に指定される方針

が示されました。また、西原村や菊池市において

も新たな工業団地の造成が進められるなど、空港

周辺エリアは県内でも有数の産業集積地へと変貌

しつつあります。 

 こうした急激な産業集積の進展に対して、私

は、地域の将来像を見据えた総合的なエリアマネ

ジメントや生活インフラ整備の方向性を再確認す

る必要があると思っています。 

 そこで、私は、産業集積・産業力強化と快適な

生活ができるまちづくりについて、２点お伺いい

たします。 

 まず、１点目として、産業集積・産業力強化に

ついて質問いたします。 

 現在、県では、くまもとサイエンスパークビジ

ョンを掲げ、分散型サイエンスパークを県と周辺

市町村の連携で進めていくことが示されていま

す。 

 私は、新大空港構想とサイエンスパーク推進ビ

ジョンをしっかり連携させていくことで、お互い

の政策の効果を最大限に発揮していけるのではな

いかと大きな期待を持っています。 

 そこで、今後、具体化するサイエンスパークと

新大空港構想をどのように連携させ、産業集積や

産業力強化を進めていかれるのか、また、これら

の取組については、どのエリアを対象として、ど

のように進めていかれるのか、商工労働部長にお

伺いいたします。 

 ２点目は、快適な生活ができるまちづくりにつ

いてお伺いいたします。 

 産業集積が加速する一方で、住環境や交通、商

業機能、公共サービスなど、日常生活にも寄り添

う基盤の強化が喫緊の課題であると思います。 

 こうした状況の中で、地域住民、企業、市町村

が連携し、エリア全体の価値向上を図っていくこ

とがとても重要だと私は思います。 

 新大空港構想を具体化するに当たって、県の立
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場としてどのように進めようとされているのか、

併せて空港周辺のインフラ整備の方向性につい

て、企画振興部長の見解を伺います。 

  〔商工労働部長上田哲也君登壇〕 

○商工労働部長(上田哲也君) 産業集積・産業力

強化についてお答えいたします。 

 くまもとサイエンスパーク推進ビジョンは、新

大空港構想に掲げる柱の一つある産業集積・産業

力強化をセミコンテクノパーク周辺エリアで具現

化することを目的として、有識者や周辺自治体等

で構成します検討会議を経て、本年３月に策定い

たしました。 

 このため、くまもとサイエンスパーク推進ビジ

ョンは、新大空港構想に掲げる産業集積・産業力

強化を実現するための具体的な施策と位置づけて

います。 

 また、このくまもとサイエンスパークは、大津

町をはじめとする周辺自治体で整備される複数の

拠点が必要な機能を分担する分散型のサイエンス

パークを目指しています。 

 そのため、県としても、新大空港構想で描く空

港周辺地域の将来像を踏まえながら、周辺自治体

との連携によりくまもとサイエンスパークの実現

につなげていくことが重要であると考えていま

す。 

 また、議員御質問の対象とするエリアについて

は、空港北側エリアを中心に、さらなる企業集

積、産学官連携による新産業創出を図り、空港南

側エリアを拠点として推進するＵＸプロジェクト

とも連携することで、空港周辺エリア全域の活性

化を見据えています。 

 県としては、くまもとサイエンスパークの実現

により、半導体の製造のみならず、半導体で未来

をデザインし、ＡＩや自動運転などの社会実装が

期待される新たな産業の創出を目指しています。

そして、空港周辺地域が、そのような産業集積、

産業力強化の戦略的基盤として、本県経済を牽引

する地域となることを大いに期待しています。 

 引き続き、周辺自治体の皆様の御意見を丁寧に

お聴きしながら、空港の拠点性と本県の半導体産

業の集積という強みを生かし、空港周辺地域の産

業集積、産業力強化に取り組んでまいります。 

  〔企画振興部長富永隼行君登壇〕 

○企画振興部長(富永隼行君) 快適な生活ができ

るまちづくりについてお答えします。 

 新大空港構想では、ＴＳＭＣ進出を契機に、さ

らなる企業の集積、研究拠点化が進み、多くの技

術者、研究者とその家族が熊本に集う中で、空港

周辺地域にお住まいの方をはじめ、誰もが快適に

生活ができるまちづくりを目指しています。 

 このためには、産業集積に加えて、農業、商

業、住まい、自然環境のバランスが取れた魅力的

な生活環境の整備が欠かせません。 

 生活環境の整備に当たっては、議員御指摘のと

おり、地域住民、企業、市町村が連携し、その地

域の特徴に応じたまちづくりを進めることが重要

と考えています。 

 空港周辺の市町村では、産業集積等への期待か

ら、都市計画の状況や将来ビジョンを踏まえ、地

域活性化やまちづくりに関する新たな検討が進め

られています。 

 県としても、広域的な観点から、各市町村と連

携し、新大空港構想に沿ったさらなる地域活性化

につながる取組をしっかりと支援してまいりま

す。 

 次に、空港周辺地域のインフラ整備の方向性に

ついてお答えします。 

 空港周辺地域では、特にセミコンテクノパーク

周辺において、産業集積や急速な住宅開発などに

より、朝夕の通勤時間帯中心に幹線道路や市街地
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の道路で渋滞が発生しています。 

 このため、県では、国や地元市町村と連携し

て、新たな交通需要に対応する道路ネットワーク

の整備を全力で進めています。さらに、空港アク

セス鉄道の整備やＪＲ豊肥本線の輸送力強化にも

取り組んでおります。 

 また、各市町村の将来ビジョンを踏まえつつ、

交流人口の増加を見据えた宿泊施設や集客施設の

誘致など、地域全体の価値向上に向けたインフラ

整備に関連するソフト面での取組も支援してまい

ります。 

 こうしたインフラ整備等の取組は、産業集積に

向けた環境整備を後押しするとともに、住民の利

便性を向上させ、よりよい生活環境を実現するこ

とにつながります。 

 今後も、県経済を牽引する産業振興と快適な生

活環境の整備の両立を図り、新大空港構想の目指

す地方創生の先進地域の実現に向けて、地域住

民、企業、市町村の皆様とともにしっかりと取り

組んでまいります。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕 

○斎藤陽子さん 商工労働部長より、分散型のサ

イエンスパークを目指し、空港周辺のエリア全域

が熊本経済を牽引する地域となるよう取り組む、

また、企画振興部長より、各市町村の将来ビジョ

ンを踏まえつつ、産業振興と快適な生活環境の両

立を図り、地方創生の先進地域の実現を目指すと

の熱い御答弁をいただきました。 

 先日、私は、都市計画の専門家の方々が主催さ

れた学習会に出席をいたしました。そこで、現在

の産業立地状況について、これまでテクノポリス

構想として進めてきた分散型の都市構造が渋滞を

引き起こしたのではないかとの課題を指摘する御

意見もございました。 

 渋滞だけではなく、地下水をはじめとした環境

やインフラ整備、地域コミュニティー、教育など

様々な課題に、後追い的に環境整備を進めている

ように思えてなりません。そのような声を地域の

皆様からもたくさんいただいております。 

 新大空港構想のビジョンを具体化するに当たっ

ては、将来的に発生する多くの課題を極力小さく

していただくとともに、市町村の負担をなるべく

軽減できるよう、サイエンスパークビジョンと合

わせ、県がしっかりとリーダーシップを発揮し

て、効率的な企業誘致に努めていただきたいとい

うふうに願っております。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 次は、地域計画を基軸とした持続可能な農業基

盤の構築について御質問をいたします。 

 改正農業経営基盤強化促進法により、市町村

は、令和７年３月末までに今後10年間の農業や農

地利用のビジョンを示す地域計画を策定すること

が義務づけられ、本県においても、令和７年４月

時点で、45市町村において420の計画が策定され

ました。 

 この地域計画は、単に農地の整備や農業経営の

効率化を図るだけではなく、地域の特性を踏まえ

た農業振興、担い手育成、そして地域社会全体と

連携した持続可能な農業基盤を確立するための重

要な計画であります。 

 この地域計画は、地域の農業がどのような未来

を目指すのか、その未来の方向性を示し、地域で

共有するべき将来像を具体化するものと位置づけ

られています。 

 しかし、令和５年の法改正から２年間で策定さ

れた計画であり、この２年間の中でも社会経済環

境は大きく変動しました。 

 菊池地域においても、ＴＳＭＣの進出や関連イ

ンフラ整備の加速により土地利用は急速に変化

し、農業を取り巻く環境は大きく揺れ動いていま
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す。工業、都市開発との調整、担い手不足、農業

者の高齢化、経営規模の課題など、従来からの課

題に加え、新たな課題も顕在化しています。 

 こうした変化の激しい状況において、地域計画

は、従来の農地整備や営農支援だけではなく、地

域の状況を幅広く捉え、将来を示す必要がある一

方で、地域計画に課題を盛り込むだけでは不十分

であり、地域の実情に即した改善策を随時地域で

協議し、柔軟に対応していくことが重要であると

考えます。 

 そこで、まず１点目、菊池地域の農業の現状や

将来像を踏まえた地域計画の策定について、熊本

県としてどのように考えているのか、お伺いいた

します。 

 次に、今後の具体的な政策を実行していく上

で、地域の農業団体に加えて、任意の生産者グル

ープや個人の若手農家、新規就農者との連携を幅

広く図り、地域計画の中で課題や計画の進捗など

を共有しながら農業を推進していくべきだと考え

ますが、県においては、今後どのように進められ

ていかれるのか。 

 また、３点目は、地域の変化に合わせて地域計

画を柔軟に見直していく必要があると思うのです

が、どのように考えておられるのか、農林水産部

長にお伺いいたします。 

  〔農林水産部長中島豪君登壇〕 

○農林水産部長(中島豪君) １点目の菊池地域の

農業及び地域計画における認識についてお答えし

ます。 

 菊池地域は、畜産をはじめ露地野菜や米など多

様な経営が展開され、県内有数の農業生産地域で

す。 

 議員御指摘のとおり、担い手の減少や半導体関

連企業等の進出に伴う農地の減少が顕在化する一

方で、ニンジン等露地野菜生産者やコントラクタ

ー組織を中心とした農地集積も進んでいます。 

 意欲ある担い手が将来にわたって営農を継続で

きるよう、関係者の総意に基づく地域計画の策定

が重要であると認識しております。 

 ２点目の幅広い農業者との連携の在り方につい

てお答えします。 

 将来の設計図である地域計画は、できるだけ幅

広い農業者の意向を反映させる必要があります。 

 そこで、策定主体の市町村だけでなく、関係機

関で構成する農地集積推進チームの役割をより明

確にし、組織の代表者や大規模農家に加えて、新

規就農者や他地域からの耕作者など、様々な農業

者との連携が円滑に進むよう支援してまいりま

す。 

 ３点目の地域計画の見直しについてお答えしま

す。 

 計画の見直しに当たっては、今年度からモデル

地区を設定し、意欲的な市町村の取組を支援して

おります。 

 例えば、開発との利用調整が課題である菊陽町

原水東地区では、今年度改めて農地利用の意向を

調査し、その結果を基に、耕作者が決まっていな

い農地を誰が担うかといった点について、丁寧な

合意形成が進められています。 

 また、中山間地域の南阿蘇村下田地区では、水

利施設がない農地を維持するための作物の導入検

討や地域を担っていく新規就農者が活躍できる計

画づくりが進められています。 

 この計画づくりには、関係者に地域の状況をよ

り深く理解してもらうため、地図上に耕作者や所

有者の貸借意向などを表示できるくまもと水土里

ＧＩＳが活用されています。実効性のある地域計

画への見直しは、各地域で始まっています。 

 県では、モデル地区の事例等を参考に、農業者

を中心とした地域住民自らが農業の維持発展につ
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ながる将来像を描けるよう、引き続き支援すると

ともに、持続可能な農業の実現に向けて、関係機

関と連携して取り組んでまいります。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕 

○斎藤陽子さん 農林水産部長より大変心強い御

答弁をいただきました。 

 地域計画の見直しに当たっては、モデル地区で

の取組を進めつつ、市町村と連携しながら進めて

いく方針もお示しをいただきました。 

 菊池地域は、農業のみならず、本県経済全体に

対しても大きな役割を果たしています。加えて、

長い歴史の中で育まれてきた豊かな自然や美しい

景観、文化的な生活など、各地域で大切に守り、

受け継がれてきた財産があります。こうした菊池

地域の最も重要な基幹産業とも言える農業の将来

像については、現場で働く従事者の幅広い声をし

っかりと反映しながら、未来へとつなげていただ

きたいと思います。中島部長、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 次の質問は、改正スポーツ基本法を踏まえた熊

本のスポーツの在り方について御質問をいたしま

す。 

 まず、スポーツの価値と振興、それからスポー

ツコンプレックスの推進について、２点合わせて

御質問をいたします。 

 今年６月にスポーツ基本法が大規模に改正さ

れ、社会の変化に対応すべく、教育、健康、福

祉、地域づくりなど、スポーツの多面的な価値が

改めて位置づけられました。スポーツが地域を支

える重要な政策資源として捉えられており、日本

のスポーツが大きな転換期を迎えました。 

 熊本県においても、少子高齢化や生活習慣病対

策、中学校の部活動の地域展開、トップスポーツ

による地域活性化など、今後ますますスポーツの

価値をどのようにして政策に反映していくかを極

めていくことが重要であると私は思っておりま

す。 

 昨年12月、県の教育委員会では、第３期熊本県

スポーツ推進計画を策定されました。この計画

は、スポーツ基本法に基づき、国の第３期スポー

ツ基本計画との整合性を図りながら、県民がライ

フステージや興味、関心に応じて生涯にわたって

スポーツを楽しめる環境づくり、スポーツを通じ

た地域活性化や競技力向上を目指すものとされて

います。 

 その後、国においては、今年６月にスポーツ基

本法が改正されましたが、県の現行計画には、改

正スポーツ基本法で示された新たな方向性が十分

に反映されていない部分があるのではないかと私

は考えています。 

 今後、策定済みの計画にとどまることなく、改

正法の趣旨を踏まえながら、スポーツ振興に柔軟

かつ戦略的に取り組んでいくことが求められると

思います。 

 例えば、改正後のスポーツ基本法では、スポー

ツ施設を核としたまちづくりの推進、いわゆるス

ポーツコンプレックスの考え方が新たに明記をさ

れています。 

 これは、スポーツ施設を競技を行う施設として

だけ捉えるのではなく、スポーツと異分野の複合

化、官民連携、地域政策との一体化として捉える

ことで、にぎわいの創出や地域活性化、教育な

ど、まさしくまちづくりに資する取組を目指すも

のです。 

 前回の９月議会において、知事の御回答にて４

つの県有スポーツ施設のハード整備の方向性を示

されましたが、ソフト面においても、指定管理者

や利用者との連携の下、スポーツコンプレックス

としての価値を最大限に引き出す取組を進めてい
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くことが重要であると思っています。 

 今年、私は、横浜アリーナや川崎市のフロンタ

ウン生田、広島エディオンパークなど、スポーツ

とまちづくりを一体化した先進地を視察してまい

りました。これらの施設に共通していたことは、

スポーツを教育、福祉、健康、地域づくりなどと

結びつけた活用がなされており、施設中心として

幅広い政策が実現していたことです。 

 また、これらの視察を通じて感じたことは、ソ

フト面の工夫で施設をしっかりと稼働させ、県民

の皆様に活用していただけるように努力すること

が必要だということです。 

 そこで、教育長にお尋ねいたします。 

 改正スポーツ基本法の趣旨を踏まえ、今後、県

教育委員会として、スポーツの価値をどのように

位置づけ、県のスポーツ振興をどのように展開し

ていかれるのか。また、スポーツコンプレックス

推進の観点から、県有スポーツ施設の管理運営に

おける現状と今後どのような方向性で取組を進め

ていかれるのか、以上２点をお尋ねいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) まず、スポーツの価値と

振興についてお答えします。 

 本年６月に改正されたスポーツ基本法では、人

種や性別、年齢、障害の有無にかかわらず、スポ

ーツに親しめる機会の確保、地域振興の推進、健

康長寿社会、共生社会の実現等が基本理念とされ

ています。 

 また、急激な少子化、人口減少など、社会が刻

々と変化する中、スポーツは社会そのものの持続

可能性を担保する極めて重要な価値を持ってお

り、その役割の大きさも示されています。 

 そこで、県教育委員会では、毎年開催している

県スポーツ推進審議会において、改正スポーツ基

本法の趣旨等を踏まえた上で、第３期熊本県スポ

ーツ推進計画の点検、評価を行うとともに、スポ

ーツの多様な価値を今後のスポーツ振興の施策に

随時反映させてまいります。 

 次に、スポーツコンプレックスの推進について

お答えします。 

 現在、県有スポーツ施設については、指定管理

者と連携しながら、スポーツイベント以外にも、

防災体験イベントの開催やキッチンカーの出店等

をはじめ、施設の段差解消や車椅子の貸出し、授

乳室や外国語翻訳アプリの設置など、利用者ニー

ズを踏まえた運営に取り組んでいます。 

 今回改正されたスポーツ基本法では、スポーツ

施設の設備及び活用に当たっては、スポーツ産業

の事業者、その他の関係者との連携によりまちづ

くりとの一体的な推進を図っていくといった、い

わゆるスポーツコンプレックスの推進が新たに示

されたところです。 

 そのため、県教育委員会としては、スポーツ活

動だけでなく、活力ある地域社会の形成にどのよ

うにつなげていくか、関係部局や指定管理者等と

連携しながら、研究をしてまいります。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕 

○斎藤陽子さん スポーツの価値と振興、そして

スポーツコンプレックスについて、教育長より御

答弁をいただきました。 

 スポーツが持つ多様な価値は、決して誰かに強

制されるものではなく、一人一人が自らの中に見

いだすものだと私は考えております。御答弁にも

ありましたとおり、その価値をどのように創造

し、高めていくのかという難しい課題に、引き続

きしっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。越猪教育長のこれまでの御経験を生かし、特

に未来を担う子供たちの目線でスポーツの多様な

価値が認められていくことを心からお願い申し上

げます。 



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第４号（12月８日） 

 

 

- 103 - 

 また、スポーツコンプレックスについては、関

係部局や指定管理者などと連携しながら進めてい

くとの御答弁をいただきました。 

 スポーツ施設は、単なる競技の場にとどまら

ず、地域のにぎわいや交流を生み出す重要な拠点

であり、まちづくりの視点が欠かせません。ぜ

ひ、この点を関係部局間でしっかりと共有し、担

当される皆様が主体的に進めていただきたいと思

っております。 

 さらに、指定管理につきましても、維持管理や

貸し館業務にとどまることなく、知恵と工夫を凝

らしながら、施設を核とした地域活性化や集客の

創出など、幅広い効果を最大限に引き出していた

だくことを心から期待しております。 

 それでは、次に、熊本県スポーツツーリズム推

進戦略の策定について御質問をいたします。 

 私は、令和５年12月議会において、熊本県スポ

ーツツーリズム推進戦略の成果と課題について質

問をいたしました。 

 ちょうど令和５年は、７月のリポビタンＤチャ

レンジカップ、日本代表対オールブラックス・フ

ィフティーン戦をはじめ、10月には第１回となる

ツール・ド・九州が阿蘇地域で開催され、11月に

は世界バドミントン連盟の国際大会である熊本マ

スターズジャパンが開催されるなど、国際大会が

次々と熊本で開催され、大変なにぎわいとなった

年でもありました。そして、今年も、ツール・

ド・九州、熊本マスターズジャパンが継続して開

催されるなど、スポーツツーリズムの追い風とも

言える状況が続いております。 

 当時の私の質問は、令和３年から令和５年まで

の熊本県スポーツツーリズム推進戦略について、

その成果と課題を質問したところでありますけれ

ども、県からは、大規模大会向けに造成した観戦

ツアーや体験型プログラム商品の販売実績が少な

いこと、また、地域のスポーツ大会を訪れた選手

や観戦者が観光周遊も楽しめる受入れ体制が十分

ではないことが課題である、関係機関と協議を進

め、熊本らしいスポーツツーリズムの確立を目指

すとの御答弁をいただき、期待をしたところでも

あります。 

 しかしながら、あれから２年が経過した現在に

おいても、熊本県スポーツツーリズム推進戦略が

改定されていないため、その方向性が十分に示さ

れたとは言い難く、私はその点を大変気にしてい

るところです。 

 一方で、さっきの質問でもお答えをいただきま

したが、県は、昨年12月に第３期熊本県スポーツ

推進計画を策定され、今後の熊本の目指すスポー

ツの方向性を示され、その中にスポーツツーリズ

ムもしっかりと記載をしていただいているところ

であります。 

 スポーツツーリズムの推進においては、市町村

の取組やスポーツコミッションの機能が極めて重

要であり、県の戦略はそれらの基盤となるもので

す。だからこそ、今回策定を予定されている第２

期熊本県スポーツツーリズム推進戦略を、どのよ

うな議論を経て、どのような方向性で再構築しよ

うとしているのかは、県内の全ての自治体にとっ

て重要な情報であると思います。 

 そこで質問をいたします。 

 今回策定を予定されている第２期熊本県スポー

ツツーリズム推進戦略は、県としてどのような議

論、整理をされてきたのか、また、その議論を踏

まえ、今後策定される新たな戦略にはどのように

生かされるのか、観光文化部長にお尋ねいたしま

す。 

  〔観光文化部長脇俊也君登壇〕 

○観光文化部長(脇俊也君) 県では、令和３年11

月に策定した第１期熊本県スポーツツーリズム推
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進戦略に基づき、多くの誘客につながる国際スポ

ーツ大会の開催やスポーツと観光の強みを掛け合

わせたスポーツコンテンツの開発、コロナ禍での

生活変容に対応したオンラインマラソンやロゲイ

ニングの開催、アーバンスポーツといった新たな

市場開拓などに取り組み、一定の成果を得ること

ができました。 

 一方で、議員御案内のとおり、体験型プログラ

ムの販売や地域の受入れ体制は必ずしも十分では

ないことから地域差も見られ、その結果、経済効

果の県内全域への波及が進んでいないなど、スポ

ーツツーリズムの推進基盤の脆弱性が課題となっ

ています。 

 また、するスポーツに加え、見るスポーツに対

する関心の高まりや各競技のプロ化、興行化の進

展など、スポーツツーリズムを取り巻く外部環境

の大きな変化への対応も重要だと考えています。 

 これらの課題や外部環境の変化と向き合うた

め、市町村のスポーツコミッションや経済、観光

団体、スポーツチーム等から伺った様々な意見

や、スポーツ大会招致、合宿誘致等の具体的な活

動や意向に係る市町村へのアンケート結果を踏ま

え、第２期目の熊本県スポーツツーリズム推進戦

略の策定を進めてきたところです。 

 第２期戦略では、スポーツの力で地域を豊かに

をビジョンに、持続的な観光誘客やまちづくりに

つながる本県スポーツの産業化を目指していま

す。 

 具体的には、３つの基本戦略を掲げており、戦

略１「観光の柱ともなるスポーツの産業化やスポ

ーツを通じた地域活性化」では、アーバンスポー

ツの聖地化や国際スポーツ大会の招致、合宿の誘

致、プロスポーツの振興など、これまでの取組を

さらに強化するとともに、スポーツと産業を組み

合わせた多様なツーリズムの展開等を推進するこ

ととしています。 

 戦略２「県民の健康と地域経済を豊かにするコ

ンテンツ開発」は、これまでに開発した体験型コ

ンテンツのブラッシュアップに加え、誘客につな

がるだけでなく、県民も楽しめる熊本ならではの

健康増進コンテンツの開発を進めることとしてい

ます。 

 戦略３「観光誘客・地域活性化に繋がる推進基

盤の充実」では、スポーツがもたらす経済効果の

県内全域への波及を図るため、県コミッションの

プラットフォーム機能の強化やコミッション間の

連携促進、大会誘致等の専門ノウハウを有した人

材の育成に取り組むとともに、官民共創による県

有スポーツ施設の再整備など、推進基盤の強化を

進めることとしています。 

 今後とも、第２期戦略に基づき、熊本らしいス

ポーツツーリズムを着実に推進することにより、

県民の健康増進や交流人口の拡大を通じた地域活

性化にしっかりと取り組んでまいります。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕 

○斎藤陽子さん 第２期熊本県スポーツツーリズ

ム推進戦略の策定について、脇部長より御答弁を

いただきました。 

 熊本には、各競技団体が築いてこられた歴史、

人材育成の取組、歴史あるスポーツ施設など、多

様で豊富なスポーツ資源がそろっているほか、豊

富な観光資源にも恵まれています。木村知事の就

任以降、スポーツ交流企画課も設置され、スポー

ツを軸とした取組がより強化されているものと認

識しております。 

 一方、戦略の策定そのものが目的化してはなら

ず、いかに実現していくかが最も重要でありま

す。そのためには、スポーツ分野に同じように取

り組む教育委員会との連携をこれまで以上に深め

ながら、進めていただきたいと考えております。 
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 さらに、国際大会などの誘致は、５年先、10年

先を見据えて、市町村、競技団体と連携し、粘り

強く取り組んでいくものであります。どうぞ、ス

ポーツと観光の現場に長く携わってこられた脇部

長の豊富な経験、人脈、知識と力強いリーダーシ

ップの下、本県のスポーツの幅広い活用を着実に

進めていただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 コミュニティ・スクールの成果と課題について

御質問をいたします。 

 コミュニティ・スクール制度は、平成16年に制

度化され、学校運営協議会、いわゆるコミュニテ

ィ・スクールの設置を通じて、学校と地域住民等

が力を合わせて学校の運営に取り組み、地域とと

もにある学校への転換を図るための有効な仕組み

として全国に普及してきました。 

 コミュニティ・スクール制度を取り入れること

で、学校の運営を学校と地域が協働して行うこと

で、その地域に合った特色ある学校づくりを進め

ていくことができます。 

 ここで、スクリーンを御覧ください。(資料を

示す) 

 これは、文部科学省が示すコミュニティ・スク

ールの仕組みの図になります。 

 コミュニティ・スクール制度を導入すると、真

ん中にあります学校運営協議会を設置することに

なります。 

 一番下に記載されているとおり、この学校運営

協議会では、学校長が作成する学校運営の基本方

針を承認する、学校運営に関する意見を教育委員

会または校長に述べることができる、教職員の任

用に関して、教育委員会規則に定める事項につい

て、教育委員会に意見を述べることができるとい

う３つが主な役割として示されています。 

 学校長が学校運営の基本方針を運営協議会に示

し、協議会が承認して学校運営が進められていく

ということになります。 

 また、ここに上げられた方針に沿って学校運営

に必要な活動支援を進めていくのが地域学校協働

推進員とされており、この推進員がいわゆるコー

ディネーターとして地域を巻き込んだ様々な活動

を実行していくことができます。 

 学校の基本方針をつくるということだけではな

く、みんなでつくった基本方針に沿って学校を共

に運営していく、いわゆる地域学校協働活動とし

て実行していくところが極めて重要であると考え

ます。 

 県内においては、コミュニティ・スクール導入

後、地域ボランティアによる学習サポートの実施

や登校の見守り、地域イベントの実施など、地域

学校協働活動が実施され、地元紙などでも数多く

成果が取り上げられています。 

 その一方で、一部地域においては、深刻な課題

に直面しているところもございます。少子高齢

化、家庭環境の複雑化、地域コミュニティーの希

薄化といった社会背景の中で、区長や民生委員、

スポーツ推進員などの地域役員の担い手不足や地

域行事の存続が危ぶまれるなどの状況もありま

す。 

 さらに、学校においては、コミュニティ・スク

ール設置後、学校運営協議会の調整、地域ボラン

ティアの受入れ準備、安全管理への配慮など、実

務が増えてしまい、逆に現場の負担が増大してい

るという声も聞かれます。これは私が実際に受け

た相談事項になります。 

 中央教育審議会のまとめにおいても、会議の日

程調整、準備に苦労する、管理職や担当職員の負

担が大きいなどの課題も示されています。 

 学校運営協議会に参画している知り合いに複数

話を聞いてみたところ、コミュニティ・スクール
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と地域学校協働本部の本質や仕組みの理解がなさ

れないままに活動が進められている現状もあり、

この制度の強みを十分に生かし切れていないとい

う課題もあると感じました。 

 熊本県においては、コミュニティ・スクール制

度は、既に小中学校、高校を合わせた全体で約99

％の設置率と、全国でも極めて高い水準となって

おります。 

 設置率は上がったものの、十分に機能している

のかという点が重要なポイントであります。これ

については検証が必要であり、今後はどのように

質を高めるかが最大の焦点であります。 

 そこで、教育長にお尋ねします。 

 コミュニティ・スクール制度について、県とし

て具体的にどのような成果と課題を認識している

のか、また、課題に対し、今後どのような改善策

を講じていくのか、さらに、制度の成果を検証す

る仕組みをどのように構築していくのか、見解を

教育長にお伺いいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) 学校運営協議会を設置し

ている学校、いわゆるコミュニティ・スクール

は、学校が目指す教育を実現するため、学校と地

域住民が力を合わせ、地域の声を学校運営に積極

的に生かすことで、地域とともにある学校への転

換を図ることを目的としています。 

 また、地域学校協働活動は、少子高齢化や地域

教育力の低下といった社会的課題に対し、地域の

住民や団体が学校と連携、協働し、子供たちの学

びや成長を地域全体で支え、学校を核とした地域

づくりを目指す多様な活動のことです。 

 現在、県教育委員会では、これらコミュニテ

ィ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進

することで、学校や地域の課題に応じて、防災教

室や登下校の見守り、環境整備活動など、地域と

一体となって子供たちを育む取組を行っていま

す。 

 これまでの成果としては、中学生が観光ボラン

ティアとして地元資源の観光ＰＲに携わったり、

地域の方とともに地域防災教育について学んだり

するなど、子供たちの主体的な参画が地域の課題

解決につながっています。 

 また、学校運営協議会に子供たちの代表が参加

して意見を聞く場を設けている学校もあり、子供

たちの意見が地域づくり等に生かされています。 

 しかしながら、学校や地域の実情により、制度

の理解や取組の質に地域差が生じていることが課

題であると考えています。 

 そこで、県教育委員会では、コミュニティ・ス

クールと地域学校協働活動の関係者が参加してい

る研修会に、地域の各種団体に参加を促したり、

広く全県的に好事例等の情報共有を図ったりする

ことで、各地域における理解や取組の促進につな

げてまいります。 

 また、コミュニティ・スクール制度の成果と課

題の検証については、現在学校が行っている学校

評価の中にコミュニティ・スクールに関する項目

を追加し、検証してまいります。 

 今後も、コミュニティ・スクールと地域学校協

働活動を充実させることで、学校と地域の相互理

解や信頼を深め、未来を担う子供たちの成長を地

域全体で支えていけるよう、全力で取り組んでま

いります。 

  〔斎藤陽子さん登壇〕 

○斎藤陽子さん 急激な社会の変化により、学校

の在り方にも様々な変化が起きています。これま

でも子供たちに寄り添った教育に取り組んでいた

だいているとは思いますが、働き方改革、こども

まんなか、中学校部活動の地域展開、高校無償化

など、新たな取組が進んでいる中で、これまでや
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ってきた政策の整理がなされないままに新たな政

策が進められるのは混乱につながります。 

 学校の課題を地域全体で考える、一方で、地域

や家庭の課題には誰がどのようにして向き合って

いくのでしょうか。制度や仕組みだけでは解決で

きないことも多くあります。政策の評価は様々あ

りますが、私は、やっぱり子供たちの姿でしっか

り結果を出していきたい、そういうふうに思って

います。 

 これまで多くの経験をお持ちである越猪教育長

に心からの期待を申し上げて、私の質問を終わら

せていただきます。 

 皆様、どうにか時間内に終わることができまし

た。今後も引き続き、地元地域のため、熊本県の

ために全力で取り組んでまいります。 

 御清聴ありがとうございました。(拍手) 

○議長(髙野洋介君) この際、５分間休憩いたし

ます。 

  午前10時57分休憩 

          ――――――○―――――― 

  午前11時８分開議 

○議長(髙野洋介君) 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 西山宗孝君。 

  〔西山宗孝君登壇〕(拍手) 

○西山宗孝君 皆さん、おはようございます。宇

土市選出・自由民主党・西山宗孝でございます。

今回、11回目の質問の機会をいただき、ありがと

うございます。 

 今日朝のビッグニュースを１つ、西山宗孝、本

日12月８日をもって73歳の誕生日を迎えました。

(拍手) ありがとうございます。おかげさまで、

73歳、心身ともにすこぶる健康であります。普通

に元気にしております。本当に、今は亡き産み育

ててくれた両親に感謝しますとともに、いつも支

えてくれている妻にも感謝をしたいと思います。

また、支えていただいている関係者の方にも感謝

を申し上げます。 

 県議会議員として、これからも、先輩議員や同

僚議員、そして執行部の皆様の御支援の下、地元

宇土市、熊本県政発展のために、微力であります

けれども、頑張ってまいりますので、引き続き御

指導いただきますようお願い申し上げます。 

 さて、本日は、この１年間の政務活動の中か

ら、大切な課題６点を取り上げて質問をさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 お出かけ知事室に対する知事の思いについてお

尋ねをします。 

 木村知事は、さきの知事選に際して、自身のマ

ニフェストで、県民参加による県政を推進するた

め、月１回程度の県民と知事の直接対話の機会を

設けると表明されていました。知事就任後は、ま

さに有言実行、お出かけ知事室として開催、実施

されているところです。 

 知事と直接対話する参加者は公募され、住民で

あれば誰でも参加可能で、県民に広く開かれた県

政の広聴事業の要となっています。市区町村単位

で開催し、県内45全市町村をおよそ２年間で訪問

する予定で、多忙な中、順調に進捗されていると

思います。 

 昨年９月には、私の地元である宇土市でも開催

をいただきました。当日は、23名が宇土市民会館

大ホールのステージに登壇し、議会さながらの質

問、意見を木村知事にぶつけられました。 

 会場には200名を超える傍聴者が集まり、知事

の考えや県政の今を知ろうと、多くの地域住民が

関心を寄せて参加されたところです。私も、地元

の市長、議会関係の方々と傍聴をさせていただい

たところです。 

 参加者には、知事が自らの言葉で県政の今を伝
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えつつ、住民との意見交換に真摯に取り組む姿

に、好意的な印象を持っていた方も多かったよう

であります。 

 お出かけ知事室は、知事がマニフェストに掲げ

られた、県民が主人公の県政を具体化する取組の

一つであると思いますし、加えて現場主義を徹底

されているのではないかと思います。 

 そこで、これまでお出かけ知事室を開催する中

で、県内各地で県民の皆さんと意見を交換された

り、時には厳しい意見に耳を傾けたりされたと思

います。木村知事自身、どのような受け止め方を

されているのか、お尋ねをしたいと思います。 

 また、これからの県民との対話継続に向け、そ

の意欲や効果的な県政の広聴の在り方について、

これまでの実績を踏まえて、どのような認識をお

持ちであるのか、木村知事にお尋ねをします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 西山議員からお出かけ知事室

に対する私の思いについて御質問いただきまし

た。 

 私は、県政を運営するに当たって、県民の皆様

の様々なお声を直接しっかりと聞くことが何より

も大切だと考えております。そのため、知事就任

直後から、可能な限り現場を訪ね、地域の声を直

接伺う現場主義、これを徹底させていただいてお

ります。 

 その一つとして、各市町村を訪問し、県民の皆

様の声をお聞きするお出かけ知事室を開催してま

いりました。 

 昨年６月の上天草市を皮切りに――本当は６月

23日に宇土市が最初の予定でしたけれども、大雨

のおそれで９月に延期させていただきましたが、

これまで39の市町村で開催して、500名を超える

方から直接御意見をいただきますとともに、延べ

約3,000名の多くの方に傍聴にお越しいただきま

した。今年度中には全ての市町村で開催する予定

でございます。 

 全ての参加者の皆様からは、地域の課題や発展

に対する様々な御提案、御意見をいただき、施策

を推進する上での参考にするとともに、できるこ

とから順次施策に反映しております。 

 例えば、教育現場の多忙さを訴える声が非常に

多かったことを踏まえまして、教員の負担を減ら

せるよう、今年度から、県内全ての公立の小中

高、特別支援学校に教員をサポートする教員業務

支援員を配置することといたしました。また、農

業の担い手の育成支援を求める御意見もよくお聞

きしましたので、就農支援をさらに強化する新し

い熊本農業のリーダーズ共創事業を、これも創設

いたしました。いずれも、お出かけ知事室での御

意見が大きな後押しとなりました。 

 お出かけ知事室を開催した市町村からは、知事

と直接話をする貴重な機会となり、参加者が大変

喜ばれたとか、知事の考えを直接伺うことができ

有意義であった、また、地域住民が県政に関心を

持つきっかけになったなどの御意見をいただいた

ところでございます。 

 やっぱり市町村に比べますと、ちょっと遠く思

われがちな県政に、県民の皆様が少しでも関心、

興味を持っていただいて、県政を身近な存在に感

じてもらうことができ、県民が主人公の県政、こ

れも私のモットーであるこの推進につながったの

ではないかと感じております。 

 また、地域の課題や県民の皆様の思いを知るこ

とができ、私自身の新たな気づきにもつながって

おりまして、改めて現場主義の大切さを認識して

いるところでございます。 

 今後も、お出かけ知事室の開催などを通じて、

できる限り多くの県民の皆様、特に、やっぱりな

かなか声を上げられない方、弱き声小さき声にも
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しっかりと耳を傾け、現場の御意見を丁寧に伺っ

てまいります。 

 引き続き、現場主義を徹底し、県民の皆様が熊

本に暮らしてよかったと実感できる、県民が主人

公の県政、これを実現してまいります。 

 以上です。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 知事の現場主義に対する強い思い

を伺い、大変心強く感じたところであります。 

 現場では、知事が考えるよりよき県政の姿を実

現できるヒントや種がたくさんあったようにも感

じました。それらの種を一つ一つ育てていってい

ただければ、県政発展にさらに厚みを持たせてく

れるものと私は思っております。 

 知事の、しっかりとした、地域の方々の意見を

丁寧に聴く、傾聴する姿に、これからの木村県政

の伸び代を強くまた感じたところでもありまし

た。どうか今後も、現場の中に飛び込んで、現場

から答えを探す取組を継続していただきたいとい

うふうに思っております。 

 次の質問に入ります。 

 中山間地域における農業生産基盤の整備推進に

ついてお尋ねをします。 

 熊本県の中山間地域は、県土面積の約７割、耕

地面積や販売農家戸数の約４割を占めており、地

域特性を生かした農業が営まれているとともに、

国土の保全、水源涵養など多面的機能を持ち、平

野部などを含む人口集中地域の居住環境保全にも

大きな貢献をしております。 

 一方で、中山間地域は傾斜地が多く、平地に比

べて農業生産の条件からは不利であるため、生産

コストが高く、地形的な制約から大型機械の導入

や圃場の大区画化が困難であり、基盤整備は十分

に進んでいない状況にあります。生産性を高くを

目標にしておりますけれども、非常に生産性は低

く、条件が悪いということであります。 

 こうした地域は、共通に人口減少も加速し、地

域の産業などにも大きな影響が顕著に現れていま

す。 

 御承知のとおり、本県は、全国有数の農業県で

あり、我が国の食料安全保障の一翼を担っていま

す。このため、農業生産を安定的に持続すること

は極めて重要であり、農地や農業水利施設などの

生産基盤を次世代へ引き継いでいくことが不可欠

となります。 

 農地利用の効率化を図るためには、農地バンク

を活用した農地集積、集約化の推進が必要であ

り、基盤整備は地域のまちづくり、活性化につな

がるものであり、まちづくりの視点を踏まえて、

基盤整備を地域振興の柱と位置づけて推進してい

くことが強く求められています。 

 国におきましては、人口減少や高齢化等による

農業者の減少を背景に、令和７年、今年４月に食

料・農業・農村基本計画を改定し、食料安全保障

の強化のため、令和７年度から初動５年間を農地

構造転換集中対策期間として、農地の大区画化や

中山間地域におけるきめ細かな整備などを実施す

るとしています。 

 この国の動きに呼応して、熊本県としても、中

山間地域にしっかりと目を向け、基盤整備を加速

させる必要があります。 

 一例を挙げますと、私の地元である宇土市にお

いては、水田や樹園地を生かした水稲、施設園

芸、果樹などの特色ある農業が展開されていま

す。しかし、農林業センサスによりますと、農業

経営体数は、2010年に173経営体であったもの

が、その10年後である2020年には116経営体と、

33％も減少しています。経営耕地面積は214ヘク

タールから164ヘクタールと、これもまた23％も

減少している状態であります。 
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 令和５年度には、県の支援を受けて、宇土市、

地元農業者、ＪＡなどが連携して基盤整備を核と

した地域農業の将来ビジョンを策定し、現在、基

盤整備に向けた地域による話合いが活発に行われ

ております。地域農業の発展と地域振興への期待

が、今ますます高まっているところであります。 

 宇土市の例のように、農業者、市町村、関係団

体等が継続的に話合いを行い、基盤整備を核とし

て地域の振興につなげていく取組が、県内のほか

の中山間地域のまちづくりにも、希望と勇気をも

たらすことになります。 

 県においては、地域のニーズや実情に沿った基

盤整備が推進できるよう、積極的な取組をお願い

したいと思います。 

 そこで、熊本県として、中山間地域の基盤整備

を今後どのように進めていくお考えなのか、農林

水産部長にお尋ねをいたします。 

  〔農林水産部長中島豪君登壇〕 

○農林水産部長(中島豪君) 中山間地域における

農業生産基盤の整備推進についてお答えします。 

 本県の中山間地域は、水稲をはじめ、地域の特

性を生かして野菜やかんきつなど多様な作物が作

付されており、本県の農業生産を支えています。 

 また、国土の保全、水源涵養、生物の多様性の

維持、農村が持つ安らぎの提供や地域コミュニテ

ィーの維持など、多面的な機能を発揮していま

す。 

 しかしながら、人口減少等により農業を支える

担い手が不足してきており、耕作放棄地が増加し

ております。このままでは、安定した食料生産に

支障を来すおそれがあることに加え、多面的機能

の発揮が困難になることも懸念されております。 

 このような課題に対応し、本県農業の持続的な

発展を図っていくためには、中山間地域での生産

性向上に加え、農業生産を通じた地域活性化を図

っていくことが重要であると認識しております。 

 県においては、本年７月に熊本県食料・農業・

農村基本計画を改定し、中山間地域等の農村活性

化を柱の一つとして掲げ、次世代に引き継ぐ農業

生産の強化と農業、農村の多面的機能の維持、発

揮を目指しております。 

 特に、基盤整備においては、地形条件やスマー

ト農業の導入等に対応した整備により、生産性の

向上だけではなく、自然環境や景観など、多面的

機能の維持にも配慮することとしております。 

 現在、県内42地区で基盤整備事業を実施してお

り、そのうち約６割に当たる25地区が中山間地域

での実施となっております。 

 また、これまでの基盤整備の実施地区において

は、整備を契機として担い手への農地集積や高収

益作物の導入等が進められており、農業の生産性

向上のみならず、地域の活力向上にもつながる成

果が現れています。 

 例えば、宇城市の大口西部地区では、事業をき

っかけとして、果樹を中心とした生産が拡大する

とともに、若い担い手が確保され、子供の人口が

増加に転じるなど、地域活性化が図られておりま

す。 

 県としては、今後も、各市町村が策定した地域

計画と連動する中で、中山間地域の実情に応じた

きめ細かな基盤整備を推進するとともに、農地集

積、集約化や新たな担い手確保などの取組を関係

機関と一体となって進め、県内全域に展開してま

いります。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 質問では中山間地域に注目しまし

たが、平たん地に目を向けますと、農業用の排水

機場は、平たん地における農地の湛水被害等を目

的として整備するものですが、生産性の向上とと

もに、その農村地域の暮らしを守る重要な施設で
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もあります。地域振興にも直結するものでもあり

ます。 

 現在、県内には168か所の農業用排水機場があ

りますが、その５割が老朽化して、この機会にぜ

ひ早急な更新整備も併せて対策をしていただけれ

ばと思っております。 

 少子高齢化、人口減少が進む地域の将来にわた

り、担い手や地域のまちづくりの観点からも、ぜ

ひ積極的な農業生産基盤の整備を、中山間地域の

整備を図っていただきたいと思います。 

 次に、気候変動下における未来の水産業につい

て御質問をいたします。 

 今年は、県内で過去最長の109日連続を記録し

た真夏日など、気候の変動は水産業にも大きな影

響をもたらしています。 

 本年８月の線状降水帯の発生による記録的な大

雨によって、人的被害に加えて、住宅、農地、農

道など、県内各地で甚大な被害が発生いたしまし

た。農林水産業においては、約861億円の被害が

発生し、現在、復旧、復興に向けた取組が鋭意進

められているところでもあります。 

 さて、私の地元宇土市では、ノリ養殖業やアサ

リ、ハマグリなどの採貝業、コウイカやクルマエ

ビを対象とした漁船漁業が盛んに行われてきまし

たが、これらの漁業についても、近年のこの温暖

化に伴う高水温による様々な影響が大きく見受け

られています。 

 特に、このノリの養殖業では、今期の種つけが

これまでで最も遅い11月６日となりました。ここ

30年で漁期が１か月ほど短くなっています。 

 県や水産研究センターの手厚い指導及びノリ養

殖漁業関係の方々の努力によって、他県と比較

し、生産量の減少を最小限にとどめられた実績も

残されています。 

 しかしながら、今後、温暖化の傾向が一層強ま

り、漁期がさらに短くなることで、ノリの生産量

の減少が危惧されております。経営体の抱える悩

みは、非常に深刻さを増しているところです。宇

土市のみならず、県内有明海沿岸地域の大きな課

題でもあります 

 県議会の海の再生及び環境対策特別委員会の管

外視察においては、昨年は、長崎県壱岐市でトラ

フグの陸上養殖施設の視察を、本年は、岩手県に

ある国立研究開発法人水産研究・教育機構の宮古

庁舎でキジハタの陸上養殖施設、宮城県にある水

産技術総合センターでサーモンの陸上養殖施設な

どの視察を行ってまいりました。 

 視察においては、海水温の上昇で海面における

養殖が困難になっている現状の中で、陸上養殖技

術が高まりつつあることを知り、その実現可能性

を強く感じたところでもありました。 

 水産庁の資料によりますと、陸上養殖業につい

ては、その生産実態を把握するために、2023年か

らは届出制となっており、対象魚種や地域の広が

りも見えているところでもあります。ヒラメやト

ラフグといった高級魚が陸上で育てられ、ブラン

ド化をしている魚も多いようです。 

 岩手県の水産研究・教育機構の研究員の方から

も、温暖化の影響によって、近い将来、ノリ養殖

業も陸上養殖を考えていかなければならない時期

が来るのではないかと、本当に深刻なお話もお伺

いしました。 

 私自身も、現在の海面における漁業や養殖業だ

けではなく、ノリなどの海産物の陸上養殖につい

ても、現実的な課題として、将来を見据え、検討

を進めていく時期に来ているのではないかと思っ

ております。 

 そこで、地球温暖化に伴う海水温上昇など様々

な気候変動下において、持続可能な力強い未来の

水産業を実現するため、ノリなどの海産物の陸上
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養殖について、喫緊の課題として捉え、どのよう

に考え、そして、今後どのように県として取り組

んでいかれるのか、農林水産部長にお尋ねをいた

します。 

  〔農林水産部長中島豪君登壇〕 

○農林水産部長(中島豪君) 海産物の陸上養殖に

ついてお答えします。 

 陸上養殖では、これまでにトラフグやヒラメ、

アワビ、クルマエビなどの養殖技術が確立されて

おり、天草や芦北地域などで取り組まれてきまし

た。 

 そのような中、近年、温暖化に伴う海水温の上

昇や赤潮の頻発などを踏まえて、サーモンやスジ

アオノリなどの海藻類の陸上養殖も増えており、

新規ビジネスとして、水産業の経験がない異業種

からの参入も増えております。 

 そこで、国は、令和５年４月から、食用の水産

物を海水や塩分を加えた水で養殖する場合や、使

用した水を再利用する閉鎖循環式で養殖している

場合などについて、届出を義務化し、実態を把握

することとしました。 

 本年１月現在、県内では32件が届出されていま

す。このうち、クルマエビが20件と最も多く、次

いでトラフグ、ヒラメなどとなっております。 

 陸上養殖は、飼育環境を人為的に制御すること

で、赤潮や病気による被害の低減が可能です。さ

らに、漁業権が不要なことや肉体的な負担の大き

い作業が少ないという利点があります。 

 一方で、飼育水槽や給水、排水施設の整備費、

さらには、これらを稼働させるための電気代も必

要となるなど、海面養殖に比べると、多くの経費

が必要となります。このほか、停電等による機械

設備が停止した場合、養殖している魚介類が全滅

するリスクもあります。 

 また、海産物の陸上養殖については、不慮の事

故による損失を補塡する共済制度の対象となって

おらず、事業者が安心して取り組むための体制整

備が進んでいない状況です。 

 そこで、県では、これまで水産研究センターに

おいて陸上飼育を通じて得た知見などを踏まえな

がら、県内で陸上養殖されているトラフグやヒラ

メ、クルマエビなどの技術指導を行ってまいりま

した。 

 また、トラフグなどのかけ流し式陸上養殖が共

済制度の対象となるよう、国へ要望を行ってきた

ところです。 

 県としては、今後も温暖化により海域環境が大

きく変化していく中で、海産物の陸上養殖は赤潮

被害などの軽減対策としても有効と考えておりま

す。 

 引き続き、県内の陸上養殖業者と様々な機会を

通じて意見交換や技術指導を行うとともに、ノリ

などの新たな陸上養殖に関する情報を収集、分析

し、その可能性について検討してまいります。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 今答弁いただきましたけれども、

私は、主体的にはノリを代表的な例としてお尋ね

をしたところでありますが、あまり詳しく聞けな

かったのは残念なんですけれども、今年の２月に

は、高知県の陸上養殖業者が乾燥重量100キロ、

板ノリにしまして３万枚の黒ノリの陸上での量産

に成功したという報道も聞きました。 

 ノリ養殖の課題として、地球温暖化による海水

温の上昇のほか、鳥や魚による食害や海水に溶け

ている栄養塩の問題あるいは色落ち問題、品質低

下の問題などありますが、経営的に成立可能な陸

上養殖モデルの構築もまだこれからだとは聞いて

おります。 

 また、先ほどから、許可制度である、あるいは

水産業、海の海面の漁業については、もちろん漁
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業権の下で仕事をされていますけれども、陸上に

移りますと、許可制、届出制ということは今後出

てくるとしましても、海面漁業ではないというこ

とで、海の権利等々については少し離れていく可

能性もありますが、私は、長きにわたってこの幾

多の難関を超えて培ってきた有明海の水産業、陸

上での水産業としては、これらの歴史を踏まえ

て、一般企業、営利企業によって効率的な水産業

だけを求めるのではなくて、とりわけノリ養殖業

については、海と陸における特性を融合した生産

の在り方など、研究をぜひ早期に進めていただき

たいというふうに思っております。 

 あんまりゆっくりは考えられない、この３年

間、さらにおいてはですね、なかなか厳しい状況

下で、ノリもあまり取れていなかったようであり

ますが、こうしたことも踏まえながら、情報収

集、研究、それから国の支援等々についても、引

き続き協議、推進していただきたいというふうに

思っております。私も、特別委員会の一員として

共に研究してまいりたいと思いますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入ります。 

 今後の県立高校魅力化の取組についてお尋ねを

します。 

 県立高校の魅力化につきましては、９月に出さ

れた提言で、魅力ある学校づくりに向けた取組と

人口減少を見据えた教育環境の整備を柱とする基

本的な方向性が示されました。 

 また、これを受けて、県全体を対象とした募集

定員の見直しに関する基本方針と令和９年度と令

和10年度の募集定員の変更計画が、さきの２日に

発表されたところであります。 

 これまで当たり前に高校生が集まっていた地元

に、将来、高校生が激減し、学校そのものがなく

なったら、地域にとっての影響は相当大きなもの

になります。 

 そのため、特にこれからは、市町村が、もっと

地元の県立高校を、今まで以上に都市づくりある

いはまちづくりの中核的な存在として、また、も

ちろん教育機関として取り組んでいくことは非常

に重要であり、必要になってくるのではないかと

思います。教育長、いかがお考えでございましょ

うか。 

 県教育委員会では、本年度から、新規事業とし

て、高校魅力化コンソーシアムモデル構築事業に

取り組んでいます。本事業は、まさに、高校と地

域の市町村、企業、関係団体との連携を強化し

て、協働体制をつくり、子供たちの未来や公立高

校の魅力づくりに取り組む事業であると伺ってい

ます。 

 高校と地域との協働体制の構築を促していくこ

の事業は、地元地域の市町村を巻き込みながら、

高校の魅力づくりを進めていく上で大変重要な取

組であり、私どもも大変期待しているところで

す。 

 現在、県内６か所のモデル地区で取り組んでお

られるようでありますが、さらにこの事業を県内

各地に進めていただき、積極的な事業の展開を図

っていただきたいというふうに思っています。 

 一方で、私立高校と比較しますと、県立高校に

おいては、どうもその経営感覚といった視点が少

し不足するのではないかと私は感じています。そ

ういった意味で、私立高校も公立高校も、抱えて

いる課題は少子化の中では同様であり、それぞれ

が学校経営の視点からも子供のニーズにどう応え

ていくのか、公私立とも、お互いに切磋琢磨して

いく時代ではないかと思っています。 

 そこで、今後の高校魅力化コンソーシアムの中

で、県立高校における経営的な視点を含めて、ど

のように進めていくのか、教育長にお尋ねをいた
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します。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) 県立高校の魅力化につい

ては、これまで、各校のスクール・ミッションに

よる特色の明確化、全国的にも特色のある学科の

設置、県立高校全50校のガイドブックの作成な

ど、様々な取組を進めてきました。 

 例えば、宇土高校では、グローバルに活躍する

理数系人材の育成を以前から行っており、全国に

先駆けて探求的な学びに取り組んでいます。文部

科学大臣賞を受賞した凸レンズや不知火現象の研

究が国内外の学会等で高く評価されるなど、多く

の成果を上げています。進路面でも、ミネルバ大

学やカリフォルニア大学などの世界最難関大学へ

の入学をはじめ、県内初の東京大学推薦入学者を

輩出するなどの成果が見られます。 

 しかしながら、少子化の進展や教育ニーズの多

様化、高校授業料の無償化等、社会情勢の急激な

変化により、宇土高校の生徒募集についても、定

員割れが続く厳しい状況となっています。 

 議員御指摘のとおり、県立高校は、地域にとっ

て欠かせない存在です。例えば、高森町では、管

外生徒向けの寮の開設、運営を行ったり、芦北町

では、入学金、教科書購入、制服や通学の支援を

行うなど、県立高校を強力に支援する市町村もあ

ります。 

 また、今回の県立高等学校あり方検討会からの

提言では、学校存続のために地域から必要な支援

や評価が得られている学校については、地域魅力

化特例校に認定し、定員割れによる学級減の対象

校から除外することも例示されています。 

 今後は、これまで以上に地域との連携、協働を

推進し、持続可能な学校にしていくことが重要で

あるというふうに考えております。 

 そこで、今年度は、高校魅力化コンソーシアム

モデル構築支援事業を創設し、地元市町村が事業

主体となり、高校や企業、小中学校、地元住民な

どと連携を深めながら、地元高校の将来ビジョン

を策定の上、共有を図るとともに、持続可能な学

校となるよう、協働推進体制を構築する取組を始

めたところです。 

 事業を始めるに当たって、成果目標の見える化

や必要となる事業予算の確保など、地域全体で経

営的な視点を意識した体制を構築してまいりま

す。 

 今後は、モデル地域６か所の取組事例を県内各

地域に周知することで、地域における県立高校の

魅力化につなげてまいります。 

 県教育委員会としては、これまで以上に地元市

町村や地域と一体となって、選ばれる魅力ある県

立高校づくりに全力で取り組んでまいります。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 今教育長から御答弁いただきまし

た。 

 地元宇土高校のお話もありましたが、非常に歴

史もあり、それから、従来は県内の高校のお手本

となるような進学体制であるとか、そういったの

で非常に有名な時期がありました。もちろん、こ

れはもう歴史の上に立った宇土高校の特色でもあ

ると思いますし、今日、特にお話ししたかったの

は、コンソーシアムの形成をしてやることはもち

ろん大切なことであると、それから、各地方自治

体、市町村が、これまでは当たり前に高校生が集

まってきた時代があった頃には、そこまで宇土市

のまちづくりの中核とか考えることはあまりなか

ったと思うんですね。ところが、こういう時代に

入ってきた。そして、一方では、私立高校の、そ

の生き残り作戦ではありませんけれども、努力に

努力を重ねてきた私立高校、あるいは学生の問

題、受験のエリアの問題等々も影響したかもしれ
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ませんが、私は、今回のコンソーシアムに向かう

に当たって、やっぱり――一例を挙げますと、地

元宇土高校として、学校の運営方針あるいは経営

方針、学校としてどういったことを具体的に目指

して、子供たちに発信をして、こういった子供た

ちに来てもらいたいんだと、そういうことをしっ

かりこの柱を押さえた上で学校としての考え方を

持って、そして、このコンソーシアムに参加する

地方自治体もありますし、関係団体もたくさんあ

ると思います。そこでは、たくさんの意見も聞け

ると思います。 

 これから先は、特に、市町村における学校の存

在として、これからのまちづくりの要にするとい

うことは自治体側の考えでもありますが、一方で

は、子供たちをそこで教育する学校側のやっぱり

明確な目的、具体的なことを挙げていただきなが

ら、そして、教育委員会側としても、コンソーシ

アムに委ねるようなことはたくさんはあまりない

と思うんですが、教育委員会側としては、そうい

った学校のありよう、目的に沿った人事、それか

ら、予算の面、環境整備、そういったことを一緒

に考えて、高校の生き残りをかけてぜひ進めてい

ただきたいというふうに思います。どうかよろし

くお願いします。 

 国におきましては、教育長のお耳に入っている

と思いますが、去る11月８日には、臨時閣議を開

いて、総額18兆円余りに上る補正予算案を閣議決

定したところでありますが、その中で、文部科学

省関係では、先駆的に人材育成に取り組む改革先

導校を全国に配置する高校教育改革に向け、約

3,000億円の基金を創設するといった発信も今あ

っております。 

 松本文科大臣によりますと、公立高校への支援

は急務と考えていて、改革を先導する拠点のパイ

ロットケースをつくっていきたい、予算を必要と

する現場には、速やかに届けられるような準備を

万全にやっていきますと、力強い言葉をいただい

ています。 

 こうした国の動きを機敏に捉えながら、県立高

校の魅力化に向けて、一層の取組をスピード感を

持って展開していただきますようお願いいたしま

す。 

 次に、熊本県マスタープラン改定に向けた公営

住宅の現状と課題についてお尋ねをいたします。 

 県民が安心して暮らせるよう、これからの住宅

や住環境のあるべき姿を考え、住宅政策を推進し

ていくことは、県の重要な役割の一つと考えてい

ます。 

 住宅には、県や市町村が管理する公営住宅、個

人の戸建て住宅やマンションなどの民間住宅もあ

ります。住宅政策には、社会情勢の変化に伴う多

様な課題への取組が求められています。 

 国は、全ての人々が住宅を確保して、安心して

暮らせる社会を目指すため、住生活基本計画を策

定していますが、その計画を今年度見直しして、

令和８年３月までに次期計画を策定することにな

りました。 

 現在、国の社会資本整備審議会住宅宅地分科会

におきましては、先月公表された中間の取りまと

めの中で、施策の方向性として、2050年に目指す

住生活の姿と当面10年間の方向性が示されまし

た。 

 これによりますと、人口減少、少子化や高齢者

の増加、特に単身高齢者世帯が増加するといった

社会状況の中で、持ち家率の低下が予測され、公

営住宅が住宅に困窮する方々へのセーフティーネ

ットとして一層重要になると示されたところで

す。 

 一方、公営住宅については、本県に限らず、公

営住宅の６割がもう35年以上の耐用年数を過ぎて
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いるという結果も出ております。 

 県営住宅では、入居促進や長寿命化を目的とし

た改修工事など様々な取組をされていますけれど

も、建設から長い年月が経過しています。市町村

営住宅も同様の状況にあって、公営住宅の今後の

在り方を検討する時期に来ているということであ

ります。 

 県では、国の住生活基本計画の見直しを踏ま

え、来年度に住宅マスタープランを改定すると聞

いております。 

 そこで、県営住宅だけではなくて、市町村営住

宅を含めた公営住宅の現状と課題、そして、これ

らを踏まえて、県の住宅マスタープランの改定に

向けて、どのような考えで取り組んでいかれるの

か、土木部長にお尋ねをいたします。 

  〔土木部長菰田武志君登壇〕 

○土木部長(菰田武志君) 熊本県住宅マスタープ

ランは、住生活基本法に基づき定めるもので、現

行計画では、将来にわたり、安全、安心で豊かに

住み続けられる住生活の実現を目指し、各種の取

組を行っていますが、県内の社会情勢や社会的ニ

ーズの変化を背景に、国の計画見直しに合わせ

て、現在、改定の検討を進めているところです。 

 まず、公営住宅の現状と課題についてお答えし

ます。 

 県内の公営住宅については、約８割が建設から

30年以上経過するなど、外壁の劣化や設備の老朽

化などが進行していること、また、住民の高齢化

が進展する中、団地内のコミュニティーの低下に

つながっていることなどが主なものとして上げら

れています。 

 こうした現状や課題を踏まえ、マスタープラン

の見直しに当たっての考え方についてお答えしま

す。 

 ハード面では、これまで管理者ごとにばらつき

のあった改修の方向性をプランに明確に位置づけ

ることで、公営住宅の健全化を図り、長寿命化計

画に反映させたいと考えています。 

 コミュニティーの面では、子育て世帯を含む若

い世代の入居促進や自治会活動の活性化を促す取

組方などのモデルをプランに示すことで、維持向

上につなげたいと考えています。 

 プランの改定に当たりましては、このような考

え方を取り入れ、公営住宅の整備に反映してまい

ります。 

 公営住宅は、住宅に困窮する方の生活の安定に

寄与することが目的であり、住民が安全、安心に

暮らせるよう、セーフティーネットとしての役割

を果たすため、市町村と強力に連携して、しっか

りと取り組んでまいります。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 この住宅マスタープランについて

は、来年度から策定に向けた取組が始まると、今

お話を伺いました。 

 県営住宅のみでなく、広く公営住宅につきまし

ては、時代に応じた役割や在り方があると思いま

す。総合的に見直す時期に来ているし、そのこと

をしっかりと検討されていくと思いますので、県

民のニーズに沿って、あるいは市町村のニーズに

沿って検討を深めていただきたいと思います。 

 特に、県有財産の適正管理という視点から、県

営住宅の集約化や更地化しての処分の検討など、

優先順位を決めた上で、立地する場所によっては

再整備あるいは再開発など、地域の拠点開発にも

目を向けていただき、具体的な幅の広い議論をし

ていただきたいと思います。どうかよろしくお願

いいたします。 

 最後の質問となりました。 

 熊本が誇るアートポリスの事業推進についてお

尋ねをします。 
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 本年10月に、私が所属しています委員会の管外

視察の中で、ひろしま国際建築祭を調査いたしま

した。その中で、建築界のノーベル賞と称される

プリツカー建築賞を受賞した国内の建築家９名の

功績をたたえるすばらしい展示コーナーがありま

した。 

 このうち、磯崎新氏、伊東豊雄氏、安藤忠雄

氏、山本理顕氏、妹島和世氏、西沢立衛氏の６名

は、我が熊本のアートポリスのコミッショナーを

務めていただいた方であります。また、アートポ

リスプロジェクトに携わっている方々であること

に、改めて驚きました。 

 ひろしま国際建築祭の総合ディレクターであり

ます白井良邦氏からは、くまもとアートポリスに

は以前から大変な興味を持っていたと、今後、ぜ

ひ連携して日本の建築文化の推進を図っていきた

いというお言葉もいただきました。 

 くまもとアートポリスは、事業全体にわたり、

指導や助言などを担うコミッショナー制度を導入

しているのが特徴であります。初代コミッショナ

ーには磯崎新氏が就任し、２代目には高橋靗一

氏、３代目は伊東豊雄氏と、いずれも国内外の建

築界の第一人者である方々がそのコミッショナー

に就任されています。 

 スライドを御覧いただきたいと思います。(資

料を示す) 

 ちょっと見にくいんですけれども、県内に現存

するアートポリス建築物は100を超えており、こ

れまでのプロジェクト事業数は122に上ります。 

 ここでは、建築物の一部を紹介したいと思いま

す。 

 山鹿市の県立装飾古墳館は、くまもとアートポ

リスのフラッグシップとして、平成４年に安藤忠

雄氏の設計で完成したものであります。 

 八代市の博物館は、伊東豊雄氏の設計によるも

のであります。 

 また、甲佐町にあるエバーフィールド木材加工

場は、小国杉を使った木造レシプロカル構造によ

り、新しい木造空間を実現している作品でありま

す。 

 最後、私の地元宇土市にあります宇土マリーナ

ハウスを御紹介します。 

 マリンスポーツ及びレクリエーション活動を通

じて海に親しむ機会と憩いの場の提供を目的とし

て、週末や休日を中心に大変なにぎわいを見せて

おります。 

 取組の一部を紹介いたしましたが、本県では、

その成果を国内外に発信するため、平成４年か

ら、４年に１度建築展が開催されています。直近

では、昨年行われ、シンポジウムや見学ツアー、

展覧会なども行われました。 

 熊本県以外においては、これまでアートポリス

のような建築文化事業を行っていた事例はたくさ

んありますが、今もなお継続しているのは、私が

知る限りでは、ここ熊本県だけではないかと思い

ます。 

 歴代の知事の建築文化に対する高い見識があっ

てこそ継続できてきたことはもちろんであります

が、それだけ長く続けてこられたことについて

は、本当に単なる喜びだけでいいのかと、深い興

味を持ったこともあります。 

 この熊本が誇るアートポリスについて、県では

様々な方法で発信しておられますが、熊本の建築

文化の集積について、建築界では非常に評価が高

いものであるにもかかわらず、県内外において

も、まだ十分知られていない状況も否めません。

また、国外に向けても、まさしくまだまだ認知度

が低いと思います。もっと広く発信し、幅広く活

用していくべき高い価値を私は持っていると思い

ます。 



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第４号（12月８日） 

 

 

- 118 - 

 知事が先頭に立って国内外にもっともっと広く

発信して、熊本の都市文化として成長させていく

べきことではないかと思っております。 

 実は、先週、熊本県建築士会宇城支部50周年記

念式典に、宇城市選出の吉田県議と一緒に出席を

させていただきました。地元の会員の方々も、こ

ういったアートポリスに関する思い、熱意は本当

に高いところであると、改めて感じたところでも

ありました。 

 そこで、木村県政として、アートポリスの推進

に向け、どのように取り組んでいかれるのか、知

事のお考えをお伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) アートポリスの推進について

御質問いただきました。 

 くまもとアートポリスは、県内の自然や歴史、

風土を生かしながら、後世に残り得る優れた建造

物を造ることにより、地域の活性化に資する本県

独自の豊かな生活空間を創造する、このことを目

的に、これまで37年にわたり取り組んでまいりま

した。 

 完成した100を超える建造物は、どれも設計者

と施工者がそれぞれの設計理念を実現するために

精魂込めて造り上げ、年月とともに地域に根づ

き、愛されるものとなっております。また、現在

も、アートポリスに関わった全ての方々が支援を

続けてくださっており、これらのことが事業継続

の力となっております。 

 私は、アートポリスの施設が県内各地域に新た

な付加価値を生み出す力を持っていると思ってお

ります。 

 例えば、熊本地震震災ミュージアムＫＩＯＫＵ

や南阿蘇鉄道高森駅・交流施設は、熊本地震から

の創造的復興のシンボルであり、県内外から多く

の方が訪れ、交流を生んでおります。また、廃校

となった小学校をリノベーションした民間プロジ

ェクトは、地域に愛されてきた建物に新たな息吹

を吹き込んでおります。現在、相良村と御船町で

進行中のプロジェクトについても、住民の声を聞

きながら、地域の活性化に資する施設を目指して

おります。 

 また、長年にわたり事業を進める中では、当初

想定していなかった次代を担う人材の育成につな

がっていると考えます。今年開催された大阪・関

西万博で話題となったあの大屋根リング、あれを

設計されました建築家の藤本壮介さんは、今から

20年近く前の2008年完成のアートポリスプロジェ

クトの設計者であられます。くまもとアートポリ

スが若手建築家の登竜門になるとともに、プロジ

ェクトの設計者を招いたシンポジウムには、建築

を志す若者が多数参加し、熱心に学び、建築家の

卵の育成になっており、大変心強く思っておりま

す。 

 また、県産木材の利用促進といった社会変化に

即した取組も行ってきたところでございます。 

 このような取組について、建築展の開催やＳＮ

Ｓの活用など、様々な形で国内外に情報発信して

いるところではありますが、議員御指摘のとお

り、さらに広く、積極的に周知していく必要があ

ると考えております。 

 そのため、今後は、さらに市町村での巡回展示

や出張講座の開催など、県民の皆様に身近に感じ

てもらえるよう、新たな取組も進めていくことと

しております。 

 先日、私は、伊東豊雄コミッショナーとアート

ポリスの価値や魅力について意見交換を行う機会

をいただきました。その際、豊かな自然との調和

と人と人とのつながりを大切にしていきたいとい

うお考えをコミッショナーから伺いまして、まさ
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にアートポリスの取組そのものであると、大いに

共感したところでございます。私からも、引き続

き力強い御協力をいただきたいと、切に伊東コミ

ッショナーにお願いしたところでございます。 

 今後も、市町村、民間団体との連携を深め、地

域の活性化や豊かな生活空間を創造していくた

め、くまもとアートポリスの推進にしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 知事から力強いお言葉もいただき

ましたが、私は、少しこの意識が――意識差とい

いますか、熊本県内において、熊本においてとい

う言葉がよく出ましたけれども、もちろん十分な

価値もある作品があり、毎年増えて蓄積していく

ということの重要さは同じであると思うんですけ

れども、実は、私は、村上寅美先生がまだ御健在

のときに、安藤忠雄先生と２回ほどお会いさせて

いただきました。私自身はもう県議になっており

ましたので、若いときに熊本市において、一部で

ありますけれども、この事業に参加させていただ

いた経験もあったので、お話ししたら、まあ、ち

ょっとスケールが違う方でもあるかもしれません

が、世界に飛び出せるようなアートポリス事業な

んだぞということも、それこそ10数年――10年に

もならないですね。お話をいただきました。 

 村上先生とのこの共通の点は、そのとき初めて

聞きましたけれども、お互いに繊細な頭、村上先

生も、非常にこういった建築文化についても理解

があられる方というのをそのときお話しさせてい

ただいたんですけれども、もっともっと私は、あ

まり、お話を盛らない、ほらはあまり吹かれな

い、真面目な方なんだけれども、しっかりと積み

上げながら、やっぱり熊本の文化遺産として世界

にも発信できるような取組を、ぜひ期待していき

たいというふうに思います。 

 以上で質問を全て終わりました。 

 今日、質問の中では触れませんでしたけれど

も、木村知事がお出かけ知事室の中で――宇土市

の話になりますけれども、その中で、23名の登壇

者から、やっぱりない物ねだりといいますか、宇

土市に何とかを持ってきてとか、野球場を造って

くれとか、たくさんの要望もありました。 

 このことは、県の施策として、あるいは国の施

策として、今、県北では、半導体工場が集積して

いく、これはもう本当に国策、県策の中では最重

要課題になりますけれども、こういう関係を全部

広げるということはなかなか難しいでしょうし、

また、県南では、八代市が第２都市として、海、

陸においても拠点性をこれから高めていく県の重

要な拠点の一つであると思いますが、一つ思いま

すのが、熊本県を牽引する都市、政令市熊本市、

県都熊本市のこの周辺にも、少しくらいは必要な

インフラの整備であるとか、あるいは箱物、スポ

ーツ施設の整備であるとか、そういったものをや

っぱり県が主体的に、県の政策としてこういった

ことを周辺に集積させていくということが、熊本

全体を高めるというようなことにもなろうかと思

いますので、まあ、時々耳にするのが、どこか公

募をかけますから応募しませんかということも、

それは大切なことであると思いますが、県とし

て、土地利用の観点と都市づくりの観点から、そ

ういった政令市熊本、県都熊本市周辺の都市圏の

エリアにも、県が主体的になってこういった計画

が必要であるということも議論していただければ

と思います。 

 以上で質問を終わります。１年間、大変お世話

になりました。 

 まだまだ多忙さが増す年の暮れになると思いま

す。健康に留意されて、また来年も一緒に県議の
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先生方と仕事をしたいと思います。 

 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手) 

○議長(髙野洋介君) 昼食のため、午後１時15分

まで休憩いたします。 

  午後０時８分休憩 

         ――――――○―――――― 

  午後１時13分開議 

○副議長(緒方勇二君) 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 西村尚武君。 

  〔西村尚武君登壇〕(拍手) 

○西村尚武君 こんにちは。天草市・郡選出・自

由民主党の西村尚武でございます。 

 本日は、通告に従いまして質問をさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。 

 まず最初に、島原・天草・長島架橋構想につい

て質問いたします。 

 島原、天草、長島を２つの大橋でつなぐ三県架

橋を含む島原・天草・長島連絡道路については、

令和３年７月に国が策定した九州地方新広域道路

交通ビジョン及び計画において、九州リングネッ

トワークを構成する路線の一つとして構想路線に

位置づけられております。 

 やがて半世紀を刻もうとする歴史ある本構想の

実現に向け、これまでも、各首長、協議会や期成

会、関係団体や関係者が一体となり、度重なる国

及び関係国会議員への要望活動を行うとともに、

関係地域の小学生が参加するサッカー大会や各地

域のグラウンドゴルフ愛好者による大会等の開催

により、地域間の積極的な交流が行われるなど、

着々と実現に向けた機運の醸成が図られていると

ころです。 

 これまで早期の実現を訴えてきました私としま

しても、半世紀にわたる長い期間、多くの関係す

る皆様方に、改めてお礼を申し上げる次第でござ

います。 

 自然災害が発生し、交通ネットワークが寸断さ

れた場合に、リダンダンシーの役割を果たすな

ど、その必要性、重要性は十分理解されながら

も、なかなか実現は難しいという状況の中ではご

ざいますが、まずは天草・長島架橋の建設を実現

すべきという認識の下、今般天草市議による議連

発足に至ったことは、小さい一歩ながら心強いこ

とだと感じました。 

 今後は、鹿児島県議連と連携を取りながら、国

及び関係国会議員への積極的な要望活動の展開が

予定されているところでございます。 

 人間は、自分の心の持ち方一つでどんな運命で

も切り開くことができる、これは私の尊敬する偉

人、中村天風先生の名言です。中村天風先生は、

戦時中は、東郷平八郎さん、松下幸之助さん、京

セラの稲盛和夫さん、また、天草の政治家である

園田直先生と、過去の偉人と言われる多くの方に

大きな影響を与えた方です。私たちがどんな状況

にあっても、自分の心の持ち方次第で未来を変え

られるという強いメッセージです。 

 この言葉のとおり、三県架橋建設の早期実現と

いう目標に向かって、たとえ小さな一歩でも、や

り遂げることが大切であり、その先に見える景色

があるのだと思いますが、鹿児島県議連、天草市

議連の発足という新たな動きが出てきた中で、改

めて県としてどのように取り組んでいくのか、知

事にお尋ねします。 

 また、これに関連しまして、三和商船株式会社

が、牛深港から長島町蔵之元港の間を結ぶ海の国

道フェリーとして運航する牛深―蔵之元航路が、

本年９月30日に国の補助路線として認定の内示を

受けました。 

 関係者の皆様のお力添えによるものであり、大

変ありがたく感じておりますとともに、改めて本
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路線の重要性を国より認めていただいた結果であ

ると、心強く感じております。 

 今後は、老朽化している船体の更新に向けた協

議が進められるとのことであり、更新に当たって

は、将来の欠損の増大、経営の悪化を回避するた

め、国の離島航路構造改革補助の活用が検討され

ていると承知しています。 

 しかしながら、近年の物価高騰等の影響から建

造費は上昇しており、事業者の負担は大きくなっ

ていくのではないかと危惧しているところです。 

 そこで、県として、地元住民の生活に欠かせな

い存在である牛深―蔵之元航路を維持していくた

めにどのように支援していくのか、企画振興部長

にお尋ねします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 西村議員から島原・天草・長

島架橋構想について御質問いただきましたので、

お答え申し上げます。 

 本構想は、県境を越えた相互交流を可能にする

とともに、九州西岸地域に新たな経済文化圏を形

成し、地域の活性化をもたらす大きな可能性を秘

めています。 

 また、議員御指摘のとおり、災害時における代

替道路としても重要な役割を果たすものと考えて

おります。実際、本年８月の豪雨では、上天草市

松島町で国道266号が一時通行止めとなり、天草

地域への陸路によるアクセスができない状態が生

じるなど、改めてその必要性を認識したところで

ございます。 

 県では、これまで、長崎、鹿児島両県と協議会

を組織し、地元期成会とともに国への要望活動や

構想の普及啓発などに取り組んでまいりました。

また、三県架橋構想を含む国の海峡横断プロジェ

クトが凍結された後も、３県共同で風・地震観測

調査を継続して行っております。 

 昨年度からは、私が協議会の会長に就任いたし

ました。本県が事務局となって活動しているとこ

ろでございます。今年１月には、島原・天草・長

島架橋構想推進地方大会を牛深総合センターで開

催し、私も出席したところでございます。また、

来年１月にも、協議会と今度は九州経済連合会の

共催によりまして、天草地域で600人規模の構想

推進大会を開催することとしております。 

 今後、九州が新生シリコンアイランドとしてさ

らなる飛躍を目指すためには、幹線道路ネットワ

ークの一翼を担う九州西岸軸ルートの必要性がま

すます高まってくるものと考えます。 

 このよき流れの中で、長崎、鹿児島両県や地元

期成会の皆様、住民の皆様とともに、地元の熱意

を国にしっかりと訴えてまいります。 

  〔企画振興部長富永隼行君登壇〕 

○企画振興部長(富永隼行君) 牛深―蔵之元航路

への県の支援についてお答えします。 

 牛深―蔵之元航路は、地域住民や観光客の移動

を支えるとともに、今後は、天草地域の豊かな自

然環境や歴史文化に魅力を感じ、都市部と天草を

行き来しながら生活する二地域居住者のアクセス

手段としても重要な航路になると認識していま

す。 

 本航路については、これまで、国、県、関係自

治体等により構成される協議会において、航路改

善計画の策定や国庫補助航路化に向けた国との事

前協議などに取り組んでまいりました。 

 その結果、本年９月に国庫補助航路としての内

定を受けました。これにより、今後は、欠損額に

対する国庫補助を受けられる見込みとなり、安定

的な運航につながることが期待されます。 

 一方で、今後、船舶の老朽化に伴う新船建造に

より、運航事業者の大きな負担が見込まれること

なども踏まえ、しっかりと支援を行っていく必要
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があると認識しています。 

 国庫補助航路の新船建造に対しては、鉄道・運

輸機構と事業者が船舶を共有して建造する制度の

適用が可能となります。この制度の活用により、

資金調達リスクや金利負担の軽減とともに、建造

に当たっての専門的技術支援も期待できます。 

 県としては、航路の安定的な運航を支援するた

め、国庫補助を受けた後に残る欠損額を支援する

天草市に対し、その一部を補助する予定です。 

 天草・牛深地域の活力を維持していくために重

要な交通インフラである本航路が今後も安定的に

運航されるよう、地元自治体とともにしっかりと

支えてまいります。 

  〔西村尚武君登壇〕 

○西村尚武君 島原・天草・長島架橋構想等につ

いて、木村知事に答弁をいただきました。 

 熊本県では、長崎、鹿児島両県と協議会を組織

し、地元期成会と国への要望活動や構想の普及啓

発などに取り組んできた、国の海峡横断プロジェ

クトが凍結された後も、３県共同で風・地震観測

調査を継続していると。昨年度からは木村知事が

協議会の会長に就任され、活動されています。今

年１月には、構想推進大会を牛深で開催し、知事

も参加していただき、来年１月にも天草地域で

600人規模の構想推進大会を開催することとなっ

ています。このよき流れの中で、長崎、鹿児島両

県や地元期成会の皆様、住民の皆様とともに、地

元の熱意を国に訴えていくという強い発言があり

ました。 

 多額の費用がかかる構想でございます。一朝一

夕には簡単にはいかないということは理解してい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、企画振興部長に答弁をいただきました。 

 本航路は、本年９月に国庫補助航路としての内

定を受けました、今後、欠損額に対する国庫補助

を受けられる見込みとなり、安定的な運航につな

がることが期待されます、国庫補助航路の新船建

造に対しては、鉄道・運輸機構と事業者が船舶を

共有して建造する制度の適用が可能となる、この

制度の活用により、資金調達リスクや金利負担の

軽減とともに、建造に当たっての専門的技術支援

も期待できる、県としては、国庫補助を受けた後

に残る欠損額を支援する天草に対し、その一部を

補助する予定であると、地元自治体とともに支え

ていくとの非常に具体的で前向きな答弁でありま

した。よろしくお願いいたします。 

 次に、持続可能な地域医療体制の構築について

質問いたします。 

 最近、官民問わず、医療機関の経営状態が厳し

いとの報道を目にします。 

 先月末に厚生労働省が公表した調査結果により

ますと、一般病院の７割強が2024年度は赤字であ

り、１施設当たりの利益率は7.3％の赤字であっ

たとのことです。別の調査では、全国に42ある国

立大学病院も、2024年度決算は全体で286億円の

赤字であったとのことです。とりわけ地域の医療

を担う公立病院の経営状態は厳しく、９月末の総

務省の発表によると、公立病院の赤字は過去最大

の3,952億円となっています。 

 高市総理は、所信表明演説で、赤字に苦しむ医

療機関への対応は待ったなしとの考えを表明され

ていますが、私自身もそのとおりだと強く感じて

います。 

 コロナ禍においては、国の財政支援があったも

のの、その支援がなくなったことに加え、昨今の

物価高騰や職員給与の改定が大きく影響したた

め、経常収支の赤字が過去最大になったとのこと

であり、今後もこの傾向は続くものと予想されま

す。 

 地方公営企業である自治体公立病院は、経営に
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伴う収入をもって経費に充てるとする独立採算性

の原則もあり、単純に一般会計からの繰出金で補

えるものでもなく、そもそも一般会計自体が厳し

い財政状況でもあるため、対応ができないという

状況もあるようです。 

 そのようなことから、本年９月には、全国自治

体病院協議会を含む病院関係団体が一体となり、

2025年度補正予算において、緊急に病院への支援

策を講ずることや、病院への2026年度診療報酬改

定率については、10％超えが必要であることにつ

いて、緊急要望が提出されております。 

 このままでは、地域から民間の医療機関がなく

なり、最後に残った公立病院がなくなる可能性が

あります。そのことが地域の存続危機に直面する

ことは容易に想像できます。 

 私の地元の天草地域は、周囲を海に囲まれてお

り、基幹的な医療機関が集中する熊本市内へは車

で２時間以上かかります。地域に安心して住み続

けるためにも、公立病院の持続可能な経営が必要

不可欠です。 

 そのため、本県としても、危機感を持って対応

していく必要があると考えますが、地域医療の要

である公立病院の経営状況を踏まえ、県としてど

のような対応を行っていくのか、総務部長にお尋

ねします。 

 加えまして、一昨年の一般質問において、看護

職員の確保について質問をさせていただきました

が、その後の状況についてもお伺いしたいと思い

ます。 

 熊本県の看護職員就業者数は、これまで増加の

一途をたどってきましたが、近年は減少に転じ、

令和６年末も減少傾向が継続しています。 

 今後、高齢化の進行により医療需要が増加する

中、本県の医療提供体制を維持していく上で、看

護職員の確保は大きな課題であると考えます。 

 一方で、急激な少子化の進行により、各種産業

では、限られた人材をめぐって若年層の奪い合い

が繰り広げられています。 

 県においては、現在、第８次保健医療計画に沿

って、看護職員の確保に向け、様々な対策が進め

られていると思いますが、看護職員の確保対策と

して、県としてどう取り組んでいかれるのか、健

康福祉部長にお尋ねします。 

  〔総務部長千田真寿君登壇〕 

○総務部長(千田真寿君) 公立病院の経営につい

てお答えします。 

 総務省が発表した公立病院の令和６年度決算の

状況では、人事院勧告等を踏まえた人件費の増加

や物価上昇により、全国で８割を超える公立病院

が経常赤字となっており、全体での赤字額は

3,952億円に達しています。 

 県内の市町村が設置する公立病院においても、

全16病院中、天草地域の５つの病院も含め、15病

院が経常赤字で、全体での赤字額は64億円となっ

ており、現在も大変厳しい経営状況が続いている

と認識しています。 

 この赤字の15病院は、周辺の住民が少ない地域

に立地するなど、いわゆる不採算地区病院に当た

り、厳しい状況が続いています。 

 そのため、小規模の不採算地区病院について

は、一般会計からの繰出金に対する病床当たりの

国の交付税措置の単価が、令和３年度から30％引

き上げられています。 

 また、各公立病院では、令和５年度までに経営

強化プランを策定し、病床稼働率の向上や医療機

器、材料、医薬品の効率的な調達など、経営強化

の取組を進めてきているところです。 

 しかしながら、最近の人件費の増加や物価上昇

は、プラン策定時の想定を上回り、従来の国の財

政措置では、経営を好転させることが難しくなっ
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ていると考えられます。 

 こうした状況を踏まえ、県では、市町村の病院

部局だけでなく、財政担当部局も交えた課題の分

析、把握や設置自治体の財政状況を踏まえた一般

会計からの適正な繰り出しなど、経営改善に向け

た助言を行っています。 

 また、国に対しては、市町村の意見を踏まえ、

賃金や物価の上昇が適時適切に反映される仕組み

を診療報酬制度に組み込むことや、一般会計から

の繰出金に対する地方財政措置の拡充を要望して

いるところです。 

 このような中、先般閣議決定された国の総合経

済対策の中で、賃上げや物価上昇に対する支援の

ため、国が給付等を行う医療・介護等支援パッケ

ージが盛り込まれました。また、令和８年度の診

療報酬改定に向けた議論も進められているところ

です。 

 県としましては、国の動向を注視しつつ、地域

医療体制の確保について、公立病院がその役割を

果たせるよう、設置自治体とも連携し、経営改善

に向けた支援を行ってまいります。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) 看護職員の確保に

ついてお答えします。 

 本県の看護職員の就業者数は、議員御指摘のと

おり、令和４年から減少に転じており、今後、本

県の地域医療を守る上で、看護職員の確保は喫緊

の課題であると認識しています。 

 そのため、県では、第８次保健医療計画に沿っ

て、看護職員の新規養成、復職支援、定着促進の

３つを柱に取組を進めています。 

 まず、新規養成、すなわち、新たに看護職を目

指す若者の確保については、高校生の１日看護体

験や看護学生体験を実施し、看護の魅力を広く発

信することで、看護に関心を持つ若者を増やす取

組を進めています。 

 また、看護学生を対象に、県内の医療機関等に

一定期間勤務することで返還を免除する看護師等

修学資金貸与制度や、あわせて、看護師等養成所

への運営や設備整備に対する補助を通して、その

就学を継続するための支援をしています。 

 次に、復職支援については、熊本県ナースセン

ターにおいて、復職への不安解消に向けた就労相

談や潜在看護職員の再就業支援研修を実施すると

ともに、令和５年度から、１か月単位の短期就労

を全国から受け入れるくまもっと活躍ナース制度

にも取り組んでいます。 

 さらに、特に看護職員が少ない天草地域におけ

る看護職員の確保については、今年度も、今月13

日に、天草で働きたいと考える看護職のための就

職相談会、看護のワークフェアin天草を開催する

こととしています。 

 最後に、定着促進については、子育てや介護を

しながら働き続けることができるよう、病院内保

育所への運営費補助、勤務環境改善に向けた仮眠

室等の整備、業務省力化につながるシステム導入

などを支援しています。 

 また、看護職員の専門職としてのキャリア形成

を支援することは、自身の仕事に対する充実感を

高め、働き続ける意欲につながります。このた

め、専門性の高い認定看護師や特定行為看護師の

育成にも取り組んでまいります。 

 こうした施策を進める中で、医療機関や就業を

希望する看護職員等から、１か月単位よりさらに

短い１日単位、時間単位といったスポット的な働

き方を求める声も寄せられています。 

 そこで、こうしたニーズに応えるため、時間単

位での臨時的な就業をあっせんする仕組みを新た

に構築し、子育て中の方や55歳以上のいわゆるプ

ラチナナースなど、看護職員の柔軟な働き方を支
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援する方策について、検討を進めてまいります。 

 県としては、看護職員が県民の健康や療養生活

を支える存在として、この熊本で誇りを持って働

き続けてもらいたいと考えています。 

 引き続き、熊本県看護協会や関係機関と連携を

図りながら、新規就業者の養成や潜在的な看護職

員のさらなる掘り起こしなど、看護職員の確保に

向けてしっかりと取り組んでまいります。 

  〔西村尚武君登壇〕 

○西村尚武君 持続可能な地域医療体制の構築に

ついて、総務部長にまず答弁をいただきました。 

 各病院で経営強化プランを策定し、経営強化の

取組を進めてきている、しかしながら、最近の人

件費の増加や物価上昇は、プランの想定を上回

り、従来の国の財政措置では経営を好転させるこ

とは難しくなっている、そのため、県では、経営

改善に向けた助言を行っているほか、国に対して

は、賃金や物価の上昇が適時適切に反映される仕

組みを診療報酬制度に組み込むことや繰出金に対

する地方財政措置の拡充を要望している、県とし

ては、国の動向を注視しつつ、地域医療体制の確

保について、公立病院がその役割を果たせるよ

う、設置自治体とも連携し、経営改善に向けた支

援を行っていくとの答弁でした。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 次に、健康福祉部長に答弁をいただきました。 

 熊本県の看護職員確保対策は、喫緊の課題と認

識している、そのため、県では、第８次保健医療

計画に沿って、看護職員の確保は、新規養成、復

職支援、定着促進を３本柱にした取組を進めてい

る、医療機関や就業を希望する看護職員からは、

臨時的な就業ニーズとして、１日単位や時間単位

での働き方を求める声もある、そこで、こういっ

た就業ニーズに応えるため、時間単位の臨時的就

業のあっせんに対応する仕組みを構築し、子育て

中の方や55歳以上のプラチナナースといった看護

職員の柔軟な働き方の支援策について検討してい

く、県としても、新規就業者の確保対策と併せ

て、再就業の促進に向けて、潜在的な看護職員の

さらなる掘り起こしを進め、地域医療を支える看

護職員の確保を、関係機関と連携し、全力で取り

組んでいくという具体的な答弁でした。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、偶然ですが、今朝の地元紙に、ニュー

スの記事とあと社説がちょっと載っておりまし

た。ちょっと紹介させていただきますが、１つ、

この記事のほうは、熊本市医師会の調査で、医療

機関の７割が経営が厳しいという内容です。社説

のほうは、ちょうど私が今度質問しました持続可

能な医療関係で、苦境の病院経営というテーマ

で、内容としては、持続可能な姿を模索しなけれ

ばならないというような内容でした。一応、今朝

出ておりましたので、御紹介しておきます。よろ

しかったらお目通しください。 

 次、質問に移ります。 

 次に、介護現場における生産性の向上について

質問いたします。 

 昨年度の11月定例会におきましても、生産性向

上を含めた介護人材の確保について質問をさせて

いただきました。 

 その際、執行部より、外国人の介護職員確保に

向けた家賃助成などの取組をはじめとし、引き続

き様々な対策を講じていくとの考えが示され、私

としましてもありがたく感じたところです。 

 今回は、前回に引き続き、介護テクノロジーの

活用という観点から、生産性向上に向けた質問を

させていただきます。 

 現在の社会情勢を踏まえますと、多くの業界で

人材不足が課題となっており、介護分野におきま

しても、テクノロジーの活用による生産性の向上
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が今後ますます重要であることは言うまでもござ

いません。 

 第９期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支

援計画、通称長寿・安心・くまもとプランにおき

ましても、介護人材の確保と介護サービスの質の

向上を図るため、介護現場の生産性向上と定着促

進を重点取組事項の一つに掲げられているところ

です。 

 既に県としても様々な取組がなされており、例

えば、介護事業所間において、紙で行ってきたケ

アプランのやり取りが、オンラインで完結するシ

ステムの導入に向けて支援する事業がございま

す。 

 私の出身である天草地域におきましても、この

システムの導入については、今年度、県の支援の

下に少しずつ進められているようですが、次年度

以降の県の支援が未確定である中で、203ある事

業所のシステム化は、今後何年かかるのか分から

ないというのが実情です。 

 このような取組については、人口が急減する地

域や高齢化が加速する地域ほど早急に取り組む必

要があると考えますが、各自治体の財政力にも濃

淡がある中で、県の支援なしには進まないのが現

状です。 

 一方で、介護現場の業務改善などを要件とした

介護報酬の生産性向上推進体制の加算を行うな

ど、国としては前向きな動きもあるため、県とし

ても、さらに踏み込んで進めるべき課題であると

考えます。 

 そこで、このケアプランデータ連携システムな

ど介護現場の生産性向上について、現在、県とし

てどのような取組を行い、今後どのように取り組

んでいかれるのか。また、人材不足の加速と並行

して、介護テクノロジーの需要はますます高まる

ことが予想されるため、県としても、次期計画見

直しの際には、積極的に検討し、引き続き計画に

盛り込むべきと考えますが、現在の検討状況も含

めて、健康福祉部長にお尋ねします。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) 生産年齢人口の減

少により介護人材の確保が難しくなる中で、介護

現場の負担軽減やサービスの質の向上を図るため

にも、介護テクノロジーの活用は大変重要である

と認識しています。 

 その上で、まず、ケアプランデータ連携システ

ムなどの介護現場の生産性向上を推進する取組に

ついてお答えします。 

 議員御紹介のとおり、ケアプランデータ連携シ

ステムは、居宅介護支援事業所と居宅サービス事

業所との間におけるケアプランのやり取りをオン

ライン化するもので、紙媒体でのやり取りに比

べ、時間や費用を大幅に削減することができま

す。 

 県では、昨年度から、12市町村をモデル地域に

設定し、事業所のシステム導入を促進していま

す。モデル地域では、導入事業所が増え、ケアマ

ネジャー等の事務負担が軽減したとの声も寄せら

れました。 

 今後は、この成果や好事例を県内全域に展開す

るとともに、市町村を通じた働きかけを継続する

ことで、一層の導入促進を図ってまいります。 

 また、県では、介護現場における生産性向上を

推進するため、介護ロボット、ＩＣＴ機器の導入

経費について補助を行うほか、介護テクノロジー

の活用などに取り組む事業所を支援するためのワ

ンストップ相談窓口として、本年４月にくまもと

介護テクノロジー・業務改善サポートセンターを

開設しました。 

 加えて、介護、医療、雇用等の関係団体をメン

バーとする熊本県介護現場革新会議を立ち上げ、
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生産性向上に関して幅広く意見を聴取するととも

に、センターの取組方針等を協議いただいていま

す。 

 センターでは、個別相談対応のほか、研修会の

開催や介護ロボットの展示、貸出しを行うととも

に、６つの事業所に対し、介護テクノロジー等に

関する専門家を派遣して丁寧にアドバイスを行う

など、年間を通した伴走支援にも取り組んでいま

す。 

 今年度、センターが開催した研修会には、昨年

度国が開催した研修会の43事業所を大きく上回る

310事業所が参加しており、介護テクノロジーへ

の関心の高まりを感じているところです。 

 次に、熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支

援計画における検討状況についてお答えします。 

 現在の第９期計画は、来年度が計画期間の最終

年度となります。国においては、次期計画を念頭

に、介護保険制度改正の議論が進められており、

2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討

会の取りまとめ結果でも、基本的な考え方の一つ

に、生産性向上が位置づけられています。 

 県としても、国が示す基本指針や関係団体、市

町村の御意見等も踏まえながら、生産性向上にし

っかりと取り組める計画となるよう、検討を進め

ていくこととしています。 

 今後も、市町村と協力しながら、県が策定する

計画に沿ってケアプランデータ連携システムの導

入を促進するとともに、介護ロボット、ＩＣＴ機

器導入への支援とセンターを拠点とする支援を両

輪として、それぞれの現場に合った介護テクノロ

ジーの活用を加速化させ、介護現場における生産

性向上を推進してまいります。 

  〔西村尚武君登壇〕 

○西村尚武君 健康福祉部長に答弁をいただきま

した。 

 ケアプランデータ連携システムについて、モデ

ル地域を設定し、事業所の導入を促進、今後は成

果等を展開するとともに、市町村を通じた働きか

けを継続するということでした。 

 次期計画については、国の基本指針や関係団

体、市町村の意見を踏まえ、生産性向上にしっか

りと取り組める計画となるように検討するという

ことです。 

 今後も、ケアプランデータ連携システム導入を

促進するとともに、介護ロボット等機器導入への

支援とセンターによる支援を両輪とし、介護テク

ノロジーの活用を加速化させ、介護現場の生産性

向上を推進していくという前向きな答弁でした。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、教員の確保について、教育長に質問させ

ていただきます。 

 これも、以前の一般質問で、教員の確保と業務

の負担軽減について質問をさせていただいた内容

です。 

 本年２月に全国公立学校教頭会が公表した令和

６年度の調査結果によりますと、全国の約２割か

ら３割の学校で依然として教員不足が生じてお

り、社会全体で学校や教員を支える仕組みづくり

が必要であるとされたところです。 

 教員不足の課題解決に向けては、働き方改革や

処遇改善など幅広い議論がなされ、本年６月に成

立した公立学校の教職員の処遇改善や長時間労働

是正に向けた給特法等の改正法では、約半世紀ぶ

りとなる教員給与の引上げがなされることとなり

ました。 

 しかしながら、これらにより教員不足が抜本的

に解消されるというわけではなく、団塊世代の教

員の大量退職と引換えに、子育て世代の教員増加

に伴う育休、産休の増加や特別支援学級の増加、

さらには不登校問題への対応や病気休職者の増加
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など、複雑多様化した社会情勢を背景にしなが

ら、今後も教員確保は難しい課題であると認識し

ております。 

 そこで、本県においては、教員の確保について

どのような実情であるのか、また、どのような方

策で課題解決を図っていくのかについてお伺いし

ます。 

 また、前回の質問におきまして、教育長より、

令和４年度より、いわゆるペーパーティーチャー

を対象とした講習会の開催、新たに大学推薦制度

の導入や社会人を対象とした特別選考の実施な

ど、教員確保の取組を紹介していただきました

が、なかなかその後の取組内容や現在の状況が見

えてこないようです。 

 そこで、現状がどのようになっているのか、ま

た、現状を踏まえ、新たに取り組む施策などにつ

いて、教育長にお尋ねいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) 教員の確保についてお答

えします。 

 本県においては、５月１日時点で129人もの教

員不足となっており、深刻な状況と認識しており

ます。 

 その要因としては、大量採用世代の定年による

退職者数の増や市町村立学校における特別支援学

級及び35人学級の導入に伴う学級数の増に加え、

育休取得者の増など、必要教員数が大幅に増加し

たことが挙げられ、採用数を増やしてもなかなか

充足できないのが実情です。 

 教員確保については、これまでペーパーティー

チャーを対象とした講習会、大学推薦制度、教員

免許を所有していない社会人を対象とした特別選

考等の教員の成り手の掘り起こしや再任用教員の

確保に取り組んでいるものの、これらの取組でも

抜本的な解消を早期に達成することは難しい状況

にあります。 

 そのため、これらの取組に加えて、今年度、新

たに具体的な取組を２点実施しています。 

 １点目が、大学とさらに連携した取組です。 

 10月31日に、熊本大学教育学部と地域の教育課

題解決のための教員の養成に係る連携協定を締結

しました。この協定に基づき、本県の教員を志望

する同学部地域枠の学生を対象とした大学３年次

に受考できる特別選考試験を始めたところです。

今後も、大学と協力しながら、確実な教員確保を

進めていきます。 

 ２点目が、そもそも教員を目指す学生そのもの

を増やす取組です。 

 ８月には、国立阿蘇青少年交流の家との共催事

業で、若手教員及び教員志望の大学生を対象に、

双方の交流を図る宿泊型研修を実施し、教師にな

りたいという気持ちが高まったというアンケート

結果を得ています。 

 引き続き、若手教員と就職活動を始める前の大

学生の交流の場等を通じて、大学生に対して教員

の魅力をアピールしてまいります。 

 さらに、教員を希望する高校生を対象にした説

明会を、今年度は、水俣高校、甲佐高校、東稜高

校で開催しており、中高生の早い段階から教職の

魅力を伝え、教員志望者の裾野を拡大していく取

組を進めていきます。 

 今後とも、あらゆる対策を講じて、子供たちの

学びを支える教員の確保に向け、全力で取り組ん

でまいります。 

  〔西村尚武君登壇〕 

○西村尚武君 教育長に答弁をいただきました。 

 教員確保については、これまでの取組に加え、

今年度、新たな取組として、以下の２点を実施す

るということでした。１点目が、大学とのさらな

る連携として、熊本大学教育学部と連携協定を締
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結し、この協定に基づき、本県の教員を志望する

同学部地域枠の学生を対象とした大学３年次に受

考できる特別選考試験を行うということです。 

 次に、教員を目指す学生を増やす取組として、

国立阿蘇青少年交流の家との共催事業で、若手教

員及び教員志望の大学生を対象に、双方の交流を

図る宿泊型研修を行うということでした。それ

と、教員を希望する高校生を対象にした説明会を

行うということです。 

 今後とも、あらゆる対策を講じて、子供たちの

学びを支える教員の確保に向け、全力で取り組ん

でまいるとの力強い答弁でありました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、地域公共交通の維持について、企画振興

部長に質問いたします。 

 これまでも、地域住民の生活や地域の発展の根

幹となる公共交通の充実については、一般質問の

中で述べさせていただきましたが、今回も地域で

喫緊の課題となっている移動手段の確保について

質問いたします。 

 まず、直近の高齢化率が年々増加する天草地域

における免許の自主返納者数と高齢者に起因する

交通事故の件数の推移に係る数値を紹介いたしま

す。 

 これは警察からの聞き取りですが、天草署と牛

深署、この中で苓北町は除きます。これは、県の

交通要覧よりの引用ですが、免許の自主返納者数

は、令和２年度が354件であったのが、令和６年

度は334件で、5.6％の減少です。一方、高齢者が

第一当事者となる交通事故の発生件数は、令和２

年度の23件に対して、令和６年度は31件で、34.8

％増加しています。 

 このデータを私なりに分析しますと、広い市域

を持つ天草市にあって、限られた交通手段では利

便性が低いことから、通院、買物など日常生活を

送るには自らの運転に頼らざるを得ず、高齢とな

っても免許返納できない方が多いのではないか、

その結果、高齢者に起因する事故も増加傾向にあ

るのではないかということです。 

 これらを背景として、天草市では、ＡＩオンデ

マンド乗合タクシーの取組が加速しております。 

 この乗合タクシーは、営業時間内であれば、い

つでもどこでも連絡一つで乗合タクシーが利用で

き、ＡＩにより効率的に運行できるもので、ド

ア・ツー・ドアで利用できることから、利用者数

は増加傾向にあると聞いています。 

 また、スクールバスの代替手段としても活用さ

れていることや民間タクシー事業者がいない地域

における不要な救急車両の利用の抑制など、汎用

性の高さを感じたところです。 

 天草市では、この乗合タクシーを令和10年度ま

でに中心部の本渡地域を除く全地域に導入する予

定としており、この取組が進むことで、さきに述

べました免許自主返納が促進され、交通事故件数

も抑えられる可能性があるとともに、持続可能な

地域づくりに資するものと考えられます。 

 しかし、一方、財源の問題は大きいため、県の

支援策の一つ、熊本県生活交通維持・活性化総合

交付金を活用してはいるものの、コミュニティー

交通の導入や新たなモビリティー技術の活用等、

イニシャルコストに係る支援は、１市町村当たり

の交付上限額500万円などの縛りがあり、市町村

の負担は相応のものがあるようです。 

 県下の多くの市町村が同様の問題を抱えている

ものと推察しますが、市町村だけでは解決が困難

であります。 

 そこでお尋ねいたします。 

 現在の熊本県地域公共交通計画に基づき、県で

は、市町村のコミュニティー交通に対し、どのよ

うな支援を行っているのか、また、熊本県地域公
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共交通計画は、今年度が改定に向けた見直しの年

度かと思いますが、コミュニティー交通の充実に

対する支援策のさらなる拡充について、企画振興

部長に見解をお伺いします。 

  〔企画振興部長富永隼行君登壇〕 

○企画振興部長(富永隼行君) まず、現在のコミ

ュニティー交通に対する県の支援についてお答え

します。 

 コミュニティー交通は、地域住民の生活を支え

る身近な交通手段であり、誰もが安心して移動で

きる社会を実現するための基盤として、地域にと

って必要不可欠です。 

 そのため、本県では、熊本県地域公共交通計画

に基づき、コミュニティー交通の充実に向けた市

町村の事業に対し、重点的に財政支援を継続して

まいりました。 

 具体的には、市町村がコミュニティー交通を導

入、改善する際の費用や確保、維持する際の費用

の一部を補助しています。令和６年度は、県内45

市町村に対し、約１億8,400万円を交付していま

す。このうち、天草市には約1,670万円を交付

し、ＡＩオンデマンド乗合タクシーや巡回バスの

運行を支援しています。 

 こうした支援の効果もあり、現在、県内43市町

村でコミュニティー交通が運行されており、近年

の運転士不足などにより休廃止となった路線バス

の代替手段として利用されています。 

 次に、今後のコミュニティー交通の充実に対す

る支援策についてお答えします。 

 コミュニティー交通を充実させるには、地域の

実情に即したサービスの提供が重要です。 

 そこで、現在策定作業を進めている次期熊本県

地域公共交通計画において、商業施設、医療機

関、教育施設など、日常生活に必要な施設に適時

アクセスできる環境の整備を目標に掲げ、その実

現に向けた施策を取りまとめることとしていま

す。 

 県民の移動ニーズは、人口構成や地理的条件な

どにより地域で異なります。そのため、今後、市

町村が住民や交通事業者と協議し、都市圏幹線、

地域幹線と併せて、コミュニティー交通について

も、目指すべきサービス水準を設定できるよう、

市町村への支援をする必要があると考えていま

す。 

 また、利用者が少ない路線バスのダウンサイジ

ング、福祉バスやスクールバスなどの活用、さら

には生活圏域を踏まえた運行エリアの拡大など、

地域公共交通の課題に果敢に取り組む市町村を支

援できるよう努めてまいります。 

 県としては、次期計画で目指す将来像である、

誰一人取り残されず、マイカーに頼らずに行きた

いところへ不自由なくアクセスできる社会の構築

に向け、引き続きしっかりと取り組んでまいりま

す。 

  〔西村尚武君登壇〕 

○西村尚武君 地域公共交通の維持について、企

画振興部長に答弁をいただきました。 

 まず、次期熊本県地域公共交通計画では、商業

施設など日常生活に必要な施設に適時アクセスで

きる環境整備を目標に掲げるということです。 

 次に、地域公共交通の課題に果敢に取り組む市

町村を支援できるよう努めるということでした。 

 この課題に果敢に取り組む市町村を支援してい

くということが本当に大事なことだと思います。 

 過去、鹿児島の西郷隆盛を表す坂本龍馬の言葉

に、西郷さんは釣鐘のような人だ、小さくたたく

人には小さく応え、大きくたたく人には大きく応

えるという言葉を思い出し、感動したことを思い

出しました。 

 その市町村が、前向きに果敢に取り組むという



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第４号（12月８日） 

 

 

- 131 - 

ことで結果は変わっていくと思います。地域住民

の生活を支える身近な交通手段であり、誰もが安

心して移動できる社会をつくっていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、今回も、公共交通や介護現

場のＤＸなど、多岐にわたりお話をさせていただ

きました。 

 少子高齢化と言われて久しいものがあります

が、私が生まれた約70年前になりますが、昭和30

年には天草の人口は17万人でした。今現在では７

万2,000人ほどと言われています。現在、本年の

国勢調査が取りまとめられておりますが、私の地

元天草市では、この５年間で8,000人から9,000人

程度の人口減少が進んでいるとの話を聞いており

ます。 

 来年３月で合併から20年を迎えますが、地域の

様々な声を耳にしますと、合併当時の想定よりも

早いペースで人口減少、少子高齢化が進んでいる

との実情に、柔軟に対応したくても、コロナ禍を

経て、人件費や物価の高騰、人材不足などが二重

苦、三重苦となり、以前はできていた対応ができ

ない状況であるようです。今まさに地域が持続で

きるかの瀬戸際を迎えていると言っても過言では

ありません。 

 一方、ＤＸを含む社会情勢の変化も目まぐるし

く、経済の景色を変化させる可能性や多様性を秘

めています。地域の苦しい現状を少しでも和らげ

得る可能性がそこにあることは間違いなく、今こ

そ行政として、しっかりこれからの地域の未来を

見据え、手を打つべきときである、そのようなこ

とを考えながら今回の一般質問に当たりました。 

 言葉ほど簡単ではありませんが、皆で知恵を出

しながら、何とか今の厳しい現状を乗り切るとき

だと思います。 

 以上、用意しました一般質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。(拍手) 

○副議長(緒方勇二君) 以上で本日の一般質問は

終了いたしました。 

 明９日は、午前10時から会議を開きます。 

 日程は、議席に配付の議事日程第５号のとおり

といたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

  午後２時10分散会 
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  令和７年   熊本県議会11月定例会会議録     第５号 

 

令和７年12月９日(火曜日) 

   ――――――――――――――――― 

   議事日程 第５号 

  令和７年12月９日(火曜日)午前10時開会 

 第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について) 

 第２ 議案等に対する質疑(第１号から第48号 

  まで） 

 第３ 知事提出議案の委員会付託(第１号から 

  第48号まで） 

 第４ 請願の委員会付託 

 第５ 休会の件 

   ――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について) 

 日程第２ 議案等に対する質疑(第１号から第 

  48号まで） 

 知事提出議案の上程(第49号から第61号まで） 

 日程第３ 知事提出議案の委員会付託(第１号 

  から第61号まで） 

 日程第４ 請願の委員会付託 

 知事提出議案の上程(第62号から第77号まで） 

 日程第５ 休会の件 

     ――――――○―――――― 

出席議員氏名(47人) 

            星 野 愛 斗 君 

            髙 井 千 歳 さん 

            住 永 栄一郎 君 

            亀 田 英 雄 君 

            幸 村 香代子 君 

            杉 嶌 ミ カ さん 

            立 山 大二朗 君 

            斎 藤 陽 子 さん 

            本 田 雄 三 君 

            岩 田 智 子 君 

            堤   泰 之 君 

            南 部 隼 平 君 

            前 田 敬 介 君 

            坂 梨 剛 昭 君 

            荒 川 知 章 君 

            城 戸   淳 君 

            西 村 尚 武 君 

            池 永 幸 生 君 

            竹 﨑 和 虎 君 

            吉 田 孝 平 君 

            中 村 亮 彦 君 

            増 永 慎一郎 君 

            前 田 憲 秀 君 

            髙 島 和 男 君 

            松 村 秀 逸 君 

            岩 本 浩 治 君 

            西 山 宗 孝 君 

            河 津 修 司 君 

            楠 本 千 秋 君 

            橋 口 海 平 君 

            緒 方 勇 二 君 

            髙 木 健 次 君 

            髙 野 洋 介 君 

            内 野 幸 喜 君 

            岩 中 伸 司 君 

            城 下 広 作 君 

            西   聖 一 君 

            山 口   裕 君 
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            渕 上 陽 一 君 

            坂 田 孝 志 君 

            溝 口 幸 治 君 

            池 田 和 貴 君 

            吉 永 和 世 君 

            松 田 三 郎 君 

            藤 川 隆 夫 君 

            岩 下 栄 一 君 

            前 川   收 君 

欠席議員氏名(なし) 

   ――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

      知    事 木 村   敬 君 

      副 知 事 竹 内 信 義 君 

      副 知 事 亀 崎 直 隆 君 

      知事公室長 深 川 元 樹 君 

      総 務 部 長 千 田 真 寿 君 

      企画振興部長 富 永 隼 行 君 

      理    事 阪 本 清 貴 君 

      理    事 府 高   隆 君 

      健康福祉部長 下 山   薫 さん 

      環境生活部長 清 田 克 弘 君 

      商工労働部長 上 田 哲 也 君 

      観光文化部長 脇   俊 也 君 

      農林水産部長 中 島   豪 君 

理    事 間 宮 将 大 君 

      土 木 部 長 菰 田 武 志 君 

      会計管理者 野 中 眞 治 君 

      企 業 局 長 久 原 美樹子 さん 

      病 院 事 業 
      管 理 者 鍬 本 亮 太 君 
      職務代理者 

      教 育 長 越 猪 浩 樹 君 

      警察本部長 佐 藤 昭 一 君 

      人事委員会 
            出 田 孝 一 君       委 員 長 

      監 査 委 員 小 原 雅 之 君 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

      事 務 局 長 波 村 多 門 

      事務局次長             鈴   和 幸       兼総務課長 

      議 事 課 長 下 﨑 浩 一 

      議事課長補佐 岡 部 康 夫 

     ――――――○―――――― 

  午前10時開議 

○副議長(緒方勇二君) これより本日の会議を開

きます。 

     ――――――○―――――― 

 日程第１ 一般質問 

○副議長(緒方勇二君) 日程に従いまして、日程

第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 岩本浩治君。 

  〔岩本浩治登壇〕(拍手) 

○岩本浩治君 皆様、おはようございます。10時

からの質問というのは、11回目の中で初めてでご

ざいまして、やはり、11回目でありましても緊張

するなと思っておるところでございます。 

 昨日、青森地震があったようで、私は寝てまし

た。原稿が出来上がりましたので、もうこの際寝

ちょけと思いまして、寝てまして、そういう中

で、青森の方々には心よりお見舞いを申し上げる

次第でございます。 

 また、先月11月25日に阿蘇市を震源としました

５弱の地震により、各議員の先生の皆さんからお

電話いただきました。お見舞いを大変うれしく、

感謝申し上げたところでございますが、震度５

で、何か被害があったかなと思ったんですが、軽

微な被害だけで安堵したところでございます。 

 そういう中では、いつ地震、災害が来るか分か

んないなというような感じを持ったところでござ 

います。やはり、11月25日も、夜、地震があって

すぐ、県の阿蘇振興局の土木部長より、今から被
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害状況をちょっと見てまいりますという電話があ

りました。もう外は暗いよと言ったんですが、い

え、やはり、阿蘇の大事さを見てこなきゃなりま

せんということで行かれまして、翌日早朝にも電

話がありました。見て回った限りでは、３か所の

道路の陥没がある、また崩落がありましたという

報告がありました。私、それの感覚からします

と、県の危機管理防災はちゃんとよくしているな

ということを感じたわけでございます。それの連

絡がありまして、私を支持していただく有権者の

方々にはお電話を差し上げた次第でございます。 

 そういう中で、今回の質問ということでござい

ます。まず、知事に質問させていただきたいと思

います。 

 ちょうど12月３日から12月９日まで、今日まで

が障害者週間でございます。私もこの１週間、各

種障害団体から御案内を受けておりまして、１週

間、案内のたびに各団体に行ってきたところでご

ざいます。 

 そういう中で、知事が就任されて１年８か月経

過いたしました。昨年の３月の知事選挙のマニフ

ェストには、私自身が当事者である障害者行政は

ライフワーク、様々な障害のある方を私のパート

ナーとして、県政で活躍してもらいます、や、障

害のある人もない人も共に生きる社会の実現に向

けて、障害に関する理解や障害のある人の社会参

加の推進、地域で安心して生活できるための支

援、障害特性等に応じたきめ細かい支援の充実に

取り組みますなどと掲げられました。 

 知事就任後、障害者団体の会議などに知事は積

極的に出席され、障害当事者やそれを支援する方

などからの様々な声に耳を傾けられていると聞い

ております。 

 また、パリ2024パラリンピックメダリストへ、

熊本県スポーツ特別功労賞だけでなく、県で初め

て県民栄誉賞を贈呈されたことや、東京2025デフ

リンピックに関連して手話の日イベントを開催さ

れたことなどにより、障害者に対する県民の理解

も深まったのではないかと思います。 

 障害者だから諦めないといけないという風潮が

まだある中、それは違うということを常々発信し

ていかなければならないと私も思っております。

そのためには、県の障害者プランにも記載されて

いる、「障がいのある人もない人も、一人一人の

人格と個性が尊重され、社会を構成する対等な一

員として、安心して暮らすことのできる共生社会

の実現」を目指さなければなりません。 

 そこで、共生社会の実現に向けての知事就任後

の障害福祉政策の取組について、３点お尋ねしま

す。 

 １点目は、障害者の県政での活躍です。 

 令和７年３月31日時点の県内の障害者手帳交付

者数は12万3,544人で、県人口に占める割合は約

7.3％、つまり13人に１人は障害者手帳を所持さ

れていることになります。また、民間企業の法定

雇用率も、現在2.5％ですが、来年７月には2.7％

に引き上げられる予定です。 

 福祉分野に限らず、交通、まちづくり、労働環

境など、様々な県政の意思決定過程に障害者の方

に参加していただくことは、今後ますます重要に

なってくるのではないかと思います。 

 マニフェストにも記載のありました「障がいの

ある方を私のパートナーとして県政で活躍しても

らいます」の実現に向け、どのように取り組んで

こられたかをお尋ねします。 

 ２点目は、障害者の就労機会の確保及び収入の

向上です。 

 障害者の自立促進のためには、経済的な安定も

必要ではないかと思います。障害年金と就労継続

支援事業所からの賃金や工賃のみで生活しておら
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れる障害者もいる中、厚生労働省のデータでは、

令和５年度の熊本県内のＡ型事業所の平均賃金月

額８万3,220円、Ｂ型事業所の平均工賃月額２万

1,108円と、いずれも全国平均を下回っておりま

す。 

 就労継続支援事業所での就労機会の確保や賃

金、工賃の向上に向け、どのように取り組んでい

かれるのか、お尋ねします。 

 ３点目は、地域で安心して生活できるための支

援についてです。 

 視覚障害や聴覚障害など、様々な障害種別があ

る中、地域で生活していくためには、障害特性や

障害の状態に応じたきめ細かい支援が重要であ

り、さらに、地震や大雨などの災害対策の万全の

対応や支援が求められます。 

 また、障害者がどこで誰と生活するかは本人が

決めることが大前提であり、障害者の意思決定

は、最大限配慮される必要があります。 

 そこで、障害者が地域で安心して生活するため

に、県としてどのように取り組んでいかれるの

か。 

 以上、３点を木村知事にお尋ねいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 岩本議員から、障害福祉政策

について御質問いただきました。 

 知事就任後、私自身が当事者であるからこそ気

づくこと、感じることを施策に反映しつつ、県民

の皆様と直接お話をする機会をたくさん持ち、埋

もれかねない小さき声、弱き声にも耳を傾けなが

ら政策を進めてまいりました。 

 そのような中で、１点目の障害のある方の県政

での活躍に向けた取組についてお答え申し上げま

す。 

 私は、障害のある方の社会参画や活躍の場を広

げること、様々な視点から県政運営を行うことと

いう２つの観点から、障害のある方がより一層県

政に参画いただく機会を増やしていくことが大変

意義があるものと考えております。 

 そのため、県では、今年度から、審議会などの

委員やオブザーバーとして、障害のある方の積極

的な登用を全庁的に推進しております。 

 これにより、障害のある方の意見がより県政運

営に反映されることや幅広い観点が加わること

で、議論の質が高まることを期待しております。 

 先月、東京2025デフリンピックが開催され、私

も応援に行かせてもらいましたが、本県関係の選

手が大活躍されるとともに、聴覚障害の方への理

解が深まるすばらしい機会となりました。 

 県でも、今年９月に、手話の日関連イベント

で、聴覚障害当事者の方に手話講座を行っていた

だき、機運の醸成を図りました。さらに、一昨

日、くまもとハートウィーク事業の一環として開

催されました、議員からも御紹介いただきました

2024年のパリ・パラリンピック金メダリストであ

り、県民栄誉賞をお贈りいたしました田中愛美選

手の講演会などの機会を通じて、県民の皆様の障

害や障害のある方に対する理解は大いに深まった

のではないかと受け止めております。 

 今後とも、県政運営はもとより、様々な会議の

場やスポーツ、芸術など様々な分野で、官民挙げ

て障害のある方の活躍の場を広げる取組を着実に

進めていきたいと考えております。 

 ２点目の就労継続支援事業所での就労機会の確

保や工賃などの向上についてお答え申し上げま

す。 

 県では、県の工賃向上計画に基づき、商談会、

販売会などによる優先調達の推進、そのほか、農

福連携コーディネーターによる農業者と福祉事業

所のマッチング支援などを実施しております。 

 今年度は、新たな取組として、一般企業が初め
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て福祉作業所に物品等を発注する際に、経費の一

部を補助するお試し発注サポート事業にも取り組

んでいるところでございます。 

 今月12日、３日後、今週金曜日には、熊本市と

共同で、県庁プロムナードにおいて、昨年の２倍

の規模で、農福マルシェを開催することとしてい

るところでもございます。 

 今後も、県が率先して、障害のある方の自立の

促進につながるよう、関係者と連携した取組を進

めてまいります。 

 ３点目の障害のある方が地域で安心して生活し

ていくための取組についてお答え申し上げます。 

 まず、障害特性に応じたきめ細かい支援とし

て、今年８月に、熊本県障がい者ＩＣＴサポート

センターを設置し、多くの障害のある方からの相

談に応じております。 

 また、災害時の対策として、今年度から、人工

呼吸器を装着する医療的ケア児の方々が在宅生活

に移行する際、停電に備えた非常時の電源装置を

貸与する事業を創設いたしました。 

 議員御指摘の障害のある方がどこで誰と生活す

るかという点につきましては、私も、本人が決め

ることが大前提であり、その意思は最大限配慮さ

れるべきと考えます。 

 この点につきまして、今年度、県で、障害のあ

る方々との意見交換、そしてまた、相談支援事業

所への調査を実施したところ、家族と一緒に住み

たいという本人の希望に沿った暮らし方の実現を

促すべきだという意見をいただきました。 

 このような御意見なども踏まえまして、障害の

ある方の意思決定支援の一環として、個人単位だ

けではなく、家族を一体的に支援するような仕組

みを本県独自に検討しているところでございます

し、こうした家族支援の視点を取り入れた障害福

祉サービスの報酬体系の創設を国に要望してまい

っているところでございます。 

 今後とも、積極的に現場に出向き、県民の皆様

の声に耳を傾け、障害のある人もない人も、一人

一人の人格が尊重され、社会を構成する一員とし

て安心して暮らすことができる共生社会の実現に

向けて、全力で取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

  〔岩本浩治君登壇〕 

○岩本浩治君 知事より答弁いただきました。 

 今の知事の答弁によりますと、ただ一言、あり

がとうございます。それだけではちょっといけま

せんので、知事の公約にもありましたように、障

害のある人もない人も共に生きる社会の実現に向

けて、社会参加の推進、障害の特性等にきめ細か

い支援の充実、県民と直接話をする機会を多く持

ち、埋もれかねない小さい声、また、弱き声に耳

を傾け政策を進め、障害のある方の社会参加や活

躍の場をつくり、審議会等の委員やオブザーバー

として、障害のある方を積極的に登用していくと

のことでございました。 

 今後も、会議の場やスポーツ、芸術等様々な分

野で、障害のある方の活躍できる機会と場所をつ

くっていただきたいと思います。 

 また、障害のある方が自立生活をするために

は、就労の確保や住まいの確保、最低賃金保障な

ど、自立促進につながるよう、関係団体と連携、

推進していくことで、速やかな実現に向けて取り

組んでいただきたいと思っております。 

 障害のある方がどこで誰と生活するかは、障害

者の意思決定の支援の一環であると思っておりま

す。個人単位でなく、家族を一体的に支援する仕

組みを検討し、家族支援の視点を取り入れた報酬

体系の創設を国に要望するとのことで、これが可

能になれば、障害者家族にとっては大変喜ばしい

ことでありますし、障害者と家族が一緒に生活す
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る本来の姿に戻るのではないかと思います。 

 障害特性に応じたきめ細かい政策をしておられ

る知事は、障害がある人もない人も、一人一人の

人格と個性が尊重される社会をつくり、そして、

対等な一員として安心して暮らすことができる共

生社会の実現に向けて、全力で取り組むというこ

とでございました。 

 私は、この木村知事の福祉政策に関して、熊本

から全国に発信できる福祉政策をよろしくお願い

したいと思います。 

 次の質問に移らせてもらいます。 

 訪問介護サービスが抱える課題についてでござ

います。 

 訪問介護サービスが抱える課題については、お

とといの熊日にも訪問介護サービスの記事が出て

おりました。 

少子高齢化が進む中で、在宅介護サービスの利

用ニーズは増加しております。しかし、介護の現

場においてサービスを提供する人材の確保、ま

た、介護サービス事業所の経営難が喫緊の課題で

す。都市部、中山間地域問わず、将来にわたって

質の高い介護サービスを安定的に確保していくこ

とが求められています。 

 介護人材の不足は、特に在宅生活を支えている

訪問介護サービスの存続を脅かす深刻な問題とな

っています。訪問介護分野では、サービス提供責

任者や訪問介護員の確保が困難な状況が続き、介

護関連職種全体の有効求人倍率は、他の産業より

高い水準で推移しており、人材不足が常態化して

おります。 

 人材不足の背景には、介護職の処遇や労働条件

の問題があり、厚生労働省の賃金構造基本統計調

査によりますと、介護職員の平均月収は、他の産

業と比較して依然として低い水準にあり、夜間や

早朝の対応、緊急時の呼出しなど、不規則な勤務

形態も人材確保を難しくしている要因でありま

す。 

 さらに、介護職員の高齢化も進んでおり、若い

世代の新規就労者が少ないことも大きな課題とな

っております。人手不足により、在職スタッフの

負担が増えることで、さらなる離職につながる悪

循環を生み出しています。 

 このような状況を生み出している原因が何かと

考えますと、１点目は、低賃金と報酬制度の限界

です。2024年の介護報酬改定で訪問介護の基本報

酬が引き下げられたことで、事業所の収益性が一

層低下しており、移動時間などが報酬に反映され

にくく、効率の悪い構造が続いております。 

 ２点目は、事業所の小規模化と競争激化です。

介護サービスを提供する事業所は、小規模の事業

所が多く、全社協報告では、2024年時点で、従業

員９人以下の事業所が27.2％を占めております。

その一方で、都市部においては、新規開設が進ん

でおり、競争が激化しております。 

 ３点目は、経営難と倒産リスクです。2024年６

月から８月までの３か月間で、全国の訪問介護事

業所のうち、166件が休止、397件が廃止となって

おります。2024年末時点で、全国107町村が訪問

介護事業所ゼロの空白地帯となっており、272市

町村で訪問介護事業所１か所のみと、事業継続の

危機に直面している状況です。 

 熊本県においては、訪問介護事業所ゼロの自治

体は１村、訪問介護事業所１事業所のみの自治体

は６町村に及び、さらなる空白地域の増加が危惧

されます。 

 空白地帯は、そのことに起因して様々な問題を

引き起こします。 

 １点目は、訪問介護が受けられないことで、高

齢者が在宅での生活を維持できなくなるリスクが

高まり、施設入所等による家族負担が急増しま
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す。 

 ２点目は、介護保険料を払っても介護サービス

が受けられない、制度の空洞化が起きます。 

 ３点目は、中山間地域、離島などの地方部で

は、人口減少と高齢化が進行し、事業継続が困難

になり、人材確保が困難で採算が取れない構造的

問題が深刻化し、サービス空白地帯が拡大してい

きます。 

 ４点目は、報酬は１回ごとの訪問に対して支払

われるため、長距離移動を伴う過疎地では採算が

取れない事態が生じ、空白地帯の訪問介護を一層

困難にします。 

 そこで、健康福祉部長に３点お尋ねします。 

 １点目は、県内における訪問介護事業所の数及

び事業所数が少ない市町村におけるサービス提供

の状況について、２点目は、介護人材確保のため

の報酬加算要件の緩和や県独自の支援策の有無

等、今後の見込みについて、そして３点目です

が、私は、訪問介護は高齢者の在宅生活を支える

重要なインフラと考えております。持続可能な制

度設計と地域支援が急務です。訪問介護はなくな

るのではなく、変わるべき時期に来ていると思い

ます。現場の声を生かし、制度の柔軟性を図りな

がら、地域に根差した持続可能なサービスを構築

することが重要と考えますが、訪問サービスの在

り方についてどのように考えているのか、健康福

祉部長にお尋ねいたします。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) まず、１点目の県

内の訪問介護事業所数等についてお答えいたしま

す。 

 今年度当初時点においては、県内に656の事業

所があり、県全体としては、近年大きな増減はあ

りません。 

 一方で、議員御指摘のとおり、事業所数が少な

い市町村もありますが、そのような市町村におい

ては、近隣にある訪問介護や訪問看護、小規模多

機能型居宅介護事業所などが必要なサービスを提

供することで、高齢者の在宅生活を支えていま

す。 

 次に、２点目の訪問介護の処遇改善に向けた取

組と県の支援策についてお答えします。 

 議員御指摘のとおり、介護人材の確保のために

は、職員の処遇や労働条件の改善が大きな課題で

あると認識しています。特に、現場の実情に即し

た介護報酬や制度の見直しが必要であると考え、

これまでも重ねて国に要望してまいりました。 

 また、県の支援策としては、今年度、令和６年

度の国の経済対策を活用し、非常勤のホームヘル

パーの常勤化や経験年数が短いホームヘルパーに

先輩ヘルパーが同行する費用への助成をはじめ専

門家の派遣による経営改善に向けた支援など、事

業所ごとの実態に応じた取組を進めています。 

 さらには、先月閣議決定された国の経済対策に

向けた補正予算案において、医療、介護等支援パ

ッケージとして、介護職員の賃上げや訪問時の移

動に係る経費等への支援策が示されましたことを

受け、県としても必要な対応ができるよう、予算

化に向けた検討を急いでいるところです。 

 最後に、３点目の訪問介護サービスの在り方に

ついてお答えします。 

 訪問介護は、高齢者が在宅で健やかに暮らし続

けていくために必要不可欠なサービスです。県内

どの地域においても、訪問介護サービスを継続し

て提供していくためには、事業所の経営安定化と

ともに、ヘルパーが安心して働くことができる職

場環境の整備が重要と考えています。 

 そのような中で、現在、国においては、中山間

地域において、月単位の定額報酬の導入などが議

論されており、県としても、その検討状況を注視
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するとともに、現場の意見を丁寧に伺いながら、

処遇改善や制度改正について、国へ要望してまい

ります。 

 引き続き、人材確保や経営の安定化を図り、地

域に根差した持続可能な訪問介護サービスが提供

できる体制づくりに向け、しっかりと取り組んで

まいります。 

  〔岩本浩治君登壇〕 

○岩本浩治君 健康福祉部長より答弁いただきま

した。 

 介護保険料を払っても介護サービスが受けられ

ない制度の空洞化が起きているのではと、私は現

在心配しているところでございます。 

 私は、介護サービスが在宅生活を支える重要な

インフラと考えます。訪問介護の処遇改善に向け

た取組と県の支援策について、特に現場の実情に

即した介護報酬や制度の見直しが必要であると考

えております。 

 これまで、県は、重ねて国に要望してきたとの

ことですが、持続可能な介護サービス構築がで

き、現場の声を聞き、生かして、制度の柔軟性を

図りながら、県独自の支援策をお願いして、次の

質問に移らせていただきます。 

 中九州横断道路の有効活用について質問でござ

います。土木部長に質問いたします。 

 中九州横断道路は、熊本と大分を結ぶ九州の重

要な東西路線であります。本道路は、中九州地域

の観光の活性化に大きな役割を果たすとともに、

熊本、大分の企業集積地や農産物等の産地同士を

結び、交通渋滞を改善し、物流の効率化を図ると

ともに、産業の活性化を支える道路でもありま

す。 

 特に沿線では、ＴＳＭＣ関連のＪＡＳＭの工場

が本格稼働しました。また、第２工場についても

建設地が決定し、現在建設中であり、さらなる関

連企業の集積が見込まれます。 

 そのような流れを契機として、新生シリコンア

イランド九州の実現、そして、日本の経済安全保

障へとしっかりとつなげていくことが重要と思い

ます。 

 さらには、南海トラフ地震の備えとして、九州

地方における政府の現地対策本部の設置候補施設

に熊本地方合同庁舎が選定されるとともに、阿蘇

くまもと空港、大分スポーツ公園が大規模な広域

防災拠点として位置づけられており、また、熊本

地震や豪雨災害など頻発する災害に対応するため

に、中九州横断道路の必要性はますます高まって

おり、その早期整備が強く望まれております。 

 現在、阿蘇地域では、滝室坂道路の開通の見通

しが示されていますが、いまだルートが確定して

いない区間があります。また、整備が進められて

いる竹田阿蘇道路では、阿蘇側では波野インター

チェンジ１か所に対し、竹田、竹田久住、竹田

西、荻の４か所です。地域住民からは、熊本県側

にももう１か所程度のインターチェンジ設置検討

の余地があるのではないかとの声を聞きます。 

 インターチェンジがあると、通勤通学、医療機

関への通院等、生活上の利便への貢献は計り知れ

ないものがあります。例えば、波野地区では、医

療機関やスーパーがありません。集落は広範囲に

分散しており、交通手段として鉄道があります

が、生活手段は全て自動車に頼っております。 

 交通利便性の向上は、都市部へのアクセス改善

となり、若者や子育て世代の移住、定住促進にも

つながる重要な役割を果たしてくれます。波野神

楽祭りやスズラン公園は、県外から多数の観客が

訪れております。 

 また、阿蘇市は、農畜産業が主な産業でありま

す。特に酪農の生乳、野菜類のトマト、アスパ

ラ、高原レタス、キャベツ等は、新鮮さが勝負で
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す。福岡、関西、関東の市場への出荷は、出荷時

期が大きく価格に影響を与えます。 

 インターチェンジの増設は、地域住民の生活環

境の向上、インターチェンジ付近への企業誘致、

高原野菜などの農畜産物の輸送効率化、そして、

観光客の誘致や周遊性に計り知れない効果が期待

できます。 

 中九州道路は、阿蘇地域の安全と地域発展の要

となる大動脈です。その整備効果を最大限生かす

有効活用の一環として、計画にインターチェンジ

を新たに追加する場合、どのような検討や手続が

必要になってくるのか、土木部長にお伺いいたし

ます。 

  〔土木部長菰田武志君登壇〕 

○土木部長(菰田武志君) 中九州横断道路は、熊

本、大分両県を結び、九州の循環型ネットワーク

を形成し、観光振興や物流の効率化に加え、大規

模災害時における緊急輸送など、多面的な効果が

期待される重要な高規格道路です。 

 高規格道路と一般道との結節点となるインター

チェンジにつきましては、高規格道路の整備区間

ごとに行われる計画段階評価等におきまして、利

用交通量や事業費などのほか、地域の御意見を踏

まえ、その位置が決定されています。 

 議員御質問の計画に新たに追加するインターチ

ェンジにつきましては、地方公共団体が主体とな

り、一般道を高規格道路に接続することとなるた

め、国の許可を受ける必要があります。その申請

に当たりましては、企業立地による地域経済の浮

揚や周辺道路の渋滞緩和などの効果を示すととも

に、申請者が費用を負担するため、設置位置など

につきましても、十分に検討することが必要であ

ると考えています。 

 現在、阿蘇地域では、竹田阿蘇道路において、

国道57号と接続する橋梁工事などが進められてい

ます。また、滝室坂道路においては、いよいよ来

年度の開通が予定されており、そのアクセス道路

となる県道内牧坂梨線の整備も佳境を迎えていま

す。 

 この道路の開通により、災害時における信頼性

の高いネットワークの構築はもとより、阿蘇地域

のアクセス性は大きく向上し、観光振興や農産物

の物流効率化など、地域活性化に大きな効果が期

待されます。 

 県としましては、引き続き、中九州横断道路の

早期整備に向け、全力で取り組んでまいります。 

  〔岩本浩治君登壇〕 

○岩本浩治君 土木部長より答弁いただきまし

た。 

 中九州横断道路は、熊本、大分両県を結ぶ九州

の循環型ネットワークを形成しているということ

でございますし、観光振興や物流の効率化に加

え、大規模災害時における緊急輸送など、多方面

で効果が期待される重要な高規格道路であると答

弁がありました。 

 阿蘇地域では、竹田阿蘇道路において、国道57

号と接続する橋梁工事などが進められ、滝室坂道

路においては、来年度の開通が予定され、そのア

クセス道路となる県道内牧坂梨線の整備も佳境を

迎えているとのことです。この道路の開通によ

り、阿蘇地域のアクセス性は大きく向上し、観光

振興や農産物の物流効果など、地域活性化に大き

く向上するものと思います。 

 引き続き、中九州横断道路の早期整備に向け、

全力で取り組んでいただきたいと思います。 

 加えて、私が質問しました新たに追加するイン

ターチェンジについては、地方公共団体が主体と

なり、一般道を高規格道路に接続することとなる

ため、国の許可を受けなければならず、この申請

に当たっては、企業立地による地域経済の浮揚や
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周辺道路の渋滞緩和など効果を示しますが、申請

者が費用を負担することとなるため、設置箇所な

どについても十分に検討することが必要であると

のことでございました。 

 地元の阿蘇市も、また、地元地域も、早期整備

に向け、全力で取り組んでまいります。県におか

れましても、よき流れを、地元地域住民のため、

一層の力強い御支援をお願いいたします。 

 次の質問に移らせてもらいます。 

 阿蘇の地下水保全についてでございます。 

 熊本は、火の国であると同時に、豊かな地下水

に恵まれ、水の国としても知られており、熊本市

及び周辺市町村では、水道水のほぼ100％を地下

水に依存しているなど、地下水は、私たちの生活

と産業にとって欠かすことのできない貴重な宝で

あります。 

 このような背景もあり、熊本地域では、地下水

保全条例に基づく許可制度や白川中流域における

水田湛水事業などに代表される地下水保全対策が

これまで行われております。 

 特に最近では、半導体関連企業の進出による大

規模取水や開発等による地下水量への影響、とり

わけ涵養域が減少することによる地下水量への影

響が懸念され、県民の不安や関心が高まっており

ます。 

 木村知事は、マニフェストで、地下水保全を最

重要課題として掲げ、就任後、地下水保全推進本

部を立ち上げられました。そして、10月末に行わ

れた本部会議において、通常よく使われる第１、

第２帯水層の地下水賦存量が約100億トンである

ことなど、これまでのデータの蓄積を踏まえ、シ

ミュレーションを実施し、県民の不安解消に取り

組んでおられます。 

 このような中、阿蘇地域は、九州の６つの一級

河川の源流であり、熊本市周辺の地下水涵養の根

幹を担う白川の源流としても極めて重要な地域で

あります。 

 この阿蘇の壮大なカルデラに降り注いだ雨や雪

が、長い年月をかけて地下に浸透し、九州一帯に

豊かな水を恵んでおります。 

 これまで、白川中流域、大津、菊陽町で実施さ

れている大規模な地下水涵養事業は、同地域に広

がる水田への湛水が主体であり、白川に取水堰が

あるかんがい用水により行われております。つま

り、湛水事業の水源の多くは白川に依存しており

ます。現在行われている湛水事業は、阿蘇谷の黒

川、南郷谷の白川ありきの事業であります。ざる

田地域の地下水をくみ上げ、その揚水を利用した

湛水事業ではないのです。 

 大津・菊陽地域における水田涵養事業は、熊本

地域の地下水保全に大きく貢献していると認識し

ていますが、涵養事業そのものが阿蘇の河川水に

依存しているという事実は、阿蘇の山々や広大な

草原原野の健全性が地域の地下水システムにとっ

ていかに不可欠であるかを示しているものです。 

 このようなことから、私は、ちょうど１年前の

一般質問において、白川と阿蘇カルデラ内の水環

境について質問いたしました。その際、木村知事

からは、県と熊本市が連携して、阿蘇の地下水保

全に取り組んでいくことを大西市長と確認したこ

とや、草原や水田、森林の水源涵養に果たす役割

に着目し、企業や住民などの受益者が阿蘇の草原

等を維持する活動を支援する仕組みを構築するこ

となどを答弁いただきました。 

 その結果、今年８月１日から、公益財団法人阿

蘇グリーンストックと県が連携して、九州の水を

育む阿蘇の守り手基金を設置され、阿蘇の水源保

全機能を支えるための仕組みが開始しました。 

 現状では、草原の支援のみを開始しているとの

ことですが、阿蘇の豊富な水を保全するために
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は、草原だけでなく、水田や森林といった他の貴

重な涵養域の保全対策も重要です。 

 県と地元市町村や関係団体が連携し、できるだ

け早くこの基金を水田や森林を保全する活動にも

活用できるよう、具体的な仕組みづくりに取り組

んでいただきたいと思います。 

 最近では、地域の地下水の流動に関して、従来

の認識が変わってきました。過去の調査では、阿

蘇の地下水は、主に阿蘇盆地内で完結し、大津、

熊本方面には直接的には流れていないとされてき

ました。しかし、このたび、地下水研究において

数々の論文を発表されております東海大学の市川

名誉教授による最新の調査で、立野付近から大量

の地下水が直接大津、菊陽方面に流下しているこ

とが明らかになりました。一部は、立野の手前で

溶岩に阻まれ、自噴し、白川に流れ込んでおりま

す。 

 私は、阿蘇の水循環が熊本地域の地下水に非常

に重要な役割を果たしていることから、令和５年

12月定例会において、地下水保全条例の地域指定

について質問しましたが、現状においては、指定

地域の要件である地下水の採取に伴う障害が確認

されていないため、指定地域にも重点地域にも該

当しないとのことでした。 

 その後、この条例が規制条例であることや阿蘇

の水が豊富であることから、規制の必要性が現時

点ではないとの説明を受けました。 

 引き続き、規制の必要性については、地下水位

の常時観測により、長期的な視点でデータを確認

して判断するとのことでしたが、熊本地域の水循

環に貢献している阿蘇の水が重要であることは間

違いありません。 

 まずは、九州の水がめである阿蘇地域の地下水

を守るためには、最新の科学的知見、そして阿蘇

地域の河川水に依存する白川中流域の涵養事業の

実態を踏まえ、阿蘇の水循環が具体的にどのよう

になっているのかということ、また、それが他地

域の水循環にどの程度貢献しているかなど、基本

的な知見をしっかり押さえていく必要があると思

います。 

 そのようなデータ等に基づき、今後の仕組みづ

くりに取り組む必要があると思いますが、今後の

方針を環境生活部長にお尋ねいたします。 

  〔環境生活部長清田克弘君登壇〕 

○環境生活部長(清田克弘君) 阿蘇地域の地下水

保全の仕組みづくりに関する今後の方針について

お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、阿蘇地域は、水循環の中

で非常に重要な役割を担うことから、県で設置し

た３か所の観測井戸での常時監視のほか、８か所

の民間井戸や自噴井戸において、毎月観測を行っ

ております。 

 それに加え、本年８月１日に、公益財団法人阿

蘇グリーンストックと連携し、阿蘇地域の水源涵

養機能を維持するため、九州の水を育む阿蘇の守

り手基金を設置し、草原の保全活動に対する寄附

の受付を開始しています。 

 この基金では、企業等からの支援のインセンテ

ィブとなるよう、支援の貢献度を定量化し、貢献

証書として発行することとしています。 

 県では、その証明のための評価指標の検討を行

う有識者による委員会を今年11月に設置しまし

た。この委員会においては、今年度中に草原にお

ける評価指標を設定することとしており、順次水

田や森林に関する評価指標についても設定するこ

ととしています。 

 この基金は、熊本県内だけでなく、九州各県の

企業等からの支援も想定していることから、阿蘇

地域が具体的にどの程度他の流域に対して貢献し

ているのかを示すことが非常に重要と考えていま
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す。 

 そのため、県では、今年度、熊本地域のモデル

を参考に、阿蘇地域における水循環モデルの構築

に取り組んでおり、あわせて、阿蘇地域における

水源涵養状況の推計を行うこととしています。 

 このような水源涵養機能の評価指標等も活用

し、草原や水田、森林などの水源涵養域の保全を

通じて、将来にわたって阿蘇地域の地下水を保全

できるよう、阿蘇管内の市町村や流域市町村など

と連携し、実効性の高い仕組みを構築してまいり

ます。 

  〔岩本浩治君登壇〕 

○岩本浩治君 環境生活部長より答弁いただきま

した。 

 阿蘇地域の地下水保全と涵養機能強化に向けた

具体的な、かつ有望な事業計画について、私は提

案したいと思います。 

 現在、阿蘇市、ＪＡ阿蘇、阿蘇地域土地改良区

で、地下水研究の権威である東海大学の市川名誉

教授に依頼し、阿蘇谷地下水循環涵養のための調

査を行っております。 

 その一環として、減水深調査があります。一口

に言いますと、阿蘇谷の水田は、地下水保全に有

効かとの調査です。調査の結果、阿蘇谷の田畑

は、白川中流域のざる田と同じ透水性の高い水田

が多く存在することが判明しました。これは、阿

蘇谷の水田もまた、天然の地下水涵養施設とし

て、極めて高いポテンシャルを有しているとのこ

とでございました。 

 この科学的知見に基づき、阿蘇谷にある豊富な

自噴水を含む表流水を、この透水性の高い水田群

に一時的に湛水し、再度地下に戻す、阿蘇谷地下

水循環涵養事業を計画しております。 

 この事業は、阿蘇地域の自噴地下水やくみ上げ

た地下水の有効活用として、阿蘇谷の冬季休耕

田、約5,000ヘクタールを利用しての湛水で、阿

蘇谷の地下水涵養量を高める、その結果として、

黒川の水量を安定させ、白川下流域の涵養に貢献

するという効果を目指しております。 

 元来、白川の水量は、季節にかかわらず水量が

安定していると言われております。それは、取り

も直さず、阿蘇地域の地下水によるものでありま

す。一般的な河川は渇水期というものがあります

が、白川水系にはそれはありません。 

 さて、この水田を活用した涵養事業は、これま

での草原・森林保全といった伝統的な水源確保対

策に次ぐ極めて有力な地下水涵養の柱となり得る

ものと確信するものであります。 

 つきましては、県当局におかれましても、この

阿蘇谷の革新的な地下水循環涵養事業に対して、

その重要性と公益性を深く御理解いただき、支

援、参画を御検討いただきますよう期待しまし

て、要望といたします。 

 次の質問に移らせてもらいます。 

 高校入試における不登校生徒への対応と入学後

についてでございます。 

 文部科学省による不登校の定義は、病気や経済

的な理由などといった特別な事情がなく、何らか

の心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、

背景により、登校しない、あるいはしたくともで

きない状況にあるため、年間の欠席日数が30日以

上となった状態を指すとあります。 

 文部科学省が実施している令和６年度児童生徒

の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す

る調査結果によると、全国的には中学生の不登校

は年々増えておるということです。 

 背景としては、本人自身の問題と家庭環境に関

するものがあり、調査項目では、学校生活に対し

てやる気が出ない、生活リズムの不調、不安、抑

鬱、学業の不振や頻繁な宿題の未提出、いじめ被
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害を除く友人関係をめぐる問題などが多くなって

おります。 

 全国の国公私立小中学校の不登校児童生徒は、

12年連続で増え、全体の3.9％に当たる、これは

26人に１人でございますが、35万3,970人と過去

最多を更新と記載がありました。 

 熊本県内の国公私立小中学校については、不登

校児童生徒は全体の4.1％に当たる5,781人でし

た。前年度から67人減り、12年ぶりに減少に転

じ、小学生は2,133人、中学生は3,648人、熊本県

内の国公私立の高校生でも３年ぶりに減少に転

じ、751人と報道されました。 

 このような中、10月24日付の朝日新聞による

と、都道府県立高校の入試で使う調査書、いわゆ

る内申書の出欠席日数欄が、2027年度入試まで

に、４割に当たる19の都府県でなくなるとの記事

が掲載されました。 

 出欠席日数欄をなくした理由として、不登校の

生徒らの心理的負担をなくすため、学習の形も出

席の扱いも様々になってきたためとある一方、出

欠席日数欄を残す理由として、合否判定には使わ

ないが、中学校での状況が分かるなどが挙げられ

ております。 

 調査書は、出欠席日数以外にも、各教科の評定

や活動の記録など、生徒のよい面や努力した点を

中学校が記載し作成した資料であり、学力検査と

ともに合否判定に用いられると聞いております。 

 令和７年６月27日付で、文部科学省から都道府

県教育委員会教育長に対し、身体、健康上のやむ

を得ない理由により中学校等を欠席したと認めら

れる場合、そのことのみをもって合理的な理由な

く、選抜において不利に取り扱うことがないよう

に通知されております。 

 そこで質問ですが、県立高校入試において不登

校生徒が受験する際、不利に取り扱われることは

ないでしょうか。 

 私の地元の阿蘇中央高校では、令和７年度の学

科改編により、既存の普通科、総合ビジネス科、

社会福祉科に加え、探求活動を充実させた新たな

普通科である探究科、スマート農業について学ぶ

農と食の科学科、緑と水の科学科を新設し、普通

教科だけでなく、商業、農業、社会福祉など、専

門教科の特色を生かした魅力ある教育を実施し、

生徒たちが充実した日々を過ごし、生き生きと活

動をしております。 

 その中には、中学校時に、ひょっとすると不登

校生であった生徒もいるかもしれません。しか

し、生徒たちが活発に活動し、頑張っている姿か

らは想像もできません。このように、県内におけ

る他の県立高校においても、同じように中学校時

に不登校傾向だった生徒が高校入学後に活躍して

いる学校もあるのではないかと思います。 

 そこで、中学校時に不登校だった生徒が県立高

校入学後にどのような状況になっているか、教育

長にお尋ねいたします。 

○副議長(緒方勇二君) 教育長越猪浩樹君。――

残り時間が少なくなりましたので、答弁を簡潔に

願います。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) まず、高校入試における

不登校生徒への対応についてお答えします。 

 県教育委員会では、文部科学省からの通知を踏

まえ、熊本県立高等学校入学者選抜要項を作成す

るとともに、各校に同通知及び同要項に基づき適

切に対応するよう通知しています。 

 高校入試では、欠席日数によって不合格とする

ことはなく、不登校生徒がそのことのみをもって

不利に取り扱われることはありません。 

 次に、中学校時に不登校だった生徒の県立高校

入学後の状況についてお答えします。 
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 本県では、中学校時に不登校だった生徒の６割

以上が高校入学後に不登校の状況を解消していま

す。 

 例えば、中学校時に人間関係に悩んでいたある

生徒は、新たな友人と出会い、充実した高校生活

を送ることができるようになった結果、学校を代

表して多くの人の前で高校生活の楽しさや充実感

を伝えることができるようになったり、また、や

りたいことを思いっきりできる環境で学び、クラ

ブの部長を務めた生徒もいます。 

 このように、環境の変化をプラスに変え、高校

入学後に新たな目標を見つけ、活躍の場を自分で

広げることで、不登校の解消につながっていると

考えています。 

 また、高校入学後も不登校が解消していない生

徒もいることから、そのような生徒に対しては、

１人１台端末を活用して、オンラインでの学びの

保障をするとともに、心の健康観察等を行うな

ど、生徒に寄り添った支援を行っています。 

 県教育委員会では、生徒一人一人が生き生きと

活躍できるよう、引き続き不登校生徒を支援して

まいります。 

  〔岩本浩治君登壇〕 

○岩本浩治君 ただいま教育長より答弁いただき

ました。 

 熊本県の場合は、高校入試において、調査書を

選抜資料の一部としているが、欠席日数によって

不合格とすることはしないと、不登校生徒をその

ことのみをもって不利に取り扱うことはないとい

うことでございました。 

 また、地域との協働体制や高校魅力化コンソー

シアムの構築及びコーディネーター配置の推進や

多様なニーズに応じた学びの場づくりの推進を対

策されていることでございました。教育長、あり

がとうございました。 

 今回も、まだ答弁切り返したかったんですが、

時間がありませんで…… 

○副議長(緒方勇二君) 所定の時間を超えていま

すので、発言を終結願います。 

○岩本浩治君(続) 毎回時間をオーバーしており

ます。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。 

 最後まで御清聴ありがとうございました。(拍

手) 

○副議長(緒方勇二君) この際、５分間休憩いた

します。 

  午前11時１分休憩 

     ――――――○―――――― 

  午前11時11分開議 

○副議長(緒方勇二君) 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 星野愛斗君。 

  〔星野愛斗君登壇〕(拍手) 

○星野愛斗君 皆様、こんにちは。熊本市第二選

挙区選出・熊本維新の会・星野愛斗です。 

 本日、当選以来、通算４回目の質問の機会をい

ただきまして、同僚議員の皆様、先輩議員の皆様

方に深く感謝を申し上げます。 

 私ごとですが、今回、本当に質問の機会がちょ

っと危ぶまれるトラブルがございまして、その件

に関しては本当に、ちょっと名前は言わないよう

にということなんですけれども、先生、本当にあ

りがとうございます。何とかこの最終日に発言の

機会をいただきました。より一層の感謝を感じな

がら精いっぱい質問をさせていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 最終日だけあって、もう幾つかの質問が、ほか

の先輩議員の皆様とテーマが重複しているところ

がございますが、私なりの思いを持って質問をさ

せていただきますので、御容赦いただけたらと思
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います。 

 では、発言通告に従い、質問をさせていただき

ます。 

 まず、県財政の現状確認と今後の対応策につい

て伺います。 

 知事が、令和８年度予算編成に当たって、庁内

説明会で訓示を行われました。これまでの歴史の

中で、予算編成の説明会で知事が訓示を行うとい

うことが、これまであまりなかったのかなという

ことで、異例のことだということでニュースにも

なりました。それだけ現在の県財政がいかに厳し

い状況であるかを示すものだと受け止めていま

す。 

 財政見通しとして、令和８年度から12年度まで

の５年間で685億円、年間約137億円の財源不足が

見込まれていることが報告されました。特に、令

和８年度は69億円の不足が予測されていました

が、その後の災害対応などにより、現時点では

119億円の不足に拡大しています。 

 この主な要因として、人件費の増加や令和７年

８月豪雨災害での対応に加え、特に、公債費の増

大が大きく影響しています。熊本地震や豪雨災害

に関連した公共事業が積み重なり、その返済の本

格化とともに、金利の上昇が財政を強く圧迫する

状況にあります。 

 一方で、知事は着任から１年余りが経過し、マ

ニフェストで掲げた10の約束を基に、くまもと新

時代共創基本方針、総合戦略を打ち出されていま

す。そこでは、こどもまんなか熊本、渋滞対策、

スポーツ施設の整備、サイエンスパークの推進な

ど、多岐にわたる政策目標が示されています。 

  また、この総合戦略には、政策の進捗を客観的

に検証するためのＫＰＩ、重要業績評価指標が設

定されています。ＫＰＩとは、掲げた政策がどこ

まで達成できたかを数値で測る進捗の物差しであ

り、知事が掲げるだけでなく、確実に実行すると

いう強い姿勢を示すものと理解しています。 

 しかし、スポーツ施設の整備やサイエンスパー

クの推進などは、多額の整備費が必要となる事業

です。加えて、老朽化したインフラの維持管理に

も相当の財源が必要です。こうした中で、財政が

極めて厳しい状況にあることを踏まえると、これ

らの施策をどのように優先し、どのように財源を

確保していくのか、抜本的かつ現実的な方針が明

確に示されないまま事業だけが先行することにな

れば、県民の皆様に大きな不安を与えかねませ

ん。 

 そこで、今後の予算編成に向けて、優先すべき

施策や見直しや取捨選択をすべき施策について、

知事としてどのように整理をされているのか、明

確なお考えをお尋ねします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 星野議員から、中期財政見通

しなどを踏まえた、今後の予算編成の考え方につ

いてお尋ねいただきましたので、お答え申し上げ

ます。 

 本県では、令和８年度の予算編成方針の作成に

当たって、大まかな財政収支の見通しを試算いた

しました。その結果、先ほど議員から御指摘いた

だいたとおり、119億円の財源不足が見込まれて

おり、足元の財政状況は非常に厳しい状況にある

と認識しております。 

 こうした中においても、令和７年８月豪雨をは

じめとした過去の大災害からの復旧、復興は最優

先で取り組んでいく必要がございます。 

 また、私が日頃から不可欠と考えている教育、

福祉の充実や各産業における人材不足解消に向け

た取組についても、喫緊の課題として加速化を図

らなければなりません。 

 さらには、空港アクセス鉄道やスポーツ施設の
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整備、くまもとサイエンスパークの推進など、本

県の将来の発展へとつながる施策への積極果敢な

投資も欠かすことはできません。 

 そのため、私は、令和８年度予算について、く

まもと新時代を築くめり張りのある予算編成を目

指すため、事業の徹底的なスクラップ・アンド・

ビルドを行い、事業の選択と集中を図ることとし

ております。 

 松田議員の答弁でもお答えいたしましたが、歳

出面においては、特に、そのスクラップの意識を

徹底することを指示したところでございます。 

  多額の経費が見込まれる事業については、国に

対してさらなる財政支援を求めていくことはもち

ろん、民間活力の導入や、県と市町村それぞれの

役割に応じた財政負担などについて検討を行い、

県費の支出をしっかり抑制してまいります。 

 県民のため必要とされる施策の推進と健全な財

政運営の両立は、私の使命であり、責任でもあり

ます。 

 引き続き、熊本のさらなる発展に向けた施策を

スピード感を持って実行していくとともに、将来

にわたって持続可能で健全な財政運営の確立に努

めてまいります。 

  〔星野愛斗君登壇〕 

○星野愛斗君 今後少子高齢化が進み、ほぼ予測

の外れない人口動態の中で、国からの交付金は減

り、社会保障費等は増大の一途をたどる中で、か

つてないほど厳しい県政運営が要求されると思い

ます。 

 これだけ財政が逼迫している以上、もはや広く

浅く一律に削る程度の見直しでは不十分だと考え

ます。聖域を設けず、一つ一つの事業の必要性を

徹底的に検証し、痛みを伴ってでも廃止、縮小、

当面の凍結といった具体的な判断から逃れること

はできない局面に来ております。スクラップ・ア

ンド・ビルドという言葉が一人歩きするのではな

く、何をやめて、どれだけの財源を生み出し、ど

の優先施策に振り分けるのかが見える形になって

こそ、知事のおっしゃる、めり張りある予算編成

の説得力が増すのではないかと思います。 

 ただいまの知事の御答弁の中に、大きな事業に

対して大胆に大なたを振るう判断があるかと期待

をいたしましたが、現時点では残念ながらありま

せんでしたが、しかし、冒頭申し上げた９月の予

算編成方針の説明会に自ら出席され、ただいまあ

りましたように、スクラップ・アンド・ビルドの

中のとりわけスクラップを求められました。この

ような大きな決断をされる覚悟を持っていらっし

ゃいますので、来年度の結果に期待をしたいと思

います。 

 そして、その上で、災害からの復旧、復興や教

育、福祉、人材確保に最優先で取り組むとのお考

え、また、空港アクセス鉄道やスポーツ施設、く

まもとサイエンスパークなど、将来につながる投

資について、めり張りある予算編成を行うとの方

針、知事からの力強い御答弁があり、こちらも期

待をしたいと思います。こちらに期待をしている

県民の方も多くいらっしゃると思います。 

 なお、かつて蒲島前知事が就任当初に、県の財

政難に対して、自らの知事給与を100万円カット

するという、ある意味で非常に分かりやすい身を

切る覚悟を示された時期がございました。その結

果として、４年間で約1,000億円の借金を減ら

し、30億円の貯金の増加につながり、財政再建を

果たされたこともありました。やれというわけで

はないんですけれども、はい。そこまでを求める

つもりではございませんが、覚悟の示し方にもい

ろいろな形があるんだなと思いました、はい。 

  重要なのは、政治的な信頼です。厳しい財政状

況の中にあっても、未来への投資を進める知事の
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方針を県民の皆様の理解と納得、そして信頼につ

なげていくためにも、今申し上げたような踏み込

んだ見直しと、それから情報開示、これを知事の

強いリーダーシップの下で進めていただくことを

期待し、要望いたします。 

 次の質問に移ります。 

 次に、ファシリティーマネジメントの取組につ

いて伺います。 

 ただいまの県財政の現状につきましては、厳し

い見通しがありながらも、聖域なく事業を見直し

ながら、歳出の抑制にも取り組んでいかれるとの

県の方針は御承知のとおりです。 

 県の財力には限界がある中で、県が保有する資

産を維持しながら、有効活用していくことも重要

な取組の一つです。令和８年度予算要求に伴う査

定作業から、県有施設の改修等に係る予算要求に

ついて、ファシリティーマネジメント査定が新た

に加えられたと聞いています。県が実施している

ファシリティーマネジメントの取組は、県有財産

の総量最適化、効率的活用、長寿命化、この３つ

が大きな柱となっています。これらは、いずれも

将来世代への負担軽減と持続可能な財政運営の観

点から極めて重要な視点であると認識していま

す。 

 主に昭和40年代から50年代にかけて集中的に建

設された、本県が所有する公共施設を集約したり

売却したりすることで、保有資産の適正規模を追

求する必要があります。用途を終えたものは、処

分を検討することはもちろんであろうと思いま

す。 

 また、保有資産の維持管理費用がかかり過ぎる

ことも看過すべきではありません。日常の保全業

務まで含めて精査し、歳出を抑制する取組は不断

に行うべきです。 

 さらに、長寿命化による維持更新費用の平準化

にも取り組む必要があります。施設を安定的で平

準的な管理費用で長期使用できることは、県有財

産の価値を維持していくために必要な取組です。

県有資産の維持管理や改修費用などは、優先順位

を適切につけながら限られた予算の中で効果的に

支出していくことが、県財政状況が厳しい中にあ

っても、今後ますます重要になってくるものと思

います。 

 そこで、県有資産を適正規模で保有しながら、

将来にも安心して引き継いでいくために、足元の

財政状況も踏まえながら、県のファシリティーマ

ネジメントに今後どのように取り組んでいかれる

のか、総務部長にお尋ねします。 

  〔総務部長千田真寿君登壇〕 

○総務部長(千田真寿君) 本県の公有財産である

4,977棟の建物は、その多くが昭和40年代に建設

され、老朽化が進行していることから、改修等の

費用が年々増加するなど課題が生じています。 

  これまでの施設の改修等は、それぞれその時々

の必要に応じ実施されており、コスト面のみなら

ず、施設の利用制限や効率的な事務の執行の観点

からも改善が必要となっていました。 

 このため、本県では、令和８年度の当初予算編

成から、施設の改修等の予算について、ファシリ

ティーマネジメント査定を導入しました。現在、

678件の工事等について整理を行っているところ

です。 

 具体的には、施設の重要度や老朽化の状況、緊

急性等の観点から優先順位をつけ、改修工事等の

時期を分散させることにより、財政負担の平準化

を図ることとしました。 

 また、近く予定されている改修工事等の内容に

ついて、中長期的な改修計画を踏まえ見直すな

ど、工事内容の最適化とともに、財政負担の抑制

を図っています。 
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 さらには、県民が利用する施設について、複数

の工事をまとめて実施することにより、財政負担

の抑制に加え、閉館期間等の短縮にも取り組んで

います。 

 今後、人口減少などに伴い、公共施設に求めら

れるニーズや役割も刻々と変化していくことか

ら、ファシリティーマネジメントによる施設管理

はより一層重要になってくると考えています。 

 引き続き、公共施設の役割について、不断の見

直しを行いながら、ファシリティーマネジメント

査定を通じて、財政負担を軽減しつつ施設の長寿

命化を図り、県有財産の適正な管理と活用に取り

組んでまいります。 

  〔星野愛斗君登壇〕 

○星野愛斗君 総務部長に御答弁いただきまし

た。 

 ただいま御答弁いただいたとおり、県の所有財

産について、その価値を維持しながら有効活用し

ていくという視点でマネジメントに取り組んでお

られることを確認いたしました。 

 あわせて、厳しい財政事情の中で、現場の職員

の方々が日々工夫と苦労を重ねておられること

に、改めて敬意を表したいと思います。 

 その上で、私が特に大切だと考えておりますの

が、用途を終えた資産の整理、縮減を計画的かつ

着実に進めていくことです。保有資産の維持や長

寿命化の工夫ももちろん重要ですが、それだけに

重心が置かれますと、管理費用が膨らむ一方とな

り、真に必要な分野への投資に充てるべき財源が

圧迫されかねません。用途を終えたものについ

て、売却などの処分を進めていくことはもとよ

り、形式上は用途を終えたものに分類されていな

い財産の中にも、今後も、この規模、この場所、

この形で本当に必要なのかという観点から、丁寧

に点検していただくことも大切ではないかと思い

ます。 

 一方で、公共施設の中には、採算性だけでは評

価し切れない役割を果たしているものがあること

も併せて申し上げておきたいと思います。 

 多くは市町村が保有するケースかと存じます

が、例えば、イベントスペースや入浴施設のよう

に、地域の憩いの場や交流の場として機能してお

ります、主に高齢者の方が利用者となっているよ

うな施設では、必ずしも採算が取れていないとこ

ろが多いことが実情ではないかと思います。こう

した施設を一律に不採算だからと廃止してしまい

ますと、そこに通うこと自体が運動の機会になっ

ていたり、コミュニケーションの場になっていた

りした効果が失われ、その結果として、出かける

ことがなくなり、健康寿命が縮まり、寝たきりや

長期の入院、手厚い介護や医療の必要となる方の

増加につながるおそれも懸念されます。 

 そうなれば、今も加速度的に増加しているこの

医療、介護の費用が将来さらに膨らみ、その負担

は、結局県民の皆様の税金で賄わざるを得なくな

ります。単に不採算事業だからと整理するだけで

なく、将来を、そして地域全体を見据えたとき

に、今申し上げたような数字には表れにくい効果

や価値も含めて総合的に勘案しながら判断してい

く視点を、ファシリティーマネジメントの議論の

中にもぜひ持ち込んでいただければと思います。 

 一律に予算を削るシーリングといった手法のみ

ならず、施設ごとの役割や利用実態、さらには今

申し上げた目に見えにくい効果も踏まえた取捨選

択を丁寧に積み重ねていくことで、県の所有財産

の全体像を、よりスリムでありながら地域の暮ら

しをしっかり支えられる持続可能な姿へと組み替

えていくことが重要だと感じています。 

 今回導入されますファシリティーマネジメント

査定につきましても、こうした観点を踏まえつ
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つ、スクラップ・アンド・ビルドの推進と目に見

えにくい価値の適切な評価の双方につながる実効

性の高い仕組みとして、今後一層磨き上げていた

だくことを強く期待し、次の質問に移ります。 

 次は、外国人との共生に向けた医療提供と国民

健康保険制度について伺います。 

 ＴＳＭＣの進出により、県内経済は活性化に向

けた大きなアクセルを手に入れており、今後の経

済効果に期待する声も多くあるのは御承知のとお

りです。 

 一方で、交通渋滞の悪化やＪＡＳＭ周辺の地域

の地価高騰など、様々な課題が生じているのも事

実です。このほか、県内への外国人流入が今後さ

らに増加することが見込まれており、その対応も

大きな課題となっています。県としては、外国人

との共生に向けた県民の意識醸成を図り、外国人

と住民生活をきめ細かく支援するための市町村と

の連携などにも取り組まれていると聞いていま

す。本県で過ごす外国人が地域の中で受け入れら

れ、共に生活できる社会を目指すことは、本県を

取り巻く経済環境を考慮すると、重要な課題であ

ると思います。 

 地域の中で我々と同様に生活を営む以上、県内

在住の外国人が抱える悩みや相談事もまた、我々

とそう大きく変わるところはありません。その

上、言葉の壁や文化の違いもある中で、我々の想

像を超えた外国人の方々の御苦労もあると思われ

ます。 

 病気やけがについても、同様の問題が生じま

す。病気やけが、障害の種類に応じて、どの医療

機関にかかればよいのか、日本語でしか説明され

ていなければ医療サービスを円滑に受けることは

難しくなります。 

 最近では、これらの方々が医療機関を受診する

際、言語や制度理解の壁で受診控えやトラブルが

生じているとの声も聞きます。 

 このような困り事をサポートするために、通訳

や多言語の対応を行える医療機関の整備が必要で

はないかと思います。 

 そこで、まず、外国人の医療アクセスの向上に

向けた県のお考えを健康福祉部長にお尋ねしま

す。 

 次に、外国人の流入が増加すると、それに合わ

せて国民健康保険への加入も増えてくる状況にな

るのではないでしょうか。 

 本県の国民健康保険の被保険者を確認したとこ

ろ、令和２年度に約6,400人であった外国人が、

この４月に約7,600人と、５年間で20％程度増加

をしているようです。ここでは、社会保険が含ま

れておりません。今回、国民健康保険のみを扱い

ます。 

 外国人と国民健康保険をめぐる問題について

は、国会での議論を見ると、一部の自治体のデー

タを基に、外国人が保険料を納めていないのでは

ないかという話がある一方で、厚生労働省は、外

国人の収納状況を実際に把握できている自治体と

できていない自治体があると回答しています。こ

れまで、保険料に関しては、外国人、日本人を問

わず、全被保険者の収納状況を把握しているもの

の、外国人に限った収納状況は、網羅的に把握し

ていなかったということのようです。 

 去る11月４日には、上野厚生労働大臣が、記者

会見で、外国人の国民健康保険料の未納付防止に

ついては、外国の方の納付状況を出入国在留管理

庁と共有して在留審査時に活用する仕組みについ

て、令和９年の６月からの開始に向けて準備をし

ていると発表しました。 

 払える能力があるのに保険料を払っていない外

国人がいるといった課題意識の下、外国人が今後

も増加することを想定し、保険料をしっかり払っ
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てもらうための対策に国が動き始めたということ

になります。外国人被保険者が増えている、今後

増えるだろう本県においても課題を把握し、その

対応を行っていくべきではないかと考えます。 

 国民健康保険の主体は市町村であるものの、県

の旗振りもまた重要です。 

 そこで、外国人被保険者の保険料収納に関する

課題について、現状をどのように把握しているの

か、また、今後県としてどのようなスタンスで臨

むつもりなのか、これも併せて健康福祉部長にお

尋ねします。 

  〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕 

○健康福祉部長(下山薫さん) 外国人が我が国の

医療保険制度の下で医療サービスを受ける上で

は、本国とは異なる制度に対する理解の壁や言葉

の壁があると考えています。 

 まず、外国人に対する医療アクセスについて

は、国は、市町村単位で、全国の病院、診療所な

どを５つの言語で検索できる、医療情報ネットナ

ビという名称がついていますが、これを整備し

て、身近な医療機関の場所や診療内容、アクセス

手段などを分かりやすく伝えておりますし、県で

は、24時間365日体制で運用する多言語コールセ

ンターを設置して、受診の際の言葉の壁に対応し

ています。 

 さらに、市町村においては、医療機関でも活用

できる通訳ボランティアの配置や外国人母子手帳

の交付をはじめ外国人総合相談窓口の設置など、

外国人のニーズに応じた取組が行われています。 

 次に、国民健康保険における外国人被保険者に

関する課題と対応についてお答えします。 

 令和７年10月に、現状や課題を把握するため、

保険者である市町村を対象にアンケート調査を実

施しました。その結果、約６割に当たる29市町村

において、現在のシステムでは外国人を抜き出し

て収納率を算出するのが難しいことや、意思疎通

の面から制度の内容に理解が得られないなどの理

由で、保険料の収納に課題があることが分かりま

した。 

 このような中、外国人被保険者の収納情報につ

いては国が主導し、令和８年度から、市町村ごと

のデータを把握できるようシステムの改修が行わ

れ、国とデータの共有が図られることになってい

ます。 

 一方で、市町村においては、多言語リーフレッ

トによる制度の周知に取り組まれていますが、そ

れでもなお対応に苦慮されていることから、県で

は、外国人被保険者の収納率向上に向けた研修会

を開催することとしています。 

 国において外国人政策に関する検討が進められ

ていることから、引き続き、国の動向を注視して

いくとともに、市町村とも情報共有、意見交換を

図りながら取組を進め、国の制度に関するものに

ついては随時要望してまいります。 

 熊本に住む外国人の方も安心して医療機関を受

診できるようにするとともに、被保険者の一人と

して保険料を納付していただくことが重要です。 

 引き続き、県としては、国や市町村をはじめ医

師会など関係機関とも連携を図りながら、医療の

分野においても、外国人との共生社会の実現に向

けて、しっかりと取り組んでまいります。 

  〔星野愛斗君登壇〕 

○星野愛斗君 健康福祉部長から御答弁いただき

ました。 

 国政における外国人技能実習制度の拡充や本県

におけるＴＳＭＣの進出などもあり、本県で暮ら

す外国人労働者やその家族は、今後ますます増え

ていくことが予想されます。その中で、外国人の

方も含め、ここ熊本で暮らす全ての方が安心して

必要なときに医療を受けられるようにしていくこ
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とは、県にとって非常に重要な責務であると改め

て感じたところです。 

 御答弁にもありましたとおり、我が国は、国民

皆保険制度を通じて高い平均寿命と保健医療水準

を実現してまいりました。保険証さえあれば、い

つでも誰でも必要な医療サービスを受けられる、

この恵まれた制度を将来にわたって持続させるた

めには、日本人、外国人問わず、公的医療保険に

適切に加入をし、公平に保険料を負担していただ

くことが不可欠です。 

 その意味で、外国人の方々も、国民健康保険の

大切な加入者の一員であり、安心して医療を受け

られるようにすると同時に、在留資格や国籍にか

かわらず、被保険者全員が負担を分かち合うとい

う原則を丁寧に説明し、理解していただくことが

重要だと考えます。 

 極端な例ですが、東京都の、とある外国人がい

っぱい入っているような、とある区の取組状況の

資料がございまして、令和７年度の資料でした

が、外国人の方の滞納率というのが50％を超えて

いました。 

 また、とある国籍の方は、そもそも、こういう

保険の制度がないような国から来ていて、その保

険の概念が分からないのか、滞納率が８割も超え

ているような、ただ、これは、国籍別にというの

は、今全国的に整理されているものではありませ

んから、各自治体が独自にやっているようなデー

タにはなりますが、そういった一部の自治体で

は、外国人被保険者の未納や制度理解の不足によ

り、かなり踏み込んだ対応を取らざるを得ない状

況にまで至っていることに、私自身、強い危機感

を感じています。 

 だからこそ、まだ熊本県の状況が比較的落ち着

いているうちに、どのような方が県内に来られて

も公平に負担し合えるよう仕組みづくりを徹底し

つつ、外国人の方々と共生できる社会を目指して

いくことが重要だと考えております。こうした取

組を怠り、一部の外国人の未納だけが過度にクロ

ーズアップされてしまえば、外国人に対するイメ

ージの不必要な悪化や日本人との分断を生むおそ

れがあると同時に、結果として大事な歳入の減少

や一人一人の国保の負担の増加にもつながりかね

ません。 

 また、実際の窓口で制度説明や収納に苦労され

ているのは、県ではなく、市町村の担当職員の皆

さんであることも忘れてはなりません。意思疎通

や制度理解の面で悩みを抱えている自治体も少な

くないとのことでした。 

 県におかれましては、予定されている研修会の

充実はもとより、現場の声をしっかり受け止めな

がら、市町村とともに実効性のある取組へつなげ

ていただきたいと思います。 

 外国人も、私たちと同じ保険の加入者であり、

同じ地域の住民です。だからこそ、先ほど御答弁

にありました医療情報ネットナビや多言語コール

センター、市町村の多言語リーフレットなど、こ

れまで整備されてきた仕組みをさらに周知し、利

用しやすくしていただくとともに、今後も、機会

を捉えて、外国人にとって利便性向上に向けた対

策を検討していただきたいと思います。 

 県におかれましては、熊本に住む外国人の方も

安心して医療機関を受診できるようにすること、

そして被保険者の一員として公平に、重ねてにな

りますが、公平に保険料を納付していただくこ

と、その双方が確保されるよう、国や市町村、関

係機関と連携を図りながら、医療の分野における

外国人との共生社会の実現に向けた取組を一層進

めていただくことをお願いし、次の質問に移りま

す。 

 地域公共交通の維持に向けた県の取組について
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伺います。 

 私の選挙区である熊本市を中心とする熊本都市

圏は、朝夕の通勤通学時間帯を中心に、主要幹線

道路での深刻な渋滞が常態化し、県民生活の時間

的損失や物流の停滞、環境負荷の増大など様々な

悪影響が生じています。このままでは、国内外か

らの観光客の訪問先やビジネスの投資先としての

熊本県の魅力までも損なわれかねず、強い危機感

を抱いています。 

 渋滞解消は、言うまでもなく待ったなしの課題

です。県では、木村知事のリーダーシップの下、

渋滞解消推進本部を設置し、ハード、ソフト両面

から様々な取組を進めていると承知しています。 

 短期的なソフト対策としては、渋滞対策パート

ナー登録制度を活用した時差出勤の拡充や自家用

車や公共交通機関への利用転換など、県民の意識

が変化さえすれば、今すぐ成果が上がる即効策に

も積極的に取り組んでおられ、期待をしていま

す。 

 しかしながら、県民の意識を変化させるために

は、公共交通ネットワークに十分な利便性がある

ことが、そもそも大前提であることを忘れてはな

りません。熊本都市圏のような都市部において

は、単に路線を存続させるだけでなく、通勤通学

時間帯を中心に、一定以上の本数による高頻度な

運行サービスを実現してこそ、公共交通機関の利

用を県民が現実的な選択肢として認識するように

なります。 

 一方で、日本の地域公共交通は、それぞれの交

通事業者が独立採算での経営維持を求められてい

るため、利便性の向上が十分に進まないケースが

多いことが課題です。例えば、熊本都市圏のバス

路線であっても、運転士不足により減便や廃止の

対象となり、ダイヤの遅れや車内の混雑も生じて

います。このような不便がある限り、どれだけ広

報やキャンペーンに力を入れても、公共交通の利

用拡大にはなかなかつながりにくいと感じます。

バス路線の廃止、減便、さらには赤字経営の交通

事業者の市場からの撤退によって公共交通の利便

性が低下し、自家用車への依存がますます進み、

渋滞が深刻化するという悪循環は絶対に避けなけ

ればなりません。 

 公共交通には、渋滞解消や環境負荷の低減、健

康の増進、地域の活力維持など、社会全体にプラ

スの影響をもたらす、いわゆる正の外部性があり

ます。そのため、公共交通は行政が下支えをして

いくべき分野であり、多くの国においても、公共

交通を公的に支える動きが世界的な潮流になって

います。にもかかわらず、事業者任せで過小供給

に陥ってしまうことは大きな社会的損失です。 

 地域のインフラとして必要なはずの公共交通が

不便になる、さらにはなくなるというケースが、

都市部、地方部ともに多発していることは、昨今

の県議会での同僚議員、先輩議員の皆様の御質疑

を聞いても明らかです。これは非常に残念なこと

だと思います。地域にとって必要なインフラを保

障するため、今こそ地元自治体はもちろん、県も

積極的に交通事業者に対する経営支援策を充実す

べき時期に来ているのではないでしょうか。 

 公共交通が負のスパイラルから脱却するための

鍵は、部分最適ではなく、全体最適を図ることで

す。既に熊本では、共同経営推進室が発足し、バ

ス会社相互の路線やダイヤの調整が進められてい

ますが、車両や運転士という貴重な資源をできる

限り効率的に活用するため、会社を超えた連携を

強化する枠組みが必要です。 

 公共交通の再構築に向けて、県では、地域公共

交通計画の次期計画を策定中と聞いています。こ

れまでの県議会の質疑においては、公共交通に求

められるサービス水準の達成に向けて、既存資源
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の最大限の活用と積極的な投資による供給力の強

化や利便性の向上、そして、交通連合の創設を念

頭に、改革を推進するための運営体制の構築につ

いて検討を進めるとの方針が示されました。 

 この方向性は、公共交通を地域インフラとして

維持、強化していく上で重要な視点であると評価

をしております。その上で、待ったなしの課題で

ある熊本都市圏の渋滞対策の切り札となるよう、

次期計画に具体的な施策として位置づけ、スピー

ド感を持って実行していくことが何より重要であ

ると考えます。 

 また、交通事業者への経営支援を効果的かつ安

定的に実施するため、県、基礎自治体、交通事業

者が一体となって、運賃やダイヤ、補助の在り方

等を協議調整する連携の枠組みとして、交通連合

の創設が必要と考えます。 

 そこでお尋ねします。 

 次期熊本県地域公共交通計画の策定に向けて、

熊本都市圏において、自家用車から公共交通機関

への利用転換を図るために不可欠な高頻度な運行

サービスの実現やサービス水準の確保について、

どのような方針と具体的な関与策を県として検討

されているのかを企画振興部長に伺います。 

 あわせて、次期計画の中で交通連合のような組

織の設置をどのように位置づけ、検討を進めてお

られるのか、現時点でのお考えを併せてお聞かせ

ください。 

  〔企画振興部長富永隼行君登壇〕 

○企画振興部長(富永隼行君) まず、都市部にお

ける公共交通サービス水準の確保についてお答え

します。 

 地域公共交通は、県民生活の基盤であるととも

に、県外から訪れるビジネス客や観光客にとって

も欠かせない重要な役割を担っています。 

 そのため、これまで県では、熊本県地域公共交

通計画に基づき、持続可能な幹線公共交通ネット

ワークの構築を目指し、鉄道や路線バスの維持な

どに係る財政支援を行ってまいりました。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、自家用車

の普及や人口減少による地域公共交通の利用者の

減少に加え、近年は深刻な運転士不足により、利

用者のニーズがある都市部においても、減便や路

線廃止が生じています。その結果、サービス水準

の低下が進むという負のスパイラルに陥ってお

り、都市部における渋滞を助長しています。 

 このため、現在策定作業を進めている次期熊本

県地域公共交通計画では、都市部において自家用

車から公共交通への転換を促すため、朝夕のみな

らず、日中もダイヤを意識せずにストレスなく移

動できる水準でのサービス供給を目指すことなど

を掲げることとしています。 

 また、人材や車両など、公共交通に関するあら

ゆる資源がニーズに応じて効率的に配置されるよ

う、県が主体的に交通事業者と協議を行いなが

ら、例えば、利用者が少ない路線バスについて

は、ダウンサイジングを後押しし、都市部の利用

ニーズが高い路線にその資源を投入するよう誘導

を図るなど、効率的かつ効果的な運行に向け検討

を進めていくこととしています。 

 次に、交通連合についてお答えします。 

 次期計画で掲げる目標の実現には、公共交通網

の維持、拡充に加え、例えば、運賃体系や運行ダ

イヤの統一による利便性の向上などを図る必要が

あります。そのためには、本県をはじめ熊本市や

各交通モードの事業者等が参画する経営体として

交通連合を組織し、効率的で利便性の高い運行の

実現に取り組んでいくことも有効な手段の一つと

考えており、今後、関係者とともに検討を深めて

まいります。 

 県としては、都市部における公共交通の利便性
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向上を通じて渋滞解消を図るとともに、公共交通

を取り巻く負のスパイラルを是正し、正のスパイ

ラルへの転換を実現するという強い決意を持って

取り組んでまいります。 

  〔星野愛斗君登壇〕 

○星野愛斗君 企画振興部長に御答弁いただきま

した。 

 地域公共交通の現状を人口減少や運転士不足に

よるサービス低下が都市部の渋滞を助長している

という認識でしっかりと捉えておられること、そ

して、都市部においては、日中でもダイヤを意識

せずに移動できる水準を目指すとの方針が示され

ました。負のスパイラルから正のスパイラルへと

転換をしていくその計画を、ぜひ次期計画の中

で、具体的な施策として、スピード感を持って具

現化していただきたいと思います。 

 一方で、利用者の少ない路線のダウンサイジン

グや資源の重点化配分は、効率性の観点からは重

要であるものの、やり方を間違えれば地域の足を

奪いかねない極めて慎重な対応が求められるテー

マでもあります。地域住民や市町村との十分な対

話の下で、代替手段の確保も含めて丁寧に進めて

いただきたいということを強く申し添えます。 

 また、最近、県内のバス事業者において、運賃

収入の着服事案が報道されました。このようなこ

とが起これば、県や市が公費を投じて公共交通を

支えようとしても、県民の皆様から見れば、本当

に適切に使われているのかという不信感につなが

りかねません。 

 しかし、裏を返せば、県や市が公共交通施策に

より深く関与をし、交通連合のような枠組みの中

で、ガバナンスやチェック機能をきちんと組み込

んでいくことで、経営の透明化や健全性を高めて

いくことも十分可能だと考えています。その意味

でも、交通連合は、単なる税金を入れる器ではな

く、県民から見て信頼できる運行と経営を担保す

る仕組みとして設計をしていただきたいというこ

とを強く期待をいたします。 

 公共交通の利便性向上を通じて、熊本都市圏の

渋滞解消と地域の活力維持双方を実現できるよ

う、知事はじめ執行部の一層のリーダーシップに

期待をし、次の質問に移ります。 

 中小企業などの民間部門の生産性向上に資する

デジタル化の推進について伺います。 

 ＴＳＭＣ進出で県内経済が活性している一方

で、人手不足、コスト高、継承者不足を抱える中

小企業など民間部門においては、生産性向上が大

きな課題となっています。 

 本県でも、人口減少が進む中、様々な産業分野

において人手不足を克服し、他の地域に負けない

競争力を維持向上させていくためには、デジタル

技術を活用した生産性向上の推進が不可欠です。 

 一方で、現場からは、何から始めればよいのか

分からない、ＩＴツールの効果を実感できない、

デジタル人材がそもそもいないといった声が根強

くあります。分からない分野に踏み込むには、や

はり事前の十分な情報収集や知識の習得に加え、

伴走してくれる協力者、支援者の存在が不可欠で

す。一人で走っているだけでは、正しい方向に進

んでいるのか不安になりますし、他社との比較も

できないまま独りよがりの取組に陥ってしまう危

険性もあります。 

 一方で、中小企業などデジタル部門のマネジメ

ント層は、今後の地域経済活性化の鍵がデジタル

化による効率化、省力化にあることを十分理解を

しており、この機を逃せば事業継続が困難になり

かねないという強い危機感も共有されています。 

 こうした中、県においては、デジタル戦略局の

設置以降、セミナーや研修、専門家派遣、補助

金、実証事業などを通じて、民間部門のＤＸ支援
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に取り組んでこられたと承知をしています。 

 県においては、これらの取組を意識啓発や機運

醸成にとどめることなく、今後さらに、生産性向

上に向けた支援を展開していくことが求められて

いるものと考えます。そこで、今後、県内の中小

企業など民間部門における生産性向上に向けたデ

ジタル化の支援をどのように進めていくのか、デ

ジタル戦略担当理事にお尋ねします。 

  〔理事阪本清貴君登壇〕 

○理事(阪本清貴君) 令和４年４月に設置したデ

ジタル戦略局では、同年６月に、産学行政連携に

よるＤＸ推進を目的として、くまもとＤＸ推進コ

ンソーシアムを立ち上げ、様々なイベントやセミ

ナーを実施するなど、これまで、主に機運醸成と

優良事例創出の観点から、県全体のデジタル化や

ＤＸ推進に取り組んでまいりました。 

 コンソーシアムは、現在700を超える多様な業

界の企業等が参画しており、全国的に見ても、最

大規模の地方発ＤＸ推進組織へと成長しておりま

す。 

 また、コンソーシアムが実施した直近の調査で

は、ＤＸの必要性を認識している事業者が約８

割、既に取り組んでいる事業者が約６割となるな

ど、県内のＤＸの理解や機運は着実に高まってき

ていると認識しております。 

 一方で、調査では、ＤＸ推進の課題として人材

の不足を挙げる事業者の割合が約６割と最も高

く、必要性は認識しているが具体的に何をすれば

よいか分からないという意見も見られます。 

 こうした現状から、今後デジタル技術を生かし

た生産性向上を推進する上では、それを担う人材

の育成、確保とともに、デジタル技術の効果的な

社会実装の推進が重要と考えております。 

 このため、県では、本年７月のデジタル化推進

本部会議において、各部局を挙げて、ＤＸ人材の

育成、確保とデジタル技術の社会実装に向けた取

組をさらに強化していくことを決定いたしまし

た。 

 デジタル戦略局では、こうしたフェーズの転換

を踏まえ、既にＤＸ推進リーダーの育成や企業の

マッチング支援等の取組の強化を進めており、他

部局においても、現在、関係団体と連携した相談

窓口の設置や専門家の派遣、展示会の開催など、

それぞれの業種に応じたデジタル化支援の取組が

進められております。 

 また、デジタル戦略局では、人材の育成、確保

の強化に向け、ＤＸ人材の裾野を広げるととも

に、ＡＩの活用など、ＤＸを担う人材のスキルア

ップを戦略的に進める観点から、将来の即戦力に

つなげることを目指した大学生の実践的育成や、

組織内部でデジタル化を牽引するＤＸ推進リーダ

ーのレベルアップを図る実践的な研修の実施など

について検討を進めております。 

 さらに、社会実装の強化については、コンソー

シアム活動を発展させ、ワーキンググループの設

置による会員ネットワークの強化や、商工団体等

の支援機関と連携したデジタル技術の導入支援な

ど、産学行政連携による取組をさらに強化してい

くことも検討しております。 

 引き続き、各部局や関係団体等と緊密に連携し

ながら、県内中小企業など民間部門の生産性向上

に向けたデジタル化の支援をしっかりと進めてま

いります。 

  〔星野愛斗君登壇〕 

○星野愛斗君 ただいま、デジタル戦略担当理事

から、これまでの取組と今後の方向性について御

答弁いただきました。 

 コンソーシアムの設立や人材育成、社会実装に

向けた方針を打ち出し、全国でも大きな規模で動

いていただいていることは、県としての問題意識
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の強さが伝わってくる取組だと感じています。 

 御答弁にもありましたように、人材が足りな

い、必要性は分かるが具体策が見えないという悩

みが大きいからこそ、県にはセミナーや研修を増

やすだけではなく、例えば、企業規模や業種ごと

に、まずはここに相談をすればよい、次に、この

支援を使えばよいという入り口の分かりやすい道

筋を整理して示していくことが求められているの

ではないでしょうか。 

 あわせて、支援を受けた結果として、どの程

度、例えば、残業時間が減っただとか、売上げや

利益率がどう変化したのかといった生産性向上の

具体的な成果をきちんと見える形で示していくこ

とも重要だと思います。 

 そうした具体的な事例が見えてくれば、うちも

やってみようという次の一歩につながります。民

間部門におけるデジタル化の推進による省力化、

効率化の進展は、経済社会全体の拡大成長のため

に必要不可欠な取組であり、まさしく待ったなし

の状況です。 

 今後も引き続き、県として様々な角度から民間

部門のデジタル化を支援する取組を進めていかれ

るよう要望いたします。 

 ５つの質問が終わりました。 

 最後、要望となります。 

 これは、常任委員会でも話題に上がりました

が、期待の声もありますので、改めて要望という

形で述べさせていただきたいと思います。 

 熊本武道館の利便性向上に資する取組継続につ

いての要望です。 

 公民連携によるスポーツ施設整備に関する検討

会が、今年９月に公表した提言書では、県有スポ

ーツ施設のうち熊本武道館について、当面は改修

により対応することが最も適当であり、他の施設

の整備の優先順位にかかわらず、早急に取組を進

めるべきであると方針が示されました。 

 これを受けて、県では、熊本武道館の改修に向

けた調査設計の予算措置を行い、空調設備の設置

やＬＥＤの照明への切替え、また、２階の男女の

トイレ、１階及び３階の男女シャワー室の内部改

修などを進めることとされており、日頃から剣道

や柔道等に励む利用者の皆さんにとっては喜ばし

い出来事だと思います。 

 本県は、言うまでもなく武道県であり、剣豪宮

本武蔵が晩年を過ごし、柔道の創始者嘉納治五郎

が旧制第五高等学校の校長として赴任するなど、

武道の歴史と深い縁を有しています。そうした尚

武の国熊本の象徴としての熊本武道館は、競技大

会や昇段審査、講習会、青少年向けの武道教室な

ど幅広く活用され、子供から社会人、県警の皆さ

んまで、多くの県民が心身を鍛える拠点となって

きました。 

 こうした歴史と役割を踏まえれば、今回の改修

を単なる老朽化対策にとどめることなく、工事完

了後も、指定管理者や利用者の方々と十分に連

携、協議をし、利用者目線に立った運営改善を重

ねることで、県民にとって使いやすく、また県内

外や海外からの選手をお迎えする際にも胸を張っ

て誇れる施設として磨き上げ、今後もその機能充

実と利便性向上が着実に図られますよう、ここに

強く要望をいたします。 

 以上で今回用意をした質問と要望が終了いたし

ました。 

 これまで結構時間がいっぱいいっぱいになるこ

とが多くて、今日はちょっと予想以上に早かった

ので、びっくりしています。準備をしていても、

なかなか思うようにいかないことが多いなという

ふうに思います。だからこそ準備が大事であり、

今回の豪雨災害を含めて、今異常気象が起きてい

ますけれども、防災・減災の対応、そういったも
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のは幾らあっても切りがないんだなというふうに

思います。 

 財源問題も大事だと思いますが、改めて、知

事、財政についてよろしくお願いをいたします。 

 今回、４回目になりましたが、このようになか

なかうまくいかない。また、次もしっかりと準備

をして対応していきたいというふうに思います。 

 県財政の問題や外国人との共生に関する課題な

ど、日頃の私の政治生活の中で様々な方からの今

回御意見や要望を踏まえて、質問、要望をさせて

いただきました。 

 県議会議員としての任期は、既に折り返しを過

ぎました。これまでも私を支えてくださった地域

の方々に感謝申し上げますとともに、執行部の皆

様、議員各位に対しましても感謝を申し上げたい

と思います。 

 今後とも、諸先輩方の御指導御鞭撻を仰ぎなが

ら、よりよき県政のために尽力をしてまいりたい

というふうに思っております。この熊本の明るい

未来を照らす存在になれるよう努めてまいります

ので、今後とも御指導御鞭撻のほどをよろしくお

願いいたします。 

 以上で終わります。 

 本日は、御清聴ありがとうございました。(拍

手) 

○副議長(緒方勇二君) 昼食のため、午後１時10

分まで休憩いたします。 

  午後０時８分休憩 

     ――――――○―――――― 

   午後１時８分開議 

○議長(髙野洋介君) 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 山口裕君。 

  〔山口裕君登壇〕(拍手) 

○山口裕君 皆様、こんにちは。上天草市選出・

自由民主党・山口裕でございます。発言通告に従

い、早速質問に入ります。 

 令和７年８月10日から11日にかけて、熊本地方

と天草、芦北地方において、線状降水帯が発生

し、広い範囲で猛烈な雨が降り続きました。さら

に、大潮の満潮と重なったことで自然排水が機能

せず、八代市や玉名市など沿岸部では、広範囲に

わたる内水氾濫が発生し、県内では４名の貴い命

が失われるなど、甚大な被害を発生させました。 

 上天草市では、８月11日に大雨特別警報が発表

され、松島では、１時間に123ミリの猛烈な雨を

観測、記録的短時間大雨情報が発表されました。

人的被害はなかったものの、床上、床下浸水など

743棟の住家に被害が及び、さらに、観光業や建

設業など幅広い産業分野に加え、道路や河川等の

公共施設、農地や農業用施設などにも甚大な被害

を生じ、住民生活に深刻な影響を及ぼしていま

す。 

 天草地区は、急峻な地形で平野部が少なく、河

川が短いという特性に加え、海に面した低平地が

点在しています。また、海水面より地盤が低い土

地が多くあります。このため、今回のような記録

的な大雨が降ると、河川や排水路に一気に雨水が

集まり、排水機能を超えてしまうことで内水氾濫

が発生しやすい特性があります。 

 松島町合津では、宅地や農地に加え、避難所と

して指定されていた松島総合センター「アロマ」

までもが浸水し、住民の安全確保に大きな支障を

来しました。 

 農業用排水機場については、農地の浸水被害を

防止するためのものであることは十分認識してい

るところですが、地域の防災にも役立つ重要な施

設であり、早期の復旧と強靱化が強く求められて

います。 

 住民からは、元の場所で生活再建に踏み切れな
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いとの切実な声が寄せられており、住民の不安を

軽減するためにも、県と市が連携し、復旧の状況

や将来像を住民に示すことが重要と考えられま

す。 

 農業用排水機場に関して、関係機関と連携、調

整を図りながら、施設の早期復旧を行うととも

に、再度の災害防止に向けた浸水対策について検

討を進めることが重要です。 

 また、河川整備については、現在、合津川で河

道拡幅などの整備に向けた用地取得が進められる

ところで、さらなる浸水被害の軽減のためには、

土木部と農林水産部が連携して対策を強化するこ

とが重要です。 

 さらに、今回の記録的な大雨に対しては、ハー

ド、ソフト両面での対策が必要であり、こうした

取組を実効性のあるものとするためには、県と市

町村が一体となり、県からの技術的助言に加え、

地域特性に応じた浸水対策を講じていくことが求

められています。 

 そこで質問です。 

 今後の復旧、復興に向け、県として、市町村と

どのように連携を強化し、今回の大雨や地域特性

を踏まえた浸水対策をどのように進めていくの

か、知事にお尋ねします。 

 次に、被災事業者への支援についてお尋ねいた

します。 

 今回の豪雨では、中小の事業者にも甚大な被害

が発生しました。県が関係団体から被害報告を基

に推計した被害額は、９月25日時点で、商工業、

観光業、交通関係を合わせて約3,300社で、約283

億円となっています。 

  上天草市においては、10月30日現在、25の業種

において283件となっており、被害総額は17億

9,300万円余に上ります。また、観光事業者にあ

っては、キャンセル被害が1,384件、9,700万円余

に上ります。 

  被災地支援については、被災した住民の生活基

盤の再建とともに、被災した事業者の事業再建に

向けた支援が必要と考えます。これまで、住民の

身近な事業者として、また、地域を支えてきた事

業者として被災を乗り越えて事業を再建していた

だくことが、地域の活力を再建することにつなが

ります。 

 今回の災害からの復旧、復興に向けて、執行部

におかれましては、県議会や県選出国会議員の皆

様とともに、国に対し緊急要望等を行うなどして

こられました。11月27日に、知事が高市総理大臣

と面談された折には、総理から、８月の豪雨で被

災した県の中小企業への支援に取り組む考えを示

されたとの報道もありました。執行部のこれまで

の御尽力に感謝すると同時に、被災事業者に一刻

も早く支援策を示すことが重要であると思いま

す。 

 そこで質問です。 

 被災事業者に対する支援について、知事にお尋

ねいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 山口議員から、令和７年８月

豪雨への対応について御質問いただきました。 

 まず、地域特性を踏まえた浸水対策についてお

答え申し上げます。 

 今回の豪雨では、県内７市町に大雨特別警報が

発令され、記録的短時間大雨情報が15回も発表さ

れるなど、県内５つの観測地点で、１時間雨量

が、過去観測開始以来最高となる豪雨を記録いた

しました。 

 この記録的な豪雨が大潮の満潮時に重なったこ

とで、上天草市松島地区をはじめ県内各地の低平

地では、河川や内水氾濫により道路の冠水や、ま

た、多くの家屋、事業者などの浸水被害が発生い
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たしました。私自身も、被災現場に出向き、県民

の皆様の財産や生活環境、産業活動にもたらした

被害の甚大さを痛感したところでございます。 

 今回の被害に早急に対応し、再度災害防止にも

つなげるため、河川管理者の土木部と農地の浸水

対策に取り組む農林水産部が、内水対策を担う市

町村とともに、浸水被害の軽減に向けた検討会を

翌９月から始めております。 

 検討会では、地形や土地の利用状況、自然環境

などの地域特性を踏まえた被害状況やその要因な

どについて分析、協議を進めております。その中

で、河川整備の加速化、排水機場の耐水化、避難

体制の確保などの課題を確認しており、年度内に

ハード、ソフト両面から、今後有効な対策を取り

まとめるとともに、直ちに実施可能な対策につい

ては早急に取り組んでまいります。 

 具体的には、次の出水期までに、河川の流れを

阻害している堆積土砂の撤去、排水機場の暫定稼

働に向けたポンプ、電気設備の修繕などを行いま

す。 

 次に、低平地対策としては、市町村が行う排水

ポンプの整備と合わせた河川改修や排水機場の耐

水化のための防水扉の設置などに取り組んでまい

ります。 

 さらに、ソフト対策としては、確実な住民避難

につなげるための河川監視カメラの増設や内水ハ

ザードマップの作成に関する技術的支援を行うと

ともに、排水機場が被災した場合に備えた緊急時

の行動計画、いわゆるＢＣＰの見直しなどの充実

も図ってまいります。 

 今回の豪雨災害を教訓として、地域特性を踏ま

え、ハード、ソフト一体となった対策を県と市町

村が一丸となって、しっかり取り組んでまいりま

す。 

 続いて、被災事業者への支援についてお答え申

し上げます。 

 先日の城戸議員からの御質問に商工労働部長が

答弁したとおり、県では、被災された中小企業者

に対する支援として、８月11日の特別相談窓口の

設置を皮切りに、９月17日に新たな県融資制度に

よる資金繰り支援を開始するなど、初期の段階か

ら可能な対策を順次進めてまいりました。 

 並行して、私は、発災直後から、上天草市をは

じめ各地域の被災現場を訪問し、直接工場や店舗

の被災状況を確認するとともに、事業者の方々か

ら、再建に向けた意欲あるいは不安の声を伺って

まいりました。こうしたお声も踏まえ、被災中小

企業者の事業再開には、熊本地震や令和２年７月

豪雨の際と同様に、施設や設備の復旧を強力に支

援する新たな補助制度の創設が不可欠と判断しま

した。 

 そこで、８月28日の緊急要望において、県議会

や県選出国会議員の皆様方とともに、チーム熊本

として特別な財政支援を国に要望いたしました。 

 しかしながら、被災規模に応じて被災支援措置

が適用される現行の国の制度では、今回のような

線状降水帯による局地的かつ多発的な被害が特徴

の災害には十分対応できていない現状がございま

した。このため、局地激甚災害、いわゆる局激指

定の場合に措置される自治体連携型補助金につい

て十分な財政措置が図られるよう、引き続きチー

ム熊本が一丸となり、あらゆる機会を通じて国へ

の要望活動を重ねてまいりました。また、事務レ

ベルでも、被災中小企業者ごとに、復旧に要する

費用を丹念に調査して、関係省庁との協議をもう

繰り返し繰り返し行ってきたところでございま

す。 

 これらの取組が結実いたしまして、先ほど議員

から御指摘いただきました先月27日に、高市首相

から、被災した中小企業者をしっかり支援してい
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くという力強いお言葉をいただきました。そし

て、翌28日に、本県の要望額に応じた関連予算が

盛り込まれた国の補正予算案が閣議決定されまし

た。まさに熊本スペシャルと言える支援策と認識

しております。 

 これを受け、本日、この補助金を活用した被災

中小企業者の復旧支援に係る補正予算を追加提案

させていただきたく思います。これにより、なり

わい再建支援補助金と同等の支援内容が確保でき

る見込みです。 

 発災から４か月を経過し、待ち望んでおられる

中小企業者の方々を一日も早く支援するため、県

議会の御理解をいただいた上で、年内には商工団

体や市町村の協力の下に、被災中小企業者向けの

説明会を開催し、希望を持って年を越していただ

き、年明け以降できる限り早期の申請受付開始を

目指し、引き続き全力で取り組んでまいります。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 知事、被災事業者の支援について、

本当にありがとうございました。もう迅速に対応

いただいたことに心から感謝いたします。何より

も、住民の生活再建とともに、事業者の事業再建

が地域の鍵です。このことに対処できる環境を与

えていただいたことに感謝いたしますし、そし

て、何より上天草市にあっては、発災当初から、

木村知事、そして竹内副知事をはじめ県執行部の

皆様、上天草市に御来訪いただいて、状況をつぶ

さに聴き取るとともに、その上で、排水機場の対

応も決めていただいたと、本当に感謝しておりま

す。そしてまた、様々な分野の職員さんに御支援

をいただきました。この場をお借りして感謝を申

し上げます。 

 今回、被害対応において、行政や政治が求めら

れていることは、被災した住民の不安を取り除く

こと、検討等を通じて取りまとめられた対策を通

じ、住民に安心感をもたらすことが何より重要で

あります。 

 今後も様々な御苦労があると思いますが、土木

部、農林水産部、そして上天草市、一体となって

取りまとめに奔走していただきたいとお願いいた

します。 

 続きまして、熊本天草幹線道路についてお尋ね

いたします。 

 今回の豪雨災害によって、国道266号では、上

天草市、松島町合津にあります天草ビジターセン

ター前ののり面が崩れて国道に土砂が流れ込み、

通行ができなくなりました。これに即応して、天

草広域本部、そして災害協定を締結している熊本

県建設業協会の皆様の御尽力により、発生から17

時間後に交通規制が解除されました。 

 関係者の皆様には、祝日にもかかわらず、迅速

に復旧作業に対応していただき、感謝申し上げま

す。 

 このほかにも、国道324号の上天草市松島町合

津から今泉地区においても、道路の冠水が発生

し、応急の仮設ポンプや樋門操作によって、交通

規制から約24時間、水が引くまで丸１日を要した

ところです。 

 このような状況にあって、住民の救出活動や移

動に貢献したのが、熊本天草幹線道路でした。交

通規制により通行できなかった国道324号の代替

路として、リダンダンシー効果を存分に発揮した

ところです。 

 現在、熊本天草幹線道路は、県施工区間では、

大矢野道路及び本渡道路Ⅱ期が事業化され、整備

が進められているところです。今回の豪雨災害を

経験して、ダブルネットワークの重要性を強く痛

感したところでございますが、大矢野道路、そし

て、既に開通している松島有料道路のはざまの区

間の整備の見通しについて、亀崎副知事にお尋ね
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します。 

 次に、国道、県道の強靱化についてお尋ねしま

す。 

 国道266号は、天草市牛深から熊本市に至る主

要な幹線道路です。上天草市の区間は、大矢野町

から龍ヶ岳町を貫く生活道路としての機能も有し

ています。この道路が、今回の豪雨災害によっ

て、上天草市姫戸町牟田から松島町阿村にかけ

て、約４キロメートルにわたり、丸２日間、全面

通行止めとなりました。山腹崩壊による土砂崩れ

が１か所確認されていますが、今回の被災状況を

振り返ると、急峻な山と不知火海を貫くこの区間

では、大量の雨が沢に流れ込み、土砂を伴って道

路上に流出したことが交通障害の原因でした。 

 今回の被災状況を踏まえると、沢から流れ出る

土砂を食い止める手だてが必要と考えますが、そ

の方策について、土木部長にお尋ねします。 

 次に、国道266号の大矢野町中江後地区は、今

回の災害で冠水により全面通行止めとなりまし

た。この地区は、潮位と雨量によっては常態的に

冠水する地区です。現在、歩道整備が進められて

いますが、いまだ完成していない区間の事業を推

進するとともに、内水対策を上天草市と連携し、

常態的に発生する冠水を解消する必要がありま

す。 

 また、路肩崩壊により、いまだ全面通行止めが

解消されていない主要地方道松島馬場線について

も、早期に事業着手していただき、通行止めを解

消する必要があります。 

 このほかにも、県道に沿って流れる教良木川か

らの越水により県道の舗装が剥がれ、一時通行が

かなわなかったところがありました。また、教良

木川に設置された砂防施設の越水により、そこか

ら下流域の路肩が崩壊しているところや、県道教

良木知十港線では、川の越水によって交通が遮断

されました。こうした事態に陥らないよう、国

道、県道の強靱化を強力に推し進めていく必要が

あると思いますが、国県道の強靱化について、土

木部長にお尋ねします。 

  〔副知事亀崎直隆君登壇〕 

○副知事(亀崎直隆君) 熊本天草幹線道路の整備

は、天草地域の90分構想を実現し、災害時におけ

る代替ルートを確保する上で重要な課題であると

強く認識をしております。 

 国の施工区間では、宇土道路や宇土三角道路な

どの整備を着実に進めていただいております。ま

た、県の施工区間におきましては、松島有料道路

や三角大矢野道路など、既に約18キロメートルの

区間が開通し、ダブルネットワークの効果を発揮

しております。 

 現在、大矢野道路と本渡道路Ⅱ期の整備を進め

るとともに、現道の天草五橋の区間につきまして

も、健全性を維持向上させるために、耐震対策に

ついては完了し、長寿命化計画に基づく補修にも

取り組んでおります。 

 議員御指摘のとおり、本年８月の豪雨におきま

しては、国道266号で、代替路のない天草２号橋

から３号橋の間でのり面が崩壊し、また、松島地

区におきましては、大規模な冠水の発生によりま

して道路が一時不通となりました。この結果、地

域の人流、物流に大きな影響が生じましたが、そ

の中で、既に開通しております松島有料道路など

が、この冠水した国道324号の代替道路として機

能し、災害時の迅速な救助活動を支えました。こ

れにより、熊本天草幹線道路のリダンダンシー機

能が災害時の支えとなったことを改めて実感し、

その重要性を再認識したところでございます。 

 議員御質問の大矢野道路と松島有料道路の間の

区間に関しましては、当該地域が雲仙天草国立公

園の一部であることから、景観や環境への影響を
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考慮しながら、複数のルート帯の案について詳細

な検討を行っております。特にこの区間は、海域

に点在する島々を結ぶルートとなるため、海象条

件や橋梁等の構造物形式、事業規模など、技術的

な課題が多岐にわたりますが、これらを総合的に

評価し、最適なルート帯の案を導き出すべく、検

討を続けております。 

 今後は、この区間の事業化も見据え、さらに整

備を加速させるため、天草五橋の健全度も含めま

して、新たな道路の具体的な検討を行う技術検討

会を設置しまして、技術的課題や優先整備区間の

峻別など、計画の具体化に向けた取組を一層強化

していく所存でございます。 

 この区間の対策は、まさに待ったなしの状況で

あると認識しております。現道の安全性を確保し

つつ、時間的緊迫性を持ってこの取組を進めてま

いります。 

  〔土木部長菰田武志君登壇〕 

○土木部長(菰田武志君) 国県道の強靱化につい

てお答えします。 

 議員御質問の国道266号の上天草市姫戸町から

松島町間では、記録的な豪雨による山腹崩壊に伴

い、沢部から約4,000立方メートルにも及ぶ大量

の土砂が道路に流入したため、地元建設業協会の

御協力の下、２日間にわたって懸命な道路啓開活

動が行われ、通行止めを解消できました。 

 この道路は、沿線地域における唯一の幹線道路

であり、緊急輸送道路にも指定され、住民生活や

経済活動など、人流、物流に不可欠な路線です。

そのため、土砂流入により被災した道路施設や道

路のり面の早期復旧を図るとともに、再度の土砂

流入に備えた土砂止め施設の設置を検討していま

す。 

 次に、国県道で発生した路面冠水や河川の越水

等による道路施設の被災につきましては、内水対

策を行う上天草市などとの連携強化や被災施設の

速やかな復旧などに取り組んでまいります。 

 加えて、前の御質問に関連しますが、代替路の

ない天草２号橋と３号橋の間で発生した国道266

号ののり面崩壊の復旧に当たりましては、道路の

安全性を確実に確保する観点から、被災箇所以外

も含めて一体的な対策を実施することで、再度災

害防止に取り組んでまいります。 

 また、今回のような大規模な災害を踏まえ、各

地域の幹線道路の迅速な道路啓開は道路管理者と

しての責務であり、撤去する土砂の仮置場の確保

など様々なケースを想定し、必要となる活動の準

備を進めてまいります。 

 さらに、県としましては、現在策定中の国土強

靱化地域計画の施策に、道路ネットワークや道路

防災施設の整備等を位置づけることとしており、

県民の安全、安心を守る国県道の強靱化にしっか

りと取り組んでまいります。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 御答弁いただきました熊本天草幹線

道路につきましては、実は、亀崎副知事におかれ

ては、以前からすごく関心高くこの事業に取り組

んでいただいておりまして、その思いも込めて質

問をぶつけたわけであります。 

 令和７年11月12日に開かれた参議院予算委員会

で、本田顕子参議院議員から、幹線道路ネットワ

ークの整備についての質問が金子国土交通大臣に

向けて行われたところであります。高規格道路を

一つの材料として取り上げ、災害の側面からも、

ダブルネットワークの重要性を今回の国道324号

の被災を例に挙げて発言されたところです。しっ

かりと計画の具体化、一層強化していただいて、

私たちに朗報を届けていただければありがたいと

思います。 

 そして、今回被災を経験して、道路を閉塞させ
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ない取組、これは誠に重要だと思いました。私

も、様々な被災地を発災当時から見て回りました

が、現場に行くのに道路がなかなか通じていな

い、そんな状況がありました。今後、国土強靱化

の事業を通じて、様々なメニューに盛り込んでい

ただけると拝聴しましたので、今後の強靱化の取

組に大きな期待を寄せております。どうぞよろし

くお願いします。 

 次に、地域未来創造会議についてお尋ねしま

す。 

 木村知事は、市町村との連携強化を県政の基本

方針に置かれ、県内45市町村と地域の未来像を共

に描き、その実現に向けて、県、市町村が連携し

て地域ごとに個性ある取組を推進するため、昨年

度、地域未来創造会議を設置されました。私も、

天草地域で開催された会議に出席し、知事並びに

堀江市長、馬場市長、そして山﨑町長との率直な

意見交換を拝聴させていただきました。 

 これまで、県下各地域においても、様々な議論

が展開されていると伺っているところでありま

す。未来創造会議は、長く行政の立場から地方に

活力を生み出してきた木村知事が、県内全ての市

町村長と率直な意見交換を行い、また、各地域の

未来に対する思いを伝えることを通じて、市町村

長と思いを共有し、具体化したいとの意気込みが

感じられ、とてもよい取組だと考えます。自治体

を預かる市町村長の皆様も、よりよいふるさとを

つくり上げたいとの思いも大いに理解するところ

です。 

 このようなことを踏まえれば、この地域未来創

造会議には、県民をはじめ、特に市町村長から大

いなる期待が寄せられており、引き続き、県下各

地でしっかりと議論を深め、事業の推進につなげ

てほしいと思っております。 

 そこで、これまでの地域未来創造会議を振り返

るとともに、今後どのように推進していかれるお

つもりか、木村知事にお尋ねいたします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) お答えいたします。 

 私は、それぞれの地域が持つ個性豊かな資源を

地域一体となって磨き上げていくことが地域振興

につながっていくと考えております。そのような

考えの下、私自身も、各地域の現場に身を置い

て、そして市町村長の皆様の御意見をしっかりと

お聴きして、共に取り組むために、市町村に地域

未来創造会議の開催を提案いたしました。 

 昨年度の会議では、議員からも御指摘いただき

ましたように、私も、市町村長の皆様方と直接そ

れぞれの地域に対する思いを率直に語り合い、地

域の未来につながる有意義な意見交換ができたと

感じています。その中で語り合った事柄は、県と

市町村の担当部局間で共有し、課題や今後の進め

方を整理するとともに、課題解決に向けたフォロ

ーアップも進めているところでございます。 

 今年度は、明日開催予定の阿蘇地域を皮切り

に、昨年度の議論やフォローアップなどを踏ま

え、地域で共通する課題について、地域の未来づ

くりに向けて、具体的にしっかりと議論を交わし

たいと考えております。 

 また、鹿本地域、上益城地域では、民間からも

参加いただくシンポジウム形式で開催して、地域

の未来を住民の皆様も巻き込んで一緒に議論して

いくこととしております。 

 一方で、地域未来創造会議での議論を踏まえ、

関係市町村が連携し、地域振興に向けた具体的な

取組も始まっている地域もございます。例えば、

議員の天草地域におかれましては、海に囲まれた

美しい景観や豊富な水産資源、キリシタン関連の

歴史、文化といった地域の魅力にあふれています

が、人口減少による担い手確保が課題であり、昨



 

令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 第５号（12月９日） 

 

 

- 166 - 

年度は、二地域居住について活発な議論が交わさ

れました。今年度は、この二地域居住の具体化に

向けて、天草市や苓北町で基本的な方針や交流拠

点等の整備を定める市町計画の策定が進められて

おります。 

 県としても、それに連携する形で、天草地域を

重点区域とする県計画の策定準備を進めていると

ころでございます。加えて、このような地域振興

策の実現に向けた調査検討に活用できるよう、く

まもと未来づくりスタートアップ事業を新設し、

取組をしっかり後押ししております。県が市町村

同士をつなぎ、支援することで、単独の市町村の

取組だけでは得られない地域としての大きな成果

を上げられているのではないかと考えておりま

す。 

 この地域未来創造会議での議論を契機として、

県と市町村が一体となって、地域ごとの個性ある

振興策に取り組み、地域の力を結集して、持続的

で活力に満ちた地域の未来をつくり上げてまいり

ます。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 私は、未来を創造するという言葉

に、前向きで力強く大きな期待を抱いてしまいま

す。どうすれば、今社会が抱える課題、問題を克

服できるのか、そして、その上で未来をつくり上

げる取組を生み出すことができるのか、まさにこ

の未来創造会議にかける思いというのは知事と同

じであります。 

 一方で、これまでの経過、会議や事業につい

て、市町村においては受動的な受け止めとなって

いないかと心配をしております。議論や事業を通

じて、市町村においても、能動的な取組となるよ

う担当部局には配慮いただき、この会議に関わる

全ての人が主体的に関与することができるよう御

注力をお願いしたいと思うところです。 

 次に、台湾訪問の成果とイノベーション創発エ

リアの県の関与についてお尋ねいたします。 

 先月24日、知事は台湾を訪問されました。私

も、昨年、県議会議長として、知事とともに台湾

を訪問し、ＴＳＭＣ本社やＩＴＲＩ、国立陽明交

通大学などで意見交換をさせていただき、非常に

よい機会となり、特に、産学連携や人材育成の重

要性を再認識したところです。 

 今回の訪台の目的は、ＴＳＭＣ本社への第２工

場の着工のお礼、企業誘致セミナー、タイガーエ

アへのチャーター便の運航のお礼と聞いていると

ころですが、今回の訪台の成果についてお尋ねし

ます。 

 次に、サイエンスパーク構想については、現

在、事業推進パートナーの公募手続が進められて

います。12月１日が提案書の締切りでしたので、

既に提案書が提出されたものと推察しますが、今

回の公募は、長期にわたる重大プロジェクトの県

との連携パートナーの選定であることから、今後

の動向を注視してまいります。 

 今回の公募は、官民連携によるイノベーション

創発エリアの整備とパークマネジメント法人の設

立がメインであり、民間の知見とノウハウを最大

限活用することが大きな特徴と言えます。ただ、

私は、民間任せになってはいけないと考えていま

す。あくまで県が掲げるビジョンの実現のため、

民間の力を最大限活用するものであり、県として

も主体的に関わっていくべきであり、力を尽くし

ていかなければならないと思います。 

 特に、大学や研究機関の誘致による産学連携拠

点の整備については、大きな収益を見込めない分

野であり、資金回収面に大きな課題が生じる可能

性があります。そうした分野において、民間の力

だけでは運営が困難であることが見込まれますの

で、県としての財政面も含めた積極的な支援が求
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められていると考えています。 

 そこで、官民連携で整備するイノベーション創

発エリアへの県の関与の方向性について、現時点

での知事のお考えをお尋ねします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) まず、台湾訪問の成果につい

てお答えいたします。 

 私は、先月24日、ＴＳＭＣ及びタイガーエア台

湾の幹部の皆様と面会するとともに、台北市内で

開催した企業誘致セミナーに参加してまいりまし

た。ＴＳＭＣには、髙野議長とともに訪問し、対

外投資や産学連携の担当幹部の方々と面会いたし

ました。面会では、まず、第２工場着工のお礼を

申し上げた後、本県が進める渋滞対策の取組やく

まもとサイエンスパークの取組について御説明

し、意見交換を行いました。幹部の皆様には、本

県の取組に御理解いただくとともに、今後の熊本

への投資意欲も直接感じることができ、非常に有

意義な会談となりました。 

 また、タイガーエア台湾への訪問については、

熊本国際空港株式会社の山川社長とともに、黄会

長とお会いし、12月23日から新規就航する台南

線、高雄線について、今後、よりよい路線とする

ための前向きな意見交換を行いました。また、今

後さらに連携を強化し、引き続き本県と台湾との

交流促進を図っていくことを確認したところで

す。 

 台北市での企業誘致セミナーは、本県としては

10年ぶりの海外でのトップセミナーであり、約

120名もの多くの方々に御来場いただきました。

セミナーでは、熊本からは、熊本県立大学の黒田

理事長、ソニーセミコンダクタマニュファクチャ

リングの迫田ＴＥＣ長に御登壇いただき、本県へ

のさらなる企業集積に向けて、産学官連携や人材

育成の取組、くまもとサイエンスパークの取組等

について、力強くＰＲしてまいりました。 

 今回の訪問では、多くの台湾企業の皆様と直接

意見交換ができ、熊本への関心の高さを改めて感

じました。今後もできる限り現地を訪問し、私自

身先頭に立ち、台湾との経済交流の拡大に取り組

んでまいります。 

 次に、くまもとサイエンスパークにおけるイノ

ベーション創発エリアへの県の関与についてお答

え申し上げます。 

 くまもとサイエンスパークの実現に向けては、

現在、県と連携して事業を推進する民間事業者の

パートナーの選定手続を行っているところです。

今後、有識者等による提案内容の審査を経て、県

との連携内容を協議の上、協定を締結する見込み

です。 

 今回の事業推進パートナーの役割の中でも、特

にイノベーション創発エリアの整備については、

民間の知見やノウハウ、さらにはスピード感を期

待しており、くまもとサイエンスパークの成功に

向けた基盤となるものと認識しております。 

 このイノベーション創発エリアの整備に当たっ

ては、議員御指摘のとおり、官民連携を前提とし

ています。モデルとする台湾のサイエンスパーク

は、国の管理局の大きな権限の下、成功を収めて

おり、本県においても、いわゆる私ども官の役割

は非常に重要であると考えています。そのため、

県としても、主体的かつ持続的に関わっていく予

定です。加えて、イノベーション創発エリアの整

備地となる自治体の協力も不可欠となります。具

体的な官民連携の在り方については、選定された

事業推進パートナーの意向や提案内容を踏まえ、

熊本の未来にとって最善なパートナーシップの在

り方や支援の内容を協議する予定でございます。 

 くまもとサイエンスパークは、熊本の10年、20

年先を見据えた長期的プロジェクトであり、将来
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の産業施策を支える戦略的な基盤となるもので

す。今後、県の積極的な関与の下、事業推進パー

トナーや地元自治体とも連携し、一日も早いくま

もとサイエンスパークの実現に向け、全力で取り

組んでまいります。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 知事におかれましては、必要に応じ

て台湾を訪問していただいて、熊本の半導体産業

のベースとなる礎を築いていただきたいと思いま

す。 

 そして、私は、実は知事ともお話させていただ

いたことがあるんですが、イノベーション創発エ

リアにすごく関心を寄せております。そういった

中で、私なりに国内の研究機関についてちょっと

学ばせていただきました。私が学んだのは、沖縄

科学技術大学院大学であります。いわゆるＯＩＳ

Ｔであります。この研究機関には、様々なドクタ

ーが集まり、そして、その上で様々な研究を重ね

て、新たなものを生み出していく、そんな機運が

漂っています。 

 昨年度も、半導体の製造にあって、かなりの電

力を使うんですが、それを最小化させる技術を確

立させたところです。実は、このＯＩＳＴの創設

に深く関わった人物を紹介します。それは、尾身

幸次元衆議院議員であります。第一次小泉内閣に

おいて、内閣特命沖縄北方担当大臣を務められま

した。そして、第一次安倍政権において、財務大

臣をお務めになった方です。この尾身幸次さんが

生涯を通じて訴えられたのは、科学技術立国論で

あります。このことに触れますと、ＯＩＳＴをつ

くったその経過、そして、今やもう名誉博士とし

て、ＯＩＳＴの皆さんから感謝を受けるその立

場。もうお亡くなりになりましたが、こういった

政治の意思が結実させた一つの例ではないかと思

っております。 

 木村知事におかれましては、このイノベーショ

ン創発エリアを生み出すにはかなりの御労苦があ

ると推察されますけれども、そのバイタリティー

で、しっかりとつくり上げて、熊本の100年の未

来を築いていただければと思っているところで

す。しっかり応援してまいりますので、どうぞ頑

張ってください。よろしくお願いします。 

 次に、海を育む取組についてお尋ねします。 

 近年、海域環境の変化等により、漁業を中心に

事業環境が大きく変化しており、養殖漁業におい

ては、頻発する赤潮等の影響により甚大な被害を

受けているところです。 

 そのような中、国においては、交付金事業を通

じて有明海再生の後押しを開始され、海底耕うん

や覆砂、藻場造成などの取組が進められていま

す。今回、海を育む取組として、藻場造成の取組

を充実してほしいと考え、質問いたします。 

 有明海・八代海等総合調査評価委員会の見解に

よれば、赤潮の発生件数の増加、大規模化の原因

として、海域の富栄養化、成層化が確認されてい

ます。このほかに、海域の浄化能力の低下等の影

響が示されているところです。 

 今回の国の交付金事業においては、事業の対象

が有明海沿岸に限定されているところですが、藻

場造成の事業を県下全ての海域に広げることがで

きないかと考えます。藻場は、魚介類の餌となる

小型の動物が生息し、また、魚介類の産卵の場で

もあり、多くの魚種の稚魚を育む重要な役割を担

っています。 

 また、過剰な栄養塩を吸収、滞留、循環させ、

光合成による酸素の放出、二酸化炭素の吸収、固

定により海の環境を整える役割を担っています。

また、最近では、海藻が健康食品としての評価が

高まるとともに、医療や化粧品としても利用され

ているところです。 
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 このように多くの恩恵をもたらしてくれる藻場

の造成の取組を拡大させ、需要に応え得る状況を

つくり出すことができないでしょうか。 

 また、これまでの取組は、漁業関係者や教育の

一環として取り組まれてきていますが、藻場造成

の取組を県民全体の取組として発展させるべく、

周知並びに事業を推進させることができないか、

知事にお尋ねします。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 食のみやこ熊本県を世界に向

けてアピールしていく上でも、本県の有明海、八

代海、天草灘の恵みである水産物は欠かせないも

のでございます。その水産物を安定的に供給する

上で、海の揺り籠とも呼ばれる藻場は、産卵や生

育の場としての機能に加え、餌場としても利用さ

れるなど、大変重要でございます。 

 しかしながら、平成30年から令和２年に国が行

った調査によると、本県の藻場面積は4,254ヘク

タールで、約30年間で30％程度減少しているとこ

ろでございます。 

  このような状況の中、県では、国の漁場整備事

業を活用し、平成元年以降、約110ヘクタールの

藻場を造成してきました。漁業者による海藻の移

植や増殖などの取組も積極的に支援しています。 

 この結果、天草市五和町地区では、平成23年に

ゼロまで減少したトサカノリの漁獲量が、令和５

年には過去15年間で最高となる144トン、生産額

は１億2,800万円に達するなど、漁業者の収入に

つながる成果も生まれております。 

  さらに、県では、漁業者の収入にもつながる藻

場造成を加速化するため、トサカノリやヒジキな

ど食用海藻の増やし方、ウニなどの食害生物の活

用方法をまとめた増殖マニュアルの作成を進めて

いるところでございます。 

 また、近年、地球温暖化が世界各地で深刻化す

る中、藻場の持つ水中の二酸化炭素を吸収する機

能が世界的にも注目され、吸収した二酸化炭素を

有償で取引するブルーカーボンクレジット制度も

開始されています。 

 県内では、天草市や芦北町において、漁業者、

地域住民、学校、企業、行政などが力を合わせて

造成したアマモ場が吸収する二酸化炭素につい

て、今年３月、県内で初めてブルーカーボンクレ

ジットの認証を受けました。この制度を活用しな

がら、地域で藻場造成を継続していく新たな挑戦

が始まっています。 

 県としては、引き続き、このような取組を支援

するとともに、藻場に関する情報を広く伝えてい

くことで、より多くの県民の皆様に参加していた

だける活動へと広げてまいります。 

 豊かな海を育む藻場は、本県の大切な財産で

す。その大切な財産を次の世代に引き継いでいけ

るよう、県民の皆様の理解も深めながら藻場造成

を進めてまいります。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 有明海、八代海の再生を政治目標と

して掲げる私にとって、木村知事並びに竹内副知

事のこれまでの言動、取組に、実は大変心強さを

感じている一人であります。皆さんも御承知のよ

うに、最近では、赤潮対策の取組がスピード感を

持って取り組まれていることが一つの証左であり

ましょう。 

 これまで、藻場造成については、水産振興課を

中心に取り組まれております。以前まとめられた

増殖マニュアルも大変しっかりしたもので、これ

が広がれば、今は海藻の豊かな熊本県の海域にな

っていたんじゃないかなあというふうにも考えま

すが、それを更新して、また新たに様々なプレー

ヤーが参画できる形に取りまとめられているよう

であります。 
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 今後とも、我々は、有明海、八代海の恩恵を享

受するとともに、今後は、海を育むそんな環境保

全の取組をしっかりとやっていかなければならな

い。そういったことにもしっかりと視点を触れ

て、知事、そして副知事にも頑張っていただけれ

ばありがたいと思っております。 

 何よりも、私たちが、この地域の特性を生かし

た進行、歩んでいくその方針は、何年歳月を経て

も変わることはないと思っております。どうぞ、

皆さんの協力も得ながら、県下において、藻場造

成の取組、そして海を育む取組が広がることを願

っております。 

 次に、上天草高校の魅力化についてお尋ねいた

します。 

 県下各高等学校においては、これまで、学校の

魅力を広く周知させるべく、スクールポリシーの

作成を行うなど魅力化を推進してこられました。

高校を志願する生徒に向けて、また、保護者並び

に地域に向けて、各学校の方針を伝える機会であ

ったと思います。しかしながら、多くの県民に理

解されているとは言えず、取組による効果は限定

的と思われます。 

 そこで、今回、高校の魅力化の実現に向けて、

具体的に地域資源に焦点を当て、地域資源を生か

した学校づくりが推進できるのか、教育長にお尋

ねします。 

 これまで、上天草高校においては、コミュニテ

ィ・スクール推進事業等を通じて地域の意向を聴

取してきたところですが、具体的に実現した事柄

は少ないと思います。特に意見があったのは、上

天草高校において、地域で活躍できる人材の育成

を求めるものでありました。例えば、内航海運に

従事する人材や観光業に従事する人材が求められ

ています。これらの意見を踏まえ、共通点を見い

だすならば、地域の特性に焦点を当てて魅力化の

取組を推進することはできないかとの考えに至っ

たところです。 

 上天草高校において、海に焦点を当てて魅力化

の取組を実現できないか、より広範に身近に存在

する海について学ぶことができないかと考えま

す。 

 現在の高校における学びについては、これまで

地域は意見を述べることだけでしたが、今回、海

を学ぶという視点で、上天草市、地元企業、住民

など、地域がどのように関わりを持ち、参画でき

る可能性があるのか、地域資源を活用した特色づ

くりについて、教育長にお尋ねいたします。 

  〔教育長越猪浩樹君登壇〕 

○教育長(越猪浩樹君) 上天草高校は、15年前の

開校以来、上天草市から通学バスの定期券購入費

補助や学力向上のための公営塾の実施、都会から

生徒を募集する地域みらい留学の合同説明会等へ

の参画、下宿の整備など多大な支援を受けなが

ら、様々な魅力化の取組を行ってきました。 

 先生方も、ＳＮＳによる同校の情報発信の強化

に向け、４名がドローン免許を取得するなど、魅

力向上に努めています。 

 議員御提案のとおり、高校の魅力づくりは、地

域資源の活用や地域で活躍する人材育成という視

点も重要だと考えています。上天草市には、漁

業、海運、観光等の地域産業を支える多様なパー

トナーとともに、海を生かした学びを実現できる

環境が整っています。 

 そこで、例えば、教育課程内の総合的な探求の

時間において、県水産研究センターや県内の大学

と連携した魚や藻場等をテーマにした研究や、地

元のマリーナや観光協会と連携した地域振興に係

る取組、また、部活動や学校活動行事において

も、フィッシングやスキューバダイビング、小型

船舶免許の取得など、上天草ならではの海を生か
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した取組を進めることも考えられます。 

 同校では、令和４年８月に、上天草市、株式会

社マリーゴールドホールディングスとの間で、上

天草高校の魅力向上のための包括支援協定を締結

しました。その定期協議会で前向きな意見をたく

さんいただいております。 

 今後も引き続き、県教育委員会、上天草高校、

上天草市による魅力化に向けた協議を行うととも

に、地域の方々からの具体的な提案や参画をいた

だきながら、地元中学生からはもちろん、県内外

の中学生から選ばれる魅力ある学校づくりに向け

て、しっかりと取り組んでまいります。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 今回、魅力化について、教育課程に

ついて地域の関わりが具体的に示されたことは、

上天草高校においても、また、魅力化を進める他

の高校においても新たな方向性が示されたもの

と、教育長におかれては、今回の答弁、本当に御

考慮いただいてありがとうございました。 

 何よりも、これが緒に就いたばかりであります

ので、様々に教育課程で必要な学び、それをしっ

かりと教育委員会でお示しいただいて、上天草

市、そして民間企業も含めて、皆さんと一緒に参

画できれば、そしてまた、協力できればと思って

おります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、松枯れ対策についてお尋ねいたします。 

 来年、令和８年７月20日に、雲仙天草国立公園

に天草地域が指定されて70周年を迎えます。上天

草市において国立公園に指定されたエリアは、有

明海、遠くは天草灘を望み、その脇を天草、長崎

の半島部が囲んでいます。その手前に点在する大

小の島々が織りなす景観は、天草地域の重要な財

産だと思います。夕刻に沈む夕日のあでやかな色

によって照らし出される景色は、えも言われぬ眺

めです。 

 この天草、松島を象徴する景色に年間を通じて

緑を添え、自然の豊かさを醸していたのが松であ

ります。しかしながら、近年、残念なことに、松

くい虫による松枯れが見られます。特に今年の夏

は、多くの松が枯れました。 

 上天草市においては、枯れた松を伐倒し、薬剤

を散布する衛生伐を特定森林再生として実施して

います。また、松くい虫の被害を最小限にとどめ

る松枯れ予防対策として、地上からの薬剤散布を

行っていますが、多くの松が枯れているのが現状

です。また、現在、松枯れに抵抗性のあるとされ

たスーパーマツの育樹は、県内で行われておりま

せん。 

 上天草市においては、住民が主体となって松を

守り、景観を維持しようと長年活動されている団

体があります。この団体は、先月、11月15日に

も、上天草市立松島中学校とともに活動をされた

ところです。 

 そこで質問です。 

 これまで、松くい虫などによるとして、どの程

度の松が喪失したのか、また、松枯れを止める有

効な対策はないのか、あわせて、今後、上天草市

や住民団体の取組に協力や後押しをして、松の育

樹に取り組むには何をなすべきか、農林水産部長

にお尋ねいたします。 

  〔農林水産部長中島豪君登壇〕 

○農林水産部長(中島豪君) 松枯れへの対策につ

いてお答えいたします。 

 松枯れを引き起こす松くい虫被害は、松に体長

１ミリ程度のマツノザイセンチュウが侵入し、通

水阻害を起こすことで発生いたします。近年、温

暖化の影響もあり、この線虫を媒介するマツノマ

ダラカミキリの活動期間が長期化していること

や、夏場の少雨傾向も重なり、松の抵抗性が弱ま
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ったことで多発した可能性があると考えておりま

す。 

 まず、松林面積の推移ですが、本県民有林のう

ち、天草管内では、昭和62年に約3,700ヘクター

ルであったものが、令和７年には約1,600ヘクタ

ールへと、2,100ヘクタール減少しており、その

多くが松くい虫被害によるものです。 

  次に、松枯れへの対策としては、現在、３つの

手段を講じています。１つ目は、カミキリを駆除

するための薬剤の地上散布、２つ目は、線虫の増

殖を抑制するための薬剤の樹幹注入、３つ目は、

枯れた松に潜伏しているカミキリの幼虫と線虫に

よる被害拡散を防止するための枯れた松の伐倒駆

除です。これらの対策を、市町村及び県が連携

し、薬剤の使用に係る安全性に十分配慮した上

で、適時適切かつ継続的に実施することが松枯れ

を抑制する有効な対策であると考えています。 

 最後に、今後の取組について、まず、水と緑の

森づくり税を活用した住民団体の活動への支援メ

ニューに被害木の処理を追加するなど、松枯れ被

害軽減に向けた活動への支援内容の拡充を検討し

てまいります。 

 また、国において開発が進められている、さら

に抵抗性の高い松の情報提供を行うとともに、県

が行う保安林整備事業等における植栽を検討して

まいります。 

 今後とも、松枯れが顕著となっている現状を踏

まえ、海岸の美しい景色である白砂青松百選にも

選ばれました熊本の貴重な松林を守り育て、次世

代に確実に引き継いでいくとの決意の下、市町村

としっかりと連携して、保全対策に取り組んでま

いります。 

  〔山口裕君登壇〕 

○山口裕君 これまで上天草市の取組に加えて、

今後は県の協力も仰げることが、ちょっと見受け

られますので、どうぞ適時適切、これが一番であ

りまして、本当に作業ができる期間は限られてい

ます。カミキリムシの特性なんですけれども、そ

ういったことも踏まえながら、適時適切に事業を

進めていただくようお願いいたします。 

 今回質問の機会をいただきました先輩議員、そ

して同僚議員の皆様には感謝を申し上げます。そ

してまた、多くの質問にお答えいただきました木

村知事、本当にありがとうございました。 

 様々な機会を通じていろんな経験をさせていた

だくのが政治でありますが、今回の被災経験は、

本当に政治家として、もう一つ思いを変える、そ

して、新たな思いで政治に臨むきっかけとなった

ことは間違いありません。 

 今後とも、地域の代表として、そして、一県議

会議員としてその職責をしっかりと全うしてまい

りたいと考えております。どうぞ御支援、御鞭撻

いただきますようお願いしまして、一般質問を終

わります。 

 ありがとうございました。(拍手) 

○議長(髙野洋介君) 以上で通告されました一般

質問は全部終了いたしました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

         ――――――○―――――― 

 日程第２ 議案等に対する質疑(第１号から第 

48号まで) 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第２、目下議題

となっております議案第１号から第48号まで等に

対する質疑を行いますが、ただいままで通告はあ

りません。よって、質疑なしと認めます。 

         ――――――○―――――― 

 知事提出議案の上程(第49号から第61号まで) 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 知事提出議案第49号から第61号までが提出され

ましたので、この際、これを日程に追加し、一括
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して議題といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第49号から第61号までを日程

に追加し、一括して議題とすることに決定いたし

ました。 

 知事提出議案第49号から第61号までを一括して

議題といたします。 

     ―――――――――――――――――――――― 

第49号 令和７年度熊本県一般会計補正予算

(第８号) 

  第50号 令和７年度熊本県港湾整備事業特別会

計補正予算(第３号) 

  第51号 令和７年度熊本県育英資金等貸与特別

会計補正予算(第１号) 

  第52号 令和７年度熊本県高度技術研究開発基

盤整備事業等特別会計補正予算(第３号) 

  第53号 令和７年度熊本県国民健康保険事業特

別会計補正予算(第２号) 

  第54号 令和７年度熊本県下水道事業会計補正

予算(第３号) 

  第55号 令和７年度熊本県電気事業会計補正予

算(第３号) 

  第56号 令和７年度熊本県工業用水道事業会計

補正予算(第３号) 

  第57号 令和７年度熊本県有料駐車場事業会計

補正予算(第１号) 

  第58号 令和７年度熊本県病院事業会計補正予

算(第３号) 

  第59号 熊本県一般職の職員等の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について 

  第60号 熊本県知事等の給与及び旅費に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について 

  第61号 熊本県義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置条例等の一部を改正

する条例の制定について 

     ―――――――――――――――――――――― 

○議長(髙野洋介君) 次に、ただいま議題といた

しました議案に対する知事の説明を求めます。 

 知事木村敬君。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 本日追加提案しました議案に

ついて御説明申し上げます。 

 まず、一般会計補正予算については、令和７年

８月豪雨への対応として、被災した事業者の事業

再開の支援に要する経費や10月10日に県人事委員

会から勧告のありました職員の給与改定の実施に

係る給料、期末・勤勉手当などの額の引上げに要

する経費でございます。 

 なお、知事、副知事等の特別職の給料月額及び

県議会議員の皆様の報酬月額につきましては、引

上げは行わず、据え置くこととしておりますの

で、これには含まれておりません。 

 これにより、一般会計は、冒頭提案分と合わせ

て178億円の増額補正となり、補正後の一般会計

予算額は9,354億円となります。 

 あわせて、給与改定等に伴う条例改正を提案し

ております。 

  このほか、本日は、人事案件についても提案し

ております。 

 これらの議案につきまして、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長(髙野洋介君) 次に、ただいま議題といた

しました議案のうち、第59号及び第61号につきま

しては、職員に関する条例案であり、地方公務員

法第５条第２項の規定により人事委員会の意見を

聞く必要がありますので、ただいまから人事委員

会の意見を求めます。 

  〔人事委員会委員長出田孝一君登壇〕 
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○人事委員会委員長(出田孝一君) 本議会に追加

提案されました議案第59号及び議案第61号につい

て、地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、

人事委員会の意見を申し述べます。 

 まず、議案第59号につきましては、本委員会が

本年10月に議会及び知事に対して行いました職員

の給与等に関する報告及び勧告の内容に沿って、

地域の民間給与との均衡を図るため、給料表の引

上げ改定等を行うものであり、適当であると考え

ます。 

 次に、議案第61号につきましては、公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法等の一部改正等に伴い、教職調整額の段階的

な引上げ等を行うものであり、適当であると考え

ます。 

○議長(髙野洋介君) 次に、ただいま議題といた

しました議案第49号から第61号までに対する質疑

を行いますが、ただいままで通告はありません。

よって、質疑なしと認めます。 

         ――――――○―――――― 

 日程第３ 知事提出議案の委員会付託(第１号

から第61号まで) 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第３、目下議題

となっております議案第１号から第48号までにつ

きましては、さきに配付の令和７年11月熊本県議

会定例会議案各委員会別一覧表のとおり、議案第

49号から第61号までにつきましては、さきに配付

の同一覧表(追号)のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託して審査することといたします。 

  〔各委員会別一覧表は付録に掲載〕 

         ――――――○―――――― 

 日程第４ 請願の委員会付託 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第４、今期定例

会において受理いたしました請願は、議席に配付

の請願文書表のとおりであります。 

 これをそれぞれ所管の常任委員会に付託して審

査することといたします。 

  〔請願文書表は付録に掲載〕 

         ――――――○―――――― 

 知事提出議案の上程(第62号から第77号まで) 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 知事提出議案第62号から第77号までが提出され

ましたので、この際、これを日程に追加し、一括

して議題といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第62号から第77号までを日程

に追加し、一括して議題とすることに決定いたし

ました。 

 知事提出議案第62号から第77号までを一括して

議題といたします。 

     ―――――――――――――――――――――― 

  第62号 公害審査会委員の任命について 

  第63号 公害審査会委員の任命について 

  第64号 公害審査会委員の任命について 

  第65号 公害審査会委員の任命について 

  第66号 公害審査会委員の任命について 

  第67号 公害審査会委員の任命について 

  第68号 公害審査会委員の任命について 

  第69号 公害審査会委員の任命について 

  第70号 公害審査会委員の任命について 

  第71号 土地利用審査会委員の任命について 

第72号 土地利用審査会委員の任命について 

第73号 土地利用審査会委員の任命について 

第74号 土地利用審査会委員の任命について 

第75号 土地利用審査会委員の任命について 

第76号 土地利用審査会委員の任命について 

第77号 土地利用審査会委員の任命について 

     ―――――――――――――――――――――― 
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○議長(髙野洋介君) お諮りいたします。 

 ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。 

         ――――――○―――――― 

 日程第５ 休会の件 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第５、休会の件

を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 明10日は、議案調査のため、11日は、各特別委

員会開会のため、12日、15日及び16日は、各常任

委員会開会のため、17日及び18日は、議事整理の

ため、それぞれ休会いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、明10日から12日まで及び15日から18日まで

は、休会することに決定いたしました。 

 なお、13日及び14日は、県の休日のため、休会

であります。 

         ――――――○―――――― 

○議長(髙野洋介君) 以上で本日の日程は全部終

了いたしました。 

 次の会議は、来る19日午前10時から開きます。 

 日程は、議席に配付の議事日程第６号のとおり

といたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

  午後２時15分散会 
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  令和７年   熊本県議会11月定例会会議録     第６号 

 

令和７年12月19日(金曜日) 

   ――――――――――――――――― 

   議事日程 第６号 

  令和７年12月19日(金曜日)午前10時開会 

 第１ 決算特別委員長報告 質疑 討論 議決 

 第２ 各常任委員長報告 質疑 討論 議決 

 第３ 閉会中の継続審査の件 

   ――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 決算特別委員長報告 質疑 討論 

議決 

知事提出議案の上程(第78号) 

 知事提出議案の委員会付託(第78号) 

日程第２ 各常任委員長報告 質疑 討論 議

決 

日程第３ 閉会中の継続審査の件 

知事提出議案(第62号から第77号まで) 質疑 

 討論 議決 

議員提出議案の上程(第１号) 質疑 討論 議

決 

 委員会提出議案の上程(第１号及び第２号) 質

疑 討論 議決 

 議員派遣の件 

     ――――――○―――――― 

出席議員氏名(47人) 

            星 野 愛 斗 君 

            髙 井 千 歳 さん 

            住 永 栄一郎 君 

            亀 田 英 雄 君 

            幸 村 香代子 君 

            杉 嶌 ミ カ さん 

            立 山 大二朗 君 

            斎 藤 陽 子 さん 

            本 田 雄 三 君 

            岩 田 智 子 君 

            堤   泰 之 君 

            南 部 隼 平 君 

            前 田 敬 介 君 

            坂 梨 剛 昭 君 

            荒 川 知 章 君 

            城 戸   淳 君 

            西 村 尚 武 君 

            池 永 幸 生 君 

            竹 﨑 和 虎 君 

            吉 田 孝 平 君 

            中 村 亮 彦 君 

            増 永 慎一郎 君 

            前 田 憲 秀 君 

            髙 島 和 男 君 

            松 村 秀 逸 君 

            岩 本 浩 治 君 

            西 山 宗 孝 君 

            河 津 修 司 君 

            楠 本 千 秋 君 

            橋 口 海 平 君 

            緒 方 勇 二 君 

            髙 木 健 次 君 

            髙 野 洋 介 君 

            内 野 幸 喜 君 

            岩 中 伸 司 君 

            城 下 広 作 君 

            西   聖 一 君 

            山 口   裕 君 

            渕 上 陽 一 君 
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            坂 田 孝 志 君 

            溝 口 幸 治 君 

            池 田 和 貴 君 

            吉 永 和 世 君 

            松 田 三 郎 君 

            藤 川 隆 夫 君 

            岩 下 栄 一 君 

            前 川   收 君 

欠席議員氏名(なし) 

   ――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

      知    事 木 村   敬 君 

      副 知 事 竹 内 信 義 君 

      副 知 事 亀 崎 直 隆 君 

      知事公室長 深 川 元 樹 君 

      総 務 部 長 千 田 真 寿 君 

      企画振興部長 富 永 隼 行 君 

      理    事 阪 本 清 貴 君 

      理    事 府 高   隆 君 

      健康福祉部長 下 山   薫 さん 

      環境生活部長 清 田 克 弘 君 

      商工労働部長 上 田 哲 也 君 

      観光文化部長 脇   俊 也 君 

      農林水産部長 中 島   豪 君 

理    事 間 宮 将 大 君 

      土 木 部 長 菰 田 武 志 君 

      会計管理者 野 中 眞 治 君 

      企 業 局 長 久 原 美樹子 さん 

      病 院 事 業 
      管 理 者 鍬 本 亮 太 君 
      職務代理者 

      教 育 長 越 猪 浩 樹 君 

      警察本部長 佐 藤 昭 一 君 

      人事委員会 
            城 内 智 昭 君       事 務 局 長 

      監 査 委 員 小 原 雅 之 君 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

      事 務 局 長 波 村 多 門 

      事務局次長             鈴   和 幸       兼総務課長 

      議 事 課 長 下 﨑 浩 一 

      議事課長補佐 岡 部 康 夫 

     ――――――○―――――― 

  午前10時開議 

○議長(髙野洋介君) これより本日の会議を開き

ます。 

     ――――――○―――――― 

 日程第１ 決算特別委員長報告 

○議長(髙野洋介君) 日程に従いまして、日程第

１、去る９月定例会において決算特別委員会に審

査を付託いたしました議案第37号から第57号まで

について、決算特別委員長から審査結果の報告が

あっておりますので、これを一括して議題といた

します。 

 ただいまから、委員会における審査の経過並び

に結果について、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

 髙木健次君。 

  〔髙木健次君登壇〕 

○髙木健次君 去る９月定例会において決算特別

委員会に付託されました令和６年度熊本県一般会

計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算、下水

道事業会計決算、病院事業会計決算及び企業局３

事業会計決算の認定等に係る議案第37号から第57

号までの審査の経過並びに結果について御報告申

し上げます。 

第１ 審査方針 

 本委員会は、令和６年度予算の執行状況等につ

いて、次のような審査方針の下で、執行部の説明

及び監査委員の意見を聴取しながら、慎重に審査

を行いました。 

 １ 予算の執行は、議決の趣旨に沿って、合理 
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的かつ効率的に行われ、所期の目的が達成さ

れたか。 

  (1) 歳入は適正に確保されたか。 

  (2) 歳出の執行に遺憾な点はなかったか。 

  (3) 主要な施策はいかに達成されたか。 

 ２ 財産管理は十分であったか。 

 ３ 執行体制に問題はなかったか。 

 ４ 法令違反等はなかったか。 

 ５ 前年度決算特別委員会の指摘事項は、どの

ように処理されたか。 

 以上が本委員会の審査方針であります。 

第２ 決算の概要 

 次に、決算の概要について申し上げます。 

 まず、一般会計及び特別会計合わせて、歳入予

算現額１兆4,105億4,900万円余に対し、収入済額

は１兆2,657億7,800万円余、また、歳出予算現額

１兆4,105億4,900万円余に対し、支出済額は１兆

2,095億6,900万円余となっております。 

 その結果、歳入歳出差引き額は562億800万円余

で、さらに翌年度へ繰り越すべき財源148億9,400

万円余を差し引いた実質収支額は413億1,400万円

余となっております。 

 次に、下水道事業会計では、総収益32億1,900

万円余に対し、総費用は28億9,500万円余で、差

引き３億2,400万円余の純利益となっておりま

す。 

 病院事業会計では、総収益15億6,700万円余に

対し、総費用は15億200万円余で、差引き6,500万

円余の純利益となっております。 

 電気事業会計では、総収益39億9,500万円余に

対し、総費用は20億8,100万円余で、差引き19億

1,300万円余の純利益となっております。 

 工業用水道事業会計では、総収益９億8,400万

円余に対し、総費用は11億2,500万円余で、差引

き１億4,000万円余の純損失となっております。

その結果、令和６年度末の累積欠損金は56億

7,100万円余となっております。 

 有料駐車場事業会計では、総収益１億1,300万

円余に対し、総費用は2,800万円余で、差引き

8,500万円余の純利益となっております。 

 以上が決算の概要であります。 

第３ 歳入確保と予算執行 

 次に、歳入確保と予算執行について申し上げま

す。 

 まず、歳入確保のうち、収入未済については、

一般会計で前年度比約１億2,700万円の減、特別

会計で約９億1,300万円の減であり、一般会計で

約24億円、特別会計全体で約23億円が収入未済と

なっております。 

 引き続き、貴重な自主財源の確保と県民負担の

公平、公正の維持の観点から、費用対効果も踏ま

え、効率的な徴収の促進に取り組むよう指摘した

ところであります。 

 次に、予算の執行については、厳しい財政状況

の中、おおむね所期の目的を達成したものと認め

られます。 

 しかしながら、各部局において、事務的経費の

節減以外にも不用額を出している事業が見受けら

れますので、限られた財源をより効果的に活用す

るためにも、次年度の予算編成及び執行に当たっ

ては、現場の状況を的確に把握するとともに、さ

らに工夫を重ねるよう指摘、要望したところであ

ります。 

 以上、令和６年度決算の全般的な事項について

申し上げましたが、本県財政については、昨年度

よりも県債残高が増加し、実質公債費比率につい

ても上昇している状況であり、本県が令和７年６

月に公表した中期的な財政収支の試算では、平成

28年熊本地震や令和２年７月豪雨、国土強靱化に

係る県債償還が本格化する中、公共施設等の老朽
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化対策など必要不可欠な歳出に加え、半導体関連

産業の集積に伴うインフラ整備など、本県特有の

歳出の増加等により、今後も厳しい財政運営が続

くことが予想されています。 

 そのような中、くまもと新時代共創基本方針の

下、熊本のさらなる発展につながる取組を着実に

推進していくためにも、真に必要な事業への選択

と集中、スクラップ・アンド・ビルドを徹底した

予算編成を行うなど、持続可能な財政運営に取り

組んでいくことを求めるものであります。 

 さらに、歳入面では、税収の確保、未収金の早

期解消等に、歳出面では、一層の事務事業の見直

しと効率的、計画的な執行に取り組み、併せて国

に対して財政支援を継続的に働きかけるなど、財

源確保に努めるよう求めるものであります。 

第４ 施策推進上改善または検討を要する事項等 

 審査の過程において各委員から出されました施

策推進上改善または検討を要する事項等について

申し上げます。 

  (共通) 

 １ 多額の不用額が生じている事業について

は、本県の非常に厳しい財政状況等も踏ま

え、極力、不用額を減らし、その分を新規事

業に充当するなど予算を柔軟に活用できるよ

う、厳しめの需要予測のもと、より慎重かつ

精緻な予算編成に努めること。(健康福祉

部、商工労働部、農林水産部、土木部、教育

委員会) 

 ２ 不納欠損額については、各事業の原資が税

金であることを十分認識し、歳入確保及び公

平性の観点から、引き続き債権管理を適切に

行うとともに、未収金対策にしっかり取り組

むなど、不納欠損額の減額に努めること。

(総務部、商工労働部、農林水産部、土木

部、教育委員会) 

 ３ 業務委託に係る入札制度について、昨今の

物価高騰に伴う労務単価の上昇等も踏まえ、

適正な競争原理は残しつつ、官公需で受注側

に赤字が生じないよう、最低制限価格の導入

など、適正価格による発注に努めること。

(総務部) 

  (企画振興部) 

 ４ 銀座熊本館については、今後の老朽化に伴

う維持管理費や大規模改修費の増大が見込ま

れることから、中長期的な施設の在り方につ

いて、現在の所有から賃貸への見直しも含

め、経済性等を踏まえしっかり検討するこ

と。 

  (観光文化部) 

 ５ クルーズ船の誘致促進事業等により、富裕

層の観光拡大に繋がっているが、寄港地をは

じめとする地域への経済波及効果を実感でき

るよう、事業をブラッシュアップし、今後の

事業展開を図ること。 

  (農林水産部) 

 ６ 鳥獣等の侵入防止柵の設置等に係る需要が

多いことから、市町村としっかり連携し、全

体的な需要を把握するとともに、必要な予算

を確保するよう努めること。 

   また、鳥獣による被害額が高止まりしてい

る現状を踏まえ、被害額の減少に向けて注力

すること。 

  (土木部) 

 ７ 廃道敷等の県有財産については、その維持

管理に多大な経費と労力を要することから、

県としての所有の必要性等を十分に見極めた

上で、必要とする者には適正な手続により有

償譲渡するなど、県有財産の有効活用につい

て検討を進めること。 

  (教育委員会) 
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 ８ 現行の奨学金制度については、今後も一定

のニーズが続くものと理解しているが、来年

度からの高校授業料無償化に伴い、教育負担

が軽減されることを踏まえ、今後の制度の在

り方についてしっかり検討していくこと。 

  (企業局) 

 ９ 有明及び八代工業用水道事業については、

長年、赤字収支が続いているが、有明工業用

水道は、ＴＳＭＣの子会社であるＪＡＳＭを

はじめとする半導体関連企業への給水、ま

た、八代工業用水道は、今後整備予定の県営

工業団地への給水など、未利用水の需要拡大

に取り組み、引き続き、両事業の経営改善に

努めること。 

  (病院局) 

 10 経営目標の全ての項目において、目標値を

下回っている状況も踏まえ、入院及び外来患

者数の増加による収益確保を図り、一般会計

繰入金の減額に努めること。 

第５ 結論 

 本委員会は、慎重に審査を重ねた結果、本委員

会に付託されました令和６年度熊本県一般会計歳

入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算、下水道事

業会計決算、病院事業会計決算及び企業局３事業

会計決算の認定等に係る議案のうち、議案第37号

から第52号まで、第55号及び第57号については、

全員賛成をもってそれぞれ原案のとおり認定する

ことに決定し、議案第53号、第54号及び第56号に

ついては、全員賛成をもってそれぞれ原案のとお

り可決及び認定することに決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願いを申し

上げまして、決算特別委員長の報告を終わりま

す。 

○議長(髙野洋介君) 以上で決算特別委員長の報

告は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

  〔｢なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。 

 これよりまず、９月定例会提出議案のうち、議

案第38号から第52号まで、第55号及び第57号を一

括して採決いたします。 

 ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案と

も認定であります。決算特別委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案第38号外16件は、決算特別委員長の報

告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第53号、第54号及び第56号を一括し

て採決いたします。 

 ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案と

も原案可決及び認定であります。決算特別委員長

の報告のとおり原案可決及び認定することに御異

議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案第53号外２件は、決算特別委員長の報

告のとおり原案可決及び認定することに決定いた

しました。 

 次に、議案第37号を起立または挙手により採決

いたします。 

 ただいまの決算特別委員長の報告は、認定であ

ります。決算特別委員長の報告のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め
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ます。よって、議案第37号は、決算特別委員長の

報告のとおり認定することに決定いたしました。 

  〔委員会審査報告書は付録に掲載〕 

     ――――――○―――――― 

 知事提出議案の上程(第78号) 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 知事提出議案第78号が提出されましたので、こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第78号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。 

 知事提出議案第78号を議題といたします。 

   ――――――――――――――――― 

 第78号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 

  (第９号) 

   ――――――――――――――――― 

○議長(髙野洋介君) 次に、ただいま議題といた

しました議案に対する知事の説明を求めます。 

 知事木村敬君。 

  〔知事木村敬君登壇〕 

○知事(木村敬君) 本日追加提案しました議案に

ついて御説明申し上げます。 

 一般会計補正予算として、国の総合経済対策に

呼応し、医療、介護、福祉分野における処遇の改

善、物価高騰や中小・小規模事業者の賃上げなど

に対応するための支援に加え、生活者、事業者へ

のＬＰガス料金等の負担軽減のための支援に要す

る経費など、総額137億円を提案しております。 

 これにより、一般会計は、冒頭提案分及び今月

９日に御提案しました追加提案分を合わせた補正

予算全体で315億円の増額補正となり、補正後の

一般会計予算額は9,491億円となります。 

 この議案について、よろしく御審議くださるよ

うお願い申し上げます。 

○議長(髙野洋介君) 次に、ただいま議題といた

しました議案第78号に対する質疑を行いますが、

ただいままで通告はありません。よって、質疑な

しと認めます。 

 次に、ただいま議題といたしました議案第78号

につきましては、さきに配付の令和７年11月熊本

県議会定例会議案各委員会別一覧表(追号２)のと

おり、それぞれ所管の常任委員会に付託して審査

することといたします。 

     ――――――○―――――― 

○議長(髙野洋介君) この際、各常任委員会開催

のため、しばらく休憩いたします。 

  午前10時20分休憩 

     ――――――○―――――― 

  午後０時58分開議 

○議長(髙野洋介君) 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

     ――――――○―――――― 

 日程第２ 各常任委員長報告 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第２、去る９日

の会議において審査を付託いたしました議案第１

号から第61号まで及び請願について、本日会議に

おいて審査を付託いたしました議案第78号につい

て、各常任委員長から審査結果の報告があってお

りますので、これを一括して議題といたします。 

 ただいまから、各常任委員会における審査の経

過並びに結果について、各常任委員長の報告を求

めます。 

 まず、厚生常任委員長の報告を求めます。 

 岩本浩治君。 

  〔岩本浩治君登壇〕 

○岩本浩治君 厚生常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。 
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 まず、12月９日に本委員会に付託されました案

件は、予算関係５議案及び条例等関係４議案であ

ります。 

 まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。 

 今回提出された健康福祉部の11月補正予算は、

令和７年８月豪雨における応急仮設住宅入居者等

の住まいの再建に要する経費に対する助成や人事

委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費、３

億8,900万円余の増額補正であり、補正後の予算

総額は、一般会計、特別会計合わせて3,606億200

万円余であります。 

 あわせまして、来年度の年間委託契約等に係る

債務負担行為の追加等及び繰越明許費の追加であ

ります。 

 病院局の11月補正予算は、人事委員会勧告に基

づく職員給与改定関係の経費、4,300万円余の増

額補正であり、補正後の収益的収支の予算総額

は、17億700万円余であります。 

 あわせまして、来年度の年間委託契約に係る債

務負担行為の追加であります。 

 次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関す

る条例等の一部を改正する条例の制定について外

３議案であります。 

 次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。 

 まず、委員から、ヘリ救急医療搬送体制推進事

業について、他県では、整備士の不足により、ド

クターヘリが運休しているところもあると聞く

が、本県における運用状況はどうか、また、整備

等の際の代替機は確保できているのかとの質疑が

あり、執行部から、基地病院である熊本赤十字病

院からドクターヘリの運航を受託している西日本

空輸は、整備士を十分確保するなど運航体制がし

っかりしているため、運休になることはない、ま

た、故障等があった場合でも、代替機をすぐに確

保できる仕組みになっているとの答弁がありまし

た。 

 関連して、委員から、災害時には、他県とのド

クターヘリの連携に係る協定の締結が必要ではな

いかと思うが、そのような協定はあるのかとの質

疑があり、執行部から、現時点では、他県との協

定締結はしていないが、連絡協議会の場で、災害

時における九州各県のドクターヘリの連携につい

て検討を進めているとの答弁がありました。 

 次に、委員から、第２期熊本県ギャンブル等依

存症対策推進計画の策定について、ギャンブル等

依存症が疑われる方々の医療、福祉機関への接続

がうまくいっていないように思うが、今後具体的

にどのように対応していくのかとの質疑があり、

執行部から、専門的な医療機関の追加登録に積極

的に取り組み、治療につなげていきたい、あわせ

て、専門的な相談機関につなげることも重要であ

るため、関係機関との連携を図り、包括的な支援

体制を構築していきたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、最近は、違法オンラインカ

ジノの問題もあり、若年者に対する普及啓発活動

が非常に重要であると思うので、県も積極的に介

入し、引き続き取組を進めてほしいとの要望があ

りました。 

 以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 次に、本日当委員会に付託されました追号議案

である予算関係１議案につきまして御報告申し上

げます。 

 今回提出された健康福祉部の補正予算は、医

療、介護、障害福祉施設等における賃上げ等に対
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する支援や物価高騰の影響を受ける施設等への支

援に要する経費等、89億2,200万円余の増額補正

であり、11月補正予算は、冒頭提案分と追加提案

分を合わせると総額93億1,100万円余の増額補正

であります。 

 これによりまして、補正後の予算総額は、一般

会計、特別会計合わせて3,695億2,400万円余であ

ります。 

 次に、議案の審査の過程において論議されまし

たものを要約して御報告申し上げます。 

 委員から、今回の経済対策については、今まで

のノウハウを生かし、対象施設等にできるだけ早

く支援が届くよう努めるとともに、あらかじめ支

給額や支給見込み時期等について周知を図ってほ

しいとの要望がありました。 

 以上が論議されました内容でありますが、本委

員会に付託されました議案については、全員賛成

をもって原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。 

○議長(髙野洋介君) 次に、経済環境常任委員長

の報告を求めます。 

 髙島和男君。 

  〔髙島和男君登壇〕 

○髙島和男君 経済環境常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。 

 まず、12月９日に本委員会に付託されました案

件は、予算関係８議案、条例等関係４議案、請願

１件及び報告１件であります。 

 まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。 

 今回提出された環境生活部の11月補正予算は、

事業費確定に伴う国庫支出金返納金や人事委員会

勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、7,200

万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、

一般会計、特別会計合わせて162億7,500万円余で

あります。 

 あわせまして、来年度の年間委託契約に係る債

務負担行為の追加及び繰越明許費の設定でありま

す。 

 商工労働部の11月補正予算は、事業費確定に伴

う国庫支出金返納金や令和７年８月豪雨による被

災事業者の施設復旧等への補助に要する経費及び

人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費

等、43億2,300万円余の増額補正であり、補正後

の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて691

億9,100万円余であります。 

 あわせまして、来年度の年間委託契約に係る債

務負担行為の追加等及び繰越明許費の設定であり

ます。 

 観光文化部の11月補正予算は、人事委員会勧告

に基づく職員給与改定関係の経費、1,800万円余

の増額補正であり、補正後の予算総額は、38億

5,400万円余であります。 

 あわせまして、来年度の年間委託契約に係る債

務負担行為の追加及び繰越明許費の設定でありま

す。 

 企業局の11月補正予算は、人事委員会勧告に基

づく職員給与改定関係の経費、1,900万円余の増

額補正であり、補正後の電気事業、工業用水道事

業、有料駐車場事業の３事業会計の支出予算総額

は、収益的収支及び資本的収支合わせて80億

9,300万円余であります。 

 あわせまして、債務負担行為の追加でありま

す。 
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 労働委員会の11月補正予算は、人事委員会勧告

に基づく職員給与改定関係の経費、200万円余の

増額補正であり、補正後の予算総額は、１億2,60

0万円余であります。 

 次に、条例等関係議案についてでありますが、

指定管理者の指定について外３議案であります。 

 次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。 

 まず、委員から、令和７年８月豪雨に伴う自治

体連携型補助金について、過去の例では、国庫補

助金の上限が５億円となっていたが、具体的にど

のような見直しが行われたのかとの質疑があり、

執行部から、被害の規模に応じて補助の上限額を

最大40億円まで引き上げる形で見直しを行ったと

聞いているとの答弁がありました。 

 次に、委員から、今回の管外視察で広島県のス

ポーツ施設を視察したが、本県の施設と比較して

どのように感じ、今後の施策をどう展開していく

のかとの質疑があり、執行部から、特に広島市

は、市民球団としての歴史的背景もあり、市民が

盛り上げてつくっているという印象が強い、今

後、野球場やアリーナの建設においては、県民の

御理解と御支援をいただきながら進めていきたい

との答弁がありました。 

 次に、委員から、指定管理者の指定について、

１者のみの応募が非常に多く、現在受託している

指定管理者が続けて指定されるなど、指定管理者

制度の趣旨が生かされていないのではないかとの

質疑があり、執行部から、指定管理の期間が長く

なるにつれて、新規参入がしにくい状況にある

が、次回の募集に向けて、他県の類似施設の状況

等についても情報収集を行い、審査項目の追加や

要件等の見直しなど、より魅力ある公募の仕方に

ついて検討していきたいとの答弁がありました。 

 以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 次に、本日当委員会に付託されました追号議案

である予算関係１議案につきまして御報告申し上

げます。 

 今回提出された環境生活部の補正予算は、物価

高騰の影響を受ける胎児性・小児性水俣病患者等

を支援する事業所への支援に要する経費、45万円

余の増額補正であり、11月補正予算は、冒頭提案

分と追加提案分を合わせると総額7,200万円余の

増額補正であります。 

 これらによりまして、補正後の予算総額は、一

般会計、特別会計合わせて162億7,600万円余であ

ります。 

 商工労働部の補正予算は、賃上げ原資の確保を

はじめ、経営課題の解決に取り組む小規模事業者

への支援に要する経費や物価高騰の影響を受ける

特別高圧電力及びＬＰガス利用事業者に対する支

援に要する経費等、39億6,000万円余の増額補正

であり、11月補正予算は、冒頭提案分と追加提案

分を合わせると総額82億8,300万円余の増額補正

であります。 

 これらによりまして、補正後の予算総額は、一

般会計、特別会計合わせて731億5,100万円余であ

ります。 

 次に、議案の審査の過程において論議されまし

たものを要約して御報告申し上げます。 

 委員から、くまもと型小規模事業者持続化補助

金は、新規事業となっているが、国の持続化補助

金との違いは何かとの質疑があり、執行部から、

国の持続化補助金は、申請様式が煩雑であり、採

択率も半分程度であるが、県独自の補助金は、申

請様式を簡素化し、小規模事業者が広く活用でき

るようにしているとの答弁がありました。 
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 以上が論議されました内容でありますが、本委

員会に付託されました議案については、全員賛成

をもって原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 なお、請願については、議席に配付の請願委員

会審査報告一覧表のとおりであります。 

 また、最低賃金制度等の在り方見直しと事業者

支援を求める意見書を別途御提案申し上げており

ます。 

 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、経済環境常任委員長の報告を終わりま

す。 

○議長(髙野洋介君) 次に、農林水産常任委員長

の報告を求めます。 

 河津修司君。 

  〔河津修司君登壇〕 

○河津修司君 農林水産常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件は、予算関係２

議案、条例等関係４議案及び報告２件でありま

す。 

 まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。 

 今回提出された農林水産部の11月補正予算は、

８月豪雨災害への対応や農地集積、集約化に向け

た取組に要する経費等、21億1,200万円余の増額

補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特

別会計合わせて937億7,500万円余であります。 

 あわせまして、ゼロ国債を含む債務負担行為の

追加等及び繰越明許費の設定であります。 

 次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例の制定

について外３議案であります。 

 次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。 

 まず、委員から、令和７年８月豪雨に伴う営農

再開支援事業について、県で迅速にトマト苗を手

当てされたが、例年と比べて作付等の状況はいか

がかとの質疑があり、執行部から、トマトの作付

状況については、苗の被災により定植時期は遅れ

たが、計画作付面積とほぼ変わらない定植ができ

ている、９月の高温の影響もあり、11月上旬の出

荷量は少なかったものの、現在は前年並みまで回

復しているとの答弁がありました。 

 次に、委員から、熊本地震で被災した大切畑ダ

ムの災害復旧に係る補正予算について、国、県な

どの負担割合等はどうなっているのかとの質疑が

あり、執行部から、事業費の負担割合について

は、国庫補助率が99.685％で、残りは県負担であ

る、また、貯水池の中の漏水対策に万全を期すた

め事業費が増加した、令和８年度の早期に試験湛

水を行い、ダムの安定性を確認しながら事業を進

めていきたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、来年は熊本地震から丸10年

になるので、地元農家の皆さんが安心できるよ

う、しっかりした完全なダムを造ってほしいとの

要望がありました。 

 次に、委員から、令和７年８月豪雨に伴う緊急

治山事業について、今後の工事発注時期はどのよ

うに考えているのかとの質疑があり、執行部か

ら、発災直後から国との協議を順次進めている、

緊急事業のため、遅くとも年度内に発注し、早期

完成に努めたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、市町村が取り組む復旧事業

に対しても、県の技術的支援をお願いしたいとの

要望がありました。 
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 以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、農林水産常任委員長の報告を終わりま

す。 

○議長(髙野洋介君) 次に、建設常任委員長の報

告を求めます。 

 西山宗孝君。 

  〔西山宗孝君登壇〕 

○西山宗孝君 建設常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件は、予算関係７

議案、条例等関係18議案及び報告１件でありま

す。 

 まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。 

 今回提出された土木部の11月補正予算は、災害

復旧関連事業に要する経費及び人事委員会勧告に

基づく職員給与改定関係の経費、45億7,400万円

余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般

会計、特別会計等合わせて1,721億2,300万円余で

あります。 

 あわせまして、ゼロ県債を含む債務負担行為の

追加及び繰越明許費の追加等であります。 

 次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について外17議案であります。 

 次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。 

 まず、委員から、繰越明許費の設定金額につい

て、今年の８月豪雨災害の発生により、昨年度と

比べて増えている、今後も、国土強靱化等により

さらに予算が増えるため、事業執行に当たって

は、受発注者の状況など様々な課題も出てくると

思うが、いかがかとの質疑があり、執行部から、

事業執行に当たっては、できるだけ平準化を図り

ながら、計画的かつ円滑に執行していきたいと考

えている、建設業界との意見交換も重ねながら、

様々な課題に対応していきたい、また、県の技術

職員が若干不足しているところもあるが、土木部

一丸となって事業執行に努めたいとの答弁があり

ました。 

 さらに、委員から、職員の確保は市町村も含め

て重要である、今後とも、関係各所と連携を図り

ながら、事業執行に尽力してほしいとの要望があ

りました。 

 次に、委員から、八代港加賀島地区の国の港湾

工事によって生じた土地を八代港臨海用地として

県が取得するとのことだが、今後のスケジュール

はどのようになっているのかとの質疑があり、執

行部から、今年度中に国からの譲渡を受け、その

後、県有埋立地と合わせて造成を行い、できれば

来年度中には分譲を進めたいと考えているとの答

弁がありました。 

 さらに、委員から、今後の計画が見えると企業

誘致もしやすくなると思うので、しっかり頑張っ

てほしいとの要望がありました。 

 以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ

とに決定いたしました。 

 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の
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とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、建設常任委員長の報告を終わります。 

○議長(髙野洋介君) 次に、教育警察常任委員長

の報告を求めます。 

 竹﨑和虎君。 

  〔竹﨑和虎君登壇〕 

○竹﨑和虎君 教育警察常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案、条例等関係８議案及び報告１件でありま

す。 

 まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。 

 今回提出された教育委員会の11月補正予算は、

令和７年８月豪雨により被災した県立学校の災害

復旧に要する経費や人事委員会勧告に基づく職員

給与改定関係の経費等、38億9,400万円余の増額

補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特

別会計合わせて1,394億9,200万円余であります。 

 あわせまして、県立学校や県有施設の改修工事

等に係る繰越明許費の追加及び来年度の年間委託

契約等に係る債務負担行為の追加等であります。 

 警察本部の11月補正予算は、職員の時間外勤務

手当の不足分や人事委員会勧告に基づく職員給与

改定関係の経費等、11億3,200万円余の増額補正

であり、補正後の予算総額は、461億8,400万円余

であります。 

 あわせまして、警察棟空調設備改修工事等に係

る繰越明許費の追加及び来年度の年間委託契約等

に係る債務負担行為の変更であります。 

 次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置条例等の一部を改正する条例の制定

について外７議案であります。 

 次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。 

 まず、委員から、県立学校の工事に係る入札不

調は、実態にそぐわない入札公告が要因ではない

かと思うが、参加者を入れ替えて次の入札に付す

のかとの質疑があり、執行部から、今年度におけ

る入札の不調、不落件数は６件で、例年と大きく

変わらない状況であり、今後も適切な入札手続を

進めていきたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、空調設備等の改修工事につ

いては、ＰＴＡ等が設置し、県へ移管したものを

含め、整備等の更新時期が到来したため改修する

ものかとの質疑があり、執行部から、空調設備等

については、長寿命化工事等や新たな大規模改修

工事と合わせて整備を進めているとの答弁があり

ました。 

 さらに、委員から、国の経済対策に係る予算も

活用しながら、しっかりと整備を進めてほしいと

の要望がありました。 

 以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ

とに決定いたしました。 

 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、教育警察常任委員長の報告を終わりま

す。 

○議長(髙野洋介君) 最後に、総務常任委員長の

報告を求めます。 

 中村亮彦君。 

  〔中村亮彦君登壇〕 

○中村亮彦君 総務常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並
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びに結果を御報告申し上げます。 

 まず、12月９日に本委員会に付託されました案

件は、予算関係２議案、条例等関係６議案、請願

３件及び報告１件であります。 

 まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。 

 今回提出された令和７年度11月補正予算は、令

和７年８月豪雨からの復旧に要する経費のほか、

８月豪雨で被災した中小企業等の事業再建に向け

た支援や人事委員会勧告に基づく職員給与改定関

係の経費等、177億6,500万円余の増額補正であ

り、補正後の令和７年度の一般会計予算総額は、

9,353億7,900万円余であります。 

 あわせまして、債務負担行為の追加等及び繰越

明許費の追加であります。 

 次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について外５

議案であります。 

 次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。 

 まず、委員から、天草地域職員住宅集約化モニ

タリング業務について、具体的にどういったこと

に支出するのかとの質疑があり、執行部から、天

草地域にある知事部局、教育委員会及び警察本部

の職員住宅は、数も非常に多く、老朽化が進んで

いる、本業務では、建て替えや改修に加え、余剰

地活用など広範にわたる事業を対象としている、

県としては、要求水準を満たす工事等が適正かつ

確実に履行されるかを確認するため、専門事業者

にモニタリング業務を委託するものであるとの答

弁がありました。 

 次に、委員から、県職員の時間外勤務の状況と

縮減に向けた取組について教えてほしいとの質疑

があり、執行部から、時間外勤務については、令

和４年度以降は縮減傾向にあったが、今年度は、

８月豪雨災害への対応等により、上半期末時点で

は前年度比で７％程度増加しており、今後も、国

の経済対策など、さらなる業務の増加が見込まれ

る、引き続き、業務のスクラップ・アンド・ビル

ドを徹底し、職場における仕事を減らす意識を持

って取り組んでいくとの答弁がありました。 

 以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 次に、本日当委員会に付託されました追号議案

である予算関係１議案につきまして御報告申し上

げます。 

 今回提出された補正予算は、国の経済対策への

対応や、国の経済対策に合わせた独自の地域活性

化策として実施する物価高騰の影響を受けた生活

者、事業者の支援に必要な予算として、137億

4,100万円余の増額補正であり、11月補正予算

は、冒頭提案分と追加提案分を合わせると、一般

会計で総額315億600万円余の増額補正であり、こ

れらによりまして、補正後の令和７年度の一般会

計の予算総額は、9,491億2,100万円余でありま

す。 

 以上が付託議案の主な内容でありますが、執行

部から説明を受け、審査を行った結果、全員賛成

をもって原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 なお、請願については、議席に配付の請願委員

会審査報告一覧表のとおりであります。 

 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、総務常任委員長の報告を終わります。 
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○議長(髙野洋介君) 以上で各常任委員長の報告

は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

  〔｢なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 討論の通告があっておりますので、発言を許し

ます。 

 なお、発言時間は１人10分以内でありますの

で、さよう御承知願います。 

 星野愛斗君。 

  〔星野愛斗君登壇〕 

○星野愛斗君 皆さん、こんにちは。熊本維新の

会の星野愛斗です。 

 今回の第60号議案、熊本県知事等の給与及び旅

費に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、反対の立場から討論をいたします。 

 本議案は、知事及び我々議員を含む特別職の期

末手当を引き上げるものであります。しかしなが

ら、物価高騰が長期化をし、県民の生活が厳しさ

を増す中、この引上げには賛成ができません。 

 この引上げ、一般企業は、賃上げに追いついて

いないのではないかなと思います。 

 また、まず、誤解がなきように、この60号議案

の前の59号議案で、一般職の給与等の引上げにつ

いては、この物価高騰の中で現場を支える県職員

の処遇改善、人材の確保の観点から必要であると

思い、私は賛成の立場です。 

 一方で、本第60号議案は、特別職の期末手当の

引上げであり、これは、一般職の給与や期末手当

とは性質が異なると思います。 

 私たち議員の報酬や期末手当は、県民の皆様か

らの負託を受けた公職に対する特別なものである

からこそ、より強い自制と説明責任が求められる

と考えます。 

 加えて、本議案は、公費で成り立つ私たちの処

遇に関わる引上げでありますから、一般職以上に

県民の理解が前提になると考えます。 

 本県の中期財政見通しの中で、来年度からの５

年間で約685億円の財源不足が見込まれていま

す。また、令和８年度の当初の試算でも119億円

の財源不足が見込まれ、知事御自身も、足元の財

政状況は非常に厳しいと明言をされました。 

 また、県の財政について、松田議員からの一般

質問に対しても、知事は、限られた財源と人的資

源を県民が真に必要とするものに集中投資をした

い、財源不足の解消に向けて、強い危機感を持っ

て予算編成に挑む、このような御答弁で明確な方

針を示されておりました。 

 私は、この知事の考え自体には大いに賛同をし

ております。だからこそ、この方針と矛盾をしな

い形で、特別職の期末手当についても、今回は引

上げを見送る判断があってしかるべきだと考えま

す。 

 なお、国政においても、国会議員の歳費引上げ

については、世論の理解が得られないとして、今

国会での対応を見送ったと報道されています。 

 また、国会において、12月16日、期末手当を現

行の金額に据え置く改正歳費法が、与野党共に賛

成をし、成立をいたしました。 

 国と制度は異なりますが、この増額の是非につ

いては、県民の理解が得られるかどうか、ここを

重く見て判断すべきと考えます。 

 我が党の方針である２割カットとはいかずと

も、本議案で期末手当を引き上げることなく、一

旦現状維持とすべきと考えます。 

 まずは、私たち自身が踏みとどまり、限られた

財源を県民が真に必要とする分野へ集中をする

と、この姿勢を示すことが、知事の掲げる集中投
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資やスクラップ・アンド・ビルドの特にスクラッ

プの徹底を、県民に伝える最も分かりやすいメッ

セージになると考えます。 

 以上の理由で、本議案に反対をいたします。 

 議員各位におかれましては、御理解、御賛同賜

りますようお願いを申し上げまして、私の反対討

論を終わります。 

○議長(髙野洋介君) 岩田智子君。 

  〔岩田智子君登壇〕 

○岩田智子君 こんにちは。立憲民主連合の岩田

智子です。 

 請第29号、請第30号、請第31号の委員会不採択

に対しての反対討論を行います。 

 まず、請29号、適格請求書等保存方式(インボ

イス制度)の廃止等に関する国への意見書の提出

を求める請願についてです。 

 インボイス制度は、2023年10月から実施をさ

れ、制度開始から２年が経過しました。この間、

この制度は、小規模事業者やフリーランスの営業

と生活に深刻な影響をもたらしています。 

 帝国データバンクによると、2025年１月から11

月の倒産件数は9,380件で、このペースで推移す

ると、12年ぶりに倒産件数が１万件を超える見込

みとなります。 

 東京商工リサーチの調査によりますと、2025年

１月から11月の税金滞納倒産は147件に達し、

2024年に次ぐ２番目の高水準で推移をしていま

す。半数以上が中小企業です。 

 調査では、インボイス制度が直接的であるとは

言えないものの、様々な要因が複合的に絡み合

い、中小零細企業の経営を圧迫していると分析を

しています。 

 また、日本商工会議所の調査を見ると、インボ

イス事業者になったことで、消費税負担が利益を

圧迫している、２割特例終了後は、さらに負担が

増加すると思う、免税事業者との取引継続か消費

税分の価格転嫁かなど、判断を迫られるケースが

多く、非常に繊細な対応が求められる、インボイ

スを含め、複雑化している消費税制度は、現場の

負担が増えるばかりだなどの声が上がっていま

す。 

 インボイス制度を考えるフリーランスの会が行

った7,000人実態調査の結果では、約９割がイン

ボイス制度にデメリットを感じ、制度の見直しや

廃止を求めていることが分かりました。 

 登録事業者の６割超が消費税や事務負担の費用

を価格に転嫁できない実態や、未登録事業者の約

45％が値引き、発注量の減少、取引からの排除と

いった不利益を経験しているということが明らか

になっています。 

 このような状況の中で、埼玉県議会で、2024年

12月、自民党県議団提出のインボイス制度の廃止

等を求める意見書が可決されました。制度そのも

のを廃止することが最良の策と言わざるを得ない

と述べられました。 

 これまでに、全国青年税理士連盟、青年法律家

協会、全国青年司法書士協議会など、多くの団体

が反対の声を発表しています。 

 以上のように、インボイス制度での税負担で商

売が潰されることがあってはなりません。 

 以上のことを指摘し、本請願の採択を強く求め

ます。 

 次に、請30号、陸上自衛隊健軍駐屯地への長射

程ミサイル配備と弾薬庫新設に関する住民説明会

(公聴会)開催の請願についてです。 

 まず、憲法92条に「地方公共団体の組織及び運

営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法

律でこれを定める｡」と明記されています。 

 地方自治の本旨というのは、国から独立した地

域団体を設け、この団体が自己の事務を自己の機
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関により、その団体の責任において処理するこ

と、地域の住民が、地域的な行政需要を自己の意

思に基づき、自己の責任において充足することで

す。 

 この条文があるからこそ、県は独自の条例をつ

くれるし、住民が直接選挙で首長や議員を選ぶこ

とができるのです。そこで選ばれている議員とし

ての仕事は何なのかと考えるべきです。 

 11日の地元紙が、長射程ミサイルについて、地

元の自治会の思いを掲載しました。不安払拭のた

めに説明会を開くべきだと声が上がっていますと

いう声です。地元商店街の方々も、口々に、賛否

は別にして、説明会はしてもらいたいと言われま

す。 

 駐屯地を中心とした地図を見せると、うわっ、

うちは駐屯地からこれだけしか離れていない、こ

こにミサイル、近い、怖いとつぶやく方もおられ

ます。 

 国は、本県からの働きかけで、Ｑ＆Ａの掲載や

相談窓口の設置など、県民の不安解消に取り組ん

でいると防衛大臣は答弁しておられます。 

 しかしながら、実際に九州防衛局相談窓口に電

話をかけられた方からは、次のような報告をお聞

きしました。なぜ地元の自治会に説明をしないの

ですかと聞くと、その件については改めてお答え

しますとの返事。移動式の車両から発射するから

駐屯地が標的にはならないのに、駐屯地を地下化

するのは危険だからではないですかと聞くと、改

めてお答えいたしますとの返事。専守防衛を超え

ていませんかと聞いても、改めてお答えしますと

のことで、その電話の３日後、電話での回答が返

ってきたそうです。しかし、ホームページでお答

えしているので、説明会の予定はありません。日

本への攻撃を思いとどまらせる抑止力のためです

と、Ｑ＆Ａのとおりの回答で、防衛省は、防衛施

設と周辺地域との調和を図り、地域住民の理解と

協力を得てと言っているのに、なぜ説明会を開か

ないのですかと尋ねると、それを言われると痛い

のですが、と言われたそうです。 

 これで丁寧な説明と言えるのでしょうか。地域

の住民が丁寧な説明会を開いてほしいと思ってい

て、要請や請願を行う。今回であれば、議会で、

国に対し、住民説明会開催を要請する責務がある

のではないでしょうか。 

 他県では、自治体が窓口となり、防衛省による

住民説明会が数回開催されています。熊本県でも

同様の対応が求められます。 

 ｢地域とともに 未来をひらく」、健軍駐屯地の

前には、この垂れ幕が掲げてあります。対面式の

説明会開催への請願の採択を強く強く求めます。 

 次に、請31号、教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願

についてです。 

 毎年、生徒、保護者が署名を集め、県や県議会

に届けておられます。その署名を基に、本議会に

も提出をされました。その請願が今回も委員会不

採択とされましたので、反対をいたします。 

 国による就学支援制度の拡充に伴い、多くの自

治体が単独予算による学費補助制度を創設し、私

学に通いやすい環境を整えている中、熊本県では

補助はありません。単独予算による補助を行って

いないのは全国で９自治体です。 

 熊本は、私学に通う生徒の数が全国でも多い県

です。県内高校生38％が私立高校に通っていま

す。都心と比べ、公立志向が高く、世帯年収は厳

しい家庭が多く、物価高騰で家計への影響も大き

く、学費滞納で除籍、退学となる生徒も出ている

とお聞きしています。全国の調査では、６か月以

上学費滞納者が増加傾向です。 

 来年度からの高校授業料無償化の検討も、現在
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まで具体的には決まっていません。保護者も当事

者である生徒たちも気が気ではないと思います。 

 この思いに応える必要が私たち県議会にはある

のではないでしょうか。こちらの請願につきまし

ても、不採択に対して反対をいただきますことを

お願い申し上げます。 

 以上、３点、討論といたします。 

  〔拍手する者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 傍聴人の拍手は禁止してお

ります。 

 岩中伸司君。 

  〔岩中伸司君登壇〕 

○岩中伸司君 新社会党の岩中伸司です。 

 請第32号、最低賃金制度等の在り方見直しと事

業者支援に関する国への意見書の提出を求める請

願の採択に、これに対して反対の立場で討論をい

たします。 

 請願では、第１に「石破前政権が掲げた最低賃

金を2020年代に全国加重平均1,500円とする目標

について、経済情勢や中小企業・小規模事業者の

経営状況、支払い能力を十分踏まえて見直しを検

討すること。また、国内消費の拡大に向けた経済

政策の強力な実施により、中小企業・小規模事業

者が自発的かつ持続的に賃上げ可能な環境を整備

すること｡｣、第２に「現行の最低賃金制度につい

て、他県との競争となっている実態、県内一律の

金額適用の適否、地方最低賃金審議会の合意形成

の在り方など、様々な課題が生じていることを踏

まえ、制度の見直しを検討すること｡｣、第３に

「令和７年度の地方最低賃金の大幅な引上げに伴

い、厳しい経営を強いられる中小企業・小規模事

業者が賃上げ原資を確保できるよう、支援を拡

充・強化すること｡」と、大きく３項目に分けた

国への請願になっています。 

 最低賃金制度は、労働者が健康で文化的な最低

限度の生活を営むための賃金を保障し、経済の安

定にも貢献する大切な制度です。 

 日本の最低賃金は、1959年に制定された最低賃

金法等の法令に基づく公的扶助制度です。その

後、1968年に審議会方式に移行し、1978年には目

安制度が導入され、地域別最低賃金の引上げ額に

ついて、中央最低賃金審議会が地方の審議会に対

して目安を提示しました。 

 都道府県をＡＢＣＤの４つのランクに分類し、

それぞれについて引上げ額の目安を示すというも

のです。現在では、地域間格差是正のため、ＡＢ

Ｃ３区分に再編されています。 

 今回の意見書は、石破政権が掲げた最低賃金を

2020年代に全国加重平均1,500円とする目標を見

直すことを求めて引き下げよという内容と理解し

ました。労働者の立場に立てば全く逆であり、石

破前政権が2020年代に1,500円の目標としている

こと、さらに、1,500円を全国一律、それ以上に

上げていくことを実現することこそ最も重要で

す。 

 非正規労働者が４割を占める現状の中では、最

低賃金を上げていくことは何より大切であり、消

費の拡大につながり、経済をよりよく回転させて

いくことにもなります。 

 中小企業、小規模事業者に対する支援は必要で

あり、600兆を超える大企業の内部留保に課税

し、それを財源として支援していく具体的な方針

を打ち出すべきです。 

 世界の最低賃金と比べても、日本の最低賃金は

最悪の現状であり、2025年度の日本の最低賃金

は、全国加重平均で時給1,121円です。熊本県の

場合はさらに低く、1,034円となります。イギリ

スでは2,471円、オーストラリアは2,446円、ドイ

ツでは2,406円などと、これと比べても、日本は

半額以下でしかありません。 
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 したがって、この請願採択は反対であります。

議員の皆さんもぜひ私と同じような賛同をよろし

くお願いして、簡単ですけれども、反対の討論に

代えさせていただきます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○議長(髙野洋介君) 以上で通告による討論は終

了いたしました。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これよりまず、議案第１号から第36号まで、第

38号から第59号まで、第61号及び第78号を一括し

て採決いたします。 

 ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決または承認であります。各常任委員長の

報告のとおり原案を可決または承認することに御

異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外59件は、原案のとおり可決ま

たは承認いたしました。 

 次に、議案第37号を採決いたします。 

 この際、議案第37号は、議員に直接の利害関係

のある事件であり、地方自治法第117条の規定に

基づき、除斥が必要でありますので、しばらく松

田三郎君及び河津修司君の退場を求めます。 

  〔松田三郎君及び河津修司君退場〕 

○議長(髙野洋介君) ただいまの教育警察常任委

員長の報告は、原案可決であります。教育警察常

任委員長の報告のとおり原案を可決することに御

異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案第37号は、原案のとおり可決いたしま

した。 

 松田三郎君及び河津修司君の入場を求めます。 

  〔松田三郎君及び河津修司君入場〕 

○議長(髙野洋介君) 次に、議案第60号を起立ま

たは挙手により採決いたします。 

 ただいまの総務常任委員長の報告は、原案可決

であります。総務常任委員長の報告のとおり原案

を可決することに賛成の諸君の起立または挙手を

求めます。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第60号は、原案のとおり可決

いたしました。 

 次に、請願に対する各常任委員会の審査結果

は、議席に配付の委員会審査報告一覧表のとおり

であります。 

 これよりまず、請第32号を起立または挙手によ

り採決いたします。 

 ただいまの経済環境常任委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立または挙手を求

めます。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第32号は、経済環境常任委員長

の報告のとおり決定いたしました。 

 次に、請第29号を起立または挙手により採決い

たします。 

 ただいまの総務常任委員長の報告のとおり決定

することに賛成の諸君の起立または挙手を求めま

す。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第29号は、総務常任委員長の報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、請第30号を起立または挙手により採決い

たします。 

 ただいまの総務常任委員長の報告のとおり決定

することに賛成の諸君の起立または挙手を求めま
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す。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第30号は、総務常任委員長の報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、請第31号を起立または挙手により採決い

たします。 

 ただいまの総務常任委員長の報告のとおり決定

することに賛成の諸君の起立または挙手を求めま

す。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第31号は、総務常任委員長の報

告のとおり決定いたしました。 

  〔委員会審査報告書及び請願委員会審査報告

一覧表は付録に掲載〕 

     ――――――○―――――― 

 日程第３ 閉会中の継続審査の件 

○議長(髙野洋介君) 次に、日程第３、閉会中の

継続審査の件を議題といたします。 

 各特別委員長から付託中の調査事件について、

議会運営委員長及び各常任委員長から事務調査に

ついて、議席に配付の閉会中の継続審査申出一覧

表のとおり申出があっております。 

 お諮りいたします。 

 各特別委員長、議会運営委員長及び各常任委員

長から申出のとおり、閉会中の継続審査とするこ

とに御異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、各特別委員長、議会運営委員長及び各常任

委員長から申出のとおり決定いたしました。 

  〔閉会中の継続審査申出一覧表は付録に掲

載〕 

     ――――――○―――――― 

 知事提出議案(第62号から第77号まで) 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 去る９日の会議において提出されました知事提

出議案第62号から第77号までを日程に追加し、一

括して議題といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第62号から第77号までを日程

に追加し、一括して議題とすることに決定いたし

ました。 

 知事提出議案第62号から第77号までを一括して

議題といたします。 

   ――――――――――――――――― 

 第62号 公害審査会委員の任命について 

第63号 公害審査会委員の任命について 

 第64号 公害審査会委員の任命について 

第65号 公害審査会委員の任命について 

 第66号 公害審査会委員の任命について 

第67号 公害審査会委員の任命について 

 第68号 公害審査会委員の任命について 

第69号 公害審査会委員の任命について 

第70号 公害審査会委員の任命について 

第71号 土地利用審査会委員の任命について 

第72号 土地利用審査会委員の任命について 

第73号 土地利用審査会委員の任命について 

第74号 土地利用審査会委員の任命について 

第75号 土地利用審査会委員の任命について 

第76号 土地利用審査会委員の任命について 

第77号 土地利用審査会委員の任命について 

    ――――――――――――――――― 

○議長(髙野洋介君) お諮りいたします。 

 ただいま議題といたしました議案については、

委員会付託は省略して会議で議決いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、委員会付託は省略して会議で議決すること

に決定いたしました。 

 これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。 

 これよりまず、議案第62号から第70号までを一

括して採決いたします。 

 原案のとおり同意することに御異議ありません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案第62号外８件は、原案のとおり同意す

ることに決定いたしました。 

 次に、議案第71号から第77号までを一括して採

決いたします。 

 原案のとおり同意することに御異議ありません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案第71号外６件は、原案のとおり同意す

ることに決定いたしました。 

     ――――――○―――――― 

 議員提出議案の上程(第１号) 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 議員提出議案第１号が提出されましたので、こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第１号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。 

 議員提出議案第１号を議題といたします。 

   ――――――――――――――――― 

 議員提出議案第１号 

    皇室の伝統に基づく安定的皇位継承の法

制化を求める意見書 

  上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議 

規則第14条第１項の規定により提出します。 

  令和７年12月19日提出 

  提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫 

              吉 永 和 世 

              南 部 隼 平 

熊本県議会議長 髙 野 洋 介 様 

  ---------------------------------- 

   皇室の伝統に基づく安定的皇位継承の法

制化を求める意見書 

 上皇上皇后両陛下におかれては、平成28年熊

本地震発災後の余震もまだ収まらない中、避難

所を御訪問頂き、被災した県民に大きな励まし

を賜った。また、天皇皇后両陛下におかれて

は、令和３年に前年７月の豪雨災害の被災自治

体をオンラインで結んだ全国初のお見舞いを賜

り、被災者や災害対応尽力者にお声掛けいただ

き、県民も勇気づけられ、心温まるお見舞いと

なった。皇室の御存在は、熊本県のみならず、

全国の国民にとってなくてはならない、非常に

重要なものとなっている。 

 また、悠仁親王殿下におかれては、９月６日

の「加冠の儀」をはじめ、成年式関連の諸儀式

及び諸行事が滞りなく執り行われたことは、誠

に慶賀に堪えないところである。 

 一方、現行制度のままでは、将来、悠仁親王

殿下をお支えする男子皇族が不在となるおそれ

があり、皇族数の減少は皇室の公務体制のみな

らず、男系による皇位継承の安定性にも影響を

及ぼす重大な課題である。 

 このため政府は、令和４年１月、「天皇の退
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位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決

議」に関する報告書を国会に提出し、同報告書

において、①皇族数の早急な確保、②悠仁親王

殿下までの皇位継承の流れの維持、③皇位継承

制度の根幹については国民的議論を継続するこ

とが示されている。 

 国会では令和６年５月以降、各党・各会派に

よる協議が行われており、①悠仁親王殿下まで

の皇位継承の流れを揺るがせないこと、②女性

皇族の婚姻後の皇族身分保持（ただし配偶者・

子は皇族としない）、③旧11宮家の男系子孫を

皇族の養子とする制度の導入の各点について、

多くの党派から賛同が示されている。 

 しかしながら、政府の検討要請から４年が経

過しようとする中、必要な法整備はいまだ実現

していない。皇族数の確保と男系による皇位継

承の維持は、国家の連続性と安定に関わる極め

て重要な課題であり、早急な対応が求められ

る。 

 よって、国におかれては、これらのことを踏

まえ、下記の事項について措置されるよう強く

要望する。 

          記 

１ 皇族数の確保と皇位の安定的継承のため、 

有識者会議の報告書に基づき、国会としての 

総意を早急に取りまとめ、皇室典範の改正を 

含めた法制化を進めていくこと。 

２ 皇室の安定は日本国全体の課題であり国民 

的議論を継続するための情報発信に努めるこ 

と。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  令和 年 月 日 

      熊本県議会議長 髙 野 洋 介 

衆議院議長  額 賀 福志郎 様 

参議院議長  関 口 昌 一 様 

内閣総理大臣  高 市 早 苗 様 

内閣官房長官  木 原   稔 様 

   ――――――――――――――――― 

○議長(髙野洋介君) お諮りいたします。 

 ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明並びに委員会付託は省略して会議で議決

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。 

 これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。 

 これより、議員提出議案第１号を起立または挙

手により採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立

または挙手を求めます。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、議員提出議案第１号は、原案のと

おり可決いたしました。 

     ――――――○―――――― 

 委員会提出議案の上程(第１号及び第２号) 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 委員会提出議案第１号及び第２号が提出されま

したので、この際、これを日程に追加し、一括し

て議題といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、委員会提出議案第１号及び第２号を日程に
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追加し、一括して議題とすることに決定いたしま

した。 

 委員会提出議案第１号及び第２号を一括して議

題といたします。 

   ――――――――――――――――― 

 委員会提出議案第１号 

    熊本県議会会議規則の一部を改正する規

    則の制定について 

  上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

規則第14条第２項の規定により提出します。 

   令和７年12月19日提出 

   提出者 議会運営委員会 

       委員長     髙 木 健 次 

 熊本県議会議長 髙 野 洋 介 様 

  ---------------------------------- 

    熊本県議会会議規則の一部を改正する規

   則 

  熊本県議会会議規則（平成３年熊本県議会会 

議規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「６週間」を「８週間」に改 

める。 

    附 則 

  この規則は、公布の日から施行する。 

  （提案理由） 

  議員活動と家庭生活の両立を可能とする環境 

を整備するため、関係規定を整備する必要があ 

る。 

  これが、この規則案を提出する理由である。 

   ――――――――――――――――― 

 委員会提出議案第２号 

    最低賃金制度等の在り方見直しと事業者

支援を求める意見書 

  上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

規則第14条第２項の規定により提出します。 

   令和７年12月19日提出 

   提出者 経済環境常任委員会 

       委員長     髙 島 和 男 

 熊本県議会議長 髙 野 洋 介 様 

  ---------------------------------- 

最低賃金制度等の在り方見直しと事業者

支援を求める意見書 

 日本経済を安定的な成長軌道に乗せるために

は、全国の企業数の99.7％（熊本県内は99.9

％）、従業者数の69.7％（熊本県内は92.7％）

を占め、地域経済を支える中小企業・小規模事

業者の業績改善と自発的・持続的な賃上げが不

可欠である。深刻な人手不足と物価高騰を背景

に、中小企業・小規模事業者も懸命に賃上げに

取り組んでいるが、業績改善を伴わない「防衛

的賃上げ」の割合が高く、「賃上げ疲れ」との

声も聞かれる。 

  このような中で、石破前政権が掲げた最低賃

金を2020年代に全国加重平均1,500円とする目

標については、熊本県内経済４団体が本年９月

に会員の1,049事業者、200組合から回答を得た

調査では約８割の事業者と組合が「対応は不可

能又は困難」と回答している。 

  最低賃金制度は、労働者の生活を守るセーフ

ティネットとして、赤字企業も含め強制力を持

って適用されるものであり、これを賃上げ実現

の政策的手段とすることには疑問がある。 

  政府におかれては、ＧＤＰの半分以上を占め 

る個人消費が長期減少傾向にあり、中小企業・ 

小規模事業者が賃上げ原資を確保できていない 

状況を踏まえ、国内消費の拡大に向けた経済政 

策の強力な実施により、企業が自発的かつ持続 

的に賃上げが可能な環境を整備するとともに、 

経済情勢や、事業者の経営状況、支払い能力を 

十分に踏まえた目標の見直しが必要と考える。 

  令和７年度の地方最低賃金は、熊本県を含む
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39の道府県で中央最低賃金審議会が示す目安を

上回る引上げがなされた。地方最低賃金審議会

においては、最低賃金法に基づき、各地域の生

計費、賃金、企業の支払い能力の三要素をもと

に審議を行うこととなっているが、現実的に

は、人材流出の懸念等から隣県より１円でも高

くといった過度な競争意識が働いている。この

ことは、セーフティネットという最低賃金の本

来の趣旨に即しておらず、企業の支払い能力を

踏まえない無理な引上げにつながっている。 

  また、同じ県の中においても地域によって経

済状況や賃金等に格差がある。これを考慮せず

に県内一律の大幅な引上げとなれば、人口減少

や少子高齢化が進み経済が脆弱な地域において

は、日常生活を支えるインフラともいうべき商

業・サービス業等の産業が成り立たず、地域の

更なる疲弊につながりかねない。 

  さらに、熊本県を含む地方最低賃金審議会に

おいては、近年、最終的な採決で、賃金を支払

う当事者である使用者側委員全員が反対したま

ま、多数決にて決定されるケースが多く、合意

形成の在り方に疑問があるなど、現行の最低賃

金制度に様々な歪みが出ていると言わざるを得

ない。 

  令和７年度熊本県最低賃金については、全国

最大の82円の引上げとなり、1,034円となっ

た。熊本県内経済４団体が実施した調査では、

今回の引上げについて、全体の７割を超える事

業者及び組合において経営を直撃する重大な問

題であることが浮き彫りになった。また、その

対応策については、約半数が、業務効率化や、

商品・サービス価格の引上げを挙げる一方で、

正職員の配置転換・削減、営業時間・労働時間

の短縮、一時金（賞与等）の調整を検討する声

も少なくなく、労働者にとっても厳しい経営環

境になりかねない状況である。 

  よって、国におかれては、下記事項について

措置されるよう強く要望する。 

          記 

１ 石破前政権が掲げた最低賃金を2020年代に

全国加重平均1,500円とする目標について、

経済情勢や、中小企業・小規模事業者の経営

状況、支払い能力を十分踏まえて見直しを検

討すること。 

また、国内消費の拡大に向けた経済政策の

強力な実施により、中小企業・小規模事業者

が自発的かつ持続的に賃上げが可能な環境を

整備すること。 

２ 現行の最低賃金制度について、他県との競

争となっている実態、県内一律の金額適用の

適否、地方最低賃金審議会の合意形成の在り

方など、様々な課題が生じていることを踏ま

え、制度の見直しを検討すること。 

３ 令和７年度の地方最低賃金の大幅な引上げ

に伴い、厳しい経営を強いられる中小企業・

小規模事業者が賃上げ原資を確保できるよう

支援を拡充・強化すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書 

を提出する。 

  令和 年 月 日 

       熊本県議会議長 髙 野 洋 介 

衆 議 院 議 長  額 賀 福志郎 様 

 参 議 院 議 長  関 口 昌 一 様 

 内 閣 総 理 大 臣  高 市 早 苗 様 

 総 務 大 臣  林   芳 正 様 

 財 務 大 臣  片 山 さつき 様 

 厚 生 労 働 大 臣  上 野 賢一郎 様 

 経 済 産 業 大 臣  赤 澤 亮 正 様 

 内 閣 官 房 長 官  木 原   稔 様 

内閣府特命担当大臣 
           城 内   実 様 
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（経済財政政策）  

  ――――――――――――――――― 

○議長(髙野洋介君) お諮りいたします。 

 ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議案に対する提出者の説明は省略すること

に決定いたしました。 

 これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。 

 これよりまず、委員会提出議案第１号を採決い

たします。 

 原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、委員会提出議案第１号は、原案のとおり可

決いたしました。 

 次に、委員会提出議案第２号を起立または挙手

により採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立

または挙手を求めます。 

  〔賛成者起立または挙手〕 

○議長(髙野洋介君) 起立または挙手多数と認め

ます。よって、委員会提出議案第２号は、原案の

とおり可決いたしました。 

     ――――――○―――――― 

 議員派遣の件 

○議長(髙野洋介君) 次に、お諮りいたします。 

 議員派遣の件を日程に追加し、議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議員派遣の件を日程に追加し、議題とする

ことに決定いたしました。 

 議員派遣の件を議題といたします。 

   ――――――――――――――――― 

議員派遣の件 

令和７年12月19日 

次のとおり議員を派遣する。 

 

 １ 令和７年度九州各県議会議員交流セミナー 

 (1) 派遣目的 九州各県議会議員が一堂に会

し、共通する政策課題等につい

て情報や意見交換を行うことに

より、政策提案力その他議会機

能の充実を図るとともに、議員

間の親睦を深め、共に九州の一

体的な発展と地方主権の確立を

目指す。 

(2) 派遣場所 熊本市 

(3) 派遣期間 令和８年２月５日(木) 

(4) 派遣議員 全議員(47人) 

２ 海外行政視察調査(ドイツ) 

(1) 派遣目的 スポーツ・文化を核としたま

                ちづくり政策の先進地であるド

                イツ連邦共和国を訪問し、行政

                と市民が連携して地域社会を形

                成する仕組みや、スポーツ・文

                化、コミュニティを基盤とした

                地域振興の実践を学ぶことを目

                的として、視察調査を行う。 

(2) 派遣場所  ドイツ連邦共和国 

(3) 派遣期間 令和８年３月19日(木)から 

 ３月25日(水)まで 

(4) 派遣議員 斎藤陽子、堤 泰之、 
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立山大二朗、杉嶌ミカ、 

星野愛斗 

３ 海外行政視察調査(インドネシア、中華民

国(台湾)) 

(1) 派遣目的  インドネシア共和国の人材の

            特徴や送り出し状況等について

            理解を深め、多くの優秀な人材

            に本県に来ていただくための方

            策を検討する上での参考とする

            ため、現地政府や日本の関係機

            関、送出機関等を訪問し、現状

            について視察調査を行う。 

また、中華民国(台湾)の半導

体の歴史や研究開発の現状等に

ついて理解を深め、シリコンア

イランド九州の実現に向けた検

討を進める上での参考とするた

め、ＴＳＭＣを生み出した世界

有数の公的研究機関を訪問し、

視察調査を行う。 

(2) 派遣場所 インドネシア共和国、 

中華民国(台湾) 

   (3) 派遣期間 令和８年３月30日(月)から  

                ４月３日(金)まで 

 (4) 派遣議員 渕上陽一、前川 收、 

吉永和世、坂田孝志、 

楠本千秋、松村秀逸、 

吉田孝平、池永幸生、 

城戸 淳、荒川知章、 

坂梨剛昭 

   ――――――――――――――――― 

○議長(髙野洋介君) お諮りいたします。 

 議席に配付のとおり議員を派遣いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、議席に配付のとおり議員を派遣することに

決定いたしました。 

 次に、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容に今

後変更を要するときは、その取扱いを議長に御一

任願いたいと思います。これに御異議ありません

か。 

  〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(髙野洋介君) 御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。 

     ――――――○―――――― 

○議長(髙野洋介君) 以上で本日の日程及び会期

日程の全部を終了いたしました。 

 これをもって令和７年11月熊本県議会定例会を

閉会いたします。 

  午後２時５分閉会 

     ――――――○―――――― 

○議長(髙野洋介君) 閉会に当たりまして、一言

御挨拶を申し上げます。 

 本年最後の定例会も、全日程を滞りなく終える

ことができました。議員各位並びに木村知事をは

じめ執行部の皆様方の御尽力に、緒方副議長共

々、心より感謝申し上げます。 

 本年１年を振り返りますと、昨年12月に策定さ

れたくまもと新時代共創基本方針を踏まえ、県政

の新たな方向性が着実に具体化された１年でし

た。 

 その間、米国の関税措置への対応をはじめ、国

際経済の変動に直面しながらも、県民生活と産業

の安定に向けて、多くの議論を重ねてまいりまし

た。 

 また、球磨川流域の創造的復興が進展し、運休

中のＪＲ肥薩線八代―人吉間の復旧に関して、Ｊ
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Ｒ九州との間で最終合意が得られるなど、地域再

生に向けた大きな一歩が刻まれました。 

 一方で、水俣病問題については、依然として差

別や偏見の解消、患者、被害者の方々の支援充実

といった課題が残されており、県民の信頼に応え

るため、議会としても真摯に向き合う必要性を改

めて認識した１年でもありました。 

 熊本地震から９年、令和２年７月豪雨から５年

が経過し、いまだ復旧、復興の途上にある中、８

月には再び豪雨に見舞われ、県内各地で甚大な被

害が発生いたしました。改めて、お亡くなりにな

られました方々に、謹んで哀悼の意を表しますと

ともに、被災されました全ての皆様にお見舞いを

申し上げます。 

 現在も、被災された方々の生活再建、事業者並

びに生産者の方々の事業や営農再開、インフラ等

の復旧、復興に向けて、総力を挙げての復旧作業

が進められております。 

 これらの経験を踏まえ、頻発する災害への備え

はもちろん、命と暮らしを守る防災・減災体制の

充実が改めて重要であることや、線状降水帯によ

る甚大な被害に対する新たな支援制度を早期に構

築する必要性を認識し、国に対する緊急要望で、

その必要性を訴えてまいりました。 

 このほか、将来を見据えた取組として、３月に

くまもとサイエンスパーク推進ビジョンが策定さ

れ、半導体関連産業の集積と併せて、産学官連携

拠点の早期具体化への期待が高まっております。 

 特に、ＪＡＳＭ第２工場の立地協定締結に代表

される半導体産業における大型投資は、熊本の産

業基盤をさらに強化し、地域経済の持続的発展を

加速させていくものと思われます。 

 また、熊本都市圏の交通渋滞への対応や空港ア

クセス、阿蘇くまもと空港の国際線ネットワーク

の強化など、生活基盤や交流基盤の整備について

も議論が深められました。 

 さらには、大型スポーツ施設整備に関する議論

も進み、執行部から整備の方向性が示されたこと

で、国内外からの交流促進や地域のにぎわい創出

に資する新たな拠点づくりへの期待がより高まっ

ております。 

 来年は、これらの取組をさらに加速させ、その

成果を県民の皆様に実感していただけるようにす

る大変重要な１年となります。 

 今後とも、議会と執行部が建設的な議論を重ね

つつ、県民の負託に応えるため、共に力を尽くし

てまいりましょう。 

 最後に、県民の皆様はもとより、議員各位並び

に木村知事をはじめ執行部の皆様方には、御健勝

で新春を迎えられ、来る年が幸多い１年となりま

すことを心より祈念申し上げまして、閉会の挨拶

といたします。 

 １年間大変お疲れ様でございました。 

  午後２時10分 
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   〃    第 32 号 指定管理者の指定について              〃 

   〃    第 33 号 指定管理者の指定について              〃 

   〃    第 34 号 指定管理者の指定について              〃 

   〃    第 35 号 指定管理者の指定について              〃 

   〃    第 36 号 指定管理者の指定について                    〃 

     〃    第 37 号 指定管理者の指定について                            〃 

   〃    第 38 号 指定管理者の指定について              〃 

   〃    第 39 号 指定管理者の指定について              〃 

                                     12月 19日 
   〃    第 40 号 専決処分の報告及び承認について                                      原案承認 

〃    第 41 号 専決処分の報告及び承認について                      〃 

   〃    第 42 号 専決処分の報告及び承認について           〃 

   〃    第 43 号 専決処分の報告及び承認について           〃 

   〃    第 44 号 専決処分の報告及び承認について           〃 
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                                     12月 19日 
知事提出議案 第 45 号 専決処分の報告及び承認について                                      原案承認 

   〃    第 46 号 専決処分の報告及び承認について           〃 

   〃    第 47 号 専決処分の報告及び承認について           〃 

   〃    第 48 号 専決処分の報告及び承認について           〃 

                                     12月 19日 
   〃    第 49 号 令和７年度熊本県一般会計補正予算(第８号）                                      原案可決 

〃       第 50 号 令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算  

(第３号）                                             〃 

〃       第 51 号 令和７年度熊本県育英資金等貸与特別会計補正予算 

（第１号）                                             〃 

〃       第 52 号 令和７年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等 

特別会計補正予算(第３号）                             〃 

〃       第 53 号 令和７年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予 

算(第２号）                      〃 

〃       第 54 号 令和７年度熊本県下水道事業会計補正予算(第３号）     〃 

〃       第 55 号 令和７年度熊本県電気事業会計補正予算(第３号）       〃 

〃       第 56 号 令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算(第 

３号）                                                〃 

〃       第 57 号 令和７年度熊本県有料駐車場事業会計補正予算（第 

１号）                                                〃 

〃       第 58 号 令和７年度熊本県病院事業会計補正予算(第３号）       〃 

〃       第 59 号 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部 

を改正する条例の制定について                          〃 

〃       第 60 号 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部 

を改正する条例の制定について                          〃 

〃       第 61 号 熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す 

る特別措置条例等の一部を改正する条例の制定につい 

て                                                    〃 

                                     12月 19日 
   〃    第 62 号 公害審査会委員の任命について                                      原案同意 

〃       第 63 号 公害審査会委員の任命について                        〃 

〃       第 64 号 公害審査会委員の任命について                        〃 

〃       第 65 号 公害審査会委員の任命について                        〃 

〃       第 66 号 公害審査会委員の任命について                        〃 

〃       第 67 号 公害審査会委員の任命について                        〃 
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                                     12月 19日 
知事提出議案 第 68 号 公害審査会委員の任命について                                      原案同意 

   〃    第 69 号 公害審査会委員の任命について            〃 

〃       第 70 号 公害審査会委員の任命について                        〃 

〃       第 71 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

〃       第 72 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

〃    第 73 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

〃    第 74 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

〃       第 75 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

〃    第 76 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

〃       第 77 号 土地利用審査会委員の任命について                    〃 

                                     12月 19日 
   〃    第 78 号 令和７年度熊本県一般会計補正予算(第９号）                                      原案可決 
９月定例会 
       第 37 号 令和６年度熊本県一般会計歳入歳出決算の認定につ 知事提出議案 
                                     12月 19日 
            いて                                      認   定 

   〃    第 38 号 令和６年度熊本県中小企業振興資金特別会計歳入歳 

            出決算の認定について                                  〃 

   〃    第 39 号 令和６年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳 

入歳出決算の認定について               〃 

〃      第 40 号 令和６年度熊本県収入証紙特別会計歳入歳出決算の 

認定について                     〃 

〃      第 41 号 令和６年度熊本県立高等学校実習資金特別会計歳入 

歳出決算の認定について                〃 

   〃    第 42 号 令和６年度熊本県港湾整備事業特別会計歳入歳出決 

算の認定について                   〃 

   〃    第 43 号 令和６年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計歳 

入歳出決算の認定について               〃 

   〃    第 44 号 令和６年度熊本県用地先行取得事業特別会計歳入歳 

出決算の認定について                 〃 

   〃    第 45 号 令和６年度熊本県育英資金等貸与特別会計歳入歳出 

決算の認定について                  〃 

   〃    第 46 号 令和６年度熊本県林業改善資金特別会計歳入歳出決 

算の認定について                   〃 

   〃    第 47 号 令和６年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳 

出決算の認定について                 〃 
     第 48 号 令和６年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計 
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９月定例会 
       第 48 号 令和６年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計 知事提出議案 
                                     12月 19日 
            歳入歳出決算の認定について                                      認   定 

   〃    第 49 号 令和６年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等 

特別会計歳入歳出決算の認定について          〃 

   〃    第 50 号 令和６年度熊本県のチッソ株式会社に対する貸付け 

に係る県債償還等特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て                          〃 

   〃    第 51 号 令和６年度熊本県公債管理特別会計歳入歳出決算の 

認定について                     〃 

   〃    第 52 号 令和６年度熊本県国民健康保険事業特別会計歳入歳 

出決算の認定について                 〃 

   〃    第 53 号 令和６年度熊本県病院事業会計利益の処分及び決算 

                                     12月 19日 
            の認定について                                      可決・認定 

   〃    第 54 号 令和６年度熊本県電気事業会計利益の処分及び決算 

の認定について                    〃 

   〃    第 55 号 令和６年度熊本県工業用水道事業会計決算の認定に 

                                     12月 19日 
            ついて                                      認   定 

   〃    第 56 号 令和６年度熊本県有料駐車場事業会計利益の処分及 

                                     12月 19日 
            の決算の認定について                                      可決・認定 

   〃    第 57 号 令和６年度熊本県下水道事業会計決算の認定につい 

                                     12月 19日 
            て                                      認   定 

議員提出議案 第 １ 号 皇室の伝統に基づく安定的皇位継承の法制化を求め 

                                     12月 19日 
る意見書                                      原案可決 

委員会提出議案 第 １ 号 熊本県議会会議規則の一部を改正する規則の制定 

について                       〃 

    〃    第 ２ 号 最低賃金制度等の在り方見直しと事業者支援を求 

める意見書                      〃 
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   令和７年11月定例会 

 

           議 長 諸 般 の 報 告 

 

11月定例会における議長からの諸般の報告 

 第１ 職員の給与等に関する報告及び勧告の報告について 

 

第１ 職員の給与等に関する報告及び勧告の報告について 

 去る10月10日、人事委員会委員長から、県職員の給与等について報告及び勧告がありました

ので報告します。 

 ※ 報告及び勧告の詳細については、人事委員会から先に配布のとおり 

 

     令和７年11月28日 

         熊本県議会議長 髙野 洋介 
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          知事公室・総務部・企画振興部・ □総務委員会関係 （               )           出納局・議会事務局 

 

○議案第 １ 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

                               事項別    
      歳入全部………………………………………(  ２  )(     2)                                明細書    

      歳  出 

  １ 総 務 費 

   １ 総務管理費………………………………………(  ４  )(  〃  13) 

   ２ 企 画 費………………………………………(  ４  )(  〃  14) 

   ３ 徴 税 費………………………………………(  ４  )(  〃  15) 

  ８ 教育費のうち 

   １ 教育総務費のうち………………………………(  ５  )(  〃  30) 

  ９ 災害復旧費のうち 

   ３ 教育災害復旧費のうち ………………………（  ５   )(  〃  33） 

  10 諸支出金 ………………………………………（  ６   )(  〃  34） 

第２表 繰越明許費補正のうち…………………………(  ７  ) 

 第３表 債務負担行為補正のうち………………………(  10  )(  〃  37) 

 第４表 地方債補正………………………………………(  19  ) 

○議案第 ８ 号 

熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について……………(条 １   ） 

○議案第 ９ 号 

熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて…………………………………………………………(条 ３   ） 

 

 

○議案第 10 号 

熊本県行政手続における特定の個人を識別するため 

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利 

用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について………………………………(条 ５   ) 

○議案第 29 号 

当せん金付証票の発売について…………………………(条 31   ) 

○報告第 １ 号 

専決処分の報告について…………………………………(条 51   ) 
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           □厚生委員会関係 （健康福祉部・病院局)            

 

○議案第 １ 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ２ 民 生 費 

                               事項別    
   １ 社会福祉費………………………………………(  ４  )(     16)                                明細書    

   ２ 児童福祉費………………………………………(  ４   )( 〃   17 ） 

   ３ 災害救助費………………………………………(  ４   )( 〃   18 ） 

  ３ 衛生費のうち 

   １ 公衆衛生費………………………………………(  ４  )(  〃  19) 

 第２表 繰越明許費補正のうち…………………………(  ７  ) 

 第３表 債務負担行為補正のうち………………………(  10  )(  〃  37) 

○議案第 ７ 号 

 令和７年度熊本県病院事業会計補正予算（第２号）…(  30   )(  〃  47) 

○議案第 11 号 

熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する 

条例等の一部を改正する条例の制定について…………(条 ６   ) 

○議案第 12 号 

熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する 

条例等の一部を改正する条例の制定について…………(条 ８   ) 

○議案第 13 号 

熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する 

条例及び熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準 

に関する条例の一部を改正する条例の制定について…(条 10   ) 

 

○議案第 14 号 

障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 

等の一部を改正する条例の制定について………………(条 12   ) 
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             □経済環境委員会関係 （環境生活部・商工労働部・観光文化部・企業局)              

 

○議案第 １ 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ３ 衛生費のうち 

                               事項別    
   ２ 環境衛生費のうち………………………………(  ４  )(     20)                                明細書    

  ５ 商 工 費 

   １ 商 業 費………………………………………(  ５  )(  〃  24) 

 第２表 繰越明許費補正のうち…………………………(  ７  ) 

 第３表 債務負担行為補正のうち………………………(  10  )(  〃  37) 

○議案第 ５ 号 

 令和７年度熊本県電気事業会計補正予算（第２号）…(  28  )(  〃  45) 

○議案第 ６ 号 

 令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算（第 

２号）………………………………………………………(   29   )(  〃  46) 

○議案第 30 号 

指定管理者の指定について………………………………(条 32   ） 

○議案第 31 号 

指定管理者の指定について………………………………(条 33   ） 

○議案第 32 号 

指定管理者の指定について………………………………(条 34   ） 

○議案第 33 号 

指定管理者の指定について………………………………(条 35   ） 

 

○報告第 ２ 号 

専決処分の報告について…………………………………(条 52   ） 
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             □農林水産委員会関係 （農林水産部)              

 

○議案第 １ 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ４ 農林水産業費 

                               事項別    
   １ 農 業 費………………………………………(  ４  )(     21)                                明細書    

   ２ 農 地 費………………………………………(  ４  )(  〃  22) 

   ３ 林 業 費………………………………………(  ５  )(  〃  23) 

  ９ 災害復旧費のうち 

   １ 農林水産業災害復旧費…………………………(  ５  )(  〃  31) 

 第２表 繰越明許費補正のうち…………………………(  ７  ) 

 第３表 債務負担行為補正のうち………………………(  10  )(  〃  37) 

○議案第 15 号 

熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて………………………………………………………(条 13   ) 

○議案第 21 号 

工事請負契約の変更について……………………………(条 23   ) 

○議案第 22 号 

工事請負契約の変更について……………………………(条 24   ) 

○議案第 23 号 

 工事請負契約の変更について……………………………(条 25  ) 

○報告第 ３ 号 

 専決処分の報告について…………………………………(条 53  ) 

 

 

○報告第 ４ 号 

専決処分の報告について…………………………………(条 54   ) 
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           □建設委員会関係 （土木部)            

 

○議案第 １ 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ３ 衛生費のうち 

                               事項別    
   ２ 環境衛生費のうち………………………………(  ４  )(     20)                                明細書    

  ６ 土 木 費 

   １ 道路橋りょう費…………………………………(  ５  )(  〃  25) 

   ２ 河川海岸費………………………………………(  ５  )(  〃  26) 

  ９ 災害復旧費のうち 

   ２ 土木災害復旧費…………………………………(  ５  )(  〃  32) 

 第２表 繰越明許費補正のうち…………………………(  ７  ) 

 第３表 債務負担行為補正のうち………………………(  10  )(  〃  37) 

○議案第 ２ 号 

 令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算（第 

 ２号）………………………………………………………(  21  )(  〃  44) 

○議案第 ３ 号 

 令和７年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補 

 正予算（第２号）…………………………………………(  24  ) 

○議案第 ４ 号 

 令和７年度熊本県用地先行取得事業特別会計補正予 

算（第１号）………………………………………………(  26   ） 

 

 

 
○議案第 16 号 

熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の 

制定について………………………………………………(条 15   ) 

○議案第 17 号 

熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて………………………………………………………(条 16   ） 

○議案第 18 号 

熊本県地方港湾審議会条例の一部を改正する条例の 

制定について………………………………………………(条 20   ） 

○議案第 19 号 

 財産の取得について………………………………………(条 21   ） 

○議案第 20 号 

令和７年度災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の経 

費に対する町負担金（地方財政法関係）について……(条 22   ） 

○議案第 24 号 

工事請負契約の締結について……………………………(条 26   ） 

○議案第 25 号 

工事請負契約の締結について……………………………(条 27   ） 

○議案第 26 号 

工事請負契約の締結について……………………………(条 28   ） 

○議案第 27 号 

工事請負契約の変更について……………………………(条 29   ） 

○議案第 28 号 

工事請負契約の変更について……………………………(条 30   ） 

○議案第 40 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 42  ) 
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○議案第 41 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 43  ) 

○議案第 42 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 44  ) 

○議案第 43 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 45  ) 

○議案第 44 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 46  ) 

○議案第 45 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 47  ) 

○議案第 46 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 48  ) 

○議案第 47 号 

 専決処分の報告及び承認について………………………(条 49  ) 

○報告第 ５ 号 

 専決処分の報告について…………………………………(条 55  ) 

 

 



 

           □教育警察委員会関係 （教育委員会・警察本部)              

 

○議案第 １ 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ８ 警 察 費 

                               事項別    
   １ 警察管理費………………………………………(  ５  )(     28)                                明細書    

２ 警察活動費………………………………………(  ５  )(  〃  29) 

  ９ 教育費のうち 

   １ 教育総務費のうち………………………………(  ５  )(  〃  30) 

  ９ 災害復旧費のうち 

   ３ 教育災害復旧費のうち…………………………(  ５   )(  〃  33） 

 第２表 繰越明許費補正のうち…………………………(  ７  ) 

 第３表 債務負担行為補正のうち………………………(  10  )(  〃  37) 

○議案第 34 号 

 指定管理者の指定について………………………………(条 36  ) 

○議案第 35 号 

 指定管理者の指定について………………………………(条 37  ) 

○議案第 36 号 

 指定管理者の指定について………………………………(条 38  ) 

○議案第 37 号 

 指定管理者の指定について………………………………(条 39  ) 

○議案第 38 号 

 指定管理者の指定について………………………………(条 40  ) 

 

○議案第 39 号 

 指定管理者の指定について………………………………(条 41  ) 

○議案第 48 号 

専決処分の報告及び承認について………………………(条 50  ) 

○報告第 ６ 号 

 専決処分の報告について…………………………………(条 56  ) 
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令和７年11月熊本県議会定例会議案各委員会別一覧表 
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          知事公室・総務部・企画振興部・出納局・議会事務局・ □総務委員会関係 （                        )           選挙管理委員会・人事委員会事務局・監査委員事務局 

 

○議案第 49 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

                               事項別    
      歳入全部………………………………………(  ２  )(     2)                                明細書    

      歳  出 

 １ 議 会 費 

  １ 議 会 費…………………………………………(  ３  )(  〃   9) 

 ２ 総務費のうち 

  １ 総務管理費のうち…………………………………(  ３  )(  〃  10) 

  ２ 企画費のうち………………………………………(  ３  )(  〃  15) 

  ３ 徴 税 費…………………………………………(  ３  )(  〃  16) 

  ４ 市町村振興費………………………………………(  ３  )(  〃  17) 

  ５ 選 挙 費…………………………………………(  ３  )(  〃  18) 

  ６ 防 災 費…………………………………………(  ３  )(  〃  19) 

  ７ 統計調査費…………………………………………(  ３  )(  〃  21) 

  ８ 人事委員会費………………………………………(  ３  )(  〃  22) 

  ９ 監査委員費…………………………………………(  ３  )(  〃  23) 

 ７ 商工費のうち 

  １ 商業費のうち………………………………………(  ５  )(  〃  69) 

  ２ 工鉱業費のうち……………………………………(  ５  )(  〃  71) 

 10 教育費のうち 

  １ 教育総務費のうち…………………………………(  ６  )(  〃  84) 

 

 
○議案第 59 号 

 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部 

 を改正する条例の制定について…………………………(条 １  ) 

○議案第 60 号 

 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部 

 を改正する条例の制定について…………………………(条 35  ) 
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           □厚生委員会関係 （健康福祉部・病院局)            

 

○議案第 49 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ３ 民生費のうち 

                               事項別    
   １ 社会福祉費のうち………………………………(  ３  )(    24)                                明細書    
   ２ 児童福祉費のうち………………………………(  ４  )(  〃  29) 

   ３ 生活保護費………………………………………(  ４  )(  〃  32) 

     ４ 災害救助費………………………………………(   ４   )(  〃  33) 

 ４ 衛生費のうち 

   １ 公衆衛生費………………………………………(  ４  )(  〃  34) 

   ２ 環境衛生費のうち………………………………(  ４  )(  〃  36) 

   ３ 保健所費………………………………………(  ４  )(  〃  40) 

   ４ 医 薬 費………………………………………(  ４  )(  〃  41) 

  10 教育費のうち 

   １ 教育総務費のうち………………………………(  ６  )(  〃  84) 

  12 諸支出金…………………………………………(  ６  )(  〃  97) 

○議案第 53 号 

 令和７年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予 

 算（第２号）………………………………………………(  17  )(  〃 112) 

○議案第 58 号 

 令和７年度熊本県病院事業会計補正予算（第３号）…(  24  )(  〃 148) 
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            環境生活部・商工労働部・観光文化部・企業局 □経済環境委員会関係 （                      )             労働委員会事務局 

 

○議案第 49 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ２ 総務費のうち 

                               事項別    
   １ 総務管理費のうち………………………………(  ３  )(    10)                                明細書    
   ２ 企画費のうち……………………………………(  ３  )(  〃  15) 

  ３ 民生費のうち 

   １ 社会福祉費のうち………………………………(  ３  )(  〃  24) 

   ２ 児童福祉費のうち………………………………(  ４  )(  〃  29) 

  ４ 衛生費のうち 

   ２ 環境衛生費のうち………………………………(  ４  )(  〃  36) 

  ５ 労 働 費 

   １ 労 政 費………………………………………(  ４  )(  〃  44) 

   ２ 職業訓練費………………………………………(  ４  )(  〃  45) 

   ３ 失業対策費………………………………………(  ４  )(  〃  47) 

   ４ 労働委員会費……………………………………(  ４  )(  〃  48) 

  ６ 農林水産業費のうち 

   １ 農業費のうち……………………………………(  ４  )(  〃  49) 

   ４ 林業費のうち……………………………………(  ５  )(  〃  59) 

  ７ 商工費のうち 

   １ 商業費のうち……………………………………(  ５  )(  〃  69) 

   ２ 工鉱業費のうち…………………………………(  ５  )(  〃  71) 

   ３ 観 光 費………………………………………(  ５  )(  〃  74) 

 
  11 災害復旧費のうち 

   ２ 商工災害復旧費…………………………………(   ６   )(  〃  96) 

○議案第 52 号 

 令和７年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等 

特別会計補正予算（第３号）……………………………(  14  )(  〃  109) 

○議案第 55 号 

 令和７年度熊本県電気事業会計補正予算（第３号）…(  21  )(  〃 124) 

○議案第 56 号 

 令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算（第 

 ３号）………………………………………………………(  22  )(  〃 132) 

○議案第 57 号 

 令和７年度熊本県有料駐車場事業会計補正予算（第 

 １号）………………………………………………………(  23  )(  〃 142) 
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           □農林水産委員会関係 （農林水産部)            

 

○議案第 49 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ６ 農林水産業費のうち 

                               事項別    
   １ 農業費のうち……………………………………(  ４  )(    49)                                明細書    
   ２ 畜産業費………………………………………(  ５  )(  〃  54) 

   ３ 農 地 費………………………………………(  ５  )(  〃  57) 

   ４ 林業費のうち……………………………………(  ５  )(  〃  59) 

   ５ 水産業費………………………………………(  ５  )(  〃  64) 

  11 災害復旧費のうち 

   １ 農林水産業災害復旧費…………………………(  ６  )(  〃  95) 
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           □建設委員会関係 （土木部)            

 

○議案第 49 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ８ 土 木 費 

                               事項別    
   １ 土木管理費………………………………………(  ５  )(    75)                                明細書    

   ２ 道路橋りょう費…………………………………(  ５  )(  〃  77) 

   ３ 河川海岸費………………………………………(  ５  )(  〃  78) 

   ４ 港 湾 費………………………………………(  ５  )(  〃  79) 

   ５ 都市計画費………………………………………(  ５  )(  〃  80) 

   ６ 住 宅 費………………………………………(  ５  )(  〃  81) 

○議案第 50 号 

 令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算 

 （第３号）…………………………………………………(  ８  )(  〃 102) 

○議案第 54 号 

 令和７年度熊本県下水道事業会計補正予算（第３号） 

 ………………………………………………………………(  20  )(  〃 115) 
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           □教育警察委員会関係 （教育委員会・警察本部)            

 

○議案第 49 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ９ 警 察 費 

                               事項別    
   １ 警察管理費………………………………………(  ６  )(    83)                                明細書    

  10 教育費のうち 

   １ 教育総務費のうち………………………………(  ６  )(  〃  84) 

   ２ 小学校費………………………………………(  ６  )(  〃  87) 

   ３ 中学校費………………………………………(  ６  )(  〃  88) 

   ４ 高等学校費………………………………………(  ６  )(  〃  89) 

   ５ 特別支援学校費…………………………………(  ６  )(  〃  91) 

   ６ 社会教育費………………………………………(  ６  )(  〃  92) 

   ７ 保健体育費………………………………………(  ６  )(  〃  94) 

○議案第 51 号 

 令和７年度熊本県育英資金等貸与特別会計補正予算 

 （第１号）…………………………………………………(  11  )(  〃 106) 

○議案第 61 号 

熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す 

る特別措置条例等の一部を改正する条例の制定につ 

いて…………………………………………………………(条 37   ) 
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           □総務委員会関係 （総務部）   

 

○議案第 78 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第９号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

                               事項別    
      歳入全部………………………………………(  ２  )(     2)                                明細書    

      歳  出 

 ３ 商工費のうち 

  ２ 工鉱業費のうち……………………………………(  ３  )(  〃  12) 
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           □厚生委員会関係 （健康福祉部)            

 

○議案第 78 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第９号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

 １ 民 生 費 

                               事項別    
   １ 社会福祉費   ………………………………(  ３  )(     4)                                明細書    
   ２ 児童福祉費………………………………………(  ３  )(  〃   6) 

   ３ 生活保護費………………………………………(  ３  )(  〃   7) 

 ２ 衛生費のうち 

   １ 公衆衛生費………………………………………(  ３  )(  〃   8) 

   ２ 環境衛生費のうち………………………………(  ３  )(  〃   9) 

   ３ 医 薬 費………………………………………(  ３  )(  〃  10) 
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            □経済環境委員会関係 （環境生活部・商工労働部） 

 

○議案第 78 号 

 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第９号）………(  １  ) 

 第１表 歳入歳出予算補正 

      歳  出 

  ２ 衛生費のうち 

                               事項別    
   ２ 環境衛生費のうち………………………………(  ３  )(     9)                                明細書    

  ３ 商工費のうち 

   １ 商 業 費………………………………………(  ３  )(  〃  11) 

   ２ 工鉱業費のうち…………………………………(  ３  )(  〃  12) 
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内                         訳 

委  員  会  名 件       数 

総        務 ３ 

厚        生  

経  済  環  境 １ 

農  林  水  産  

建        設  

教  育  警  察  

議  会  運  営  

計 ４ 
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総務常任委員会 

令和７年12月１日受理 請 第 29 号 

件 名 
適格請求書等保存方式（インボイス制度）の廃止等に関する国への意見書の

提出を求める請願 

紹 介 議 員 提 出 者   住 所   氏 名 

西   聖 一 

岩 田 智 子 

幸 村 香代子 

 

（要 旨） 

 政府及び国会に対し、適格請求書等保存方式（インボイス制度）の廃止もしくは見直し

を求める意見書を提出されるよう請願する。 

（理 由） 

 2023年10月、適格請求書等保存方式（以下「インボイス制度」という。）が始まり、制度

開始から２年が経過した。2024年12月、埼玉県議会では、自民党県議団が提出した「イン

ボイス制度の廃止等を求める意見書」が可決された。意見書では、インボイス制度を起因

とした減収や税負担増による経営の悪化、経理事務の過大な負担を訴える事業者の声を紹

介し、エネルギー価格や原材料費等の高騰により厳しさを増す経営環境について指摘し、

制度そのものを廃止することが最良の策と言わざるを得ないと述べている。 

また、自民党国会議員の約２割強が加入する「責任ある積極財政を推進する議員連盟」

が、2023年10月、インボイスが原因で小規模事業者が減収・廃業することがないよう、抜

本的支援策の実施を提言している。さらに、自民党地方議員が共同代表を務める「積極財

政を推進する地方議員連盟」でも、共通政策提言の中でインボイス制度の廃止を掲げ、多

くの自治体で制度の中止・見直し等を求める意見書の請願・陳情が採択されている。 

この制度下では、取引先から適格請求書等（インボイス）をもらう必要があり、年間売

上1,000万円以下の消費税の免税事業者が課税事業者になる必要があり、発行できなければ

不当に値引きされたり、取引から排除されたりしている。 

インボイス制度を考える「フリーランスの会」が実施したインボイス制度におけるフリ

ーランス等10,000人実態調査では、未登録事業者の45％が、制度開始後、重要な発注元・

売上先からの値引きや取引排除などがあったと回答、インボイス登録事業者の６割が、負

担軽減措置のある間は対応できるが、その後は仕事が続けられるか心配と回答している。

また、登録事業者の６割超が、消費税や事務負担費用の補填方法として、貯蓄から捻出と

回答、さらに、7.4％が消費税の納税のために借金をして補填したと回答している。 

今回施行されたインボイス制度は、世界に類を見ない複雑な税制であり、事務処理で発

生する人件費が大幅に増加している。 

日本商工会議所は、制度施行に慎重な姿勢を崩しておらず、全国青年税理士連盟、青年

法律家協会、全国青年司法書士協議会も制度反対の声明を発表している。 

経済低迷期を抜け出せない状況下で始まったインボイス制度は、多くの事業者の事業存

続を危うくし、地域経済や地域社会に負の影響を与えかねないとの指摘が現実のものとな

っていることから、地方自治法第99条の規定により、インボイス制度の廃止もしくは見直

しを政府及び国会に対して求める意見書を提出されるよう請願する。 

 
 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 付録 
 

 
総務常任委員会 

令和７年12月２日受理 請 第 30 号 

件 名 
陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル配備と弾薬庫新設に関する住民説

明会（公聴会）開催の請願 

紹 介 議 員 提 出 者   住 所   氏 名 

岩 中 伸 司 

西   聖 一 

岩 田 智 子 

幸 村 香代子 

 

（要 旨） 

１ 陸上自衛隊健軍駐屯地への12式地対艦誘導弾能力向上型長射程ミサイル配備及び覆土

式弾薬庫２棟新設について、九州防衛局に対し、住民を対象とした対面式の説明会（公

聴会）の開催を要請すること。 

２ 令和７年10月７日に熊本県議会において不採択となった「長射程ミサイルに関する意

見書」を再検討すること。 

（理 由） 

健軍駐屯地への長射程ミサイル配備計画は、地域住民の安全・生活環境に重大な影響を

及ぼす可能性があるにもかかわらず、住民が直接説明を受け、意見を述べる機会が設けら

れていない。他県では、防衛省・防衛局が対面式説明会を実施しており、熊本県において

も、住民が参加できる説明の場を設けるよう国へ求めることは、地方自治体の責務であ

る。 

また、令和７年10月７日に不採択となった意見書には、多くの住民の要望が反映されて

おり、県議会として改めて検討し、住民意思の反映に努める必要がある。 

 
 



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 付録 
 

 
総務常任委員会 

令和７年12月２日受理 請 第 31 号 

件 名 
教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める

請願 

紹 介 議 員 提 出 者   住 所   氏 名 

岩 中 伸 司  城 下 広 作 

西  聖 一  岩 田 智 子 

幸村 香代子  星 野 愛 斗 

 

（要 旨） 

１ 熊本県単独予算による学費補助制度を拡充すること。 

２ 年収590万円未満世帯まで入学金を補助すること。 

３ 所得制限の撤廃や私立高校への加算額引上げを含めた「高校授業料の無償化」を国に

強く要請すること。 

４ 私学経営を安定させ専任教員を増員するため、国に経常費助成の拡充を要請すること。  

 

教育改革に積極的な役割を果たしている私立学校においては、教育条件の維持向上を図

るための経常費助成の拡充や、家庭を直接支援する制度の充実が必要となるため、上記の

事項について請願する。 

（理 由） 

2010年度に「高校無償化・就学支援金制度」が始まり、全国的に私立高校への進学率が

向上し、熊本県内の私立高校生の割合は、全日制高校全体の38.0％（24年度）に上ってい

る。これは、全国で５番目に高い割合であり、これまで各校で取り組まれてきた教育実践

と、生徒一人一人への手厚い対応が世間に評価され、就学支援金制度の創設と結びついた

結果だと考えている。 

国による就学支援金制度の拡充に伴い、多くの自治体が単独予算を使い、私学に通いや

すい環境を整えている中、本県ではそのような補助が行われておらず、経済的理由による

中退者の増加が懸念されるため、県単独予算による学費補助の拡充を強く望む。 

国の就学支援金制度の対象は、授業料のみであり、入学金や施設設備費等は、各家庭へ

の負担として残っている。現在、本県の入学金補助は、生活保護世帯に限られているが、

就学支援金の加算支給対象の年収590万円未満世帯まで補助対象を拡げていただきたい。 

2025年２月、自民党、公明党、日本維新の会の合意では、所得制限を撤廃し、全世帯へ

の就学支援金の支給及び授業料支援額引上げが盛り込まれたが、文部科学省は、25年度の

制度拡充を今年度限りの予算措置としており、26年度については、高校授業料の無償化は

別途検討中としている。本県においては、自治体間格差是正の観点からも、必要な財源を

確保し、少なくとも合意された内容を着実に実施するよう、国への要請をお願いする。 

現在、学校現場の教員不足が深刻であり、熊本県内私学の非正規率は、44.9％(全国40.9

％)に上っている。さらに、非正規教員は、身分の不安定さから教育の質を保つことも難し

く、私学が安定的運営を行うためには、国による経常費助成の拡充が強く求められる。 

ついては、教育基本法第８条の私立学校教育の振興や、私立学校振興助成法第４条の私

立学校への補助を名実ともに確立するため、私学助成に係る上記事項について、特段の御

高配を賜るよう請願する。 

           



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 付録 
 

 
経済環境常任委員会 

令和７年12月４日受理 請 第 32 号 

件 名 
最低賃金制度等の在り方見直しと事業者支援に関する国への意見書の提出を

求める請願 

紹 介 議 員 提 出 者   住 所   氏 名 

前 川   收 

藤 川 隆 夫 

松 田 三 郎 

 

（要 旨） 

 国に対し、次のとおり最低賃金に関する意見書を提出されるよう請願する。 

１ 石破前政権が掲げた最低賃金を2020年代に全国加重平均1,500円とする目標について、

経済情勢や中小企業・小規模事業者の経営状況、支払い能力を十分踏まえて見直しを検

討すること。また、国内消費の拡大に向けた経済政策の強力な実施により、中小企業・

小規模事業者が自発的かつ持続的に賃上げ可能な環境を整備すること。 

２ 現行の最低賃金制度について、他県との競争となっている実態、県内一律の金額適用

の適否、地方最低賃金審議会の合意形成の在り方など、様々な課題が生じていることを

踏まえ、制度の見直しを検討すること。 

３ 令和７年度の地方最低賃金の大幅な引上げに伴い、厳しい経営を強いられる中小企

業・小規模事業者が賃上げ原資を確保できるよう、支援を拡充・強化すること。 

 

 熊本県においても、全国最大の引上げ額となった令和７年度熊本県最低賃金の適用に伴

い、厳しい経営を強いられる県内中小企業・小規模事業者に対する支援を拡充・強化され

るよう請願する。 

（理 由） 

令和７年度熊本県最低賃金については、令和６年度の952円から82円の引上げとなり、 

1,034円となった。国の中央最低賃金審議会の答申では、熊本県を含むＣランクの引上げ額

の目安は64円（前年比6.7％増）とされたが、熊本地方最低賃金審議会は、その目安64円か

らさらに18円増の82円（前年比8.6％）という全国最大の引上げ額を答申した。 

最低賃金制度は、労働者の生活を守るセーフティネットとして、赤字企業も含め、強制

力を持って適用されるものであり、これを賃上げ実現の政策的手段として用いることは適

切でない。 

また、地方最低賃金審議会では、人材流出の懸念等から、隣県より１円でも高くといっ

た過度な競争意識が働いており、加えて、同じ県の中においても、地域によって、経済状

況や賃金等に格差がある。 

さらに、熊本県を含む地方最低賃金審議会では、使用者側委員全員が反対したまま、公

益委員と労働者側委員の賛成による多数決にて決定されるケースが多い。 

経済４団体が実施した調査では、今回の引上げについて、全体の７割を超える事業者及

び組合において経営を直撃する重大な問題であることが浮き彫りになった。また、その対

応策については、約半数が、業務効率化や商品・サービス価格の引上げを挙げる一方で、

正職員の配置転換・削減、営業時間・労働時間の短縮、一時金（賞与等）の調整を検討す

る声も少なくなく、労働者にとっても厳しい経営環境になりかねない状況である。 

 



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

９月定例会
議案第37号

令和６年度熊本県一般会計歳入歳出決算の認定について 認　定

９月定例会
議案第38号

令和６年度熊本県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算
の認定について

認　定

９月定例会
議案第39号

令和６年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出
決算の認定について

認　定

９月定例会
議案第40号

令和６年度熊本県収入証紙特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

認　定

９月定例会
議案第41号

令和６年度熊本県立高等学校実習資金特別会計歳入歳出決
算の認定について

認　定

９月定例会
議案第42号

令和６年度熊本県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算の認
定について

認　定

９月定例会
議案第43号

令和６年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

認　定

９月定例会
議案第44号

令和６年度熊本県用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

認　定

９月定例会
議案第45号

令和６年度熊本県育英資金等貸与特別会計歳入歳出決算の
認定について

認　定

９月定例会
議案第46号

令和６年度熊本県林業改善資金特別会計歳入歳出決算の認
定について

認　定

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年11月28日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決算特別委員長　髙木健次

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

９月定例会
議案第47号

令和６年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算
の認定について

認　定

９月定例会
議案第48号

令和６年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計歳入歳
出決算の認定について

認　定

９月定例会
議案第49号

令和６年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会
計歳入歳出決算の認定について

認　定

９月定例会
議案第50号

令和６年度熊本県のチッソ株式会社に対する貸付けに係る
県債償還等特別会計歳入歳出決算の認定について

認　定

９月定例会
議案第51号

令和６年度熊本県公債管理特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

認　定

９月定例会
議案第52号

令和６年度熊本県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

認　定

９月定例会
議案第53号

令和６年度熊本県病院事業会計利益の処分及び決算の認定
について

可決及び
認定

９月定例会
議案第54号

令和６年度熊本県電気事業会計利益の処分及び決算の認定
について

可決及び
認定

９月定例会
議案第55号

令和５年度熊本県工業用水道事業会計決算の認定について 認　定

９月定例会
議案第56号

令和６年度熊本県有料駐車場事業会計利益の処分及び決算
の認定について

可決及び
認定

９月定例会
議案第57号

令和６年度熊本県下水道事業会計決算の認定について 認　定



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 １号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号） 原案可決

第 ８号
熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

原案可決

第 ９号 熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

第 １０号

熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人
情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

原案可決

第 ２９号 当せん金付証票の発売について 原案可決

第 ４９号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号） 原案可決

第 ５９号
熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

第 ６０号
熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月12日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中村亮彦

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 １号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号） 原案可決

第 ７号 令和７年度熊本県病院事業会計補正予算（第２号） 原案可決

第 １１号
熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等
の一部を改正する条例の制定について

原案可決

第 １２号
熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等
の一部を改正する条例の制定について

原案可決

第 １３号
熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及
び熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

原案可決

第 １４号
障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例等の一
部を改正する条例の制定について

原案可決

第 ４９号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号） 原案可決

第 ５３号
令和７年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予　算
（第２号）

原案可決

第 ５８号 令和７年度熊本県病院事業会計補正予算（第３号） 原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月12日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生常任委員長　岩本浩治

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 １号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号） 原案可決

第 ３４号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３５号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３６号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３７号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３８号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３９号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ４８号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４９号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号） 原案可決

第 ５１号
令和７年度熊本県育英資金等貸与特別会計補正予算　（第
１号）

原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月12日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育警察常任委員長　竹﨑和虎

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ６１号
熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置条例等の一部を改正する条例の制定について

原案可決



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 １号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号） 原案可決

第 ５号 令和７年度熊本県電気事業会計補正予算（第２号） 原案可決

第 ６号 令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算(第２号） 原案可決

第 ３０号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３１号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３２号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ３３号 指定管理者の指定について 原案可決

第 ４９号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号） 原案可決

第 ５２号
令和７年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会
計補正予算（第３号）

原案可決

第 ５５号 令和７年度熊本県電気事業会計補正予算（第３号） 原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済環境常任委員長　髙島和男

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月15日　　

　 議長　髙野　洋介　様

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ５６号 令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

第 ５７号 令和７年度熊本県有料駐車場事業会計補正予算（第１号） 原案可決



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 １号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号） 原案可決

第 １５号 熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

第 ２１号 工事請負契約の変更について 原案可決

第 ２２号 工事請負契約の変更について 原案可決

第 ２３号 工事請負契約の変更について 原案可決

第 ４９号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号） 原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月15日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産常任委員長　河津修司

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 １号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号） 原案可決

第 ２号
令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算（第２
号）

原案可決

第 ３号
令和７年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補正予算
（第２号）

原案可決

第 ４号
令和７年度熊本県用地先行取得事業特別会計補正予算（第
１号）

原案可決

第 １６号
熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

原案可決

第 １７号 熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

第 １８号
熊本県地方港湾審議会条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

原案可決

第 １９号 財産の取得について 原案可決

第 ２０号
令和７年度災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の経費に対
する町負担金（地方財政法関係）について

原案可決

第 ２４号 工事請負契約の締結について 原案可決

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月15日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設常任委員長　西山宗孝

委員会審査報告書



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ２５号 工事請負契約の締結について 原案可決

第 ２６号 工事請負契約の締結について 原案可決

第 ２７号 工事請負契約の変更について 原案可決

第 ２８号 工事請負契約の変更について 原案可決

第 ４０号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４１号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４２号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４３号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４４号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４５号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４６号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４７号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第 ４９号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第８号） 原案可決



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ５０号
令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算 （第３
号）

原案可決

第 ５４号 令和７年度熊本県下水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ７８号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第９号） 原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月19日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中村亮彦

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ７８号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第９号） 原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月19日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生常任委員長　岩本浩治

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会　熊本県議会会議録　付録

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第 ７８号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第９号） 原案可決

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月19日　　

　 議長　髙野　洋介　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済環境常任委員長　髙島和男

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則
 第84条の規定により報告します。



令和７年11月定例会 熊本県議会会議録 付録 

 

 令和７年11月定例会提出 

 

閉会中の継続審査申出一覧表 

 

総務常任委員会 

 １ 行財政に関する件 

 ２ 私学振興に関する件 

 ３ 防災、消防に関する件 

 ４ 国際交流に関する件 

 ５ 企画推進及び土地利用対策・地域

政策に関する件 

 ６ 球磨川流域復興に関する件 

 

厚生常任委員会 

 １ 県民の健康及び衛生に関する件 

 ２ 県民の社会福祉に関する件 

 ３ 病院事業に関する件 

 

経済環境常任委員会 

 １ 環境保全及び公害対策に関する件 

 ２ 県民の生活に関する件 

 ３ 商工業の振興に関する件 

 ４ 労働行政の推進に関する件 

 ５ 観光、文化、物産及び貿易の振興

に関する件 

 ６ 公営企業の経営に関する件 

 

農林水産常任委員会 

 １ 農林水産業の振興に関する件 

 ２ 農山漁村の振興に関する件 

 

建設常任委員会 

 １ 道路、都市計画、景観及び下水環

境に関する件 

 ２ 河川、港湾及び砂防に関する件 

 ３ 建築、営繕及び住宅に関する件 

 

教育警察常任委員会 

 １ 学校教育及び社会教育の振興に関

する件 

 ２ 芸術・文化の振興に関する件 

 ３ 体育・スポーツの振興に関する件 

 ４ 治安基盤の整備に関する件 

高速交通ネットワーク整備推進特別委員

会 

 １ 高速交通体系に関する件 

 ２ 熊本都市圏交通に関する件 

 

海の再生及び環境対策特別委員会 

 １ 有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件 

 ２ 2050年県内ＣＯ２排出実質ゼロに

向けた取組に関する件 

 ３ 再生可能エネルギー導入促進に関

する件 

 

地域活力創生特別委員会 

  １ 新たな地方創生に関する件 

 ２ ＴＳＭＣ進出に係る県内波及効果

に関する件 

 

議会運営委員会 

 １ 議会の会議規則、委員会に関する

条例等に関する件 

 ２ 次期定例会の会期日程に関する件 

 ３ その他議会運営に関する件 
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請 願 委 員 会 審 査 報 告 一 覧 表

閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 一 覧 表

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

委 員 会 名 採　　　択 継 続 審 査

議 会 運 営

農 林 水 産

建 設
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付
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地 域 活 力 創 生

計 1

高速交通ネットワーク
整 備 推 進

海の再生及び環境対策

教 育 警 察



採択 不採択

７・12・１

請 第 29 号

西 聖 一
岩 田 智 子
幸 村 香代子

○

７・12・２

請 第 30 号

岩 中 伸 司
西 聖 一
岩 田 智 子
幸 村 香代子

○

７・12・２

請 第 31 号

岩 中 伸 司
城 下 広 作
西 聖 一
岩 田 智 子
幸 村 香代子
星 野 愛 斗

○

採択 不採択

７・12・４

請 第 32 号

前 川 收
藤 川 隆 夫
松 田 三 郎

○

令
和

７
年

11月
定

例
会

 熊
本

県
議

会
会

議
録

 付
録

結　果
継続
審査

経 済 環 境 常 任 委 員 会

最低賃金制度等の在り方見直しと事業者
支援に関する国への意見書の提出を求め
る請願

結　果
継続
審査

受理年月日

番 号
件　　　　　　　　名 紹　介　議　員 提出者　　　住所　　　氏名

総 務 常 任 委 員 会

受理年月日

番 号
件　　　　　　　　名 紹　介　議　員 提出者　　　住所　　　氏名

適格請求書等保存方式（インボイス制
度）の廃止等に関する国への意見書の提
出を求める請願

陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイ
ル配備と弾薬庫新設に関する住民説明会
（公聴会）開催の請願

教育費負担の公私間格差をなくし、子ど
もたちにゆきとどいた教育を求める請願


